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第１章 総  則 

第１節 目 的 

 本計画は、災害対策基本法（昭和36年法律第 223号）第42条の規定に基づき、有田川町防

災会議が作成する計画であって、町、県、指定地方行政機関、指定地方公共機関等の防災関係機

関が有する機能を有効に発揮して、町の地域におけるすべての災害に係る災害予防、災害応急対

策及び災害復旧を実施することにより、町土並びに町民の生命・身体及び財産を災害から保護す

ることを目的とする。 

第２節 計画の性格 

１ 有田川町地域防災計画は、防災関係機関が処置しなければならない町の地域に係る防災に関

する事務または業務について、総合的な運営を計画化したものであり、時系列的に「災害予防

計画」「災害応急対策計画」「災害復旧・復興計画」「南海トラフ地震防災対策推進計画」で

構成する。 

２ 有田川町地域防災計画の策定、実施にあたっては防災基本計画に基づき実施することから、

指定行政機関及び指定公共機関が作成する防災業務計画と緊密な連携を図っていくものとする。 

３ 本計画は、関係機関の防災業務の実施責任を明確にし、かつ、相互間の緊密な連絡・調整を

図るうえでの基本的な大綱を示すもので、その実施細目等については、さらに関係機関におい

て別途具体的に定めるものとする。 

４ 災害発生時には、まず「自分の生命は自分で、家族の生命は家族で、自分たちの地域は自分

たちで守る」という心構えと行動が基本となることを広く啓発し、町民自身および自主防災組

織等町民相互間の自主的な防災対策の支援に努める。 

第３節 計画の修正 

この計画は、災害対策基本法第42条の規定に基づき、毎年検討を加え、必要があると認め

るときは、これを修正する。したがって、各機関は関係する事項について、毎年有田川町防

災会議が指定する期日までに計画修正案を提出する。 

また、災害対策は相互に有機的・一体的なつながりを保持することが不可欠であることか

ら、和歌山県地域防災計画に準じて修正を行い、これを超えない範囲とする。
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第４節 用 語 

 

 この計画において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる

ものとする。 

１ 基 本 法 ………… 災害対策基本法 

２ 救 助 法 ………… 災害救助法 

３ 本  部 ………… 有田川町災害対策本部 

４ 県 本 部 ………… 和歌山県災害対策本部 

５ 県 支 部 ………… 和歌山県災害対策本部の支部 

６ 計   画 ………… 有田川町地域防災計画 

７ 県 計 画 ………… 和歌山県地域防災計画 

８ 本 部 長 ………… 有田川町災害対策本部長 

９ 県本部長 ………… 和歌山県災害対策本部長 

10 県支部長 ………… 和歌山県災害対策本部の支部長 

11 その他の用語については、災害対策基本法の例による。 

 なお、本計画中次の組織名称は本部設置の如何にかかわらず、それぞれ次のとおり読みかえる

ものとする。 

 

本部設置時 本部不設置時（平常組織時） 

本 部 有 田 川 町 

本 部 長 有田川町長 

県 本 部 和歌山県危機管理局災害対策課 

県 本 部 長 和歌山県知事 

本部・班 有田川町部課 

県本部・班 和歌山県部課 

県 支 部 有田振興局（総務県民課） 

県 支 部 長 有田振興局長 
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第２章 有田川町の地勢と災害 

第１節 地理的概観 

１ 位置 

本町は、紀伊半島の北西部、和歌山県の中央部の北寄りに位置し、東は奈良県境に接し西は

有田市、南は日高川町、北は海南市に接している。 

２ 面積 

本町の面積は351.84km2（東西約33km、南北約16km）で、和歌山県の総面積4,725km2

の7.4％を占めている。 

３ 地形 

本町の地形は、北は長峰山脈、南は白馬山脈に挟まれ、その間を高野山に源を発する有田川

が町の中央部を西に蛇行しながら有田川流域を形成している。林野面積は、268.66km2で町

全体の76.4％を占めている。また、農用地は9.5％の3,344haで有田川沿いに広がり、町の主

力産業であるみかん畑が平地ばかりでなく山地まで広がっている。 

４ 地質 

地質は、長峰山系を形づくっている三波川変成帯（塩基性片岩が主である）と、有田川から

南部一帯にかけては秩父累帯（古生層及び中生層）で、粘板岩や砂岩、泥岩の堆積物からなっ

ている。 

5 地盤 

有田川下にかなり広く沖積層が広がっている。 

 

第２節 気象条件 

気候については、太平洋高気圧の影響を受け温暖多雨で、平均気温の平均値は13.9℃、西部地

域では厳寒のときでも零度を下回ることは少ないが、東部地域では毎年積雪が観測される。年間

降水量の平均値は年平均2,097.3mmとなっている（和歌山地方気象台清水地域気象観測所）。 

また、大雨や台風による気象災害が発生しやすい。 
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第３節 社会条件 

１ 人口・世帯 

令和2年国勢調査による本町の人口は25,258人、世帯数は9,506世帯となっている。 

２ 土地利用 

本町は、平坦地の土地利用は、ほとんどがみかん畑地に転換され、その土壌と自然条件が柑

橘栽培に適し、全国的に有名な「有田みかん」の本場を形成している。 

町の面積は351.84km2で、土地利用区分別は農用地9.27％、森林76.66％、宅地1.75％、

道路2.34％、水面・河川・水路2.27％、その他7.71％となっている。（平成26年度土地利

用現況把握調査） 

3 鉄道・道路網 

交通輸送面では、ＪＲ紀勢線藤並駅が玄関口として重要な役割を果している。幹線道路とし

ては、国道42号、国道424号が市街地の中央部をそれぞれ南北に縦走し、東西に流れる有田

川に沿って国道480号が走っている。また、阪和自動車道及び一般有料道路・湯浅御坊道路の

インターチェンジがあり、京阪神方面への交通の要として、重要な役割を果している。 

 

第４節 災害とその特性 

気象現象を主な原因として起こる気象災害には、台風・大雨・強風など短期間に災害を引き

起こす性質のものと、干ばつや長雨など比較的長期にわたり農作物などに被害を与える災害に

大別できる。 

１ 災害の特性 

(1) 災害の特性 

本町の冬の気候は比較的温暖で、雪による災害は軽微である。気象災害のうち、本町で特

に警戒しなければならないのは、大雨による洪水や土砂災害である。また台風においては暴

風にも警戒しなければならない。過去の災害履歴から見ると台風や梅雨末期の前線活動に伴

う豪雨による災害が幾度も起こっている。 

(2) 火災 

火災は、気象が直接的原因となって起こることは希であるが、1年間の平均火災件数は10

件程度である。中でも、気象の影響を受けるたき火が原因の火災が最も多く発生している。 

２ 災害の履歴 

(1) 台風  

① 室戸台風 （昭和9年9月21日：193４年） 

9月21日早朝に室戸沖から徳島西方を通過（午前６時頃）して阪神方面に入った台風は、

室戸岬で気圧911.9hPaに達する非常に強い台風で、風速45メートル、瞬間最大風速60
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メートルを記録した。特に和歌山県下では、高潮による被害が甚大であった。県下の被害

は、死者３１名、行方不明者６名、負傷者434名、家屋全壊2,628戸、同半壊2,602戸、

同流失１１７戸、床上浸水1,600戸、床下浸水2,565戸、その他、甚大な被害を受けた。 

湯浅署管内の被害は、死者１人、負傷者10人、家屋全壊15戸、同半壊24戸、床下浸水

120戸、電柱倒壊95本などであった。また、箕島商業の教室と演武場が倒壊し、湯浅港

が半壊、平松酒造（本町下津野）の酒蔵が倒壊するなどの被害をうけた。 

② 洞爺丸台風（台風15号） （昭和29年9月25～26日：1954年） 

この台風はカロリン群島東部から九州南東部・中国を通過して日本海上に出た後、北海

道西方海上に去った。函館で洞爺丸をはじめとする青函連絡船の大半が遭難し、千数百人

の犠牲者を出した。和歌山県下でも、この台風の余波で９月25日昼過ぎから風が強まり、

26日６時前からは烈風となった。雨は比較的少なく、主として風害を被った。有田郡内で

は、家屋全壊２戸、同半壊91戸、床上浸水４戸などで、り災者数は632人に及んだ。 

③ 伊勢湾台風（台風15号） （昭和34年9月23～26日：1959年） 

26日18時潮岬の西から紀伊半島に上陸し、24時過ぎに富山市を通過し日本海に進んだ。 

有田川の水位は金屋（警戒水位5.0ｍ）で3.25ｍであったが、紀ノ川や日高川、熊野川

などでは警戒水位を大幅に上回り、大きな被害を被った。有田郡内では、家屋全壊２戸、

同半壊26戸、床下浸水７戸などの被害があり、うち本町では家屋全壊１戸の被害にとどま

った。 

④ 第２室戸台風（台風18号） （昭和36年9月14～16日：1961年） 

９月８日、マーシャル群島で発生した台風18号は、昭和９年の室戸台風とほぼ同じ進路

を取りながら、同15日には超大型台風に発達した。16日９時には室戸岬の南西50kmに

達し、同13時には淡路島から大阪湾へと進んだ。この間、和歌山地方気象台では、16日

12時43分に最大瞬間風速56.7m/s、同12時45分に最低気圧939.3hPaを記録した。 

15、16両日の総雨量は、湯浅町で232.0mm、旧清水町二川で339.0mmに上った。

このため、有田川では16日夕方に金屋（警戒水位5.0ｍ）で最高水位5.9ｍを記録した。 

有田郡内では、死者１人、負傷者９人、家屋全壊290戸、同半壊811戸、同流失49戸、

床上浸水853戸、床下浸水1,879戸などの被害があり、うち本町では負傷者２人、家屋全

壊39戸、同半壊176戸、床上浸水７戸、床下浸水391戸の被害が出た。この台風の暴風

雨による人的被害は比較的少なかったものの、総被害額は339億円を超え、昭和28年の

７月18日の水害（後述）に次ぐ大きなものとなった。また、17日17時、本町にも災害救

助法が適用された。 

⑤ 台風19号（平成2年9月19日） 

19日に中心気圧945hPa，中心付近の最大風速45m/sと大型で強い勢力を保ったまま

白浜町周辺に上陸し、停滞していた前線の活動を活発化させて，西日本の太平洋側では多
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い所で総降水量が600～1,000mmに達した。県下では、死者41人，負傷者114人，住

宅の全壊・流失160棟，半壊・一部破損3,143棟，床上・床下浸水41,017棟，橋の流失

46か所，堤防決壊51か所，道路損壊・がけ崩れ1,313か所などの被害を受けた。 

⑥  台風12号（平成23年9月2日～4日） 

８月25日９時にマリアナ諸島の西の海上で発生した台風第12号は、発達しながらゆっ

くりとした速さで北上し、28日には強風半径が500キロメートルを超えて大型の台風と

なり、30日には中心気圧が965ヘクトパスカル、最大風速が35メートルの大型で強い台

風となった。９月２日には暴風域を伴ったまま北上して四国地方に接近し、３日10時前に

高知県東部に上陸した。その後、台風はゆっくりと北上して四国地方、中国地方を縦断し、

４日未明に日本海に進んだ。台風が大型で、さらに台風の動きが遅かったため、長時間台

風周辺の非常に湿った空気が流れ込み、西日本から北日本にかけて、山沿いを中心に広い

範囲で記録的な大雨となった。 

 特に紀伊半島では、８月30日17時からの総降水量は広い範囲で1,000ミリを超え、奈

良県上北山村にあるアメダスでは72時間雨量が1652.5ミリとこれまでの国内の観測記

録である1,322ミリ（宮崎県神門（みかど））を大幅に上回り、総降水量は1,808.5ミリ

に達し、一部の地域では解析雨量で2,000ミリを超えるなど、記録的な大雨となった。 

 このため、土砂災害、浸水、河川のはん濫等により、和歌山県、奈良県、三重県などで

多数の死者、行方不明者が発生したほか、北海道から四国にかけての広い範囲で床上床下

浸水などの住家被害、田畑の冠水などの農林水産業への被害、鉄道の運休などの交通障害

が発生した。 

本町においては、町東部において継続した降雨となり清水地区では一部国道への浸水が

発生した。有田川の増水に伴い二川ダムの最大流入量が1,619㎥/ｓとなり、対して最大放

流量が1,497㎥/ｓとなった。この流量で金屋観測所での最高水位は7ｍ23㎝まで達した。

ダム放流量変更の通知を受け有田川沿岸23地区に避難勧告を発令し、その後さらに浸水の

おそれのあった３地区に避難指示を発令した。 

家屋では床上浸水１棟、半壊１棟の被害を受け、農林水産物では被害額は2億円を超え

た。国道・県道・町道・農道・林道も各所において寸断され、７箇所の上下水道施設も被

害を受けることとなり、被害は近年にない甚大なものとなった。 

(２)集中豪雨 

① 7月10日水害 （昭和27年7月10～11日：1952年） 

紀伊半島沖に停滞していた梅雨前線が北上したため、和歌山市及びその周辺を中心とし

て記録的な豪雨に見舞われた。和歌山測候所観測によると、10日21時から11日６時まで

の９時間に354.6mm、24時間降水量が393.6mmで、観測開始以来最大の豪雨となった。 

被害は和歌山市及びその周辺各地に甚大で、明治22年の大水害に次ぐ大水害といわれてい
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る。湯浅署管内では、床下浸水83戸、罹災者数約150人、道路損壊６か所などの被害が

出た。 

② 7月18日水害 （昭和28年7月17～18日：1953年） 

７月17日夜から18日朝にかけて県北部を襲った梅雨前線による豪雨は雷を伴った所が

多く、短時間に希有の大雨を降らし、未曾有ともいうべき惨禍をもたらした。有田日高両

郡東部から奈良県南部にかけて、24時間降水量は400mm以上にも及び、旧龍神村では

450mm、旧清水町沼では430mmを観測した。しかも、そのほとんどの雨は18日未明の

数時間内に集中したため、有田川や日高川をはじめとする各河川が増水し、記録的な大洪

水となった。 

この水害による県下の被害は、死者639人、行方不明者376人、負傷者5,709人、家屋

全壊3,209戸、同半壊1,678戸、同流失3,896戸、床上浸水12,734戸などの大災害で、

18日９時25分、災害救助法が適用されたが、復興にはかなりの日数を要した。 

 当町においても堤防の決壊、道路・橋梁の流失、土砂崩れ等により壊滅的状況となり、

死者55人、行方不明者138人、負傷者1,145人、家屋全壊862戸、同半壊546戸、同流

失1,138戸、床上床下浸水3,146戸の甚大な被害となった。 

旧吉備町では特に御霊地区及び田殿地区が大打撃をうけた。御霊地区では有田川の濁流

が金屋橋付近で右岸に突き当たり、そのはね返りが西方へ流れ、付近の家屋を一飲みにし

てしまい、多くの人的被害をもたらした。又田殿地区においては、庄の北方から西流する

有田川が出を直撃したため、堤防が決壊し、その濁流が田殿田圃全域へと広がり、出・尾

中地区では流失家屋が多数に上り、長田の西から上中島へと濁流が押し寄せ、ほとんどの

家屋、田畑を流出、浸水し、孤立状態となった。 

旧金屋町では川口地区と宇井苔地区で壊滅的ともいうべき被害となった。川口地区では

有田川が満水となり濁流が国道480号（当時県道高野湯浅港線）を越え住宅地に侵入し、

毎分0.3メートルの速度で増水し、地域住民が避難し始めた頃県道が決壊し、避難民の多く

が濁流にその手を遮られ多くの犠牲者を出した。宇井苔地区では、当時42戸の住宅があっ

たが、内40戸が流失埋没に依り全壊、１戸が半壊という壊滅的な被害をうけた。 

旧清水町では各地で河川が氾濫し国道480号（当時県道高野湯浅港線）は一部４キロば

かりを残す以外は全て決壊・流失し、又各地で山津波が起こり、街の商店街が跡形もなく

流出し、その上に膨大な崩土が居座ったというところもあったほどすさまじい状況で、死

者行方不明者を合わせると87名という大惨事となった。 
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第５節 地域の災害危険性  

１ 土砂災害 

本町の地形の特徴は、大別すると長峰山系の北部地帯、紀伊山地系の東部地帯、有田川

の堆積作用による西部、三本松峰を頂点とした比較的緩傾斜の南部山地、白馬山系に区分

することができる。 

 地質構造は、有田川の北岸のほとんどを形づくっている三波川変成帯と有田川南部に分布し

ている秩父累帯に分かれ、さらに秩父累帯については、トリアス紀層と白亜紀層に分かれる。

およそ、西部の大半はこの秩父累帯に占められ、市街地を形成しているが、中央部、南部、北

部においては、有田川支川の多くに集落が点在し、地すべり防止区域が指定されている。また、

小規模の地すべり等が発生しており、豪雨等による土石流・地すべり・崩壊等が十分予想され

る。 

(1) 土石流 

本町の土石流危険渓流は385渓流に及んでいる。特に本町北部、中央部、南東部は急峻な

地形や脆弱な地質をもったところが多いにもかかわらず、わずかな平地に集落が密集し豪雨

により多量の土砂が流出し易い状態の場所が多く点在している 。 

(2) 地すべり 

本町の地すべり危険箇所は69箇所で、そのうち20箇所が地すべり防止区域の指定を受け

ている。 

(3) 崩壊 

本町の急傾斜地崩壊危険箇所は1,142箇所で、そのうち急傾斜地崩壊危険区域は29箇所指

定を受けている.。また、山腹崩壊危険地区は726箇所、崩壊土砂流出危険地区は676箇所の

指定を受けている。 

２ 風水害 

(１) 河川 

有田川町の河川は、有田川をはじめとする2級河川や普通河川が多くあり、重要水防箇所

が指定されている。重要水防箇所は54箇所で、34箇所が重要度Ａとして県の指定を受けて

いる。 

(２) ため池 

警戒を要するため池は111箇所あり、集水区域の開発に伴い、豪雨時には常に溢水状態の

箇所が多く、町としては、改修の促進を図っている。 

２ 予防対策 

  以上の事情をふまえ、改修工事の促進はもとより、予防対策として河川・排水路等のしゅん

せつを実施し、水害の防除に努めている。 
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第６節 地震被害想定  

県の地震被害想定調査（平成18年5月及び平成26年10月）の想定から有田川町に係る被害

想定を整理すると次のとおりである。 

１ 目的 

和歌山県周辺では、近い将来の発生が予想されている東海・東南海・南海地震（以下「３連

動地震」という。）のほか、南海トラフ巨大地震や中央構造線断層帯の活動による地震等の発

生が懸念されており、これらの地震が発生すると、県内に重大な被害をもたらし、社会生活に

も大きな影響を及ぼすことが指摘されている。 

県の地震被害想定調査は、これらの地震が発生した際に予想される物的被害や人的被害、ま

た社会活動に関わる影響を予測することによって、地震が発生した際の「災害像」を確立し、

今後の防災対策を検討していくための基礎資料とすることを目的としている。 

２ 想定条件 

(1)想定地震 

想定する地震は、本県に大きな影響を及ぼす可能性のある以下の地震とする。 

① ３連動地震（Mw8.7） 

② 南海トラフ巨大地震（Mw9.1） 

③ 和歌山県内の中央構造線断層帯を起震断層とする地震（M8.0相当） 

④ 田辺市付近直下を震源とする地震（M6.9相当） 

(2)想定のとりまとめ 

本計画の前提として想定する地震は、３連動地震及び南海トラフ巨大地震とする。 

 

３ 有田川町における想定の概要 

(1)震度の予測 

  ① ３連動地震 

西部の市街地部は「震度６弱」、その他の地域は主に「震度５強」 

  ② 南海トラフ巨大地震 

西部の市街地部は「震度６強」、その他の地域は主に「震度６弱」 

  ③ 和歌山県内の中央構造線断層帯を起震断層とする地震 

       吉備地域、金屋地域及び清水地域北部は主に「震度６強～震度６弱」、その他の地域は 

主に「震度５弱」 

    ④ 田辺市付近直下を震源とする地震 

       町内全域で最大「震度５弱」 
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平成 26 年和歌山県地震被害想定調査 

 

平成 26 年和歌山県地震被害想定調査 

 

平成 18 年和歌山県地震被害想定調査 

 

平成 18 年和歌山県地震被害想定調査 

 

■３連動地震 

 

■南海トラフ巨大地震 

 
  



  有田川町地域防災計画 

 13 

(2)液状化の予測 

  ３連動地震及び南海トラフ巨大地震において、液状化が発生する予測となっており、液状化

指数（PL値）が15～30の地点もあると予測されている。 

 

 

(３)建物被害の予測 

  複数予測したケースのうち、最大の被害となる冬の夕方18時、風速８ｍの場合を示しました。

総棟数 16,600 棟のうち、３連動地震による全壊が66棟、南海トラフ巨大地震では全壊が

890棟です。 

想定地震 焼失棟数（棟） 全壊棟数（棟） 半壊棟数（棟） 

３連動地震 3 66 790 

南海トラフ巨大地震 15 890 3,200 

 ※全壊棟数には焼失分を含む。 

 

(４)人的被害の予測 

  複数予測したケースのうち、最大の被害となる冬の夕方18時、風速８ｍで、最も避難が遅い

ケースの場合を示しました。この時期の18時は日没後であるので、夜間の避難条件を適用して

います。人口26,900人のうち、３連動地震による死者数が３人、南海トラフ巨大地震では死

者数が38人となっています。 

想定地震 死者数（人） 重傷者数（人） 軽傷者数（人） 閉込者数（人） 

３連動地震 3 4 110 2 

南海トラフ巨大地震 38 55 490 23 

 

平成 26 年和歌山県地震被害想定調査 

 

平成 26 年和歌山県地震被害想定調査 
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(５)上水道被害の予測 

 上水道については、水道人口26,200人のうち、３連動地震では発災直後の断水人口が

22,700人で、南海トラフ巨大地震では発災直後の断水人口が25,600人となっています。 

想定地震 
断水人口（人） 

発災直後 １日後 １週間後 １カ月後 

３連動地震 22,700 15,200 7,600 0 

南海トラフ巨大地震 25,600 22,200 11,100 3,800 

 

(６)下水道被害の予測 

 下水道については、下水道人口10,600人のうち、３連動地震では被害は想定されておらず、

南海トラフ巨大地震では発災直後の下水道支障人口が260人となっています。 

想定地震 
支障人口（人） 

発災直後 １日後 １週間後 １カ月後 

３連動地震 0 0 0 0 

南海トラフ巨大地震 260 200 0 0 

 

(７)電力施設被害の予測 

 電力施設については、需要家軒数16,600軒のうち、３連動地震は発災直後の停電率は28％

で、南海トラフ巨大地震では発災直後の停電率が100％となっています。 

想定地震 
停電率（％） 

発災直後 １日後 １週間後 １カ月後 

３連動地震 28 0 0 0 

南海トラフ巨大地震 100 100 0 0 

 

(８)通信施設被害の予測 

 通信施設については、固定電話の回線数7,100件のうち、３連動地震は発災直後の不通率が

59％で、南海トラフ巨大地震では発災直後の不通率が100％となっています。また携帯電話

の不通状態については、３連動地震・南海トラフ巨大地震ともに発災直後は非常に繋がりにく

くなることが予測されています。 

想定地震 
固定電話・不通率（％） 

発災直後 １日後 １週間後 １カ月後 

３連動地震 59 2 1 0 

南海トラフ巨大地震 100 100 2 0 

 

想定地震 
携帯電話・不通状態 

発災直後 １日後 １週間後 １カ月後 

３連動地震 非常に繋がりにくい 被害なし 被害なし 被害なし 

南海トラフ巨大地震 非常に繋がりにくい 非常に繋がりにくい 被害なし 被害なし 
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(９)道路施設被害の予測 

 道路施設については、３連動地震では地震被害箇所数が15箇所で、南海トラフ巨大地震では

地震被害箇所数は18箇所となっている。 

想定地震 地震被害箇所数（件） 

３連動地震 15 

南海トラフ巨大地震 18 

※予測は、県全域の被害想定として算出しており、被害箇所を特定するものではなく、地域ご

との高速道路、直轄国道、補助国道、県道を対象とした被害の度合いを評価したもの 

 

(10)鉄道施設被害の予測 

 鉄道施設については、３連動地震では地震被害箇所数が６カ所で、南海トラフ巨大地震では 

地震被害箇所数は８箇所となっている。 

想定地震 地震被害箇所数（件） 

３連動地震 6 

南海トラフ巨大地震 8 

 

(11)避難者数の予測 

 避難者の予測（夏12時、風速４ｍ、全員直接避難の場合）は、被災時人口26,100人のうち、 

１日後には３連動地震は避難者総数（避難所に避難する者＋避難所外生活者）94人、南海トラ 

フ巨大地震では1,200人となっています。 

想定地震 
避難者総数（人） 

１日後 １週間後 １カ月後 

３連動地震 94 4,100 2,100 

南海トラフ巨大地震 1,200 4,000 4,600 

 

(12)帰宅困難者数の予測 

 帰宅困難者の予測は、３連動地震・南海トラフ巨大地震ともに5,300人となっています。鉄 

道全線の不通及び道路の通行止めが多く発生すると予想され、これが要因となっています。 

想定地震 帰宅者総数（人） 帰宅困難者（人） 

３連動地震 22,100 5,300 

南海トラフ巨大地震 22,100 5,300 
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(13)必要物資数の予測 

 必要物資数の予測（夏12時、風速４ｍ、全員直接避難の場合）は、３連動地震において発災 

１日後～３日後までに、食料は610食、飲料水は136,400リットル必要となります。南海ト 

ラフ巨大地震においては、１日後～３日後までに、食料は7,500食、飲料水は199,700リッ 

トル必要となります。 

想定地震 １日後～３日後（３日間） ４日後～７日後（４日間） 

毛布 

(枚) 

避難所避

難者数 

（人） 

食料 
(食/3日間) 

飲料水 
(ℓ/3日間) 

避難所避

難者数 

（人） 

食料 
(食/4日間) 

飲料水 
(ℓ/4日間) 

3連動地震 57 610 136,400 2,100 29,000 159,100 4,100 

南海トラフ

巨大地震 
700 7,500 199,700 2,000 28,200 232,900 4,000 

 

(14)災害廃棄物の予測 

 災害廃棄物の予測（冬の夕方18時、風速８ｍの場合）は、３連動地震では4,700ｔで、南海 

トラフ巨大地震では66,000ｔとなっています。 

想定地震 可燃物（ｔ） 不燃物（ｔ） 合計（ｔ） 

３連動地震 1,200 3,500 4,700 

南海トラフ巨大地震 17,000 49,000 66,000 
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第３章 防災行政の基本方針 

 

自然災害及び地域開発に伴う環境の変化などによる多種多様な災害に対応するため、治山治水

をはじめとする防災施設の整備、情報伝達網の充実、災害時における緊急輸送道路の確保を図る

とともに、町・県・防災関係機関及び町民が一体となって地域に密着した総合的な防災体制を推

進する。 

１ 町土保全施設の整備 

(1)治 山 

○ 緊急かつ計画的に荒廃地及び荒廃危険地の施設整備を進める。 

 ○ 緊急かつ重点的に山地災害危険地区の施設整備を進めるとともに、災害予測技術の確立に

努める。 

○ 森林の有する公益的機能を高度に発揮するため、保安林の整備を推進する。 

(2)治 水 

○ 河川・砂防の基本施設及び地域防災施設については、所要の安全度をおおむね確保する。 

 ○  治水安全度を向上するため、防災施設の整備を推進するとともに土地利用のあり方、避難

誘導についても検討し、流域を一体した総合的な治水施策を進める。 

 ○ 防災施設の整備にあたっては、河川空間の活用を求める声が高まりつつあることから、歴

史・伝統・地域文化に根ざした活動の場、レクリエーション活動の場として、ゆとりとう

るおいのある豊かな水辺環境を創造する。 

 ○ 治水・利水等に関する情報提供の場の構築を図り、住民に対し雨量・水位・水質等の情報

をわかりやすく提供する。 

２ 防災活動の強化 

 ○ 町土並びに住民の生命・身体及び財産を災害から守る防災対策の基本となる地域防災計画、

耐震改修促進計画などの各種防災計画に常に検討を加え、防災体制の整備と強化を図る。 

 ○ 災害発生時の被害状況を速やかに収集し、災害に関する情報を迅速・的確に伝達するため

の多種多様な情報伝達網の整備を促進する。 

 ○ 円滑な防災活動が実施できるよう、自主防災組織等の地域の防災体制の強化を図る。 

 ○ 広報紙、報道機関、講演会、学校教育などのあらゆる手段や機会を活用して、災害危険箇

所等の防災情報の提供や防災知識の普及に努める。 

 ○ 防災機関・その他関係機関が一体となって、地域ぐるみの各種防災訓練を実施する。 

○ 男女双方の視点に配慮した防災体制の確立に努める。 

○ 耐災害性を備えた防災拠点施設の整備を促進する。 

○ 災害時に迅速かつ的確な災害対応が実施できるよう、職員の防災対応力強化に努める。 
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第４章 防災に関する事務又は業務の大綱 

  

町、県並びに和歌山県の区域を管轄し、若しくは区域内に所在する指定地方行政機関、指定公

共機関、指定地方公共機関及び公共的団体その他防災上重要な施設の管理者は、所管事項につい

て、おおむね次の事務又は業務を処理するものとし、その際相互に協力するよう努めなければな

らない。     

 

第１節 実施責任 

１ 町 

 町は、防災の第一次的責任を有する基礎的地方公共団体として、市町村の地域並びに地域住

民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地

方公共機関及び他の地方公共団体の協力を得て防災活動を実施する。 

２ 県  

 県は、市町村を包括する広域的地方公共団体として、県の地域並びに地域住民の生命、身体

及び財産を災害から保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関が処

理する防災に関する事務又は業務の実施を助け、かつ、その総合調整を行う。 

３ 指定地方行政機関 

指定地方行政機関は、県の地域並びに地域住民の生命、身体及び財産を災害から保護するた

めに、指定行政機関及び指定地方公共機関と相互に協力し、防災活動を実施するとともに、町

及び県の活動が円滑に行われるよう勧告、指導、助言等の措置をとる。 

４ 指定公共機関及び指定地方公共機関 

指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務の公共性又は公益性に鑑み、自ら防災活動

を実施するとともに、県及び町の活動が円滑に行われるようその業務に協力する。 

５ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者は、平素から災害予防体制の整備を図るとともに、

災害時には災害応急措置を実施する。 

 また、町、県、その他の防災関係機関の防災活動に協力する。 
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第２節 町の処理すべき事務又は業務の大綱 

１ 有田川町 

機 関 の 名 称 処  理  す  べ  き  事  務  又  は  業  務  の  大  綱 

有 田 川 町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 有田川町防災会議に関する事務 

イ 防災に関する施設、組織の整備と訓練 

ウ 災害に関する情報の伝達、収集及び被害の調査報告 

エ 災害防除と拡大の防止 

オ 救助、防疫等、り災者の救助保護 

カ 災害復旧資材の確保と物価の安定 

キ り災者に対する融資等の対策 

ク 被災町営施設の応急対策 

ケ 災害時における文教対策 

コ 災害対策要員の動員並びに雇用 

サ 災害時における交通、郵送の確保 

シ 被災施設の復旧 

ス 管内の関係団体が実施する災害応急対策等の調整     

 

２ 和歌山県 

機 関 の 名 称 処  理  す  べ  き  事  務  又  は  業  務  の  大  綱 

和 歌 山 県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 県防災会議に関する事務 

イ 防災に関する施設、組織の整備と訓練 

ウ 災害に関する情報の伝達、収集及び被害の調査報告 

エ 災害防除と拡大の防止 

オ 救助、防疫等、り災者の救助保護 

カ 災害復旧資材の確保と物価の安定 

キ り災者に対する融資等の対策 

ク 被災県営施設の応急対策 

ケ 災害時における文教対策 

コ 災害時における公安対策 

サ 災害対策要員の動員並びに雇用 

シ 災害時における交通、郵送の確保 

ス 被災施設の復旧 

セ 市町村が処理する事務、事業の指導、あっせん等     
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３ 消防 

機 関 の 名 称 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

有田川町消防本部 

吉備金屋消防署 

清水消防署 

消防団 

 ア 災害時における情報の収集及び伝達、広報 

 イ 災害時における被災者の救急、救助業務 

 ウ 火災発生における消防業務 

 エ 危険物等の災害に関する指導等災害予防業務 

 オ 消防組織、消防施設の強化 

 

４ 警察 

機 関 の 名 称 処  理  す  べ  き  事  務  又  は  業  務  の  大  綱 

湯 浅 警 察 署 

 

ア 災害時における町民の生命、身体、財産の保護 

イ 災害時における犯罪予防及び取締り、治安維持のための警察

活動 

エ 災害時における交通の混乱防止、交通秩序の確保 

オ 災害時における緊急車両のための交通規制 

カ 遺体の検視及び身元確認 

キ 他の機関の行う緊急活動に対する協力援助 

      

５ 指定地方行政機関 

機 関 の 名 称 処  理  す  べ  き  事  務  又  は  業  務  の  大  綱 

和歌山地方気象台 

 

 

 

ア 観測施設の整備及び維持 

イ 気象予報等の処理・通信システム等の確保と充実 

ウ 気象予報等の発表と伝達 

エ 観測資料等のデーターベースの構築 

近畿地方整備局 

（和歌山河川国道

事務所、紀南事務

所、紀伊山系砂防

事務所） 

ア 土木施設の整備と防災管理 

イ 水防のための警報等の発表、伝達と水災応急対策 

ウ 被災土木施設の災害復旧 

エ 緊急を要すると認められる場合の緊急対応の実施 
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６ 自衛隊 

機 関 の 名 称 処  理  す  べ  き  事  務  又  は  業  務  の  大  綱 

陸上自衛隊 

第37普通科連隊 

ア 人員の救助、消防、水防及び救援物資の輸送並びに通路の応

急啓開 

イ 応急救援、防疫、給水、入浴支援及び通信支援 

 

７ 指定公共機関 

機 関 の 名 称 処  理  す  べ  き  事  務  又  は  業  務  の  大  綱 

西日本旅客鉄道 

株式会社和歌山支社 

ア 輸送施設の整備と安全輸送の確保 

イ 災害対策用物資の緊急輸送 

ウ 災害時の応急輸送対策 

エ 被災施設の調査と災害復旧 

西日本電信電話 

株式会社和歌山支店 

株式会社NTTドコモ 

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 

ア 電気通信施設の整備と防災管理 

イ 災害時における緊急電話の取り扱い 

ウ 被災施設の調査と災害復旧 

日本郵便株式会社 

(和歌山中央郵便局) 

 

ア 災害時における郵便業務の確保並びに災害時特別事務の取

り扱い及び援護対策の実施 

イ 被災郵便業務施設の復旧 

ウ 被災地域の地方公共団体に対する簡保積立金の短期融資 

エ  民間災害救援隊に対する災害ボランテｲア口座寄附金の公

募・配分に関すること 

日本赤十字社 

和歌山県支部 

ア 災害時における医療、助産及び被災地での医療、助産、救護 

イ 災害救助等の協力奉仕者の連絡調整 

ウ 義援金品の募集配布 

西日本高速道路㈱ 

関西支社 

ア 災害時における輸送路の確保 

イ 有料道路の災害復旧 

日本通運株式会社湯

浅営業センター 

ア 災害時における救助物資の輸送の確保 

イ 災害時における緊急陸上輸送 

日本放送協会 

和歌山放送局 

ア 防災知識の普及と警報等の周知徹底 

イ 災害状況及び災害対策等の周知徹底 

関西電力送配電株式

会社 和歌山支社 

 

ア 災害時の電力供給 

イ 被災施設の調査と災害復旧 

ウ ダム施設等の整備と防災管理 
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８ 指定地方公共機関 

機 関 の 名 称 処  理  す  べ  き  事  務  又  は  業  務  の  大  綱 

有田川土地改良区 

 

 

 

ア 土地改良施設の整備と防災管理 

イ 農地及び農業用施設の被害調査並びに災害復旧 

ウ 農地たん水の防除施設の整備と活動 

エ 災害防除と拡大の防止 

機 関 の 名 称 処  理  す  べ  き  事  務  又  は  業  務  の  大  綱 

株式会社 

和歌山放送 

ア 防災知識の普及と警報等の周知徹底 

イ 災害状況及び災害対策等の周知徹底 

株式会社テレビ 

和歌山 

ア 防災知識の普及と警報等の周知徹底 

イ 災害状況及び災害対策等の周知徹底 

社団法人和歌山県医

師会・有田医師会 

ア 災害時における医療救護の実施 

イ 災害時における防疫の協力 

有田鉄道株式会社 ア 災害時における被災者及び一般利用者等の輸送の確保 

イ 災害時の応急輸送 

有田交通株式会社 

 

ア 災害時における被災者及び避難者の輸送の確保 

イ 災害時の応急輸送 

株式会社酒本運送 

 

ア 災害時における救助物資の輸送の確保 

イ 災害時の応急輸送 

 

７ その他公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

機 関 の 名 称 処  理  す  べ  き  事  務  又  は  業  務  の  大  綱 

病院等経営者 ア 避難施設の整備と避難訓練の実施 

イ 被災時の病人等の収容保護 

ウ 災害時における負傷者等の医療、助産救助 

社会福祉施設の経

営者 

ア 避難施設の整備と避難訓練の実施 

イ 災害時における収容者の収容保護 

学校法人 ア 避難施設の整備と避難訓練の実施 

イ 災害時における教育の応急対策計画の確立と実施                                                                                                                                                                                                       

ありだ農業協同組

合 

 

ア 町本部が行う農業関係の被害調査等応急対策への協力 

イ 農作物等の災害応急対策についての指導 

ウ 被災農業者に対する融資又は斡旋 

エ 農業共同利用施設の災害応急対策及び災害復旧 
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オ 飼料、肥料、その他資材等の確保又は斡旋 

有田川町商工会 ア 町本部が行う商工業関係の被害調査等応急対策への協力 

イ 救助用物資、復旧資材の確保についての協力 

運送会社 ア 災害時における救助物資及び避難者の輸送の確保 

イ 災害時の応急輸送                                                                                                                                                                                                       
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第２編 災害予防計画 
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第 1 章 地震・防災対策アクションプログラム 

１ 現 況 

 南海トラフ沿いの３つの領域（東海・東南海・南海）では、90年から150年周期で繰り返

し津波を伴う地震が発生しており、南海トラフでは今後30年以内にマグニチュード８～９クラ

スの地震が発生する確率は、70％～80％と見込まれている。 

 県地震被害想定調査によると南海トラフ巨大地震が発生した場合、県内の被害は最大で死者

約9万人、建物全壊･焼失棟数約16万棟と甚大な被害が予測されている。 

 有田川町においても死者38人、重傷者55人、建物全壊･焼失棟数890棟の甚大な被害が予

測されている。 

２ 計画方針 

 南海トラフ地震など大規模災害に事前に備え、災害発生時に迅速適切な対策を実施し、被害

を最小限にすることを目的とした「有田川町地震防災対策アクションプログラム」については、

５年毎に見直しを行う。 

 また、町・県・防災関係機関及び町民が一体となって総合的な防災対策の推進を展開する。 

３ 計画内容の概要 

（１）基本理念 

 南海トラフ地震などの大地震に備え、「自助・共助・公助」が相互に連携して活動する

防災協働社会を構築することで、安全で安心な有田川町の実現を目指す。 

（２）減災目標 

 南海トラフ地震などの大規模災害による死者及び重傷者を今後10年間で半減する。 

（３）予防・応急対策・復旧・復興の４つの目標 

① 大地震に着実に備える。 

  備えとしての予防対策を着実に実施する｡ 

② 災害発生時に迅速適切な応急対策を実施する。 

  発災時に的確な応急対応を実施するため今から体制を整えておく｡ 

③ 復旧・復興を進め安全で安定した生活を構築する。 

  復旧・復興をスムーズに進めるため予め方針や計画を定めておく。 

（４）重要テーマ 

 ・耐震化と災害に強いまちづくりの推進 

 ・防災意識の普及推進 

 ・地域の防災体制づくりの推進 

 ・行政の防災体制の強化推進 

 ・災害応急対策の整備推進 

 ・被災後の生活支援体制の充実 

 ・迅速確実な復旧・復興の推進 
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第２章 河川防災計画（建設課・総務課） 

 

１ 現 況 

 本町には、有田川をはじめ県管理の河川が多くあり、重要水防箇所が54箇所指定されている。

河川改修が完了している区間はあるものの土砂の堆積により河床が高くなっている箇所もあり

増水時に氾濫の危険性がある。 

２ 計画方針 

 本町は、過去に台風襲来や有田川の洪水被害に見舞われ尊い人命や財産に被害をもたらして

おり、洪水等に対する安全性の向上に努めることが必要である。 

 そこで、次の基本方針により整備を進める。 

 (1) 過去の大水害の実績や、流域の開発にあわせ、増水を安全に流下させるため、県との協

議を通じて緊急性等を考慮して河川護岸改修・拡幅工事を順次推進し、河川の安全性の向

上を図る。 

 (2) 過去の災害を教訓として、流域の土地利用、治山・治水等を勘案し、災害の発生に注意

すべき区域の巡視、警戒・避難体制等予防対策を充実する。 

３ 事業計画 

 (1) 河川改修整備事業の推進 

   河川改修整備基本計画による河床整備事業等の河川改修事業を県と協議し町が実施する。 

 (2) 堤防整備の推進 

   堤防の改修工事の推進、平成10年度から引き続き実施することとなっている。 

 (3) 水防箇所の巡視･点検 

   河川及び河川周辺の巡視、水防危険箇所等の点検を定期的に町・県が連携し実施する。 

 (4) 水防箇所の表示 

   河川水防箇所を町民や来訪者にわかるように、看板や標識で表示する。 

 (5) 有田地域等における大規模氾濫減災協議会 

   国及び県が組織する洪水氾濫による被害を軽減するためのハード・ソフト対策を総合的

かつ一体的に推進することを目的とした大規模氾濫減災協議会を活用し、密接な連携体制

の構築を図る。また、あらゆる関係者が協働して流域全体で水災害を軽減させる「流域治

水」を推進する。 

４ 震災対策 

 町の管理する河川・水路については、地震時に周辺の人家等に被害をもたらすおそれもあり、

地震防災上緊急性の高いものから計画的に改良・改修を実施し、地震による浸水等を防止する。 
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第３章 砂防防災計画（建設課・総務課） 

 

１ 現況 

本町には、土石流危険渓流は、385箇所設定されている。崩壊土砂は、降水及び流水等によ

って土石流災害を引き起こすことが各地で報告されており、地盤のゆるみや渓流への崩壊土砂

の堆積によって荒廃渓流及び土石流危険渓流はもちろんのこと、それ以外の比較的安全な渓流

においても二次的な土石流災害の危険性が増しており、砂防対策は急務な課題となっている。 

２ 計画方針 

(1) 危険性・重要性の高い土石流危険渓流を中心に、砂防ダム・流路工・床固工等の砂防工事

を県との協議を通じて実施する。 

(2) 巡視の実施とともに、土石流災害に備えて危険な渓流については町民への周知を徹底し、

警戒・避難体制を確立する。 

３ 事業計画 

 (1)砂防事業の推進 

      県に対して、土石流危険渓流等土砂流出のおそれのある渓流や地区について、逐次、砂

防指定地の指定と砂防事業の推進を要請する。 

(2) 広報・啓発 

 ① 防災知識の普及のため、土砂災害防止月間等の機会を通じ、土砂災害を想定した訓練の

実施やパンフレットの配布等の砂防に関する情報提供を実施する。 

 ② 梅雨期から秋季にかけての長雨や集中豪雨により、土石流が発生するおそれのある危険

渓流への看板設置や資料配布等による危険渓流の周知徹底、防災知識の普及を行う。 

 ③ 土砂災害警戒区域の指定があった時は、当該区域毎に土砂災害に関する情報伝達、予警

報の発令・伝達、避難、救助その他必要な警戒避難体制に関する事項について定めるとと

もに、これらの事項を記載した印刷物の配布等により住民に周知する。 

(3) 警戒避難体制の整備 

土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設で利用者の円滑かつ迅速な避難を確保する必要

があると認められる場合には、当該施設の名称及び所在地や当該施設への土砂災害に関す

る情報の伝達方法についても地域防災計画に記載し、円滑な警戒避難が行えるようにする。

有田川町地域防災計画にその名称及び所在地が定められた要配慮者利用施設の所有者又は

管理者は、避難に関する事項を定めた計画（「避難確保計画」）を作成し、計画に基づき、

避難訓練を実施し、その結果を有田川町長に報告する。 

県及び町は、要配慮者利用施設の避難確保に関する計画や避難訓練の実施状況等につい

て、定期的に確認するよう努める。また町は、当該施設の所有者又は管理者に対して、必

要に応じて円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な助言等を行う。 
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第４章 山地防災計画（建設課・総務課） 

 

１ 現況 

本町には、山腹崩壊危険地区は726箇所、崩壊土砂流出危険地区は676箇所が設定されて

いる。それらの多くは、清水地区、金屋地区の山間地域に指定されており、山間地域の集落

に近接した危険地区については、降雨量が多い場合は巡視を実施している。 

２ 計画方針 

(１) 山地災害危険地区対策として、集落に近接した山地における山地災害の防止、荒廃山地

の復旧等を重点的に、県との協議と通じて危険度、危険性の高い地区から、積極的かつ効

率的に実施する。 

(２) 豪雨時には危険地区を点検し、危険と認められた場合には関係者へ周知を図るとともに、

要配慮者への避難準備の呼びかけを早目に伝達する。 

３ 事業計画 

(１) 指導・監督 

  森林内での開発行為については、森林がもつ防災機能及び公益的機能の点に十分注意し、

指導・監督を行う。 

 (２) 危険地区の巡視･点検 

  危険地区周辺の巡視、点検を定期的に実施する。 

(３) 危険地区の表示 

  危険地区について、看板や標識で表示を行い地元住民への周知に努める。 

 (４) 伝達体制の整備 

  要配慮者への避難準備の呼びかけを早目に伝達する体制を整備する。 
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第５章 地すべり防止計画（建設課・総務課） 

 

１ 現況 

 本町の地すべり危険箇所は69箇所設定されている。清水地区、金屋地区の山間地域に多く指

定されている。 

２ 計画方針 

(１)  地すべり災害による災害を未然に防止または軽減するため、法指定並びに地すべり防止

工事を実施し、安全で安心できる地域づくりを支援する。 

(２) 豪雨時には地すべり危険箇所を点検し、危険と認められた場合には関係者へ周知を図る

とともに、要配慮者への避難準備の呼びかけを早目に伝達する。 

３ 事業計画 

(1) 危険地区の巡視･点検 

   危険地区周辺の巡視、点検を定期的に実施する。 

(2) 広報・啓発 

 ① 平素より地すべりによる被害のおそれのある地元住民に対して、危険箇所の周知徹底や防

災知識の普及を行う。 

  ② 土砂災害警戒区域の指定があった時は、当該区域毎に土砂災害に関する情報伝達、予警報

の発令・伝達、避難、救助その他必要な警戒避難体制に関する事項について定めるととも

に、これらの事項を記載した印刷物の配布等により住民に周知する。 

(3) 警戒避難体制の整備 

土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設で利用者の円滑かつ迅速な避難を確保する必要

があると認められる場合には、当該施設の名称及び所在地や当該施設への土砂災害に関す

る情報の伝達方法についても地域防災計画に記載し、円滑な警戒避難が行えるようにする。

有田川町地域防災計画にその名称及び所在地が定められた要配慮者利用施設の所有者又は

管理者は、避難に関する事項を定めた計画（「避難確保計画」）を作成し、計画に基づき、

避難訓練を実施し、その結果を有田川町長に報告する。 

県及び町は、要配慮者利用施設の避難確保に関する計画や避難訓練の実施状況等につい

て、定期的に確認するよう努める。また町は、当該施設の所有者又は管理者に対して、必

要に応じて円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な助言等を行う。 
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第６章 急傾斜地崩壊防止計画（建設課・総務課） 

 

１ 現況 

 本町には、急傾斜地崩壊危険箇所が1,142箇所設定されている。内急傾斜地崩壊危険区域は

29箇所指定されている。 

２ 計画方針 

(１) がけ崩れ災害から危険箇所周辺の住民の生命を保護するため、県との協議を通じて急

傾斜地崩壊防止工事を実施し、安心できる地域づくりを支援する。 

(２) がけ崩れ災害に対する警戒避難活動を目的として、要配慮者への避難準備の呼びかけ

を確実に実施する体制の整備を進める。 

３ 事業計画 

(1) 危険地区の巡視･点検 

  危険地区周辺の巡視、点検を定期的に実施する。 

(2) 危険地区の表示 

  危険地区箇所を町民や来訪者にわかるように、看板や標識で表示する。 

 (3) 広報・啓発 

    防災意識の普及のため、土砂災害防止月間等の機会を通じ、パンフレットの配布等、防

災情報の提供を実施する。また、定期的に県が実施する調査については、調査結果を速や

かに広報誌等を通じて住民に周知・公表する。 

(4) 警戒避難体制の整備 

土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設で利用者の円滑かつ迅速な避難を確保する必要

があると認められる場合には、当該施設の名称及び所在地や当該施設への土砂災害に関す

る情報の伝達方法についても地域防災計画に記載し、円滑な警戒避難が行えるようにする。

有田川町地域防災計画にその名称及び所在地が定められた要配慮者利用施設の所有者又は

管理者は、避難に関する事項を定めた計画（避難確保計画）を作成し、計画に基づき、避

難訓練を実施し、その結果を有田川町長に報告する。 

県及び町は、要配慮者利用施設の避難確保に関する計画や避難訓練の実施状況等につい

て、定期的に確認するよう努める。また町は、当該施設の所有者又は管理者に対して、必

要に応じて円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な助言等を行う。 
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第７章 ため池防災計画（建設課） 

 

１ 現 況 

本町には、警戒を要するため池が111箇所ある。 

２ 計画方針 

近年における土地開発や土地利用の変化等に伴う流出量の増加等により危険な状況となるた

め池が増加すると考えられ、崩壊すればその被害は農業関係に止まらず、人命、家屋、公共施

設等にも及ぶことが考えられる。このため、このような危険ため池数の把握を行い、計画的な

改修を進めるとともに、管理者に対して日常の点検、維持保全の徹底を図る。 

管理体制の強化に向け改修補強に係る農家負担分の軽減を町において検討し、改修補強を強

力に推進し、災害発生の未然防止を図る。 

また、ため池の決壊による危険性について住民へ周知し、人的被害の未然防止を図る。 

３ 事業計画 

(1) 点検調査の実施 

要改修ため池に重点をおいた定期的な点検調査を継続する。 

(2) 防災対策工事の推進 

危険性の高いため池について管理者に注意を促すとともに、必要な改修工事や対策を行う

よう指導する。 

(3) 点検管理体制の強化 

農業施設の災害予防計画の一環として、農業土木技能を有する退職者等を活用しため池施

設の巡視活動を常時行う点検管理体制の整備に努める。 

 (4) 溜め池ハザードマップの作成 

   ため池の決壊の危険性について住民に周知するため、ハザードマップの作成等を実施する。 
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第８章 道路防災計画（建設課・商工観光課） 

 

１ 現 況 

本町の道路は、国道や主要地方道など地域間を結ぶ幹線道路は、幅員６ｍ以上を概ね確保で

きているが、古くからの市街地は、区画道路の道路密度は高いものの、道路幅員が４ｍ未満の

路線が多く、緊急自動車等の通行上問題となるところが多くみられる。 また、山間部における

主要地方道においても、道路幅員が狭い箇所があり通行上問題となっている。 

  道路危険予想箇所（一般国道・主要地方道・一般県道） 

路 線 名 要対策箇所数 

国道４８０号 40箇所 

国道４２４号 11箇所 

国道３７１号 0箇所 

主要地方道２路線・ 

一般県道７路線 
133箇所  

 

２ 計画方針 

道路の災害予防としては、地震及び豪雨等により、道路施設等が被災し利用できない状況を

未然に防ぐ目的で、事前対策事業を計画的に実施し災害に強い道路づくりを推進する。 

 また、地震及び豪雨等により、道路施設の被害が発生し、通行不能状態に至った場合を想定

した危機管理体制の確立に向けて、道路施設等の異常を迅速に把握するための情報収集体制（初

動体制）の構築、関係各機関との情報交換体制・相互支援体制の充実等を図り、迅速かつ的確

な対応の実現を目指す。 

３ 事業計画 

地震及び豪雨等による災害に強い道づくりを推進するため、危険度が高い箇所（道路防災総

点検結果情報等）をはじめ、緊急輸送道路へのアクセス道路を重点とし緊急輸送ルート、孤立

地域等の調査情報を元にプライオリティを定め、計画的に防災対策を実施する。 

また、危機管理体制の実現に向けた各種調査、マニュアルの検討・策定、支援資機材の配備、

訓練を実施する。 

(1) 道路施設の被害情報収集体制の確立 

地震及び豪雨発生時には、道路や橋梁等、交通施設の被害状況を迅速に把握できる体制を

構築し、初動期の被害情報収集に備える。 

(2) 大迂回路や局地迂回路の選定 

  地震及び豪雨により、道路や橋梁等、交通施設の被害が発生した場合、通行不能箇所に対
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する大迂回路や局地迂回路を迅速に特定し、効果的な規制方法を選択できる体制を目指し、

交通施設の基礎情報をはじめ、地形、各種区域、各種施設等の情報収集・整理に努める。 

  既存集落の生活道路の整備については、障害者対策、防災対策等安全性に配慮して、拡幅、

構造上の整備、改良を促進する。 

(3) 他機関との情報交換体制の確立 

  地震及び豪雨により、道路や橋梁等、交通施設の被害が発生した場合の被害情報、通行の

禁止または制限等の規制情報等、他機関との情報交換体制の確立を目指し、各種事前協議及

び協定を行うと共に、通信手段の多ルート化に努める。 

４ その他 

  ・「道の駅」防災利用に関する基本協定と「道の駅」の利用 

   今後発生が予想される南海トラフの巨大地震又は紀伊半島大水害に代表される豪雨・出水

による大規模災害をはじめとする災害発生時において、迅速かつ的確な応急対策等を実施す

るため、関係機関が協働し、効率的かつ迅速な防災活動と啓発に努めることを目的に基本協

定を締結している。 

   道の駅では防災啓発活動を行うと共に、災害発生時は以下の防災活動に利用する。 

  ① 道路に関する道路情報、被災情報の提供 

  ② 道路啓開に必要な活動拠点及び資機材等の運搬に係る中継場所の提供 

  ③ 住民が避難・休憩するための場所を提供、支援物資の提供・保管 
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第９章 火災予防計画（消防本部） 

 

１ 現 況 

 社会経済活動の複雑化を反映して、災害事象の様相も拡大・複雑化を呈してきており、これ

に対処すべき消防業務も質・量ともに増大し、住民の消防に対する期待もますます高くなって

きている。 

 増大する災害に対処するため、消防施設の充実・強化を図り、より効果的な消防技術、消防

体制を整備推進するとともに、火災予防の徹底を図り、地域全体としての火災、その他の災害

に対する防御策を確立していくことが必要となっている。 

２ 計画方針 

 増大しつつある災害に対処するため、消防施設等の充実・強化を図り、より効果的な消防体

制を整備推進する。 

 また、大地震による被害は、建築物や構造物の破壊だけでなく、多くの場合地震に起因して

発生する火災によるところが大である。したがって震災被害を最小限に軽減するために、消防

力の充実強化とともに、震災時における出火の未然防止、初期消火の徹底、危険物等の保安の

徹底等多目的な対策を実施する。 

３ 事業計画 

(1) 予防啓発の強化 

   町民に対する防火思想の普及及び火災予防の徹底については、次の方法により行うものと

する。 

  ア 法で設置が義務づけられた住宅用火災警報器設置、維持管理の普及啓発を実施するとと

もに、秋・春２回の火災予防運動及び文化財防火デー、山火事予防運動等を通じ火災予防

思想の普及徹底を図る。 

  イ 火災警報を発令した場合、広報車又は防災行政無線及び有線放送を通じて火災予防を周

知徹底させる。 

(2) 予防査察体制の充実強化 

 次により消防機関の予防査察体制の強化充実を図る。 

 ア 秋・春２回の火災予防運動期間中に予防査察を実施する。 

 イ 火災警報発令中には、火を使用する施設、設備及び物品を重点に予防査察を実施する。 

 ウ その他、必要に応じ特別査察を実施する。 

(3) 防火対象物に対する火災予防の徹底 

   消防法第８条により、防火管理者を選任しなければならない防火対象物及び同法第１７条

の規定により消防用設備を設置することを義務づけられている防火対象物の関係者に対し、

次の措置をとる。 
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  ア 消防法、火災予防条例に基づき学校、病院、事業所等多数の者が出入りし、勤務し、又

は居住する防火対象物について、防火管理の徹底を期するため立入検査を励行し、また、

通報、避難、消火等の訓練の実施及び消防計画の作成の指導を強化する。 

  イ 消防法第８条に規定する防火対象物には必ず防火管理者の選任を期し、その有資格者を

養成するため、防火管理者資格講習会の開催、また、防火管理者に対し講習会を開催する

ことにより、その資質の向上を図るとともに、消防計画の作成、防火避難訓練の実施、自

衛消防組織の充実、促進、消防用設備等の設備点検及び火気の使用について十分な指導を

行う。 

    なお、防火管理者の組織化を育成指導し、相互の知識及び技術の修得研修の機会を提供

する。 

    また、旅館、ホテル等の特定防火対象物の安全対策については、上記の事項を徹底させ

るほか、表示、公表制度を重点とし、さらに、宿泊客に対する予防知識の啓発、避難経路

等の周知徹底について強力な指導を行うとともに、毎年数回予防査察を実施して出火防止

に努める。 

  ウ 消防法第７条の規定による建築同意制度の効果的な運用を図り、また、消防法第17条の

14の規定による消防用設備等工事着工の届出、火災予防条例の定める防火対象物使用開始

の届出及び、防火対象物用途変更の届出の際の指導を的確に行い、建築面からの火災予防

を強化する。 

(4) 消防団組織の充実強化 

   消防団は、消火活動はもちろんのこと、大規模災害時の救助救出活動、災害防御活動など

非常に重要な役割を果たしており、地域に密着した組織として、住民に対するきめ細かい予

防活動、啓発活動等幅広い分野でも活躍している。 

その一方で、若年層の減少等の影響で、団員数の減少、高齢化の問題が生じており、消防

団の充実強化を一層推進していくことが課題となっている。このため、ポンプ操法大会等の

開催による地域住民の理解と認識を深めるとともに、若年層への積極的な参加の促進と消防

団活動の安全確保に努め、消防団の施設、装備、活動資機材を充実強化する。 

(5) 自主防火防災組織の育成強化 

  ア 幼年消防クラブ、婦人防火クラブ等の育成強化を図るとともに、各クラブ間の連絡調整

及び指導を行う。 

  イ 各地域への自主防火防災組織の設立を推進すると共に、自主防火防災組織の育成強化を 

図る。 

  ウ 火災予防思想の普及及び家庭等における防火知識の向上を図るため、幼年消防クラブ、

婦人防火クラブ等地域自主防火組織を通じ防火研修会の開催、その他防火思想の向上のた

めの必要な事業を行う。 
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(6) 初期消火活動体制の強化 

  出火初期段階における住民及び自主防災組織等の消火活動体制（初期消火）の強化を図る。 

(7) 消防体制の充実強化 

 次により消防体制の充実強化を推進し、県から必要な助成等を受ける。 

 ア 消防ポンプ自動車等消防施設の更新増強等により、消防力の充実強化を図る。 

 イ 消防水利の確保及び水利の多元化のため、防火水槽等の消防施設の整備を図る。 

 ウ 高度化、多様化する消防業務に対応するための充分な消防職員の確保と育成を図る。 
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第 10 章 林野火災予防計画（消防本部・産業課） 

 

１ 現況 

本町における林野面積割合は、76％を占めており、町土の保全、水資源の確保、自然景観、

保養等の場の提供など幅広く町民生活に密着した関係を続けてきている。このような森林を適

正に保全することはきわめて重要な課題として位置づけ、林野火災を未然に防止するため、諸

事業を展開している。 

２ 計画方針 

林野火災は落雷等の自然現象によるものもあるが、その殆どは一般火災と同様にたばこの投

げ捨て、たき火等の人為的な要因で発生しているため、予防を主体にした対策を講ずる。 

 また、火災が発生した場合、被害の拡大防止を図るため火災予防及び消防体制の整備充実を

図る。 

３ 事業計画 

(1) 入山者等に対する措置 

 ア 火気取扱注意の標識等を設置し、防火意識を喚起する。 

 イ みだりに火をたく者に対する警告等を行う。 

 ウ 観光関係者による防火意識の啓発を図る。 

(2) 予防施設の整備 

防火水槽、自然水利利用施設等を整備するとともに、防御資機材の整備に努める。 

(3) 防火意識の普及 

林野火災が発生しやすい時期を重点的に地域住民や入山者に対して火災予防の広報を行う。 

ア ポスター、看板等の設置 

イ 広報車等による注意の喚起 

(４) 消防対策 

  ア 消防計画の樹立 

    消防区域に関係ある所有者、森林組合長、関係団体の長、隣接市町村長等と消防計画に

必要な事項について協議し、必要に応じ次の事項について計画する林野火災消防計画を樹

立するものとする。 

   ① 消防方針 

   ② 特別警戒区域 

   ③ 特別警戒時期 

   ④ 特別警戒実施計画 

   ⑤ 消防分担区域 

   ⑥ 火災防御訓練 
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   ⑦ 出動計画 

   ⑧ 資機材整備計画 

   ⑨ 防護鎮圧要領 

  イ 共助協力体制の整備充実 

    林野火災の予防、警戒、鎮圧活動は、森林関係行政機関、山林所有者、山林作業従事者、

入林入山者、その他地域住民の協力によるところが多く、特に鎮圧活動には消防地域の接

する市町村消防隊の相互援助協力によって目的を達することが多いことから、これらの関

係機関及び団体等と共助協力体制の整備充実に努める。 

  ウ 教育訓練の実施 

    林野火災の鎖圧要領等の訓練は、林野火災の発生するおそれのある地域を所轄する消防

職団員に対して教育を行い、毎年１回以上現地において消火訓練を行うものとする。 

  エ 空中消火に関する事項 

    林野火災における空中消火は効果的であり、和歌山県防災航空隊等のヘリコプターによ

る消火も考慮し、訓練等を通じ連携を密にするものとする。 
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第 11 章 建造物災害予防計画（建設課） 

 

１ 現 況 

   本町においては、駅周辺の市街地の高度利用また密度化し、その用途、設備も多種多様で複

雑化している。また、郊外での開発も一部見られ、地震、火災、風水害等の災害時には人的被

害等につながることが予想される。 

２ 計画方針 

  地震、火災、風水害等の災害に対し、建築物の安全性を確保し、人身事故を防止するため、

すべての災害に対応し、未然防止及び円滑な復旧を図り、関係機関との協力等を図る総合的な

防災対策を推進する。 

３ 事業計画 

(1) 建築物の防災対策 

一般住宅に対して建築物災害予防の知識の普及徹底を図るため、関係機関と連携のうえ対

策を講ずる。 

 ア 建築物の耐震改修の促進 

   建築基準法令及び建築物の耐震改修の促進に関する法律の普及と啓発を図るとともに、

関係団体に対する法施行上の協力を要請し、遵法精神の高揚に努め、建築確認申請時等に

おいて防火上及び耐震上等の指導を行う。 

   また、特に大地震時に多大な被害が予測される古い住宅については、耐震改修に取り組

まれる方の負担を軽減するために、県・町が連携し、耐震診断や耐震改修、危険ブロック

塀の撤去及び改修等に要する費用の一部を助成するなどして耐震改修を支援する。 

 イ ポスター掲示及びパンフレット配布 

   建築物防災週間を中心に、公共施設、公民館、その他人目につきやすい場所に掲示した

り、回覧や防災訓練等においてパンフレットの配布を行う。 

 ウ 官報、ラジオ、テレビ等の広報機関による普及 

 エ 市街地再開発事業や各種まちづくり事業の啓発 

 オ 被災建築物応急危険度判定体制及び被災宅地危険度判定体制の整備 

(２) 耐震改修促進計画の策定 

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の改定に基づき、新たな対象として追加された

公共施設について、地震による建築物の倒壊等の被害防止並びに軽減を図るため、公共施設

の建築物に対する耐震診断と耐震化の目標設定や避難路の沿道の民間建物についても、斜線

制限による建物の耐震化対象建物の検討が求められている。 

耐震診断及び耐震改修にあたっては、昭和56年6月1日施行の建築基準法施行令以前の耐震

基準で建築された建築物を重点に実施する。  
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第 12 章 下水道等施設災害予防計画（下水道課） 

 

１ 現 況 

本町における下水道の普及率は令和3年3月末現在89.4％（浄化槽、農業集落排水、簡易排

水含む）となっている。 

下水道等は、居住環境の改善、浸水の防除のための基幹的施設として欠くことのできないも

のであるとともに、川などの水環境の水質保全のためにも重要な施設であり、生活基盤を支え

る重要なライフラインのひとつであることから、災害時における安全性を確保する。 

２ 計画方針 

災害時においても安全で衛生的な生活環境を確保するため、下水道等の機能を最低限維持す

るとともに、施設の被害を最小限に抑え、早期の機能回復ができるよう、安全性の確保に努め

る。  

３ 事業計画 

ア 下水道施設の構造面での耐震化を図る。  

イ 下水道施設の施工にあたっては、自家発電装置や設備の二元化など災害に強い下水道等の

整備を図る。  

ウ 被害状況の迅速な把握及び早急かつ円滑な復旧を図るため、被災の可能性が高い地区の把

握及び施設管理図書を保全・整備する。  

  また、点検・復旧要員の応援が必要な場合には県を通じ、下水道事業災害時近畿ブロック

応援体制等の活用を図る。 
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第 13 章 上水道施設災害予防計画（水道課） 

 

１ 現 況 

本町における水道普及率は、令和3年3月末現在96.79％であり、管路の老朽化に伴う改修工

事においては、耐震補強の方針に基づいて、工事を進めている。 

２ 計画方針 

大規模な地震災害の発生に備え、水道施設の防災対策の強化を図るとともに、被害を受けた

施設の復旧を速やかに行い、飲料水を確保することを目的とする。 

３ 事業計画 

ア 水道施設についての優先度に応じて、順次耐震化を進める。  

イ 給配水施設については平常時から巡回点検を行い、給水量及び水位等について記録し、災

害時には、破損・寸断等の早期発見に努める。  

ウ  平常時から給水タンク等の点検・整備及び耐震性貯水槽等の整備を行い、災害時の飲料水

の確保に努める。  

エ 災害時、単独で水道施設の応急対策ができない場合、水道災害相互応援協定に基づき、速

やかに応援要請できるよう連絡体制の強化を図る。  
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第 14 章 文化財災害予防計画（社会教育課） 

 

１ 現 況 

 本町の文化財保護法により指定された重要文化財及び記念物等並びに県文化財保護条例及び

町文化財保護条例により指定された有形文化財及び記念物等として国指定は25、県指定は32、

町指定は144となる。 

有田川町指定文化財の現況 

 

 

有形文化財 記念物 
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史
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古文書 

国指定・選定 8 1 11         2     1 2 

県指定 3 3 4 6 1   1 5   5   4 

町指定 34 6 37 6 13 12 1 10 5 12   8 

             

２ 計画方針 

 町内には、歴史的に価値の高い文化財が存在し、これらの文化財を保存し、後世に伝えるた

めには万全の配慮が必要であり、現況を正確に把握し予想される災害に対して予防対策を計画

し、施設の整備を図るとともに文化財保護思想の啓発、普及及び指導を推進する。 

３ 事業計画 

 本町、消防機関及び文化財の所有者又は管理者は連携し災害に対して、火災・地震・雷火等

の対策を講じるなど総合的な災害防止対策を推進する。 

４ 文化財の被災状況の報告 

 文化財の所有者又は管理者は、災害により文化財が被害を受けた場合は、その被害状況を直

ちに町教育委員会に報告する。町教育委員会は、管内の文化財の被災状況を取りまとめ、県教

育委員会に報告する。 
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第 15 章 危険物等災害予防計画（消防本部・環境衛生課） 

 

第1節 火薬類災害予防計画 

１ 現 況 

 火薬類取締法に基づき、家屋等に対して安全な距離を確保するとともに、公共の安全確保並

びに災害防止に努めている。 

            有田川町火薬類関係事業所一覧 

 

 

 

 

２ 計画方針 

 火薬類による災害の発生および拡大を防止するため、保安意識の高揚、取締りの強化、自主

保安体制の整備を重点に災害対策を推進する。 

３ 事業計画 

 火薬類を取り扱う事業所の管理責任者、保安責任者等に対し、保安管理体制の向上を図るた

めの指導強化及び立入検査等を通じ、常に把握しておくとともに、災害防止、事故発生時を想

定した活動方法を策定しておくものとして、次の事業を行う。 

(1) 保安思想の啓発 

  ア 火薬類取締法の周知徹底 

イ 各種講習会、研修会の開催 

ウ 火薬類取扱い等の指導 

エ 危害予防週間における各種事業の開催 

(2) 規制の強化 

  ア 事業所又は消費場所等の保安検査及び立入検査の実施 

イ 各事業所における実態把握と各種保安指導の実施 

(3) 自主保安体制の整備 

  ア 保安協会等を中心とした火薬類取扱保安責任者及び従事者に対する保安教育の充実・

強化 

  イ 資格者の充実と資質の向上 

  ウ 火薬類保安協会等の育成指導 

  エ 各事業所における保安教育の実施 

  オ 各事業所における防災活動、応急措置訓練の実施 

火  薬  庫 （棟数） 販 売 煙 火 

１級 ２級 ３級 実包 煙火 火薬 銃砲 製造 販売 

    
４   １ １ 
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第２節 危険物施設災害予防計画 

１ 現 況 

 町内には石油類等の危険物を貯蔵・取扱いをする貯蔵所、取扱所等があり、新設から年数が

経過した施設も見受けられ、災害が発生すると甚大な被害が予想される。       

２ 計画方針 

 危険物による災害の発生及び拡大を防止するため、保安意識の高揚、立入検査の強化を図る

とともに危険物の保安に関する自主的な活動の促進を図り、災害予防対策を推進する。 

３ 事業計画 

 危険物施設等については、消防法及び関係法令により、その技術基準が定められており、町

はこれにより危険物施設の新設及び変更の許可並びに危険物施設への立入検査等を通じ、災害

に対する安全化指導をより一層推進する。 

(1) 保安思想の啓発 

  ア 危険物の保安の周知徹底 

イ 各種講習会、研修会の開催 

ウ 危険物取扱い・貯蔵の指導 

エ 危険物安全週間における啓発活動の実施 

(2) 規制の強化 

  ア 貯蔵所、取扱所の保安検査及び立入検査の実施 

イ 各事業所における実態把握と各種保安指導の実施 

(3) 自主保安体制の整備 

  ア 危険物安全協会等を中心とした危険物取扱者に対する保安講習の受講 

  イ 資格者の充実と資質の向上 

  ウ 法令に規定された法定点検の実施 

  エ 各事業所における保安教育の実施 

  オ 各事業所における防災活動、応急措置訓練の実施 
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第３節 高圧ガス等災害予防計画 

１ 現 況 

 町内には、液化石油ガスの関係事業所（販売事業所）は14箇所あり、液化石油ガスは、各家

庭で燃料として使用されている。また、事業所においては各種高圧ガスを貯蔵及び材料として

使用されている。 

２ 計画方針 

 高圧ガス及び液化石油ガスによる災害の発生及び拡大を防止するため、各事業所の保安意識

の高揚、立入検査等の強化を図るとともに、高圧ガス及び液化石油ガスの保安に関する自主的

な活動の促進を図り、災害予防対策を推進する。 

３ 事業計画 

町内の高圧ガス施設の設置事業所の管理責任者、保安責任者等に対する保安管理体制の向上

を図るための指導強化及び立入検査等を通じ、常に把握しておくとともに災害防止上特に重要

な施設については、事故発生時を想定した活動方針を策定しておくものとし、次の事業を行う。 

(1) 保安思想の啓発 

  ア 高圧ガスの保安の周知徹底 

イ 各種講習会、研修会の開催 

ウ 高圧ガス取扱い等の指導 

エ 保安活動促進週間における各種事業の開催 

オ ＬＰガス消費者安全月間における啓発活動の実施 

(2) 規制の強化 

  ア 製造施設、貯蔵所又は消費場所等の保安検査及び立入検査の実施 

イ 各事業所における実態把握と各種保安指導の実施 

(3) 自主保安活動の促進 

  ア 各事業所における定期自主検査と自主保安体制の確立 

イ 自主保安教育の実施徹底 

ウ 有資格者の充実と資質の向上 

エ 各事業所における防災活動、応急措置訓練の実施徹底 

オ  安全器具等の設置促進 

カ 町内ＬＰガス関係団体の育成と自主保安活動の促進 
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第４節 危険物、高圧ガス、毒・劇物、火薬類車両災害予防計画 

 

１ 現 況 

 危険物、高圧ガス等の消費、取扱量が増加しているため、危険物等積載車両による輸送が増

加しているが、交通事情の悪化や長大トンネルの増加に伴い、事故発生の危険性は高く、２次

災害等大事故になる危険性がある。また、火薬類については消費、取扱量等は減少しているが、

危険性が極めて高い。 

２ 計画方針 

危険物、高圧ガス、毒、劇物、火薬類等の車両による輸送中における災害の発生及び被害の

拡大を防止するため、各関係機関は相互に連携を保ち、事故発生時における応急措置について

万全の対策を講じるとともに、関係機関による輸送車両の査察等を強化する。 

３ 事業計画 

(1) 運送事業者及び従事者の自主保安体制の確立 

ア 車両の整備点検 

イ 有資格者の乗務（危険物取扱者、移動監視者等） 

ウ 道路交通法規の遵守 

エ 標識、警戒標等の掲示 

オ 消火器、信号用具等の携行 

カ 保安教育の徹底 

キ イエローカードの普及啓発 

(2) 予防査察 

ア 関係機関合同による街頭一斉立入検査の実施 

イ 常置場所における立入検査の実施 

(3) その他 

   和歌山県危険物安全協会、和歌山県火薬類保安協会、和歌山県高圧ガス地域防火協議会等

による指導 
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第５節 有害物質流出等災害予防計画 

 

１ 計画方針 

 (1) 有害物質の流出及び石綿の飛散による住民の健康被害防止のため、平常時に本計画により

予防対策を講じる。 

(2) この計画の対象とする有害物質は、人に健康被害を生ずるおそれのある以下の物質とする。 

 ア 待機汚染防止法施行令第３条の３第１号で規定されている吹付け石綿（レベル１） 

 イ 水質汚濁防止法第２条第２項第１号で規定される有害物質 

(3) 事業所敷地内の有害物質汚染対策は、原則として事業者が実施する。 

(4) 事業所敷地外の有害物質汚染対策は、事業者が県及び町と連携して実施する。 

２ 事業計画 

(1) 石綿飛散防止対策（上記1-(2)-アの物質） 

 ア 県は、著しく飛散性が高い吹付け石綿（レベル１）が使用されている可能性がある建築

物の調査を行い、アスベスト台帳を作成し、その情報を町と共有する。 

  イ 県及び町は、吹付け石綿（レベル１）の廃棄物処理等について、災害廃棄物処理計画に

基づいた体制を構築するとともに、県が作成した「災害時におけるアスベスト飛散防止対

策マニュアル～吹付けアスベスト使用建築物からの飛散対策～」により、県と連携した体

制を構築する。 

  ウ 県及び町は、災害ボランティア、復興従事者及び住民等の石綿防露防止のため、石綿の

吸引を防ぐ防じんマスクの着用など必要な知識の普及啓発を実施する。 

(2) 有害物質流出防止対策（上記1-(2)-イの物質） 

 ア 県は、有害物質貯蔵事業所の情報を把握し、町と情報を共有する。 

 イ 事業者は、県が作成したマニュアルを参照し、災害時の有害物質流出防止計画を作成し、

施設の改善、流出時の対応方法の検討及び定期的な訓練を実施する。 

 ウ 県、町及び事業所は、定期的に災害に備えた予防措置や災害時の対策について情報交換

を行う。 

(3) 有害物質等予防対策の普及 

  日頃から、石綿の吸引を防ぐ防じんマスクの備蓄及び正しい活用方法の普及を実施する。 
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第 16 章 公共的施設災害予防計画（事業者） 

 

１ 計画方針 

災害時における町民の安全を確保するため、公共的施設等の防災機能の強化に努めるととも

に、ライフラインに関わる事業者は、災害が発生した場合に、迅速かつ的確な応急復旧を行う

ため、防災体制の整備に努めるものとする。  

２ 通信施設  

通信事業会社は、電気通信事業の公共性に鑑み、災害時においても可能な限り電気通信サー

ビスを維持し、重要通信をそ通させるよう、防災対策の推進と防災体制の確立を図るものとす

る。  

災害による故障等が発生した場合には、電気通信設備又は回線の復旧を迅速かつ的確に行う

とともに、孤立防止無線の回線を整備して、遠隔地の通信途絶の防止化等、通信サービスの確

保に努めるものとする。  

ア 平素から設備自体を物理的に強固にし、災害に強く信頼性の高い通信設備を構築する。 

イ 電気通信システムの一部の被災が他に重大な影響を及ぼさないよう信頼性の向上を図る。 

ウ 災害時に重要通信をそ通させるための通信手段を確保する。  

エ 災害を受けた通信設備をできるだけ早く復旧する。  

３ 電力施設  

電力会社は、施設の耐震性強化、通信設備の確保等電力施設の被害軽減のための諸施策を実

施し、被害を最小限にとどめるよう万全の措置を講じるものとする。  

ア 社外機関との協調 

イ 防災教育 

ウ 防災訓練  

エ 電力設備の災害予防措置  

・水害対策  

・風害対策  

・雷害対策  

・地盤沈下対策  

・火災、爆発等の対策  

・土砂崩れ対策  

オ 施設及び設備の整備 

・観測、予報施設及び設備  

・通信連絡施設及び設備  

・水防、消防に関する施設及び設備  
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・その他災害復旧用施設及び設備  

カ 資機材等の確保及び整備 

キ 広報活動  

４ 鉄道施設  

鉄道施設における災害防止については、線路設備の実態を把握し併せて周囲の諸条件を調査

して、災害時においても常に健全な状態を保持できるよう諸施設の整備を行うものとする。  

（1） 西日本旅客鉄道株式会社  

ア 橋梁の維持、補修及び改良  

イ 河川改修に伴う橋梁改良  

ウ のり面、土留の維持及び改良  

エ 落石防止設備の強化  

オ 建物設備の維持、修繕  

カ 電力、通信設備の維持、補修  

キ 空高不足による橋けた衝撃事故防止及び自動車転落事故防止の推進  

ク 線路周辺の環境条件の変化における線路警戒体制の確立  

ケ 台風並びに豪雨時等における線路警戒体制の確立  

コ 鉄道事故及び災害応急処理要領に基づく、旅客対応支援体制の推進  

サ その他防災上必要な設備改良  
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第 17 章 地震防災施設緊急整備計画（総務課） 

 

町は、県の策定した地震防災対策特別措置法（平成7年法律第111号）に基づく地震防災緊急

事業五箇年計画の推進を図る。  

 

１ 計画方針  

地震防災緊急事業五箇年計画は、地震防災上緊急に整備するべき施設等に関するものについ

て、知事が計画を作成するものであり、令和３年度から令和７年度までに実施する事業を第6

次地震防災緊急事業五箇年計画に基づき、計画の効率的かつ効果的な事業の推進を図る。  

２ 事業計画  

(1)避難地  

(2)避難路  

(3)消防用施設  

(4)消防活動が困難である地域の解消に資する道路  

(5)緊急輸送道路等 

(6)共同溝等 

(7)医療機関 

(8)社会福祉施設 

(9)公立幼稚園 

(10)公立小中学校等 

(11)公立特別支援学校 

(12)公的建造物 

(13)河川 

(14)砂防施設等 

(15)地域防災拠点施設等 

(16)防災行政無線 

(17)水・自家発電設備等 

(18)備蓄倉庫 

(19)応急救護設備等  

 (20)老朽住宅密集対策  
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第 18 章 防災救助施設等整備計画（消防本部・総務課・財務課） 

 

町及び関係機関は、災害時の応急対策活動が迅速かつ的確に実施できるよう、組織動員体制 

及び装備・資機材の整備を図るとともに、防災関係機関相互の連携を強化し、総合的な防災体制

の確立に努めるものとする。  

 

第１節 組織整備計画（総務課） 

１ 災害時における組織体制の整備  

ア 災害対策本部その他の組織について整備するとともに、災害時、有効に機能するよう絶え

ずその改善に努める。  

イ 防災関係機関は、基本法第47条の規定に基づき、災害を予測し、予報し、又は災害に関す

る情報を迅速に伝達するため必要な組織を整備するとともに、絶えずその改善に努める。  

２ 町の動員体制の整備  

職員の配備基準、内容については、「防災組織計画」に定めるところによるが、職員は、職

員初動マニュアルにもとづいて、日頃から災害時における自らの役割について、習熟に努める

とともに、個々の災害対策要員の配備体制（動員計画）及び役割についてあらかじめ定め、ま

た、勤務時間外についても緊急連絡網を定め、迅速な防災活動体制の確保に努めるものとする。  

 

第２節 施設・設備、資機材等の整備（消防本部・総務課・財務課）    

１ 消防施設整備 

  近年における災害の複雑化、多様化及び大規模化に対処するため、消防施設の計画的な整備

や他消防関係機関との連携を推進し、消防力の充実強化に努める。 

(1) 消防車両及び機械器具の整備  

   消防ポンプ自動車、小型動力ポンプ、積載車及び救助・救急資機材の整備等、基幹消防力

の充実を図る。 

(2) 消防水利の整備  

   消火栓の新設、増設、防火水槽及び耐震性貯水槽等の整備により消防水利の確保に努める。 

(3) 消防指令業務の強化 

   県下の他消防本部との連携を推進するとともに、高機能指令システムの整備、更新を図る。 

２ 水防施設整備  

洪水による災害に対処するため、県、関係機関等と連携し、平常時から水位・雨量の観測施

設、資機材、保管水防倉庫の整備・充実を推進する。  

(1) 水防倉庫及び資材等  
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水防箇所ごとに想定される水防工法に応じた資機材の種類、数量及びそれらを収納する倉

庫を備えるものとし、定期的に整備点検、補充を行う。  

(2) 雨量、水位等設備の整備 

雨量、水位等の情報を正確、迅速に収集、把握するため、県、関係機関等と連携し、観測

施設の整備・充実と観測体制の整備を推進する。  

３ 地震観測施設の整備  

地震に関する情報を的確に把握するため、県、関係機関等と連携し、観測施設の整備・充実

と観測体制の整備を推進する。  

４ 防災拠点施設の整備  

吉備庁舎及び消防庁舎を防災拠点施設とし、国土交通省住宅局の「防災拠点等となる建築物

に係る機能継続ガイドライン」に基づき、大災害時においても継続した災害対策本部機能を維

持し、迅速かつ適切な災害応急活動ができるよう、耐災害性を備えた地域防災拠点施設の整備

に努めるものとする。また、金屋庁舎、清水行政局、その他災害対応実施施設においても庁舎

機能を維持し、迅速かつ適切な災害応急活動ができるよう、耐災害性を備えた施設の整備に努

めるものとする。 

５ 避難施設の整備 

  避難施設において、非常発電設備の整備、空調設備の整備、情報通信設備や情報収集設備、

応急救助を行う上での必要機材等の整備等を図るものとする。また避難者が安心して避難生活

を送れるよう、感染症対策やトイレ等の生活環境整備に努めることとする。 

６ 災害通信施設等の整備  

災害時における被害情報収集をはじめ、防災関係機関相互の通知、要請、伝達などの通信連

絡を迅速かつ円滑に行うとともに、町民への的確な広報活動ができるよう、全国瞬時警報シス

テム（J-ALERT）や通信施設の整備・点検、通信手段の多重化・複数化を図るものとする。 

また、和歌山県総合防災情報システムの活用により、県、県下自治体及び防災関係機関と迅

速かつ的確な情報共有を図るため、県の更新等に合わせ、必要な対応をとるものとする。 

７ 災害対策本部施設等の整備 

  災害対策本部設置時の各部局間の連携及び本部会議の開催等については、分庁制により迅速

な対応が困難になることが予想されるため、テレビ電話会議設備の導入や衛星及び無線通信設

備の強化等、各庁舎間の通信設備の整備を図る。 
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第３節 物資確保体制の整備（総務課） 

災害時、応急対策活動を迅速に行えるよう、救助物資、資機材等の充実及び適正配置を図り 

定期的に点検を行うとともに、必要物資が不足する場合に対処するため、他市町村、民間業者等

との協定締結を推進し、緊急調達体制の確立に努める。また、各家庭及び企業に対して、最低３

日分、できれば一週間程度の水や食糧、生活必需品の消費しながらの備蓄を推進するものとする。  

１ 備蓄  

災害時には、一時的に流通機構が混乱するため、被災者や防災作業従事者に対して緊急に供

給すべき食糧や生活必需品の確保が困難になることが予想される。また、救助活動等、災害応

急対策を円滑に実施する必要がある。 

町においてはこのような事態に備え、今後必要な備蓄用品を確保し、県等と連携しながら、

必要な食糧、飲料水、生活必需品及び資機材等の備蓄を行い、その補充及び更新を行う。  

２ 供給体制の整備  

ア 民間業者との協定の推進  

備蓄だけでは緊急に必要な生活必需品が不足することが予想される。 

そのため、災害時における食料、生活必需品の供給を確保し、さらに災害応急対策の円滑

化を図るため、主食、副食、日用品及び資機材等の関係業界と協議し、事前に調達に関する

協定を締結する。協定を締結した場合は、定期的に物資保有数量報告による在庫量の確認、

協定先の見直しを行い、事情の変化に対応する。  

イ 広域相互応援体制の推進  

大規模災害の場合、町の防災能力では対応することは困難となることが予想される。そ 

のため、県外を含め、広域の市町村と、物資その他についての相互応援協定の締結を推進 

する。  

ウ 応援要請、供給体制の整備、県、食料事務所等への応援要請体制、物資の受入れ体制、物

資の供給・炊出し実施体制等の整備を図る。 

３ 備蓄倉庫の整備 

  災害対策基本法及び災害救助法、その他により実施する災害応急対策を円滑に実施すること

を目的として、救助物資の備蓄倉庫の整備を図る。 
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第４節 避難体制整備計画（総務課） 

災害時において、町民が安全かつ速やかに避難できるよう、適切な施設を避難場所として指定

し、その整備を図るとともに、随時検討を加え、見直しを行うものとする。また、避難場所の周

知徹底に努め、避難体制の整備を図る。  

有田川町避難所運営マニュアルにより、各避難所の開設から運営に係る町職員の行動について

定め避難所の円滑な運営を図る。 

１ 避難場所等の選定、整備  

(1) 避難場所等の選定  

施設管理者と協力し、災害の発生が予想される時、また現に災害が発生し家屋の損壊、滅

失、浸水、流失により避難を必要とする町民を臨時に収容することのできる避難場所等を選

定する。選定にあたっては、小・中学校、公民館、集会所等を主とし、集落・住居等の分布

や避難対象世帯数、避難経路、誘導体制、避難所の安全性等を考慮し選定する。 

 

避難場所等の考え方 

 

(2) 避難路の選定  

洪水、浸水及び土砂災害等に備え、それぞれの地域の実情及び災害特性に応じた避難路を

選定する。  

(3) 避難所の環境整備  

避難所においては、非常発電設備の整備、空調設備の整備、情報通信設備や情報収集設備、

応急救助を行う上での必要機材等の整備を図ることとする。また避難者が安心して避難生活

を送れるよう、感染症対策やトイレ等の生活環境整備に努める。 

 (4) 避難場所の安全性の確保 

   町内の山間部では土砂災害警戒区域の指定が多くされており、安全性を確保できる避難場

所の選定が困難なことから、県や関係機関と連携の上、避難場所の安全性の確保のための砂
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防工事などを推進する。 

２ 避難誘導体制の整備  

ア 避難誘導体制  

自主防災組織等と連携し、地域の特性を考慮した避難誘導体制の整備に努めるとともに、

高齢者や障害者等の避難行動要支援者に配慮し、民生委員などと連携した体制づくりを図る。 

イ 避難施設管理者との協議  

避難施設開設時、迅速で適切な対応がとれるよう施設の管理者と平常時から連携体制の強

化や適切な鍵の管理徹底に努める。  

３ 避難行動に関する情報の周知等  

ア  避難場所の周知、避難誘導標識の設置、避難施設の位置を示した地図（防災マップ）、広

報誌の配布、防災訓練等を通じて、避難場所等の周知を図る。  

イ  ハザードマップの配布などにより災害危険箇所の周知を図るとともに、災害危険箇所に居

住等していない住民においては、在宅避難を推進する。 



  有田川町地域防災計画 

 57 

第 19 章 防災行政無線整備計画（総務課） 

 

１ 現況 

 本町の災害時における通信手段は次のとおりである。 

(1) 県総合防災情報システム 

県及び県出先機関、県内の市町村、消防本部及び防災関係機関が県総合防災情報システ

ムによりネットワーク化され、災害情報の収集、伝達の中心的な通信手段として導入され

ている。 

(2) 有田川町防災行政無線 

 ア 同報系無線システム 

   屋外拡声支局が吉備地区、金屋地区を中心に、又戸別受信機が清水地区を中心に各戸に

設置されており、災害等の緊急時の緊急伝達や避難情報等の発令の際に使用する。 

 イ 移動系無線システム 

   各庁舎、各避難所や孤立が想定される地区集会所等に配備され、移動局相互間及び基地

局・移動局間の情報収集・伝達に使用する。 

２ 計画方針 

 有線通信が途絶した場合にも備えた通信手段の整備を図り、孤立しやすい集落等についても

被害状況を的確に把握するとともに、被災者や住民に対して正確な情報提供や必要な指示がで

きる体制を確立する。 

３ 事業計画 

(1) 通信機器の習熟 

緊急時に防災行政無線操作ができるよう、職員研修等を実施する。 

(2) 同報系無線システムの的確な運用 

同報系無線システムの的確な運用と維持管理に努めることとする。 

また、町ホームページや防災アプリ、メール配信サービス、SNS、電話応答等さまざまな

媒体への配信連携を実施し、幅広い情報配信に努めるものとする。 

 (3) 同報系防災行政無線戸別受信機の設置 

   戸別受信機は、原則下記に設置するものとする。 

   ① 戸別受信機 

   ア 長谷、糸川、修理川の一部、宇井苔、立石、生石及び清水地域に居住の町民世帯 

   イ 町指定避難所等 

   ウ 公共施設 

   エ 地区集会所及び消防団詰所等 

   オ 浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内に立地する要配慮者利用施設 
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   ② 文字表示機能付き戸別受信機 

     聴覚障害を理由として身体障害者手帳の交付を受け、かつその障害程度が２級の者が属

する世帯に文字表示機能付き戸別受信機を設置する。 

(4) 移動系無線システムの更新 

  既設のアナログ移動系無線システムの更新を図る。確実な通信の確保について検討し、 

  デジタル化、もしくは携帯電話回線等を活用した通信手段の整備を推進する。 
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第 20 章 防災訓練計画（総務課･消防本部） 

 

１ 計画方針 

 地震や風水害に備えて、全職員の実践的実務の習熟と、防災関係機関の有機的な連携を強化

して、応急対策に当たる体制を整備強化するとともに、町民の防災意識の高揚を図るため、有

田川町防災訓練・研修体系に基づき、毎年、有田川町防災訓練・研修計画を策定し訓練を実施

する。 

 住民は、これらの機関が実施する訓練に積極的に参加することにより、的確な防災対応を体

得するよう努めるものとする。 

２ 事業計画 

 訓練を行うに当たっては、防災関係機関との発災時の連絡先、要請手続き等の確認を行うと

ともに、実施時間を工夫する等様々な条件を設定し、参加者自身の判断も求められる内容を盛

り込むなど、実践的なものとなるよう工夫する。 

 訓練後には、評価を行い、課題等を明らかにし、必要に応じ体制等の改善を行う等、事後評

価を行う。 

(1) 防災訓練 

地震、洪水及び土砂災害等大規模な災害を想定し、町及び防災機関が一体となって各種別

ごとの防災訓練を年１回以上実施する。防災訓練を行うに当たっては、上記事項を踏まえ、

より実践的なものになるよう工夫し、訓練結果を検証することで、訓練内容が充実したもの

になるよう努めるものとする。 

(2) 職員参集訓練 

  職員の職務の習熟等を図ることを目的として、職員の参集訓練を年１回以上実施する。 

 (3) 災害対策本部運営訓練 

  災害時において迅速・的確に災害対策本部の運営を行うため、災害対策本部の設置、被害

情報等の収集、整理、伝達等の訓練を行い、訓練結果を検証し、必要に応じ体制等の見直し

を行う。 

(4) 広域的な防災訓練 

  近隣市町や協定締結自治体等と広域的な防災訓練の実施に努めるものとする。 

(5) 防災関係機関の訓練 

各防災関係機関において、それぞれの計画に基づき、個別に又は共同で訓練を実施するも

のとする。 

実施方法については、各防災関係機関で定める訓練計画により実施する。 
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第 21 章 防災知識普及計画（総務課･消防本部･こども教育課） 

 

１ 計画方針 

 有田川町及び防災関係機関は、関係職員及び児童・生徒等に対して防災教育を実施するとと

もに、広く住民に対して防災知識の普及に努め、災害予防及び防災体制の充実に資する。 

 またその際は、要配慮者、外国人及び男女のニーズの違い等にも配慮する。 

２ 事業計画 

(1) 職員に対する防災教育 

全職員に対し、災害時における適正な判断力を養い、各機関における防災活動の円滑な推

進を期するため、あらゆる機会を利用して防災教育の普及徹底を図る。 

ア 講習会、研修会等の開催 

イ 防災活動の手引等印刷物の配布 

ウ 見学、現地調査等の実施 

(2) 一般住民に対する防災思想の普及 

防災関係機関は、単独又は共同して、住民の災害時における心得等防災に関する知識の高

揚を図るため、下記の媒体等の利用により防災広報に努める。 

ア 広報誌、広報車の利用 

イ ホームページ、SNS 

ウ 防災アプリ、メール配信サービス 

エ パンフレットの利用 

オ 講習会、講演会等の開催及び訓練の実施 

カ 防災マップ等の作成、住民への配布 

キ 起震車の利用 

ク 県災害対応シミュレーションゲームの利用 

 (3) 学校等での防災教育 

   児童生徒が、自らが命を守る主体者となるため下記の取り組みに努める。 

  ア 「和歌山県防災教育指導の手引き」を活用した防災学習 

  イ 歴史資料等を活用した防災文化の形成 

  ウ 気象とその変化に対する科学的な見方や考え方の育成 

  エ 実践的な避難訓練や地域と連携した避難訓練 

(4) 広報の内容 

防災知識の普及は、おおむね次の事項を中心に、その徹底を図る。 

 ア 防災気象に関する事項 

 イ 過去の主な被害事例 
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 ウ 地域防災計画の概要 

 エ 地震、火災、風水害時における家屋の事前補修や浸水予防対策等 

  オ 災害危険箇所（浸水想定区域や土砂災害警戒区域等） 

 カ 平常時の心得（準備） 

  a 食糧、飲料水、携帯トイレ及びトイレットペーパー等の備蓄 

  b 非常持ち出し品の準備 

  c 避難路及び避難場所及び所要時間の把握 

  d 災害時の家族内の連絡体制の確保 

  e 要配慮者の所在把握 

  f 石綿の吸引を防ぐ防じんマスクの備蓄及び正しい活用方法の習得 

  g 家庭動物との同行避難や避難所での飼養についての準備 

  h 正確な情報の入手方法 

  i  自動車へのこまめな満タン給油 

キ 災害時の心得     

   a 「自らの命は自らが守る」という意識を持ち、自らの判断で避難行動をとること 

   b 災害情報等の聴取方法 

   c 停電時の処置 

   d 避難に関する情報の意味 

   e 避難場所の的確な選定と避難行動 

   f 避難所や仮設住宅等で、性暴力・DVの被害者にも加害者にもならないための知識 

  ク 家具等の転倒防止対策 

ケ 応急手当の普及
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第22章 自主防災組織整備計画（総務課） 

 

１ 計画方針 

 和歌山県防災対策推進条例においても定められているとおり、住民の隣保共同の精神に基づ

く自主防災組織の整備充実は、防災意識の高揚並びに災害時における人命の安全確保を図るう

えで重要なことであるため、全ての地区における自主防災組織の結成を推進し、これの育成強

化を図る。 

 また、多数の者が出入りし、又は利用する施設、危険物を製造、若しくは保有する工場、事

業所等においても、自主的な防災組織を編成し、大規模な災害、事故等に備える必要がある。 

(1)自主防災組織の責務 

 自主防災組織は、地域住民と協力して、地域における防災活動を実施するよう努めるものと

する。又、地域住民の自ら行う防災対策に協力し、地域住民の安全を確保するよう努めるとと

もに、県及び町が実施する防災対策に協力するよう努めるものとする。 

(2) 自主防災組織の役割 

 自主防災組織は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、町及び防災関係

機関等と連携し、情報の収集及び伝達、地域住民等の避難誘導、避難所の運営及び地域におけ

る防災活動を実施するよう努めるとともに、特に、災害が発生した場合においては、初期消火

並びに負傷者の救出及び救護を積極的に実施するよう努めるものとする。 

(3) 住民組織の必要性の啓発と指導 

 町は、自主防災組織の設置を促進するため、地域防災計画に必要事項を明示するとともに、

地域住民に対し自主防災組織の必要性について、広報等の指導と防災に関する意識の高揚を図

り、災害予防と応急救助活動が能率的に処理されるよう、組織の整備拡充に努める。その際、

女性の参加の促進に努める。 

 また、地域の防災力の向上を総合的に推進するため、自主防災組織と、地域の環境や事情に

精通していると同時に消防に関する豊富な知識や経験、技術を有する消防団との連携、協力関

係の構築を図る。 

２ 事業計画 

〔住民による自主防災組織〕 

(1)地域防災計画の修正 

 自主防災組織の整備にかかる計画を定め、自主防災組織の役割、設置方法、自主防災組織に

対する育成、指導等を記載する。 

(2) 住民の防災意識の高揚 

 住民の防災意識の高揚を図るため、パンフレット、ポスターの作成及び研修会、訓練等の実

施に積極的に取り組む。 
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(3) 自主防災組織の単位 

 住民が自主的な防災活動を行ううえで、適正な規模の地域を単位として組織の設置を図る。 

ア 住民が連帯感に基づいて防災活動を行うことが期待される地域 

イ 住民が基礎的な日常生活圏として一体性を有する地域 

(4) 既存組織の活用 

 特に、自治会等の最も住民に密接な関係にある組織を有効に活用して、自主防災組織の育成

強化を図る。 

(5) 町の指導、助言 

 住民が自主防災組織をつくり、実際に活動していくために、町は、自主防災計画の作成、当

該自主防災組織の運営、防災資機材及び防災訓練等に対する指導、助言等を行うとともに、組

織の核となるリーダーへの研修を実施する。 

(6) 自主防災組織の内容 

 自主防災組織は、地域の規模、態様によりその内容が異なるものであるが、それぞれの組  

織において規約及び活動計画を定めておくものとする。 

(7) 自主防災組織の活動 

 平常時 

  ア 防災に関する知識の普及 

  イ 防災訓練の実施 

  ウ 火気使用設備器具等の点検 

  エ 防災資機材の備蓄 

  オ 近隣の高齢者、障害者、外国人、乳幼児等の災害弱者の所在把握 

カ 災害危険箇所の確認等（井戸等の所在の把握含む） 

 災害時 

  ア 情報の収集伝達 

  イ 出火防止、初期消火及び消防機関への協力 

  ウ 責任者による避難誘導、救出、救護（特に災害弱者に配慮する。） 

 

〔施設の自衛防災組織〕 

 災害が発生した場合、中層建築物、学校、病院等多数の者が出入りし、又は利用する施設及

び石油、ガス等の危険物を製造若しくは保管する施設又は多人数が従事する工場、事業所にお

いては、火災の発生、危険物類の流出、爆発等により、大規模な災害発生が予想されることか

ら、これらの被害の防止と軽減を図るため、施設の代表者や責任者は、自衛防災組織を編成し、

あらかじめ消防、防災計画をたてておく。 

 また、地域の防災訓練への積極的な参加及び地域住民と連携した防災活動等、企業の災害時
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における地域に果たす役割を十分認識し、防災活動の推進を図る。 

(1) 対象施設 

 ア 中層建築物、大規模量販店、旅館、学校、病院等多数の人が利用し又は出入りする施設 

 イ 石油類、高圧ガス、火薬類、劇毒物等を貯蔵し又は取扱う製造所、貯蔵所及び取扱所 

 ウ 多数の従業員がいる事業所等で災害防止に当たることが効果的である施設 

 エ 雑居ビルのように同一施設内の複数の事業所 

(2) 組織設置要領 

 事業所の規模、形態によりその実態に応じた組織づくりを行い、それぞれの施設において、

適切な規約及び自主防災計画を策定する。 

(3) 自主防災計画 

 自主防災計画は、予防計画、教育訓練計画及び応急対策計画に区分して作成する。 

①予防計画 

ア 予防管理組織の編成 

イ 火気使用施設、危険物、準危険物、特殊可燃物の点検整理 

ウ 消防用設備等の点検整備 

②教育訓練計画 

ア 防災教育 

イ 防災訓練 

③応急対策計画 

ア 応急活動組織の編成 

イ 情報の収集伝達 

ウ 出火防止及び初期消火 

エ 避難誘導 

オ 救出、救護 

(4) 自衛防災組織の活動 

 ①平常時 

ア 防災訓練及び地域の防災訓練への積極的な参加 

イ 施設及び設備等の点検整備 

ウ 従業員等の防災に関する教育の実施 

②災害時 

ア 情報の収集伝達 

イ 出火防止、初期消火及び消防機関への協力 

ウ 避難誘導、救出、救護 
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第 23 章 災害時緊急医療体制確保計画（健康推進課・消防本部） 

 

１ 計画方針 

大規模災害時における多数の負傷者の発生に備えて、消防本部における救急救助体制の整備 

を図ると共に、医師会、医療機関、住民の協力のもと、救急・救助、医療体制の整備に努める。  

２ 計画内容 

 (1) 救急・救助体制の整備  

消防本部等は、大規模災害時には同時に多数の要救助者や負傷者が出ることを想定し、救

急・救助体制の充実強化を図る。  

① 救助・救急用資機材等の整備  

ア 救助資機材、情報通信体制の整備  

イ 救急救命士の養成  

② 講習会、訓練等の実施  

ア 職員、消防団員への救急救命講習会、訓練の実施  

イ  学校、自主防災組織、事業所、団体等での応急手当講習会等の開催  

  ③ 広域的な連携体制の整備  

周辺地域との相互応援協定の締結を推進し、広域的な救急・救助体制の充実を図る。  

 (2) 応急医療体制の整備  

災害時の医療活動が迅速かつ適切におこなえるよう、医療関係機関と連携しながら、医療

情報の収集・伝達体制、医療体制、医薬品の確保等を整備するものとする。  

① 救護体制の整備  

ア 救護所の設置  

救護所を設置する場合の予定場所を次の場所とし、災害発生の状況により、必要に応

じて設置できる体制を整える。  

a 町保健センター等の公共施設 

b 集中して負傷者が出る地域 

c 避難所 

d その他救護所の設置が必要な場所 

イ 連絡体制の整備  

  町、医療関係機関は、連携して災害時における医療情報の収集伝達体制を構築する。  

② 医薬品等の確保供給体制の整備  

医療救護活動に必要な医薬品、輸血用血液製剤等について、備蓄を進めるとともに、「和

歌山県災害時医薬品等供給マニュアル」に基づき、卸業者からの調達、県への要請等によ

る確保、供給体制の整備を図る。 
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第 24 章 避難行動要支援者対策計画（やすらぎ福祉課） 

１ 計画方針 

 高齢者、障害者（児）、難病等の患者、妊婦、乳幼児、外国人等の要配慮者のうち、災害が

発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その

円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を要するもの（以下「避難行動要支援者」と

いう。）についての対策は、以下のとおりとする。 

 また避難行動要支援者は、災害時の生活において支障を生じることが予想されるため、これ

らの者に対し必要な支援策を円滑に実施できるよう、「有田川町避難行動要支援者避難支援プ

ラン全体計画」に基づき、地域ぐるみの支援体制づくりを推進する。 

 

２ 事業計画 

(1) 避難行動要支援者名簿の作成等 

 ア 対象者の範囲 

   防災上把握を必要とする避難行動要支援者は、おおむね、在宅で生活を営む次のような

者とする。 

  (ｱ) ６５歳以上の一人暮らし高齢者 

  (ｲ) ６５歳以上の高齢者のみ世帯の者 

(ｳ) 要介護認定において要介護３以上の判定を受けている者 

  (ｴ) 身体障害者手帳を有する者で、障害の程度が１級又は２級の者 

  (ｵ) 療育手帳を有する者で、障害の程度がＡ判定の者 

  (ｶ) 精神障害者保健福祉手帳１級の交付を受けている者 

  (ｷ) 特定疾患医療受給者証を受けている難病患者、小児慢性特定疾患医療受給児 

  (ｸ) その他町長、又は自治会等が必要と認める者 

 イ 避難行動要支援者の把握及び情報収集 

   関係各課の情報を集約するとともに、把握できない情報については、県等その他関係機

関に対し情報提供を求め、また、自治会、民生委員児童委員、自主防災組織、社会福祉協

議会等の協力を得ながら、避難行動要支援者名簿（災害対策基本法第４９条の１０第１項）

の作成に必要な情報の取得を行う。  

 ウ 記載事項 

   避難行動要支援者名簿には、掲載者の氏名、生年月日、性別、住所又は居所、電話番号

その他の連絡先、避難支援等を必要とする事由、その他避難支援等の実施に必要な事項を

掲載する。 

 エ 更新及び管理方法 

   避難行動要支援者の状況は常に変化し得ることから、有田川町避難行動要支援者避難支
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援プラン全体計画に基づき、「避難行動要支援者台帳」及び「個別避難計画」については、

内閣府のクラウド型被災者支援システム等の導入によりデータ及び書類により管理を行い、

また定期的に関係機関から情報を得て、台帳を更新する。 

 オ 避難支援等関係者への事前の名簿情報の提供 

   避難行動要支援者名簿は平常時から自治会、民生委員児童委員、自主防災組織、社会福

祉協議会、消防機関、警察、その他避難支援等の実施に携わる関係者（以下「避難支援等

関係者」という。）に提供され、共有されていることで、いざというときの円滑かつ迅速

な避難支援等の実施に結びつくため、あらかじめ避難支援等の実施に必要な限度で避難支

援等関係者に提供することとする。ただし、平常時からの外部提供は、避難行動要支援者

の同意を得た者の名簿のみを対象とする。 

 カ 避難行動要支援者名簿情報の漏洩防止にかかる措置 

 (ア)町が講ずる措置 

  ①秘匿性の高い個人情報も含まれるため、避難行動要支援者名簿は、当該避難行動要支援

者を担当する地域の避難支援等関係者に限り提供する。 

  ②災害対策基本法に基づき避難支援等関係者個人に守秘義務が課せられることについて、

十分な説明を行う。 

 (イ)町が求める措置 

  ①避難行動要支援者名簿を必要以上に複製させない。 

  ②避難行動要支援者名簿の提供を受けた団体は、その団体内部で避難行動要支援者名簿を

取り扱う者を限定する。 

(2) 個別避難計画 

避難行動要支援者台帳に登録された要支援者のうち、避難時に家族等が身近におらず避難

支援を受けられない者や、同居する家族がいても家族の力だけでは避難することが困難な者

に対して、個別避難計画を作成する。 

(3) 災害時における避難行動要支援者名簿の活用 

 ア  避難のための情報伝達 

  (ｱ)情報伝達時の配慮 

    避難等に関する情報の発令及び伝達は、要配慮者一人一人に的確に伝わるように分かり

やすい言葉や表現を用いるとともに、高齢者や障害者（児）に応じた情報を選択して提供

する。また、避難所等における要配慮者への情報伝達手段として、専門的技術を有する手

話通訳者及び手話ボランティア等の把握に努め、派遣・協力システムについても整備する。 

  (ｲ)情報伝達手段の確保 

    緊急かつ着実な避難指示が伝達できるよう、各種情報伝達の特徴を考慮し、防災行政無

線、広報車による情報提供に加え、携帯端末等を活用した緊急速報メールの活用など複数
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の手段を有機的に組み合わせて、情報の伝達を行う。 

 イ 避難行動要支援者名簿の平常時からの提供に不同意であった者への避難支援 

  (ｱ)不同意者を含む避難行動要支援者名簿の提供 

    現に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命

又は身体を保護するために必要があるときは、その同意の有無に関わらず、避難支援の実

施に必要な限度で、避難支援等関係者、その他の者に名簿情報を提供する。 

  (ｲ)不同意者を含む避難行動要支援者名簿の情報漏洩の防止 

    名簿使用後、提供した避難支援等関係者、その他の者に対し、返却又は廃棄するよう指

導する。 

(４) 避難支援等関係者等の安全確保対策 

  避難支援等関係者は、本人又はその家族等の生命及び身体の安全を守ることを大前提とし、

他の避難支援等関係者と協力しながら避難行動要支援者の支援を行う。 

(５) 避難行動要支援者の安全確保対策 

  避難行動要支援者が災害時に安全に避難できるよう、避難支援等関係者と連携しながら災

害時の避難支援プランを作るとともに、適切に行動できるよう、広報を行うとともに、避難

等に関する避難支援マニュアル等の配布を行う。また、発災後安否未確認の避難行動要支援

者がいる場合は、避難行動要支援者名簿を活用し、在宅避難者等の安否確認を行う。 

(６) 公共施設、社会福祉施設等における対策 

 ア 施設のバリアフリー化の促進 

   避難行動要支援者が安全に避難できるよう施設や設備のバリアフリー化等の整備改善を

行う。 

 イ 避難訓練の実施 

   福祉施設等では、入居者・通所者の安全な避難を確保するため、災害発生時の避難体制

や地域住民・消防団との連携等について訓練を実施する。 
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第 25 章 ボランティア活動環境整備計画（やすらぎ福祉課） 

 

１ 計画方針 

 災害時において、町をはじめ防災関係機関は、被災者の救助・救援活動・ライフラインの復

旧等の災害応急対策を実施し、町民は、地域社会の中でお互いに協力して自主的な防災活動を

行うことを要求される。 

 そのため、社会福祉協議会、各種ボランティア団体等との連携を図り、災害時においてボラ

ンティア活動が円滑に行われるようその活動環境の整備に努めるものとする。 

２ 事業計画 

(１) 受入体制の整備 

   町並びに社会福祉協議会及び関係機関は、災害時に支援を申し出たボランティア及びボラン

ティア団体に対し、その円滑な活動が行われるよう受入・活動の調整を行うための窓口の運営

について、連絡調整を行う。 

ア 町は、有田川町社会福祉協議会及び関係機関と連絡調整の上、受け入れ機関となる災害ボ

ランティアセンターを設置する。 

イ 有田川町社会福祉協議会は、町及び関係機関と連絡調整を行い、受け入れ機関となる災害

ボランティアセンターを運営するものとし、災害対策本部と協議・調整し活動計画を定める。 

ウ 災害時にボランティア及びボランティア団体が円滑に組織化され活動できるよう、ボラン

ティア活動のリーダーの育成を図るなど、ボランティア活動が積極的に行われるよう住民意

識の高揚を図る。 

(２) 人材の育成、活動支援体制の整備 

  町及び関係機関は、有田川町社会福祉協議会と連携を図り、町内のボランティア組織に対

する防災教育、訓練等の充実を図るとともに、ボランティア活動の需要と供給の調整を行う

ボランティアコーディネーターの養成に努める。 

  また、災害時のボランティアの受入及び活動のための拠点を整備するとともに、ボランテ

ィアセンターの運営に協力いただくボランティアとは、平時から訓練・研修を行い、有事に

備える。 

(３) 粉塵暴露防止対策 

  作業にあたるボランティアに対し、石綿暴露防止に関する教育を実施し、防塵機能を有す

るマスクの使用を促す。また、町においても必要な量を予め備蓄することに努める。 
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第 26 章 保健衛生・防疫体制整備計画（健康推進課・環境衛生課） 

 

１ 計画方針 

災害が発生した場合に必要となる防疫対策、保健衛生対策、遺体への対応等の活動を迅速か

つ的確に行うための体制整備に努めるものとする。 

２ 事業計画 

(1) 感染症対策 

  災害発生時に円滑な感染症対策を行うため、感染症対策等のマニュアル作成を行う。また、

災害時の衛生や安全に関わる事項や、避難所における衛生管理対策について町民に周知を図る。 

(2) 保健衛生対策 

  災害時の保健救護活動及び健康相談を適切に実施するため、マニュアルの作成を行う。また、

町民の自主的な健康づくりを促進するため、保健・医療・福祉機関等と連携して、地域住民の

健康増進、疾病予防に努める体制・ネットワークづくりを行う。 

(3) 遺体対策 

  迅速かつ的確に遺体対応を行うため、遺体安置所候補場所の選定、必要物品の調達計画、広

域応援の要請についてマニュアル等の作成を行う。 

(4) し尿処理対策 

  避難所等への仮設トイレの設置に係る必要数を算定し、備蓄及び調達体制、搬送に関するマ

ニュアルの作成、応急処理方法について検討を行う。 
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第 27 章 被災者生活再建支援計画（税務課） 

 

１ 計画方針 

被災者の生活の再建支援のためには、迅速に罹災証明を発行することや被災者台帳によるき

め細やかな支援が必要不可欠です。こうした課題に対応するため、被災者支援のためのシステ

ムの整備に努め、復旧・復興を通じた被災者支援体制の構築を行う。 

２ 事業計画 

(１) 被災者台帳の整備 

  個々の被災者の被害状況や各種支援措置の実施状況、配慮を要する事項等を一元的に集約し

た被災者台帳の整備を必要に応じて行い、被災者の援護の総合的かつ効率的な実施に努める。 

  内閣府のクラウド型被災者支援システムの導入などにより、確実な台帳整備に努める。 

(２) 罹災証明の発行体制の整備 

  災害時に罹災証明の交付が迅速に実施できるよう、住家被害の調査担当者の育成、他の地方

公共団体や民間団体との応援協定の締結等を計画的に進める等、罹災証明書の交付に必要な業

務の効率的な実施体制の整備に努める。 

(３) 町民生活の再建復興の推進 

  災害により経済的、肉体的、精神的な被害を受けた被災者に対し、生活支援や復旧活動を迅

速かつ的確に実施するための体制の整備に努める。 
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第 28 章 廃棄物処理にかかる防災体制整備計画（環境衛生課） 

 

１ 計画方針 

 地震・風水害により大量に発生する災害廃棄物の処理に備えた防災体制を整備するため、平

常時から以下の措置を講じる。 

２ 事業計画 

  町は、不測の事態に備え、大規模災害時の具体的な行動指針となる災害廃棄物処理計画を策

定するとともに、次のことを推進し、防災体制の整備に努める。 

① 周辺の地方公共団体及び廃棄物関係団体等との災害時の相互協力体制を整備する。 

② 災害廃棄物等の仮置場の配置計画、広域的な処理・処分計画等について検討を進める。 
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第 29 章 防災公園整備計画（建設課） 

 

１ 現 況 

 本町には、現時点において防災活動拠点となるような公園が少なく、地震・洪水災害時に復

旧・復興拠点や復旧のための生活物資等の収集集積拠点、周辺地区からの避難者を収容し、避

難者の生命を保護する避難地等として機能する都市公園等について緊急的に整備を推進する必

要がある。 

２ 計画方針 

 防災公園は平常時に住民に親しまれる憩いの場、多目的なレクリエーションとして利用する

ため、多世代が集う居心地の良い都市公園として基本的な機能を確保しつつ、特に若者世代を

魅了する価値の高い地域づくりに資する事業展開を目標とし、また、大規模災害時には、広域

避難地や救助活動拠点、建設型応急住宅用地等として活用できるよう、防災拠点として重要な

役割を担うものとする。 

３ 事業計画【（仮称）有田川防災公園 】 

  計画地の選定は、町民はもとより、県内外からの来訪者で賑わう都市公園であると同時に、

大規模災害への柔軟かつ高い対応能力を見込むため、総合的なバランスを重視する必要がある。 

 (１) 平常時は町民や来訪者が利用しやすい場所 

   平常時は、町民や来訪者で賑わう誰もが利用しやすい公園として、最大限のポテンシャ

ルを見込む必要があり周辺の土地利用状況、人口密度また主要アクセス道路等を総合的に

勘案し選定する必要がある。さらに、発災時において、防災拠点として効果的に活用され

るためには、平常時から多くの町民に利用され、知ってもらうことが重要であることから、

日常から「防災意識の啓発」に繋がる場として身近な場所であることが重要である。 

 (２) 大規模災害時には有効に機能する場所 

   洪水及び土砂災害時において被害が及ばない場所、また災害対策本部や緊急輸送道路（阪

和自動車道等）からアクセスしやすく円滑な災害対応が見込める場所を選定する必要があ

る。 
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第１章 防災組織計画（全部課・全班） 

 

第１節 組織計画（総務班） 
１ 計画方針 

 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害応急対策実施責任機関は、必

要に応じそれぞれ災害対策本部等を設置し、緊密な連絡、協力のもとに災害応急対策活動を実

施する。 

２ 有田川町の組織 

(1)警戒及び配備体制 

  ① 町長は、風水害等により、災害の発生が予想されるとき、おおむね次の基準により、気

象情報等の収集及びその通報並びに被害状況等をとりまとめ、連絡調整の万全を期する警

戒体制を整えるものとする。 

  ② 町長は、発令の基準に基づいて、配備体制の指令発令と同時に庁内に災害対策連絡室を

設置し、配備体制の強化を図る。 

    配備体制２号が発令されたときは、全部長、全局長、全課長、全班長、全室長、全副班

長及び災害担当部全職員は自動参集のこと。 

  ③ 町長は、事態の推移に伴い速やかに災害対策本部を設置できる体制を整える。 

  ④ 町長は、災害の拡大するおそれが解消し、かつ、災害に対する応急対策が概ね終了した

と認められる時、警戒及び配備体制を解除する。 

⑤ 尚、消防本部の職員については別途消防本部にて定めた災害時の警戒、配備体制及び非

常招集等に関する運用基準による。 

●風水害等の発令の基準 

体 制 基                準 体制の内容 

 警戒体制１号 

①水防配備体制１号が発令されたとき 

②高野山、護摩壇山周辺に50ミリ/時以上の降雨量

が観測されたとき。 

災害対策準備室を
設置し、防災担当部の
必要人員をもって、情
報収集、県への連絡及
び警戒体制２号への
移行体制が円滑に行
える体制 

 警戒体制２号 

①有田川町に大雨・洪水いずれかの警報が発表 

されたとき。 

②台風の接近により厳重な警戒が必要なとき。 

③水防配備体制２号が発令されたとき。 

④総務政策部長が必要と認めたとき。 

災害関係部の必要
人員（部及び部長から
指示を受けた職員）を
もって、被害情報収
集・把握・連絡活動及
び住民への周知、災害
応急活動が速やかに
実施できる体制 

必要に応じ、自主避
難者への対応が速や
かに実施できる体制 
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体 制    基                準     体制の内容   

配備体制１号 

①金屋水位観測所又は粟生水位観測所の水位が 

避難判断水位に達すると判断したとき。 

②有田川上流部に50ミリ/時以上の降雨量が観 

 測され、水害の危険があるとき。 

③土砂災害警戒情報が発令され土砂災害警戒 

基準に達したとき。 

 ④台風により重大な災害が発生する恐れがあ 

ると判断したとき。 

⑤副町長が必要と認めたとき。 

 
 
 
 
災害対策連絡室を

設置し、災害関係部の
長との協議により必
要とみとめたときは、
副町長は各庁舎ごと
の班体制を配備する 

事態の推移に伴い、
班体制を強化すると
共に、速やかに災害対
策本部を設置できる
体制 

 配備体制２号 

①水防配備体制３号が発令されたとき。 

②大雨もしくは暴風の特別警報が発表されたとき。 

③災害救助法の適用をしなければならないような 

災害が予想されるとき。 

④町長が必要と認めたとき。 

 

■水防団配備体制１号（待機） 

今後の気象情報に注意し警戒する必要があるが、具体的な水防活動を必要とするに到るまでは、かなり

時間的余裕があると認められる時に指令する。上級幹部と連絡を常に時れる体制をとると共に少人数の人

員で主として情報の収集及び連絡に当たり、事態の推移によっては直ちに招集、その他の活動が出来る状

態とする。 

■水防団配備体制２号（準備） 

水防活動を必要とする事態の発生が予想され、数時間以内に水防活動の開始が考えられる時に指令する。 

班長以上及び班長から指示のあった者は、詰所に詰め、資材機材及び器具の整備点検、作業員の配備計画

にあたり、危険箇所の巡視、堤防の巡視等実施する。 

■水防団配備体制３号（出動）（全団員） 

事態が切迫し、水防活動の必要が予想される時に指令する。全団員を出動させ、完全な水防態勢である。 

この態勢は、事態に応じて第１配備指令から第３配備指令を発する場合もある。 

 

●有田川洪水注意報：有田川の基準地点である粟生、金屋水位観測所の水位が、氾濫注意水位に達し、更

に水位の上昇が見込まれるとき。 

●有田川洪水警報：有田川の基準地点である粟生、金屋水位観測所の水位が、一定時間後に氾濫危険水位

に到達することが見込まれるとき、あるいは避難判断水位に達し、更に水位の上昇が

見込まれるとき。 

・水防警報発令区域等 

 河川名 区        域  対象量水標 水  位  振興局 

 建設部 

 担当水防 

 管理団体 

 有田川 
 金屋橋上流５００メートルの地点 

 ｛（左岸）有田郡有田川町徳田 

 （右岸）有田川町金屋｝から海まで 

 金屋 
 水防団待機水位 

（通報水位） 2.60 

 氾濫注意水位 4.10 

 有 田 
 有田市 

 有田川町 

 

 

・水防警報を実施する対象水位観測所及び諸元 

 

河川名 

観測 

所名 

 観  測  者 

 (振興局建設部) 

 

位置 

水位 堤防高 

水防団待 

機水位 

氾濫注意 

水位 
左岸 右 岸 

有田川 金屋 有田振興局建設部 有田郡有田川町金屋 2.6 4.1 8.6 7.9 
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（2）災害対策準備室・連絡室の事務分掌 

①災害対策準備室の事務分掌 

 防災担当課の職員又は災害関係課の職員をもって、被害情報収集、県への連絡に当たるもの
とする。 

②災害対策連絡室の事務分掌 

災害関係課の職員又は災害関係課の職員に加え副町長が指示した職員をもって、被害情報収

集、被害状況の取りまとめ及び発表、報告その他所要の連絡調整に当たるものとする。 

配備体制２号が発令されたときは、全部長、全局長、全課長、全班長、全室長、全副班長及 

び災害担当部全職員は自動参集のこと。 

③災害対策本部の設置準備（配備体制2号において、移行できる体制） 

事態の推移に伴い速やかに災害対策本部を設置できる体制を整える。 

部 名 課  名 災害対策準備室・連絡室の事務分掌 

総務政策部 

総務課 

財務課 

企画調整課 

連絡調整、被害状況の取りまとめ。庁舎･設備の被害に関すること。 

消防及び気象情報に関すること。県への報告、連絡に関すること。 

避難誘導の広報に関すること。 

町民データの保全･管理に関すること。 
職員の動員、緊急車両の確保に関すること。 

住民税務部 
住民課 
税務課 
会計課 

住民の安否確認に関すること。 
住家の被害調査に関すること。 
準備室、連絡室設置に伴う一般経理に関すること。 

建設環境部 

建設課 
下水道課 
水道課 
環境衛生課 

河川の水防情報に関すること、土砂災害情報に関すること。 
道路・農地・林地の被害に関すること。 
下水道施設の被害に関すること。 
水道施設の被害に関すること。応急給水に関すること。 
ごみ処理や清掃、仮設トイレに関すること。 

産業振興部 

産業課 
林務課 
商工観光課 
地籍調査課 

農地・林地の被害に関すること。 
商工観光施設における被災者支援、被害に関すること。 
物品調達、搬送、供給に関すること。 

福祉保健部 
やすらぎ福祉課 
長寿支援課 
健康推進課 

避難所の被害に関すること。避難所の開設準備運営に関すること。 
ボランティア受入れに関すること。要援護者等に関すること。 
医療救護全般に関すること。 

議会事務局  総務政策部への応援に関すること。 

教育部 
こども教育課 
社会教育課 

園児児童生徒の安否確認、学校・保育所の被害に関すること。 
応急給食対策及び炊き出しに関すること。 
社会教育施設の被害調査及び運営保全管理に関すること。 

清水行政局 各室 清水行政局管内に関する所管業務、施設の被害に関すること。 
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（3）担当部名（各庁舎・消防本部） 

 種  別 担 当 課 名 

警戒体制 

災害対策準備室 

1号 
総務政策部の職員 

消防本部：別途定める基準による職員 

2号 

上記（警戒体制1号）を含め、総務政策部、建設環境部及び福祉保健部

の職員、また各庁舎において総務政策部長から指示のあった職員 

消防本部：別途定める基準による職員 

配備体制 

災害対策連絡室 

１号 

上記（警戒体制２号）を含め、総務政策部（総務課全職員）、建設環境

部（建設課全職員）、全部長、全課長及び副町長から指示のあった職員 

消防本部：別途定める基準による職員 

２号 

全部の部長・局長・課長・班長・副班長、総務政策部・建設環境部の全

職員および町長から指示のあった職員 

消防本部：別途定める基準による職員 

３ 有田川町災害対策本部 

（1）災害対策本部の設置・廃止 
 ①発令の基準 

ア 町長は、町内に大規模な風水害等の災害が発生し、又は発生する恐れがあるときは、設

置基準に基づき非常体制を発令する。 

イ 町長は、発令と同時に庁内に「有田川町災害対策本部」を設置し、本部会議を直ちに開

催する。 

ウ 全職員で災害応急対策を直ちに実施する。 

エ 町長は、災害発生のおそれが解消した時、災害応急対策がおおむね終了した時、その他

本部長が必要なしと認めたとき有田川町災害対策本部を廃止する。 

●非常体制における指揮者 

指      揮      者 

町長（町長不在時には、①副町長→②消防長→③教育長→④総務政策部長の順位による） 

●設置基準 

  基           準  配備人員 

非常体制 

災害対策本部設置 

  

①二川ダムが異常洪水時防災操作を実施するとき。 

②町内で災害救助法の適用を必要とする災害が発生したとき。 

③大規模事故等が発生し、町長が必要と認めたとき。 

④その他の災害が発生し、町長が必要と認めたとき。 

 

全 職 員 
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②災害対策本部設置の連絡 

災害対策本部を設置した場合は、利用可能な通信手段を用い、職員に直ちに通知するととも

に、県、有田川町防災会議委員、関係機関等に通知する。 

災害対策本部設置の各班にて連絡網を作成し活用する。 

③災害対策本部設置の準備 

災害対策本部の設置が決定された場合、各班は本部に必要な資機材等の確保を行う。 

 

●備品･資機材 

班 備品･資機材等 

総 務 班      

・消防団・各防災関係機関の連絡先名簿 

・被害状況連絡票その他の報告書・様式類 

・テレビ・ラジオ（停電時も使用可能なもの） 

・掲示板 

・停電用照明器具 

・初動マニュアル 

・和歌山県地域防災計画書 

・有田川町地域防災計画書 

・職員名簿 

・防災無線のセットアップ 

情 報 班 
・通信手段（パソコン、ＦＡＸ）の確保 

・衛星携帯電話 

管 理 班 
・発電機 

・緊急車両の手配 

広 報 班 

・広報用例文 

・広報記入様式 

・広報車の手配 

本部調整班 ・職員名簿 

環境衛生班 ・仮設トイレ 

避難所対応プロジェクト 

・避難所一覧及びカギ 

・備蓄毛布 

・避難行動要支援者名簿 

物資対応プロジェクト ・備蓄物資 

建 設 班 
・管内図及び住宅地図等、地図類 

・土嚢、ブルーシート 

消 防 班 ・消防本部地震等大規模災害時における活動計画 
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班 備品・資機材等 

清水総務班 

（清水行政局） 

・消防団・各防災関係機関の連絡先名簿 

・被害状況連絡票その他の報告書・様式類 

・テレビ・ラジオ（停電時も使用可能なもの） 

・掲示板 

・停電用照明器具 

・初動マニュアル 

・和歌山県地域防災計画書 

・有田川町地域防災計画書 

・職員名簿 

・防災無線のセットアップ 

・衛星携帯電話 

・発電機 

清水住民福祉班 

（清水行政局） 
・避難所一覧及びカギ 

清水産業振興班 

（清水行政局） 
・備蓄物資 

清水建設環境班 

（清水行政局） 

・管内図及び住宅地図等、地図類 

・土嚢、ブルーシート 

 

４ 災害対策本部会議の開催 

（1）本部員の参集 

①吉備庁舎会議室への参集 

本部会議を構成する、本部長（町長）、副本部長（副町長、消防長、教育長）、本部員、事

務局員は、速やかに吉備庁舎内の対策本部（会議室）に参集する。 

②吉備庁舎が被災した場合 

本部長（町長）、副本部長（副町長、消防長、教育長）、本部員、事務局員は、速やかに金

屋庁舎に、又金屋庁舎が被災した場合は消防本部に参集する。 

③清水庁舎会議室への参集 

清水地内において大規模な災害が発生し、または発生する恐れがあるときは、清水庁舎会

議室に参集する。 

（2）本部会議の開催 

本部会議は、本部長、副本部長、本部員（代理）が出席の上開催する。 

本部会議の進行は、総務班長（総務政策部長）が進め、本部長が総括する。 

（3）本部会議の協議内容 
    災害応急対策の基本方針の決定、その他必要事項を協議することとし、会議内容はおおむ

ね次のとおりとする。 

①職員の参集状況、初動体制に関すること。 

②一次情報収集、被害調査に関すること。 
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③ﾗｲﾌﾗｲﾝ(電気、ガス、上水道、電話等）の被害状況に関すること。 

④医療機関の被害状況に関すること。 

⑤鉄道、バス等公共交通機関の被害状況に関すること。 

⑥道路、橋りょうの損壊状況に関すること。 

⑦家屋等の被害状況に関すること。 

⑧避難勧告、指示及び避難誘導に関すること。 

⑨避難所の開設に関すること。 

⑩避難場所の利用状況に関すること。 

⑪緊急輸送路の確保に関すること。 

⑫行方不明者・負傷者の救助対策に関すること。 

⑬自衛隊、緊急消防援助隊、県及び他の市町村への派遣要請に関すること。 

⑭災害救助法の適用に関すること。 

⑮災害対策経費に関すること。 

⑯その他災害対策の重要事項等に関すること。 

（4）本部会議の指示 

本部会議において決定した事項は、速やかに各班長（部長、局長、課長、室長）に伝達する。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

５ 災害対策本部の組織体系 

災害対策本部の組織体系は、「有田川町災害対策本部条例」及び「有田川町災害対策本部規
程」並びに本計画の定めるところによるものとする。 

 
（1）役職 

① 対策部長 

   対策部長（部局長）は、各対策部の業務が円滑に実施できるよう各対策部を統括する。 

② 班長 

   班長（局課室長）は、各班を統括し、対策部長を補佐する。 

③ 副班長 

   副班長（班長）は、各班長を補佐し、不在時には代行する。 

（2）災害対策本部の応援体制 

 ① 各対策部内による応援 

   原則、割り当てられた災害対応業務は、各対策部内の応援に努めることとする。特に各プロ

ジェクトは、被災者支援の観点から特に重要で膨大な業務が見込まれるため、各対策部内での

応援体制を整えることとする。 

 ② 各対策部外からの応援 

   各対策部内での応援だけでは迅速な対応が困難と考えられる場合は、本部調整班へ各対策部

外からの応援を要請することとする。 
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６ 災害対策本部組織図 

五郷出張所

城山出張所

本部会議

≪有田川町災害対策本部組織図≫ 総務班

広報班

管理班

情報班

総務政策対策部
【本部事務局】

本部調整班

【支部】

住民班

福祉班

教育総務班

【本部長】 【副本部長】 【本部員】 環境衛生班建設環境対策部

町長

副町長 総務政策部長
水道班

教育長 議会事務局長

消防長 住民税務部長 下水道班

住民税務対策部 出納班

生活再建支援プロジェクト

建設班

住宅調査班

教育対策部 生活保育班

避難所対応プロジェクト

【事務局】

総務課長

産業班

福祉保健対策部 保健医療班

消防本部員

清水対策部

社会教育班

消防班

消防対策部

清水消防班

安諦出張所

建設環境部長

福祉保健部長

産業振興部長

教育部長

清水行政局長

企画調整課長

※本部会議の進行は、総務政策部長

清水総務班

清水住民福祉班

清水建設環境班

財務課長

産業振興対策部 商工観光班

物資対応プロジェクト

清水産業振興班
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７ 災害対策本部の事務分掌 

 

部 班 担当課 事務分掌 

総
務
政
策
対
策
部
【
本
部
事
務
局
】 

【部長：総務政策部長】 総務政策対策部の統括 

総務班 

総務課総務班 

財務課財政班         

【班長：総務課長】 

●災害情報の受理及び伝達に関すること   

●災害対策本部の設置・運営に関すること   

●本部会議の運営に関すること 
 

  

●職員の配備・出動に関すること 
 

  

●自衛隊の派遣要請に関すること 
 

  

●県及び市町村への応援要請に関すること   

●応援の受援に関すること 
 

  

●県、関係機関への被害状況等の報告に関すること 

●避難情報の発令に関すること 
 

  

●防災行政無線、通信機器に関すること   

●清水対策部との連絡調整に関すること   

●職員の動員に関すること 
 

  

●自主防災組織、自治会との連絡調整に関すること 

●公用令書に関すること 
  

  

●水防活動に関すること 
  

  

●消防本部、消防団との連絡調整に関すること   

●その他災害対策全般に関すること 
 

  

情報班 

企画調整課     

【班長：企画調整課

長】 

●各種被害情報の収集に関すること     

●被害状況の集計、とりまとめに関すること   

●情報管理機器の維持管理に関すること   

●災害写真等の収集、災害記録に関すること   

広報班 

議会事務局          

企画調整課      

【班長：議会事務局長】 

●報道機関との連絡と相互協力に関すること   

●災害対策活動の広報に関すること 
 

  

●議会事務局に関すること     

管理班 
財務課管財検査班      

【班長：財務課長】 

●庁舎の建物、設備などの被害調査に関すること   

●町所管の建物、設備などの被害調査に関すること 

●車両や燃料などの確保に関すること 

本部調整班 
総務課人事秘書班            

【班長：総務課長】 

●各部との調整及び指示に関すること   

●部内各班の応援に関すること 
 

  

●職員の動員に関すること 
 

  

●職員の健康管理・安全管理に関すること   

●職員の給食に関すること 
 

  

●職員の人員調整に関すること 
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部 班 担当課 事務分掌 

住
民
税
務
対
策
部 

部長：住民税務部長 住民税務対策部の統括 

住民班 
住民課住民班             

【班長：住民課長】 

●被災者の安否問い合わせに関すること   

●町民個人情報のデータ管理に関すること   

●被災者の実態調査に関すること 
 

  

●埋火葬許可書、処理台帳などに関すること   

出納班 

会計課              

（税務課）            

【班長：会計課長】 

●本部の一般経理に関すること     

●義援金受理及び管理に関すること 
 

  

●義援金の配分に関すること 
 

  

●被災者生活再建支援金の支給に関すること   

●災害弔慰金・見舞金等の支給に関すること   

●生活資金等の貸与に関すること 
 

  

●住宅被災者に対する融資などに関すること   

生活再建支援

プロジェクト 

税務課             

住民課保険年金班            

（建設課、福祉保健

部、こども教育課）            

【班長：税務課長】 

●住家等被害認定調査に関すること 
 

  

●罹災証明書に関すること 
 

  

●被災者支援相談窓口の設置に関すること   

●被災者生活再建支援の相談対応に関すること   

●被災者台帳に関すること  

●税の減免に関すること     
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部 班 担当課 事務分掌 

建
設
環
境
対
策
部 

部長：建設環境部長 建設環境対策部の統括 

建設班 

建設課土木班         

建設課農林班         

【班長：建設課長】   

●道路、公共土木施設の被害調査に関すること   

●農地・林地の被害調査に関すること 

●土木建築関係業者への支援要請に関すること   

●重機による救助活動に関すること 
 

  

●応急復旧資機材の調達及び保管に関すること   

●関係機関との連絡調整に関すること   

●障害物の除去に関すること 
 

  

●道路の通行止めに関すること 
 

  

●公共土木施設の応急対策及び復旧に関すること   

●農林地の応急対策及び復旧に関すること 

住宅調査班 
建設課都市整備班      

【班長：建設課長】 

●住宅及び宅地、町営住宅の被害調査に関すること 

●応急仮設住宅建設に関すること 
 

  

●住宅の応急修理に関すること 
 

  

●建築物の応急危険度判定に関すること   

●被災建築物の応急措置の技術指導に関すること   

環境衛生班 

環境衛生課          

【班長：環境衛生

課長】 

●ごみ処理及び清掃に関すること 
 

  

●避難所の衛生管理に関すること 
 

  

●遺体の収容、処理及び埋火葬に関すること   

●被災地域の防疫及び消毒に関すること   

●上下水道を除く水の消毒に関すること   

●災害廃棄物の処理に関すること 
 

  

●仮設トイレに関すること   

●災害廃棄物の一時収集場所の確保に関すること   

水道班 
水道課             

【班長：水道課長】 

●水道施設の被害調査に関すること     

●水道に関わる広報活動に関すること   

●飲料水の確保及び応急給水活動に関すること   

●水道施設の応急対策及び復旧に関すること   

下水道班 

下水道課            

【班長：下水道課

長】 

●下水道管・施設の被害調査に関すること   

●市街地の排水対策に関すること 
 

  

●マンホールトイレの設置に関すること 
 

  

●し尿処理施設等の被害調査に関すること   

●し尿処理施設等の応急対策に関すること   

●下水道施設の応急対策及び復旧に関すること   
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部 班 担当課 事務分掌 

福
祉
保
健
対
策
部 

部長：福祉保健部長 福祉保健対策部の統括 

福祉班 

やすらぎ福祉課      

長寿支援課          

【班長：やすらぎ

福祉課長】 

●福祉避難所の開設、運営、閉鎖に関すること   

●日赤奉仕団等の応援要請、受け入れに関すること 

●ボランティアの受入れに関すること   

●避難行動要支援者に関する人的被害調査に関する   

●避難行動要支援者支援に関すること 
 

  

●要配慮者利用施設の被害調査に関すること   

●被災高齢者等の援護に関すること 
 

  

●災害救助法に関すること 

●住民班、出納班の支援に関すること 
 

  

 

保健医療班 

健康推進課          

【班長：健康推進

課長】 

●保健所、医療機関との連絡調整に関すること 

●救護班の編成に関すること 
 

  

●医療救護所の設置に関すること 
 

  

●医療救護全般に関すること 
 

  

●感染症の予防に関すること 
 

  

●被災者の健康管理に関すること 
 

  

●衛生医薬品等の確保に関すること 
 

  

●助産ケア及び乳幼児の救護に関すること   

●被災者のメンタルヘルスに関すること   

避難所対応  

プロジェクト 

長寿支援課                             

【班長：長寿支援

課長】 

●避難所の開設、運営、閉鎖に関すること     

●避難所における食糧、物資の配布に関すること   

●収容避難者への対応及び調査に関すること   

産
業
振
興
対
策
部 

部長：産業振興部長 産業振興対策部の統括   

産業班 

産業課・林務課            

【班長：産業課長、

林務課長】 

●物資対応プロジェクトへの応援に関すること  

●農林生産物、農林業施設の被害調査に関すること   

●農林漁業者に対する再建支援に関すること   

商工観光班 

商工観光課          

【班長：商工観光

課長】 

●商工観光施設の被災者支援に関すること   

●商工観光施設の被害調査に関すること   

●中小企業被災者に対する再建支援に関すること   

●生業資金の貸し付けに関すること     

物資対応    

プロジェクト 

地籍調査課                       

（産業振興部）          

【班長：地籍調査

課長】 

●緊急輸送活動に関すること 
 

  

●備蓄物資の搬送、供給に関すること   

●飲食料の調達・管理・搬送・供給に関すること   

●生活用品の調達・管理・搬送・供給に関すること 

●県及び協定業者からの物資調達に関すること   

●救援物資の受入、供給に関すること   
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部 班 担当課 事務分掌 

教
育
対
策
部 

部長：教育部長 教育対策部の統括 

教育総務班 

こども教育課 

教育総務班   

調理員           

【班長：こど

も教育課長】 

●児童・生徒の避難及び救護に関すること   

●教職員の動員に関すること 
 

  

●教育機関への広報活動に関すること   

●児童・生徒の被災状況調査に関すること   

●応急教育に関すること 
  

  

●学用品及び教科書の調達、配分に関すること   

●学校施設の被災調査に関すること 
 

  

●避難指定施設（学校施設）の運営及び保全管理に関すること 

●学校施設の応急対策及び復旧に関すること   

●学校関係機関、その他団体との連絡調整に関すること 

●応急給食対策に関すること 

●炊出しに関すること 

生活保育班 

こども教育課 

こども教育班  

保育士             

【班長：こど

も教育課長】 

●園児の避難、保護に関すること     

●園児の被災状況調査に関すること 

●各保育施設の被害調査及び応急対策に関すること 

●保育機関への広報活動に関すること   

●災害時の応急保育に関すること     

社会教育班 

社会教育課          

【班長：社会

教育課長】 

●社会教育施設の利用者の避難に関すること   

●社会教育施設の被害状況調査に関すること   

●避難施設（社会教育施設）の運営保全管理に関すること 

●社会教育施設の応急対策及び復旧に関すること   

●社会教育団体との連絡調整に関すること   

●文化財の被害調査、応急対策及び復旧に関すること 

●被災者支援事業の実施に関すること   
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部 班 担当課 事務分掌 

消
防
対
策
部 

部長：消防長 消防対策部の統括 

消防班 

消防本部 

【班長：次長】 

 

吉備金屋消防署 

【班長：吉備金

屋消防署長】 

●被災者の救助、救出、救急搬送に関すること 

●人的被害に関すること 

●消火活動に関すること 

●災害の予防、警戒及び防御に関すること 

●行方不明者の捜索に関すること 

●避難誘導に関すること 

●緊急消防援助隊に関すること 

●消防団に関すること 

●消防本部、消防署の業務計画に従う 

清水消防班 

清水消防署 

【班長：清水

消防署長】 

●清水管内における消防対策部に関すること 

清
水
対
策
部 

部長：清水行政局長 清水対策部の統括 

清水総務班 

総務政策室          

【班長：総務

政策室長】 

●清水管内における総務政策対策部に関すること 

清水住民福祉班 

住民福祉室          

【班長：住民

福祉室長】 

●清水管内における住民税務対策部に関すること           

●清水管内における福祉保健対策部に関すること 

清水建設環境班 

建設環境室          

【班長：建設

環境室長】 

●清水管内における建設環境対策部に関すること 

清水産業振興班 

産業振興室          

【班長：産業

振興室長】 

●清水管内における産業振興対策部に関すること 
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第２節 動員計画（総務班、本部調整班） 

１ 計画方針 

 災害の予防及び災害応急対策を迅速かつ的確に実施するため、災害対策本部要員の動員につ

いて定める。 

２ 事業計画 

(1)  動員系統図 

     本部における職員の動員は、本部長の決定に基づき次の系統で伝達し動員する。 

              配備についての伝達系統 

        

（休日）                                

（夜間） 

                      

 

                   

 

 

      

                                         

  

                                

(2)   動員伝達 

  ア 勤務時間内 

   勤務時間内における配備指令は、災害担当者が協議のうえ、各部局長に連絡するととも 

に、職員メール等にて伝達する。 

  イ  勤務時間外における配備指令 

   (ｱ) 日直又は宿直員は、気象予警報、防災関係機関や住民等からの通報があったときは、

直ちに総務政策部長に連絡する。 

     (ｲ)  総務政策部長は、上記情報を確認のうえ、副町長と協議し、町長に報告する。 

    (ｳ)   各部局長は、配備指令に基づき職員を直ちに非常招集する。 

招集方法は、次の手段による。 

     ａ 電話・携帯電話・職員メール・防災アプリ 

     ｂ 防災行政無線放送 

     ｃ その他必要によって使徒等 

気象情報等の収集 

県総合防災情報システム 

町防災情報システム 

消防本部 

雨量計 

水位カメラ・水位計等 

有田川町役場日直 

有田川町役場宿直 

町 長 

課長以上の職員 

防 災 担 当 者 

災害担当長 副町長 

災害副担当長  総務政策部長 

災害担当職員 消防防災担当職員 

職 員 
消防団長 

有田振興局長 
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  ウ 自主参集 

    災害が発生し、災害対策本部の設置が予想されるときは、原則として全職員が自主的に

あらかじめ決められた場所に参集する。 

３ 所属職員の掌握 

 各班長は所属職員の掌握を行い、各対策部長及び本部事務局（本部調整班）に報告する。 

４ 動員・参集における留意点 

①常に災害に関する情報、本部関係の指示に注意すること！ 

②不急の行事、会議、出張等は中止すること！ 

③正規の勤務時間が終了しても班長の指示があるまでは退庁しないこと！ 

④勤務場所を離れる場合は、班長と連絡を取り所在を明らかにすること！ 

⑤自らの言動で住民に不安、誤解を与えないこと！ 

 

５ 動員・参集における注意 

①服装は、応急活動ができる服装（作業服等）で安全な靴、帽子や手袋を着装すること！ 

②初動マニュアル、筆記具、タオル、着替え、防寒具（冬期）、懐中電灯、身分証明書（名刺）

等、各自必要なものを携行して参集すること！ 

③参集途上においては、被災者、救助活動の状況、道路、建物の被災状況、火災、消火活動の

状況、水害、水防活動の状況、ライフライン状況等の一次被害情報の収集を行うこと！ 

④参集途上における情報収集は、あくまでも概略的情報収集であり、迅速な参集を第一に考え

ること！ 

⑤参集途中において、火災の発生又は人身事故等に遭遇した場合、消防機関へ連絡し、周囲の

住民の協力を求め、第三者へ引き継いだ後、職員本人はできる限り迅速な参集を行うこと！ 

⑥交通機関の途絶、道路等の遮断で決められた場所に参集することが困難な場合は、最寄りの

庁舎、避難所施設へ参集し、班長への連絡に努めるとともに、応急救護活動に従事すること！ 

⑦必ず家族の安否確認を行った後、速やかに参集すること！ 

 

６ 情報の収集・報告 
（1）1次被害情報の収集 

非常体制が発令された時、参集した職員は、速やかに管内の災害発生状況、被害状況、地域住

民の安否確認などの 1 次被害情報の収集に努める。 

収集した情報については、内容を確認（人的被害は注意）し、本部事務局（情報班）に報告す

る。 

■収集すべき一次被害情報 

1 被災者（死亡、重傷、軽傷）数 

2 道路等の破損状況 

3 建物の倒壊、損傷の状況 

4 火災の発生、消火活動の状況 

5 水害の発生、水防活動の状況 

6 土砂災害の前兆現象・発生状況 

7 ライフラインの状況 
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8 救助活動の状況（自主防災組織、自治会） 

9 避難所の被災状況 

10 情報の入手時間 

 
（2）各班における情報の収集･報告 

①情報の収集 

班長は、動員された職員、関係機関、民間事業者等により、被害状況、各班の活動に関係す

る必要な情報を組織的に収集する。 

②報告 

収集した情報は、直ちに班長に、班長は各対策部長及び本部事務局（情報班）に報告する。 

 

（3）参集途上における一次被害情報の収集 

夜間・休日等に災害が発生し、庁舎等に参集する際は、参集途上において収集できる被害状

況を把握し、第１次被害状況調査票に記載し班長に報告する。 

参集途上においては、携帯電話（写真機能）、メモに状況を記録する。参集途上においては、

参集を第一に心がけること。 

 

（4）町防災アプリを活用した被害情報の収集・報告 

   職員は、参集途上または災害業務対応中などにおいて収集した被害情報を、町防災ア

プリの写真投稿機能を活用し積極的に報告するものとし、町防災情報システムにて情報

の集約を行うものとする。 

 

■参集途上に収集すべき一次被害情報 

・被災者、救助活動の状況 

・道路等の状況 

・建物の倒壊、損傷の状況 

・火災の発生、消火活動の状況、水害の発生、水防活動の状況 

・ライフラインの状況 
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第２章 情報計画（総務班、情報班） 

第１節 気象警報等の伝達計画（総務班） 

１ 計画方針 

 気象、地象、洪水、に関する注意報及び警報等の周知徹底は、本計画による。 

２ 事業計画 

(1)注意報、警報及び特別警報 

 ア 注意報 

   和歌山地方気象台が気象業務法に基づき、気象現象等により県内のどこかに災害の発生

が予想される場合、注意を喚起するために発表するもので、その種類、発表の基準は別表

１のとおりである。 

 イ 警報 

   和歌山地方気象台が気象業務法に基づき、暴風、大雨、洪水等により県内のどこかに重

大な災害の発生が予想される場合、厳重な警戒を促すために発表するもので、その種類、

発表の基準は別表１のとおりである。 

 ウ 特別警報 

   和歌山地方気象台が気象業務法に基づき、暴風、大雨等の予想される現象が特に異常で

あるため、県内のどこかに重大な災害の発生するおそれが著しく高まっている場合、最大

限の警戒を呼びかけるために発表するもので、その種類、発表基準は、別表２のとおりで

ある。 

 エ 注意報・警報・特別警報における細分区域 

   和歌山地方気象台が注意報・警報・特別警報を発表する場合は、二次細分区域単位で発

表する。 

      なお、有田川町は東西に広域な面積を有し吉備・金屋地域と清水地域の気象傾向が異な

ることから、必要と認める地域の必要と認める居住者等に的確な避難情報の発令を実施す

るため、和歌山地方気象台及び関係機関と連携の上、注意報・警報・特別警報における細

分区域を有田川町吉備金屋と有田川町清水に２分化することを進めることとする。 
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気象警報等の細分区域 
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別表１ 和歌山地方気象台が発表する注意報、警報の種類及び発表基準 

      種   類 発  表  基  準 

 

 

 

 

注 

 

意 

 

報 

一

般 

の

利

用

に

適

合

す

る

も

の 

気象

注意

報 

風雪注意報  風雪によって災害が起こるおそれがある場合で、具体的な基準と

しては、雪を伴い平均風速が陸上で 12m/s以上（和歌山 15m／ｓ、

友ヶ島 15m/s）以上、海上で 15m/s 以上になると予想される場

合。 

強風注意報  強風によって災害が起こるおそれがある場合で、具体的な基準と

しては、平均風速が陸上で 12m/s（和歌山 15m／ｓ、友ヶ島

15m/s）以上、海上で 15m/s 以上になると予想される場合。 

大雨注意報 大雨によって災害が起こるおそれがある場合で、具体的な基準と

しては、次のとおりである。 

市町村等をま

とめた地域 市町村名 表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準 

紀中 有田市 ７ １２７ 

御坊市 １１ １３２ 

湯浅町 １２ １２９ 

有田川町 １１ １２０ 

広川町 １２ １２９ 

由良町 ９ １４１ 

日高町 １２ １４１ 

美浜町 １３ １４０ 

日高川町 １１ １２７ 

印南町 １１ １１２ 

みなべ町 １３ １１２ 

大雪注意報  大雪によって災害が起こる恐れがある場合で、具体的な基準とし

ては、次のとおりである。 

 12 時間の降雪の深さが平地では 5 ㎝以上、山地では 15 ㎝以上

になると予想される場合。 

濃霧注意報  濃霧のため、交通機関等に著しい障害が起こるおそれがある場合

で、具体的な基準としては、次のとおりである。 

 視程が陸上で、100m以下、海上で 500ｍ以下になると予想さ

れる場合。 

雷注意報  雷によって落雷または雷に伴うひょう、突風などによる災害の起

こるおそれがある場合。 
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乾燥注意報 

 

 

 空気の乾燥によって、火災の危険が大きいと予想される場合で、

具体的な基準としては、次のとおりである。 

 実効湿度 60％ 

※以下で最小湿度 35％以下になると予想される場合。 

なだれ注意

報 

 なだれによって、災害が起こるおそれがある場合で、具体的な基

準としては、次のとおりである。 

 積雪の深さが 50 ㎝以上あり、高野山の最高気温が 10℃以上、

またはかなりの降雨が予想される場合。 

着雪注意報  着雪によって災害が起こるおそれがある場合で、具体的な基準と

しては、次のとおりである。 

 気温が－2℃～2℃で 24 時間の降雪の深さが平地で 20㎝以上、

山地で 40 ㎝以上と予想される場合。 

 霜注意報  3 月 20 日以降最低気温 3℃以下で、晩霜によって農作物に著し

い被害が予想される場合。 

低温注意報  低温によって農作物に著しい被害が起こると予想される場合で、

冬季の水道管の凍結・破裂による著しい被害が予想される場合で、

具体的な基準としては、次のとおりである。 

 沿岸部で最低気温が－４℃以下と予想される場合。 

高潮注意報  台風などによる海面上昇によって、災害が起こるおそれがある場

合で、具体的な基準としては次のとおりである。 

 潮位が和歌山港で 1.3ｍ以上又は御坊市祓井戸漁港で 1.3ｍ以上

になると予想される場合。 

波浪注意報  風波、うねりなどによって災害が起こるおそれがある場合で、具

体的な基準としては、3ｍ以上の波高（有義波高）が予想される場

合。 

浸水注意報  浸水によって災害が起こるおそれがある場合。 

洪水注意報 洪水によって災害が起こるおそれがある場合で、具体的な基準と

しては、次のとおりである。 

市町村

等をま

とめた

地域 

市町 

村名 
流域雨量指数基準 複合基準 

指定河川洪

水予報によ

る基準 

紀中 有田市 西谷川流域＝4.3 

高山川流域＝5.6 

お仙谷川流域＝2.4 

箕川流域＝1.7 

有田川流域 

＝（5，31.7） 

高山川流域 

＝（7，3.9） 

有田川水系有

田川【粟生・金

屋】 

御坊市 西川流域＝14.9 

熊野川流域＝4.8 

土生川流域＝7.2 

斉川流域＝6.1 

王子川流域＝8 

下川流域＝3.9 

西山流域 

＝（5，14.7）

熊野川流域   

＝（5，4.8） 

斉川流域 

＝（9，5.6） 

日高川水系日

高川【川原河・

高津尾・川辺】 
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   湯浅町 
山田川流域＝10.9 

広川流域＝16.4 

山田川流域  

＝（6，9.3） 

広川流域    

＝（10，13.1） 

－ 

広川町 
広川流域＝16.3 

広川流域    

＝（5，15.5） 
－ 

有田川

町 

鳥尾川流域＝6.3 

早月谷川流域＝12.4 

修理川流域＝12.7 

四村川流域＝13.5 

湯川川流域＝14.9 

室川谷川流域＝9 

玉川流域＝6.3 

五名谷川流域＝7.3 

天満川流域＝5.2 

熊井川流域＝4 

天満川流域 

＝（5，5.2） 

熊井川流域 

＝（5，4） 

有田川水系有

田川【粟生・金

屋】 

由良町 
由良川流域＝9.6 

由良川流域 

＝（5，9.6） 
－ 

日高町 

西川流域＝11.2 

志賀川流域＝7.6 

西川流域 

＝（6，11.2） 

志賀川流域 

＝（6，7.6） 

－ 

美浜町 
西川流域＝15 

斉川流域＝6.2 

西川流域 

＝（6，15） 

日高川水系日

高川【川原河・

高津尾・川辺】 

日高川

町 

土生川流域＝7 

江川流域＝13.3 

愛川流域＝8.4 

初湯川流域＝13.9 

猪谷川流域＝10 

小藪川流域＝12.1 

日高川流域 

＝（9，32.6） 

土生川流域 

＝（5，7） 

江川流域 

＝（9，10.6） 

日高川水系日

高川【川原河・

高津尾・川辺】 

印南町 

印南川流域＝7.6 

切目川流域＝17.4 

印南川流域 

＝（9，7.6） 

切目川流域 

＝（9，17.4） 

－ 
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みなべ

町 
東岩代川流域＝6.3 

南部川流域＝23.2 

古川流域＝5.2 

玉川流域＝6.4 

辺川流域＝5.8 

木の川流域＝5.4 

高野川流域＝5.6 

東岩代川流域 

＝（6，6.3） 

南部川流域 

＝（10，26.1） 

古川流域 

＝（6，5.2） 

玉川流域 

＝（10，6.4） 

辺川流域 

＝（10，5.8） 

－ 

 

 

 水

防

活

動

の

利

用

に

適

合

す

る

も

の 

大雨注意報 一般の利用に適合する大雨注意報と同じ 

高潮注意報 一般の利用に適合する高潮注意報と同じ 

洪水注意報 一般の利用に適合する洪水注意報と同じ 

有田川洪水注意報 

               
有田川の基準地点である粟生、金屋水位観測所の水位が、氾濫注

意水位に達し、更に水位の上昇が見込まれるときに発表。 

但し、降雨の状況等から今後明らかに水位低下が予測される場合は

発表されない。 
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    種   類 発  表  基  準 

 

 

 

 

警 

 

 

報 

一

般 

の

利

用

に

適

合

す

る

も

の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気象警

報 

暴風雪警

報 

 暴風雪によって重大な災害が起こるおそれがある場合で、具体的

な基準としては、雪を伴い平均風速が陸上で 20m/s 以上（和歌山

25m／ｓ、友ヶ島 25m/s）以上、海上で 25m/s以上になると予

想される場合。 

暴風警報  暴風によって重大な災害が起こるおそれがある場合で、具体的な

基準としては、平均風速が陸上で 20m/s（和歌山 25m／ｓ、友ヶ

島 25m/s）以上、海上で 25m/s 以上になると予想される場合。 

大雨警報 

＊３ 

大雨によって重大な災害が起こるおそれがある場合で、具体的な

基準としては、次のとおりである。 

市町村等をまと

めた地域 市町村名 

表面雨

量指数

基準 

土壌雨量指数基準 

紀中 有田市 １５ １８０ 

御坊市 ２３ １８７ 

湯浅町 １７ １８２ 

有田川町 ２１ １７０ 

広川町 ２１ １８２ 

由良町 ２４ １９９ 

日高町 ２１ １９９ 

美浜町 １９ １９８ 

日高川町 ２４ １７９ 

印南町 １７ １５９ 

みなべ町 ２３ １５９ 

大雪警報  大雪によって重大な災害が起こる恐れがある場合で、具体的な基

準としては、次のとおりである。 

 12 時間の降雪の深さが平地では 15 ㎝以上、山地では 30㎝以

上になると予想される場合。 

記録的短時間大雨

情報 

110mm 以上 

高潮警報  台風などによる海面の異常上昇によって、重大な災害が起こるお

それがある場合で、具体的な基準としては次のとおりである。 

 潮位が和歌山港で 1.8ｍ以上又は御坊市祓井戸漁港で 1.8ｍ以上

になると予想される場合。 

波浪警報  風波、うねりなどによって重大な災害が起こるおそれがある場合

で、具体的な基準としては、6ｍ以上の波高（有義波高）が予想さ

れる場合。 

浸水警報  浸水によって重大な災害が起こるおそれがある場合。 
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  洪水警報  洪水によって重大な災害が起こるおそれがある場合で、具体的な

基準としては、次のとおりである。 

市町村

等をま

とめた

地域 

市町 

村名 
流域雨量指数基準 複合基準 

指定河川洪

水予報によ

る基準 

紀中 

有田市 

西谷川流域＝5.4 

高山川流域＝7.1 

お仙谷川流域＝3 

箕川流域＝2.2 

有田川流域 

＝（5，42.9） 

高山川流域 

＝（10，4.9） 

有田川水系

有田川【粟

生・金屋】 

御坊市 

西川流域＝18.7 

熊野川流域＝6 

土生川流域＝9 

斉川流域＝7.7 

王子川流域＝10.1 

下川流域＝4.9 

－ 

日高川水系

日高川【川原

河・高津尾・

川辺】 

湯浅町 
山田川流域＝13.7 

広川流域＝20.6 
－ 

有田川水系

有田川【粟

生・金屋】 

広川町 広川流域＝20.4 － － 

有田川

町 

鳥尾川流域＝7.9 

早月谷川流域＝15.6 

修理川流域＝15.9 

四村川流域＝16.9 

湯川川流域＝18.7 

室川谷川流域＝11.3 

玉川流域＝7.9 

五名谷川流域＝9.2 

天満川流域＝6.5 

熊井川流域＝5 

－ 

有田川水系

有田川【粟

生・金屋】 

由良町 由良川流域＝13.4 － － 

日高町 
西川流域＝14 

志賀川流域＝9.6 
－ 

日高川水系

日高川【川原

河・高津尾・

川辺】 

美浜町 
西川流域＝18.8 

斉川流域＝7.8 
－ 

日高川水系

日高川【川原

河・高津尾・

川辺】 
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日高川

町 

土生川流域＝8.8 

江川流域＝16.7 

愛川流域＝10.5 

初湯川流域＝17.4 

猪谷川流域＝12.6 

小藪川流域＝15.2 

日高川流域 

＝（12，50.1） 

日高川水系

日高川【川原

河・高津尾・

川辺】 

印南町 
印南川流域＝9.6 

切目川流域＝22.8 

印南川流域 

＝（9，9.6） 

切目川流域 

＝（9，20.5） 

－ 

みなべ

町 

東岩代川流域＝7.9 

南部川流域＝29 

古川流域＝6.5 

玉川流域＝8.1 

辺川流域＝7.3 

木の川流域＝6.8 

高野川流域＝7 

南部川流域 

＝（10，26.1） 

 

－ 

 

水

防

活

動

の

利

用

に

適

合

す

る

も

の 

大雨注警報 一般の利用に適合する大雨警報と同じ 

高潮注警報 一般の利用に適合する高潮警報と同じ 

洪水注警報 一般の利用に適合する洪水警報と同じ 

有田川洪水警報 

               
有田川の基準地点である金屋水位観測所もしくは粟生水位観測所

の水位が、一定時間後にはん濫危険水位に到達することが見込まれ

るとき、あるいは避難判断水位に達し、更に水位の上昇が見込まれ

るときに発表する。但し、避難判断水位には到達したが、降雨の状

況等から今後明らかに水位低下が予測される場合は発表しない。 

 

警報・注意報発表基準一覧表の解説 

 

（1）本表は、気象・高潮・波浪・洪水に関する警報・注意報の発表基準を一覧表に示したもの

である。 

（2）警報とは、重大な災害が起こるおそれのある旨を警告して行う予報であり、注意報とは、

災害が起こるおそれのある旨を注意して行う予報である。警報・注意報は、気象要素が本表

の基準に達すると予想される市町村等に対して発表する。 

（3）大雨、洪水、大雪・高潮・波浪の警報・注意報、暴風警報、暴風雪警報、強風注意報、風

雪注意報及び記録的短時間大雨情報では、基準における「‥‥以上」の「以上」を省略した。



  有田川町地域防災計画 

 102 

また、乾燥注意報、濃霧注意報では、基準における「‥‥以下」の「以下」を省略した。な

お、上記以外の注意報では、基準の表記が多岐にわたるため、省略は行っていない。 

（4）表中において、発表官署が警報・注意報の本文中で用いる「平地、山地」等の地域名で基

準値を記述する場合がある。 

（5）表中において、洪水警報・注意報の複合基準のうち基準を定めていないもの、または、洪

水警報・注意報の基準となる洪水予報指定河川がない場合についてはその欄を“－”で、そ

れぞれ示している。 

（6）大雨警報については、表面雨量指数基準に達すると予想される場合は「大雨警報（浸水害）」、

土壌雨量指数基準に達すると予想される場合は「大雨警報（土砂災害）」、両基準に達する

と予想される場合は「大雨警報（土砂災害、浸水害）」として発表する。 

（7）地震や火山の噴火等、不測の事態により気象災害にかかわる諸条件が変化し、通常の基準

を適用することが適切でない状態となることがある。このような場合は、非常措置として基

準のみにとらわれない警報・注意報の運用を行うことがある。また、このような状態がある

程度長期間継続すると考えられる場合には、特定の警報・注意報について、対象地域を必要

最小限の範囲に限定して「暫定基準」を設定し、通常より低い基準で運用することがある。 

（8）大雨警報・注意報の表面雨量指数基準は、市町村等の域内において単一の値をとる。ただ

し、暫定基準を設定する際に市町村等の一部地域のみ通常より低い基準で運用する場合があ

る。この場合、本表には市町村等の域内における基準の最低値を示している。 

（9）大雨警報・注意報の土壌雨量指数基準は 1km 四方毎に設定しているが、本表には市町村

等の域内における基準の最低値を示している。 

（10）洪水の欄中、｢○○川流域=10.5｣は、｢○○川流域の流域雨量指数 10.5 以上｣を意味す

る。 

（11）洪水警報・注意報の流域雨量指数基準は、各流域のすべての地点に設定しているが、本表

には主要な河川における代表地点の基準値を示している。 

（12）洪水警報・注意報の複合基準は、主要な河川における代表地点の（表面雨量指数，流域雨

量指数）の組み合わせによる基準値を示している。 

（13）洪水の欄中、「指定河川洪水予報による基準」の「○○川［△△］」は、洪水警報におい

ては「指定河川である○○川に発表された洪水予報において、△△基準観測点で氾濫警戒情

報又は氾濫危険情報の発表基準を満たしている場合に洪水警報を発表する」ことを、洪水注

意報においては、同じく「△△基準観測点で氾濫注意情報の発表基準を満たしている場合に

洪水注意報を発表する」ことを意味する。 

（14）高潮警報・注意報の基準の潮位は一般に高さを示す「標高」で表す。「標高」の基準面と

して東京湾平均海面（TP）を用いるが、島嶼部など一部では国土地理院による高さの基準面

あるいは MSL（平均潮位）等を用いる。 
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別表２ 気象等に関する特別警報の発表基準 

現象の種類 基 準 

大雨 台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場合 

暴風 数十年に一度の強度の台風や同程

度の温帯低気圧により 

暴風が吹くと予想される場合 

高潮 高潮になると予想される場合 

波浪 高波になると予想される場合 

暴風雪 雪を伴う暴風が吹くと予想される場合 

大雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合 

（注）発表にあたっては、降水量、積雪量、台風の中心気圧、最大風速などについて過去の災害

事例に照らして算出した客観的な指標を設け、これらの実況および予想に基づいて判断を行う。 

 

 (2) 火災気象通報 

消防法に基づいて和歌山地方気象台が、気象の状況から火災の危険があるときに、その状

況を知事に通報する。県（防災企画課）は、これを県の定める気象警報等の伝達経路によっ

て市町村等に伝達する。 

火災気象通報を行う場合の基準 

  「乾燥注意報」又は「強風注意報」の基準に該当すると予想された場合。 

   但し、降雨、降雪が予想される場合は通報しない。 

 

 (3) 指定河川（有田川）の洪水予報 

  水防法及び気象業務法に基づき、和歌山地方気象台と和歌山県が「有田川」をそれぞれ共

同して雨量、水位又は流量を示して、洪水についての水防活動の利用に適合する予報を行う

ものである。 

 

 ア 洪水予報の実施区域 

（平成２５年６月１１日和歌山県告示第７０７号） 

河 川 名 実    施    区    間 

 

有 田 川 左 岸  和歌山県有田郡有田川町大字東大谷８５５地先から海まで 

右 岸  和歌山県有田郡有田川町大字二川５０２地先から海まで 
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イ 洪水予報の種類と基準 

種類 標   題 発   表   基   準 

洪水 

注意 

報 

有田川 

氾濫注意情報 

有田川の基準地点である金屋水位観測所及び粟生水位観測所

のいずれかの水位が、氾濫注意水位に達し、更に水位の上昇が見

込まれるとき、氾濫注意水位以上でかつ避難判断水位未満の状態

が継続しているとき、避難判断水位に達したが水位の上昇が見込

まれないときに発表される。 

避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確認す

るなど、自らの避難行動の確認が必要とされる「警戒レベル２」

に相当。 

洪水 

警報 

 

有田川 

氾濫警戒情報 

有田川の基準地点である金屋水位観測所及び粟生水位観測所

のいずれかの水位が、氾濫危険水位に達することが見込まれると

き、避難判断水位に達し更に水位の上昇が見込まれるとき、氾濫

危険情報を発表中に、氾濫危険水位を下回ったとき（避難判断水

位を下回った場合を除く）、避難判断水位を超える状態が継続し

ているとき（水位の上昇の可能性がなくなった場合を除く）に発

表される。 

高齢者等避難の発令の判断の参考とする。 

高齢者等の避難が必要とされる「警戒レベル３」に相当。 

有田川 

氾濫危険情報 

有田川の基準地点である金屋水位観測所及び粟生水位観測所

のいずれかの水位が、氾濫危険水位に達したとき、氾濫危険水位

以上の状態が継続しているときに発表される。 

いつ氾濫が発生してもおかしくない状況、避難等の氾濫発生に

対する対応を求める段階であり、避難指示の発令の判断の参考と

する。 

避難が必要とされる「警戒レベル４」に相当。 

有田川 

氾濫発生情報 

洪水予報区間内で氾濫が発生したとき、氾濫が継続していると

きに発表される。 

 新たに氾濫が及ぶ区域の住民の避難誘導や救援活動等が必要

となる。災害がすでに発生している状況であり、命を守るための

最善の行動をとる必要がることを示す「警戒レベル５」に相当。 

  

ウ 対象量水標 

河 川 名 区        域 対象量水標 

有 田 川  幹    川 粟   生 

金   屋 

 

（４）水防警報 

水防警報とは水防法に基づき、国土交通大臣又は知事がそれぞれ指定する河川について、

洪水により相当な損害を生じる恐れがあると認めて指定したものについて、国土交通大臣の

指定する紀の川については国土交通省近畿整備局和歌山河川国道事務所長が、熊野川につい

ては国土交通省近畿整備局紀南河川国道事務所長が気象予報又は自らの判断によって、また、

知事の指定する河川については振興局建設部長が現地の雨量、水位等の状況を判断して、ま

たは水防本部長の指令に基づいて行うものをいい、その内容は次のとおりである。 
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○ 知事の指定する河川の水防警報 

① 水防警報発表区域等 

河川名 区  域 対象量水標 水    位 
振興局

建設部 

担当水防 

管理団 

有田川 金屋橋上流500ｍ

の地点｛(左岸)有田

郡有田川町徳田(右

岸)有田郡有田川町

金屋｝から海まで 

金 屋 

 
水防団待機水位 

      2.60 

氾濫注意水位 

      4.10 

有 田 

  

 有田市 

 有田川町 

 

 

② 水防警報を実施する対象水位観測所及び諸元は次のとおりである。 

河川名 観測所名 
観  測  者 

（振興局建設部） 
位    置 

 

水  位 堤 防 高 

通報 警戒 左岸 右岸 

有田川 金 屋 有田振興局建設部 有田郡有田川町金屋 2.6 4.1 8.6 7.9 

 

（5）土砂災害警戒情報 

      大雨警報（土砂災害）の発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくな

い状況となったときに、市町村長の避難指示の発令判断や住民の自主避難の判断を支援する

ため、対象となる二次細分区域を特定して警戒が呼びかけられる情報で、和歌山県と和歌山

地方気象台から共同で発表される。市町村内で危険度が高まっている詳細な領域は土砂キキ

クル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）で確認することができる。危険な場所からの避

難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

   なお、次の事象が発生した場合は、暫定基準を適用する場合がある。 

   ・震度5強以上の地震を観測した場合。 

   ・その他、通常基準よりも少ない雨量により対象とする土砂災害の発生が想定される事象

が発生した場合。 

（6）和歌山県気象情報 

    気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意を喚起する場合、特別警

報・警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上の注意を解説する場合に発表する。 

（7）記録的短時間大雨情報 

   大雨警報発表中の二次細分区域において、キキクル「非常に危険」（うす紫）が出現し、

かつ数年に一度程度しか発生しないような猛烈な雨（１時間降水量）が観測（地上の雨量計

による観測）又は解析（気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析）されたときに、

気象庁から発表される。この情報が発表されたときは、土砂災害及び、低地の浸水や中小河
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川の増水・氾濫による災害発生につながるような猛烈な雨が降っている状況であり、実際に

災害発生の危険度が高まっている場所をキキクルで確認する必要がある。 

（8）竜巻注意情報 

   積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼びかけ

る情報で、竜巻等の激しい突風の発生しやすい気象状況となっているときに、和歌山県北部

または南部を対象に発表する。なお、実際に危険度が高まっている場所は竜巻発生確度ナウ

キャストで確認することができる。また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報が

あった地域を示し、その周辺で更なる竜巻等の激しい突風が発生するおそれが非常に高まっ

ている旨を付加した情報が和歌山県北部または南部を対象に発表する。この情報の有効期間

は、発表から概ね１時間である。 

（9）キキクル（大雨警報・洪水警報の危険度分布）等 

  ア 土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布） 

    大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で１km四方の領域ごとに５

段階に色分けして示す情報。２時間先までの雨量分布及び土壌雨量指数の予測を用いて常

時10分毎に更新。 

   ・「非常に危険」（うす紫）：危険な場所から避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

   ・「警戒」（赤）：高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル３に相当。 

   ・「注意」（黄）：ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え自らの避難

行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。 

  イ 浸水キキクル（大雨警報（浸水害）の危険度分布） 

    浸水キキクルは、短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で１

km四方の領域ごとに５段階に色分けして示す情報。１時間先までの表面雨量指数の予測を

用いて常時10分毎に更新しており、大雨警報（浸水害）等が発表されたときに、危険度が

高まっている場所を面的に確認することができる。 

  ウ 洪水キキクル（洪水警報の危険度分布） 

    洪水キキクルは、指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及びそ

の他河川）の洪水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で河川流路を概ね１km毎に５

段階に色分けして示す情報。３時間先までの流域雨量指数の予測を用いて常時10分毎に更

新しており、洪水警報等が発表されたときに、危険度が高まっている場所を面的に確認す

ることができる。 

   ・「非常に危険」（うす紫）：危険な場所から避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

   ・「警戒」（赤）：高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル３に相当。 

   ・「注意」（黄）：ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え自らの避難

行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。 
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  エ 流域雨量指数の予測値 

    指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及びその他河川）の、上

流域での降雨による、下流の対象地点の洪水危険度の高まりの予測を、洪水警報等の基準

への到達状況に応じて危険度を色分けした時系列で示す情報。６時間先までの雨量分布の

予測（降水短時間予報等）を用いて常時10分毎に更新している。 

  ※「極めて危険」（濃い紫）は警戒レベル５緊急安全確保の発令対象区域の絞り込みに活用

する。 

（10）早期注意情報（警報級の可能性） 

   ５日先までの警報級の現象の可能性を【高】、【中】の２段階で発表する。当日から翌日

にかけては時間帯を区切って和歌山県北部と南部を対象に発表する。２日先から５日先にか

けては日単位で和歌山県全域を対象に発表する。大雨に関して、【高】又は【中】が予想さ

れている場合は、災害への心構えを高める必要があることを示す警戒レベル１である。 
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 ア 気象警報等の伝達経路 

令和３年６月１日現在 

 

 

（注）１ 和歌山地方気象台からの伝達は、「アデス」または「防災情報提供システム」による。    

   ２ ※１は、神戸地方気象台から伝達する。 

   ３ ※２は、ＮＨＫ大阪放送局が津波警報を緊急警報放送システム（ＥＷＳ）による。 

   ４ ※３は、防災わかやまメール配信サービス、エリアメール、緊急速報メールによる。 

     （津波警報及び津波注意報の発表時のみ）   

   ５ ※４は、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）による。 

 

 

 

（11）警報等の伝達 
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イ 有田川洪水予報伝達経路図 

 

※ 夜間等の代行により日本放送協会大阪拠点放送局へ伝達する場合がある。 
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ウ 土砂災害警戒情報伝達経路図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (12) 予報の周知徹底 

  有田川町長は、県の機関又は警察の機関から予報等を受領した場合は、速やかにその内容

に応じた適切な措置を講ずるとともに、住民、町内の官公署、学校、団体等に対しても必要

な事項を周知させてその徹底を図る。 

周知方法は、おおむね次のとおりとする。 

・ 広報車、宣伝車 

・ 防災行政無線、有線放送 

・ 伝達組織を通じる方法 

・ サイレン、警鐘等 

・ HP、SNS、防災メール、防災アプリ等 

ア  有田川町長は上記の周知徹底のためあらかじめ関係者の間において予報等の受領伝達そ

の他の取扱いに関して必要な事項を協議しておくとともに、勤務時間外及び停電時におけ

る受領、伝達についても支障のないよう措置しておく。 

イ 有田川町長は、ＮＴＴ西日本から、予報等が発表された旨の連絡を受けた場合には、直

ちに放送局等の放送により、当該予報の要旨を聴取するよう努めるとともに、県の機関か

ら伝達される予報等の内容を確実に受領するよう体制を整える。 

有 田 川 町 

有 田 川 町 
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ウ 有田川町長は、県の機関から警報等を受領した場合には、解除になるまでは放送局の放

送により、状況を聴取するよう努めるものとする。 

エ 有田川町長は災害の発生のおそれがあるような場合において異常な現象を認めたときは、

予報等の逆経路その他により、速やかに県の機関に対し必要な情報を通報するものとする。 

オ 有田川町長は、予報等の受領、伝達担当者の決定及び記録の整備に関して、県に準じた

措置を講じておく。 

(13) 異常現象を発見した者の措置 

災害が発生するおそれのある異常な現象を発見した者は次の方法により関係機関に通報す

る。 

ア 発見者の通報 

異常現象を発見したものは、有田川町長、警察官に通報する。 

イ 警察官等の通報 

異常現象を発見し、あるいは通報を受けた警察官は直ちに有田川町長及び湯浅警察署長

に通報する。 

ウ 町長の通報 

上記のア・イによって異常現象を承知した有田川町長は、速やかに和歌山地方気象台に、

また災害の予想される他の市町村長、並びに関係のある県の地方機関に対して通報する。 

エ 和歌山地方気象台に通報する異常現象は次に示すものとする。 

(ｱ) 気象に関する事項、竜巻、強い降ひょう、豪雨等、著しく異常な気象現象 

(ｲ) 水象に関する事項、異常潮位（津波を含む）異常波浪 

(ｳ) 地震に関する事項、群発地震（数日間以上にわたり、頻繁に感ずるような地震）と災

害を伴う大地震 

オ 周知徹底 

異常現象を発見し、また通報を受けたときは、関係の各機関はその現象によって、予想

される災害地域の住民及び関係機関に周知徹底を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 



  有田川町地域防災計画 

 112 

第２節 被害情報等の収集計画（総務班、情報班） 

１ 計画方針 

災害時における被害情報等の収集は、災害応急対策を迅速かつ確実に実施する基礎となるも

のであり、有田川町及び防災関係機関は、災害が発生した場合又は発生が予想される場合は、

速やかに管内の状況を把握し県知事に報告する。 

２ 被害情報収集 

被害が発生したときは、町は、直ちに被害情報の収集活動を開始、必要に応じて消防本部、

湯浅警察署その他関係機関と密接な連絡をとりながら、災害対策活動に必要な情報の収集に努

める。 

 ○ 収集の方法 

 (1) 職員からの情報収集 

 (2) 防災関係機関や住民等からの情報収集 

 (3) 町防災情報システムによる情報収集 

 (4) 職員による町防災アプリの写真投稿機能を活用した情報収集 

 (5) 無人航空機等による情報収集 

○ 収集すべき情報 

(1) 災害発生時 

  ア 人命危険の有無及び人的被害の発生状況 

  イ 住宅被害の状況 

  ウ 二次災害の発生状況・危険性 

  エ 避難の必要性の有無及び避難の状況 

  オ 住民の動向 

  カ 観光客等の状況 

  キ 道路交通の状況 

  ク 役場等所管施設の破損状況 

  ケ その他災害の発生・拡大防止上必要な事項 

(2) 被害状況 

    ア 被害状況 

  イ 避難所の設置状況 

  ウ 傷病者及び災害弱者の収容状況 

  エ 応急給水の状況等 

３ 被害情報のとりまとめ 

(1) 情報の総括・報告責任者 

    被害情報は情報班で取りまとめ、情報の総括・報告責任者は、総務政策対策部長とする。 
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(2) 県への応援要請 

  被害が甚大なため町において被害状況等の収集及び調査が不可能なとき、あるいは調査 

に専門的技術を必要とするときは、県に応援を求めて実施する。 

(3) 各班から本部長への報告 

各班は災害が発生してから被害に関する応急対策が完了するまでの間、被害状況及び災害

応急対策の活動状況を総務政策対策部長を通じて本部長に報告する。 

(4) 報告すべき災害 

ア 発生原因 

暴風、豪雨、豪雪、洪水、その他異常な現象、大規模な火事・事故・爆発、放射性物質

の大量放出等災害対策基本法第２条第１号に規定する原因により生ずる被害 

イ 報告の基準 

この計画に基づく報告は、次の基準に該当するものについて行うものとする。 

(ｱ) 災害救助法の適用基準に合致するもの 

(ｲ) 有田川町が災害対策本部を設置したもの 

(ｳ) 災害による被害に対して国の特別の財政援助を要するもの 

(ｴ) 災害による被害が当初は軽微であっても、(ｱ)～(ｳ)の要件に該当する災害に発展するお

それがあるもの 

(ｵ) 災害の発生が県下で広域に及び、有田川町地域に相当の被害が発生したと認められる

もの 

(ｶ) その他災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等からみて報告する必要があると認め

られるもの 

ウ 災害報告の種類 

(ｱ)  災害即報（被害状況即報及び災害概況即報様式） 

(ｲ)  被害状況報告（被害状況報告及び附表・明細表）    

(5) 災害即報及び被害状況報告要領 

ア  災害即報 

① 災害即報は、災害の総合的な応急対策をたてる基礎となるものであり、人及び家屋被害

を優先して報告するものとする。 

 ② 災害即報は、次の系統により和歌山県総合防災情報システム等を利用して迅速に行うも

のとする。 

    ただし、町が、通信途絶等により被害状況等を県に報告できない場合は、内閣総理大臣

（消防庁）に直接報告すること。（基本法第53条第1項） 

   なお、県と連絡がとれるようになった後の報告については、原則に戻って県に対しても

行うものである。 
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③ １１９番殺到状況については、町から県の他、直接国へも報告する。 

④ 町及び防災関係機関は、報告すべき災害の発生を覚知したときは、覚知後30分以内で

可能な限り早くわかる範囲で国（消防庁）へその一報を報告するものとし、以後、即報様

式に定める事項について、判明したもののうちから逐次報告するものとする。 

⑤ 報告に当たっては、和歌山県総合防災情報システム、（地域衛生通信ネットワーク）、

加入電話、ファクシミリ等によって即報するもので、即報が２報以上にわたるときは、先

報との関連を十分保持するために一連番号を付して報告現時を明らかにするものとする。 

⑥ 災害即報事項は、管内の警察署（駐在所、派出所を含む）をはじめ関係機関と十分連絡

を保った上で行うものとする。 

  ⑦ 人家等にかかる土砂災害については、上記報告に加え有田振興局建設部及び県庁砂防課

へ別途報告する。 
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イ 被害状況報告書 

  被害状況報告書は、災害応急対策及び災害復旧の基礎となり、正確な調査による報告を要

するが、状況に応じ概況、中間、確定報告と段階的に行う。 

  被害確定報告は、災害応急対策を終了した後20日以内に行うものとする。 

 

 

                                    

 



  有田川町地域防災計画 

 117 

ウ 被害種別系統 

被 害 区 分 市町村からの報告先 本庁主務課 

人的被害及び住宅等一般 振興局健康福祉部 福祉保健総務課 

土木関係 振興局建設部等 県土整備部各課 

農業関係 振興局農業振興課 農林水産部各課 

耕地関係 振興局農地課 農業農村整備課 

林業関係 振興局林務課 

林業振興課 

森林整備課 

水産関係 振興局企画産業課 水産振興課 

漁港関係 振興局建設部等 港湾漁港整備課 

公共施設関係 

振興局地域振興部 

健康福祉部各課 

各部関係各課 

商工業関係 振興局企画産業課 商工観光労働部各課 

観光関係 振興局企画産業課 観光振興課 

自然公園関係 振興局健康福祉部 環境生活総務課 

衛生関係 保健所 

環境生活部 

福祉保健部 

関係各課 

その他 振興局地域振興部 

関係各課（室） 

災害対策課 

災害に対してとられた措置の概要 同上 同上 

 

※被害確定報告は、災害応急対策を終了後速やかに知事あてに報告する。 
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(6) 被害の収集及び調査要領 

 ア 被害状況等の収集と調査は、関係機関、諸団体及び住民組織等の応援を求めて実施する。 

  特に、初期の状況は住民組織を通じて直ちに有田川町本部に通報されるよう体制を整えてお

くものとする。 

 イ 災害が発生したときは、直ちに災害調査班を編成して被害状況等を調査する。 

 ウ 被害情報収集については、町防災アプリの写真投稿機能を活用したり、無人小型航空機を

利活用したりなど、迅速な収集に努めるものとする。 

 エ 被害が甚大であり被害状況等の収集及び調査が不可能なとき、あるいは調査に専門的な技

術を必要とするときは、県に応援を求めて実施するものとする。 

 オ 状況の収集、調査については警察、県機関及びその他関係機関と十分連絡をとる。 

 カ 最終的には、おおむね被害状況報告に準じた総括表等にまとめるものとする。 

(7) 安否不明者等の情報収集 

  災害時において、安否不明者等の氏名情報等を公表することにより、対象者が名乗り出るこ

とや、安否情報が得られる効果が期待でき、対象を明確にした迅速な救出・救助活動を行える

ことから、県や警察本部等と協力し、安否不明者の氏名情報等を収集する。 

(8) 防災関係機関との情報交換、報告 

 ア 防災関係機関は、それぞれの防災業務計画等の定めるところにより、被害情報等を収集し、

随時県及びその他関係機関に状況を通報する。 

 イ 県本部と防災関係各機関は、各種情報の収集について十分連絡調整を行い、または相互に

情報を交換して、応急対策活動が円滑に実施されるよう努める。 
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第３節 災害通信計画（総務班・情報班） 

１ 計画方針 

  気象予報の収集・伝達、災害情報の収集並びに応急対策の指示・伝達、災害時における防災

関係機関との通信連絡を迅速かつ的確に実施するとともに、非常の場合における通信連絡を確

保するため、公衆電気通信設備の優先利用及び他機関との連携による非常通信の利用を図る。 

  なお、災害時のあらゆる状況に対応し、また孤立する危険のある地域の被災者や帰宅困難者

等にも対応できるよう、移動系防災行政無線や衛星携帯電話等のあらゆる通信手段を検討し、

通信手段の多様化、複数化に努めることとする。 

２ 計画内容 

各機関は、災害時に通信連絡が迅速かつ円滑に実施できるよう有線及び無線を通じた通信連

絡系統を整備するとともに、平常時から活用することで準備しておくこととする。災害時の一

般公衆通信は輻輳し、また土砂災害や洪水等で電話線が切断したり交換設備が故障したりして

通信できなくなることがあるので、このような影響を受けにくい下記のような無線通信や衛星

通信の活用を考慮しておくこととする。 

  (1) 和歌山県総合防災情報システム 

  (2) 和歌山県防災電話 

  (3) 町防災行政無線 

  (4) 衛星携帯電話 

  (5) 非常通信協議会に対して非常通信の確保を要請 

３ 通信連絡 

 (1) 防災関係機関における災害時通信連絡は、有線電話・無線通信・衛星電話等のうち、最

も迅速な方法で実施する。 

 (2) 災害時における通信方法の特例として次の手段等がある。 

  ア 災害対策基本法に基づく非常時における通信設備の優先利用及び使用等 

  ① 災害時優先電話 

  ② 有線電気通信法第3条第4項第4号に掲げる者等が設置する有線、無線通信設備の使用 

  ③ 放送法第2条第3号に規定する放送局の利用  

  イ 電波法に基づく非常通信等の利用               

４ 有線途絶時の連絡 

 有線通信施設の被災等により、規定の通信連絡が困難な場合は、以下のとおり無線設備・衛

星設備又は使者等により通信連絡を確保する。  

(1) 和歌山県総合防災情報システムの利用 

有線電話途絶時においては、県総合防災情報システムを活用し、県及び県出先機関並びに県

下市町村との通信を図ると共に町内各庁舎間の連絡は、無線及び衛星電話等にて行う。 
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(2) 非常通信等の利用 

  官公庁、会社、船舶、アマチュア無線等の全ての無線局は、平素は許可を受けた目的にの

み使用できるが、電波法第52条の規定により、災害その他非常の事態が発生し、又は発生す

るおそれがある場合において、ＮＴＴその他の有線通信が事実上利用できないときに、人命

の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる通信（非常通信）や

各種予警報の伝達等の緊急を要する通信を取り扱うことができる。また、電波法第74条に基

づき、総務大臣は、災害その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれのある場合に、人

命の救助、災害の救援、交通通信の確保、秩序の維持のために必要な通信を行わせることが

できる。 

５ 通信障害発生時における対応及び協力 

   通信障害が発生した場合は、国、県及び電気通信事業者と連携し、通信障害の状況やその

原因、通信施設の被害や復旧の状況等の情報を共有するとともに、通信施設の早期復旧に努

めるものとする。 

   また、近畿総合通信局（総務省）は、災害応急対策を迅速に実施する必要があると認めら

れる場合は、県または市町村からの具体的な要請を待たず、速やかに衛星携帯電話、簡易無

線等の通信機器の貸出に努めるものとする。さらに、大規模な災害発生のおそれがある場合、

所有する移動電源車の現時点の配備状況等を確認の上、県または市町村に対して、通信設備

等への電力供給を目的とした移動電源車の貸出に努めるものとする。 
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第４節 災害広報計画（広報班） 

１ 計画方針 

災害が発生し、又は発生のおそれがある場合は、町民に対して応急対策あるいは応急復旧等

に関する情報を周知し、民心の安定及び被害の拡大防止を図るため、迅速適切な広報活動を行

う。被災後においては、避難所避難者、在宅避難者、一時町外避難者それぞれに多種多様な方

法により災害情報等の広報に努める。 

また、被災地外の地域の住民に対して、適切な被害情報を提供することにより、広域的な応

援体制の確立に資するよう努めるものとする。 

２ 広報の内容 

(1) 災害時には、警戒段階、避難段階、救援段階、復旧・復興段階等の各段階に応じて、住民

に的確な情報を提供する。 

ア 災害時における住民の心構え 

イ 災害に係る気象情報及び雨量・水位・災害危険箇所等に関する状況 

ウ 被害状況（一般的な被害状況以外に安否情報も含む。） 

エ 災害応急対策の実施状況 

オ 避難情報や避難行動等 

カ 電気、電話、水道等の給水状況、復旧の見通し 

キ 災害復旧の見通し 

ク 交通規制及び交通機関の運行状況 

ケ その他（給食、給水、生活必需品等の供与状況、ごみの収集等生活関連情報、災害の補償

や融資に関すること） 

 (2) 氏名公表に関すること 

   災害時の安否不明者等について、救出・救助活動等に資すると判断する場合、町は県及び

警察本部等と協力、連携の上、県から氏名等を報道機関等に公表するよう努めるものとする。 

   ただし、いずれの場合も、DV等支援措置に基づく住民基本台帳の閲覧制限や住民票の交付

制限がなされている場合は、本人又は家族の権利利益を侵害するおそれがあるため公表しな

い。 

３ 広報の方法 

(1) 住民に対する広報 

広報は、被災者の肉体的・心理的条件を十分考慮し、簡潔にして要領を得たものでなけれ

ばならない。特に、高齢者、障害者、外国人等の要配慮者や男女の違いに配慮したものでな

ければならない。 

ア 有田川町同報系防災行政無線による広報 

イ 災害危険箇所等について防災行政無線によるほか、消防団長、自治会長、自主防災組織
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会長に対して電話やメール等で連絡する。 

ウ 各種広報車両やハンドマイクによる広報 

エ チラシ、ポスター等印刷物による広報 

オ ホームページ、ＳＮＳ、メール、防災アプリ等を利用しての広報 

カ 報道機関の協力による広報 

キ 自治会等住民団体の協力 

(2) 報道機関に対する報道要請 

報道機関に対する報道要請は、有田振興局を経由して知事あてに次の事項を明らかにして

原則として文書にて行う。ただし、緊急でやむ得ない場合は、電話又は口頭により要請を行

い、事後速やかに文書を提出する。 

また、県と通信途絶等特別の事情がある場合は直接報道機関（放送局等）に対して要請す

る。 

ア 放送要請の理由 

イ 放送事項 

エ 希望する放送日時 

４ 報道発表 

  災害対策本部は、報道機関に対して、町民を保護するための情報や被害状況等について、積

極的に報道発表する。 

５ 公聴活動 

被災者の抱える生活上の不安、悩みなどの相談に応じるため、相談窓口を設置し、公聴活動

に努める。 

・ 被災地、避難所等に相談所を設ける。 

・ 広報車等により被災地を巡回して移動相談を行う。 
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第５節 生活関連総合相談計画（生活再建支援プロジェクト） 

１ 計画方針 

被災住民の生活上の不安等を解消するため、総合的な相談窓口を設置する。 

２ 広報の内容 

 町は、被災住民から寄せられる様々な相談や問い合わせに対応するため総合相談窓口を設置

する。 

 また、和歌山弁護士会との協定に基づき、無料法律相談等を実施するとともに、和歌山弁護

士会が実施する災害ADRの開催場所の確保や広報等に協力する。 
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第３章 消防計画（消防班、消防団） 

 

１ 計画方針 

消防は、その施設及び人員を活用して、住民の生命、身体、財産を火災から保護するととも

に水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等に

よる傷病者の搬送を適切に行うことを目的とする。 

この目的に沿い、消防活動が迅速かつ適切に実施できるよう関係機関と協力体制を確立する。 

また、消防団員の安全確保対策に向けた取組の推進、消防団の装備・教育訓練の充実を図る

とともに、消防団組織の充実強化に努めるものとする。 

２ 消防団 

 ア 人員構成 

団 長    １ 副団長    １ 支団長   ３ 

副支団長   ９ 分団長   ２８ 副分団長 ２８ 

班 長   ９１ 団 員  ７５９ 計    ９２０ 

                           （令和3年4月1日現在） 

 イ 連絡系統 

   団長 → 副団長 → 支団長 → 副支団長 → 分団長 → 副分団長 → 班長 → 団員 

                            

３ 情報の収集及び報告 

 町は、消防本部と連携をとり、災害情報の収集にあたるとともに、各消防団分団は、管轄区

域内の収集した情報を町に連絡する。 

 

４ 避難・救助及び救急 

 消防本部の定めるところによる。 

 

５ 消防団の安全対策 

 「消防団の活動・安全管理マニュアル」の定めるところによる。 
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第４章 水防計画（総務班） 

 

１ 計画方針 

町内各河川、ため池等に洪水による被害が生じ、また生じる恐れがあるときは、被害の発生、

軽減を図るため、所要の措置をとるものとする。 

なお、水防計画は、本計画によるもののほか、「有田川町水防計画」によるものとする。 

２ 水防体制 

集中豪雨、台風等による水害に対処する必要があるときは、有田川町水防本部を町役場内に

設置する。なお、本町に災害対策本部が設置されたとき、この水防本部は、災害対策本部の組

織内で活動する。 

また水防本部の設置、配備体制、動員方法等は第１章 防災組織計画によるものとする。 

また、町消防団員が水防団員を兼ねる。 

３ 情報の収集 

(1) 雨量の観測 

   気象状況を把握するため、気象台及び県が設置する観測所からの情報を、気象台ホームペ

ージや県砂防課ホームページ、有田川町防災情報システム等から入手する。 

(2) 水位の観測 

  気象状況等により出水のおそれがあると察知したときは、次の場所で水位観測を行う。 

 ア 県が設置する水位観測所 

量水標位置 田殿橋 橋脚 
吉備頭首工

左岸上流 

金屋橋右岸

下流20ｍ 

榎木瀬橋右

岸上流10ｍ 

清水橋右岸

下流130ｍ 

水防団待機水位 2.60ｍ 5.60ｍ 2.60ｍ 3.00ｍ 2.00ｍ 

氾濫注意水位 3.30ｍ 6.60ｍ 4.10ｍ 4.50ｍ 3.00ｍ 

避難判断水位 － － 5.30m 5.50m － 

氾濫危険水位 － － 6.10m 6.30m － 

 

 イ 町が設置する水位監視箇所 

  ① 熊井橋水位監視カメラ（熊井川） 

  ② 小島南橋水位監視カメラ（天満川下流） 

  ③ 今城橋水位監視カメラ（天満川中流） 

  ④ 親田橋水位監視カメラ（鳥尾川） 

  ⑤ 川崎橋水位監視カメラ（早月谷川下流） 
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  ⑥ 新吉田橋水位監視カメラ（早月谷川中流） 

  ⑦ 清水橋水位監視カメラ（有田川） 

  ⑧ 東川橋水位計（有田川） 

 

   なお、東川橋水位計における氾濫危険水位等は下記のとおり。 

量水標位置 東川橋（川口地内） 

避難判断水位 6.00ｍ 

氾濫危険水位 7.50ｍ 

 

４ 町が行う措置 

 (1) 避難情報の発令 

   自らの判断で河川、ため池等の付近の住民などに危険を通知し、状況によっては、住民な

どに対し安全な場所へ避難するよう指示するとともに、有田振興局建設部へその旨連絡する。 

(2) 危険箇所の監視 

  次の場合は、水防団に通報して危険箇所等の現状を監視させる。 

 ア 台風等が接近し、かつ不連続線が停滞してかなりの降雨が予想される場合。 

 イ 観測水位が氾濫注意水位（警戒水位）を超えた場合。 

 ウ 地震により、堤防・護岸等の漏水、決壊などの被害が予想されるとき。 

(3) 河川監視情報の公表 

   町が設置する河川水位監視システムから収集した河川監視情報は、住民等の早期避難に繋

げるため、公表に努めるものとする。 

(4) 決壊等の通報 

  堤防もしくはため池が決壊し、又はおそれのある事態が発生した場合には、町は水防法第

２５条の規定により、直ちにその旨を所轄の有田振興局長、氾濫する方向の隣接水防管理団

体等に通報する。 

(5) 洪水浸水想定区域 

有田川町長は、水防法第15条第3項の規定により、洪水ハザードマップを作成し、配布そ

の他の必要な措置で住民に公表するものとする。 

また、町は、町地域防災計画において、洪水浸水想定区域内に立地する地下街等及び要配

慮者利用施設（社会福祉施設、学校、医療施設等）の当該施設の名称及び所在地を明記する

ものとし、当該施設への洪水予報や避難情報の伝達のため、当該施設に対し防災行政無線戸

別受信機を設置し、原則防災行政無線放送により避難情報や警戒水位の到達等を伝達するも

のとする。その他にも、連絡網を作成し、電話やFAX、メール等での伝達に活用する。 
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有田川町地域防災計画で定められた要配慮者利用施設等の所有者又は管理者は、単独又は

共同して当該施設の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練そ

の他の措置に関する計画を作成し、これを有田川町長に報告するとともに、当該計画に基づ

き、避難訓練を実施し、その実績を有田川町長へ報告するものとする。 
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第５章 罹災者救助保護計画 

第１節 災害救助法の適用計画（福祉班） 

１ 計画方針 

災害時における罹災者等の救助及び保護は、本計画によるものとする。災害救助法（昭和22 

年10 月18 日法律第118 号）による救助（以下「救助」という。）は、県知事、及び県知

事が救助を迅速に行うため必要があると認めた一部の事務については町長が行う。また、町長

は県知事が行う救助を補助するものとする。 

２ 適用基準 

(1) 災害が発生するおそれがある場合の適用条件等 

  救助は、災害が発生するおそれがある段階において、国が災害対策基本法に基づく災害対策

本部を設置した場合で、国の災害対策本部により告示された所管区域に該当する都道府県にお

いて、現に救助を必要とするときに、市町村単位に行うものとする。 

(2) 災害が発生した場合の適用条件等 

救助は、県が市町村単位にその適用地域を指定して実施する。本町においては同一被害によ

る被害が次の基準に該当する場合で、かつ被災者が現に救助を要する状態にあるときに適用を

受ける。 

① 全壊、全焼、流出により住家の滅失した世帯（以下「被害世帯」という。）が50 世帯以

上に達したとき。 

② 全県下の被害世帯数が1,000 世帯以上の場合であって、本町の住家の被害世帯数が25 世

帯以上に達したとき。 

③ 全県下の被害世帯数が、5,000 世帯に達した場合、又は当該災害が隔絶した地域に発生し

たものである等災害にかかった者の救護を著しく困難とする次の特別の事情があるとき。 

災害にかかった者に対する食品の給与、生活必需品の給与等について特殊の救助方法を必

要とし、又は災害にかかった者の救出について特殊の技術を必要とするとき。具体的には、

被害地域が他の村落から隔離又は孤立しているため、生活必需品等の補給が極めて困難な場

合で、被災者の救助に特殊の補給方法を必要とする場合、有毒ガスの発生、放射線物質の放

出等のため、被災者の救助が極めて困難であり、そのために特殊な技術を必要とする場合、

水害により、被災者が孤立し救助が極めて困難であるため、ボートによる救出等の特殊の技

術を必要とする場合である。 

④ 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって次の基準

に該当するとき。 

ア 災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が避難して継続的に

救助を必要とすること。 
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・ 火山噴火、有毒ガスの発生、放射線物質の放出等のため、多数の住民が避難の指示を

受けて避難生活を余儀なくされる場合 

・ 船舶の沈没、交通事故、爆発事故等の事故により多数の者が死傷した場合 

イ 災害にかかった者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法を

必要とし、又は災害にかかった者の救出について特殊の技術を必要とすること。 

・ 交通路の途絶のため多数の登山者等が放置すれば飢餓状態に陥る場合 

・ 火山噴火、有毒ガス発生等のため多数の者が危険にさらされている場合 

３ 減失世帯の算定基準 

(1) 住家が半壊し、又は半焼する等著しく損傷した世帯の２世帯をもって、住家が滅失した１

世帯とみなす。 

(2) 住家が床上浸水、又は土砂のたい積等により一時的に居住することができない状態となっ

た世帯は、３世帯をもって、住家が滅失した１世帯とみなす。 

４ 適用手続き 

町長は、法に規定する救助を必要と認める災害が発生したときは、直ちにその旨を知事に報

告するものとする。ただし、事態が急迫して知事による救助の実施を待つ暇がないと認めたと

きは、救助の実施に着手するとともに直ちにその旨を知事に報告し、その後の処置に関し指示

を受けるものとする。（和歌山県災害救助法施行細則第２条） 

５ 救助法の適用と救助の程度 

救助法を適用した場合における救助の程度及び期間は、災害救助法施行細則の定めるところ

によるが、災害の種別、地域、条件その他の状況によって、知事が必要と認める範囲において

実施する。 

〈救助法による救助の種類〉 

○ 避難所の設置 

○ 応急仮設住宅の供与 

○ 炊出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

○ 被服、寝具、その他生活必需品の給与又は貸与 

○ 医療及び助産 

○ 被災者の救出 

○ 住宅の応急修理 

○ 学用品の給与 

○ 埋葬 

○ 遺体の捜索 

○ 遺体の処理 

○ 障害物の除去 
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○ 被災者の避難等に係る輸送費 

○ 被災者の避難等に係る賃金職員等雇上費 
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第２節 避難計画（総務班） 

１ 計画方針 

災害のため現に被害を受け、又は受けるおそれのある者の避難のための指示等及び避難所の

開設並びに収容保護は、本計画によるものとする。 

 

２ 計画内容 

 (1) 実施者 

  避難のための高齢者等避難、避難指示及び緊急安全確保の発令、避難所の開設及び避難所へ

の収容保護は次の者が行う。 
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 (2) 避難情報の基準（災害全体） 

  ア 町長 

   ① 災害発生時に人の生命又は身体を保護するため、「有田川町避難情報の判断・伝達マニ

ュアル」において、早期かつ的確な避難情報等の発令基準を定める。 

   ② 災害が発生するおそれがある場合においては、一般住民に対して避難準備を呼びかける

とともに、要配慮者等、特に避難行動に時間を要する者に対して、その避難行動支援対策

と対応しつつ、早めの段階で避難行動を開始することを求める【警戒レベル３】高齢者等

避難を発令することとする。 

   ③ 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から

保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があるときは、必要と認める地域の居

住者、滞在者その他の者（以下「居住者等」という）に対し、避難のための立ち退きを指

示する【警戒レベル４】避難指示を発令することとする。 

   ④ 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において避難のための立ち退きを

行うことによりかえって人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあり、かつ、事態に照ら

し緊急を要すると認められるときは、必要と認める地域の必要と認める居住者に対し、高

所への移動、近傍の堅固な建物への退避、屋内の屋外に面する開口部から離れた場所での

退避その他の緊急に安全を確保するための指示をする、【警戒レベル５】緊急安全確保を

発令することとする。 

   ⑤ 避難のための立退きを指示し、若しくは立退き先を指示し、又は緊急安全確保措置を指

示したときは、速やかにその旨を知事に報告することとする。 

   ⑥ 避難のための立退きを指示し、又は緊急安全確保措置を指示しようとする場合において、

必要があると認められるときは、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は知

事に対し、当該指示に関する事項について、助言を求めることができる。 



  有田川町地域防災計画 

 133 

  イ 清水行政局長 

    吉備庁舎と清水行政局との連絡通信が困難な状況となり、町長が清水地域の被災状況を確

認できず的確な避難情報の発令が困難な場合は、清水地域内のみを対象とし、清水行政局長

が必要と認める地域の必要と認める居住者等に対して、避難のための立退き又は緊急安全確

保措置を指示することとする。 

ウ 知事 

    災害が発生した場合において、当該災害の発生により町長が、避難のための立ち退きの指

示及び緊急安全確保措置の指示を行うことができなくなったときは、町長に代わって実施す

るものとする。 

  エ 警察又は海上保安官 

   ① 町長が避難のための立退き若しくは緊急安全確保措置を指示することができないと認

めるとき、又は町長からの要求があったときは、必要と認める地域の必要と認める居住者

等に対して避難のための立退き又は緊急安全確保措置を指示することとする。この場合、

直ちに避難のための立退き又は緊急安全確保措置を指示した旨を町長に通知することと

する。 

   ② 警察官は、災害により危険な事態が発生し、特に急を要する場合は、危険を受けるおそ 

    れのある者を避難させるものとする。 

  オ 災害派遣を命ぜられた自衛官 

    災害により危険な事態が発生し、警察官がその場にいないときで特に急を要する場合は、

危害を受けるおそれのあるものを避難させるものとする。 
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(３) 避難情報等の基準等 

避難情報等 発令する状況 居住者等がとるべき行動 

【警戒レベル３】

高齢者等避難 

気象状況、過去の災害の発生例、

自然条件等から判断して、高齢者

等、特に避難行動に時間を要する

者が避難行動を開始しなければな

らない段階であり、人的被害の発

生するおそれがある場合、また、

夜間等に人的被害の発生のおそれ

がある場合 

高齢者等は危険な場所から避難

（立ち退き避難又は屋内安全確保）

する。 

高齢者以外の人も必要に応じ、出

勤等の外出を控えるなど普段の行動

を見合わせ始めたり、避難の準備を

したり、自主的に避難する。 

【警戒レベル４】

避難指示 

通常の避難行動ができる者が避

難を開始しなければならない段階

であり、人的被害の発生するおそ

れが高い場合 

危険な場所から全員避難（立ち退

き避難又は屋内安全確保）する。 

【警戒レベル５】

緊急安全確保 

 災害が発生又は切迫している場

合（必ず発令する情報ではない） 

 

 命の危険であり、直ちに安全確保

する。 

 立ち退き避難することがかえって

危険である場合、緊急安全確保する。 

＊  上記基準に基づいて、具体的な発令基準については、次のとおりとする。 

     又、内水氾濫については、発生場所を認識し災害発生のおそれがある場合は監視 

を行い、避難に向け迅速・的確な活動が実施できるよう備えること。 
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避難情報等発令基準について（洪水等） 

洪水等発生時における避難情報等の具体的な発令基準については、下記のとおりとする。 

 

避難情報等 発令基準 

【警戒レベル３】

高齢者等避難 

１．有田川の水位が、金屋水位観測所において避難判断水位（5.30ｍ）に達

し、かつ、水位予測において引き続き水位が上昇する予測が発表されてい

る場合 

２．有田川の水位が、夜間に金屋水位観測所において避難判断水位（5.30ｍ）

を超え、かつ降雨が予測される場合 

３．洪水警報が発表され、有田川以外の河川で災害発生のおそれがある場合 

４．堤防に軽微な漏水・浸食等が発見された場合 

５．警戒レベル３高齢者等避難の発令が必要となるような強い降雨を伴う台

風等が、夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合（夕刻時

点で発令） 

【警戒レベル４】

避難指示 

１．有田川の水位が、金屋水位観測所において氾濫危険水位（6.10ｍ）に達

したと確認された場合 

２．有田川の水位が、金屋水位観測所において避難判断水位（5.30ｍ）を超

え、１時間後の水位予測等から氾濫危険水位に達すると予測される場合 

３．有田川以外の河川において、近隣で浸水被害、道路冠水が発生し被害が 

大した時 

４．堤防に異常な漏水・浸食等が発見された場合 

５．二川ダム管理者から、異常洪水時防災操作開始予定の通知があった場合 

６．警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等

が、夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合（夕刻時点で

発令） 

７．警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等

が、立退き避難が困難となる暴風を伴い接近・通過することが予想される

場合 

【警戒レベル５】

緊急安全確保 

１．有田川の金屋水位観測所の水位が、氾濫開始相当水位（6.90m）に到達

した場合 

２．大雨特別警報が発表された場合 

３．堤防の決壊や越水・溢水が発生した場合（有田川洪水予報の氾濫発生情

報、水防団からの報告等により把握できた場合） 
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避難情報等発令基準について（土砂災害） 

土砂災害発生時における避難情報等の具体的な発令基準については、下記のとおりとする。 

 

避難情報等 発令基準 

【警戒レベル３】

高齢者等避難 

１．大雨警報（土砂災害）（警戒レベル３相当情報【土砂災害】）が発表され、

かつ、土砂災害の危険度分布が「警戒（赤）」（警戒レベル３相当情報【土

砂災害】）となり、かつ、災害発生のおそれがある場合 

２．数時間後に避難経路等の事前通行規制等の基準値に達することが想定さ

れる場合 

３．警戒レベル３高齢者等避難の発令が必要となるような強い降雨を伴う台

風等が、夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合（夕刻時

点で発令） 

４．土砂災害の前兆現象（山鳴り・湧き水・地下水の濁り・渓流の水量の変

化等）が発見された場合 

【警戒レベル４】

避難指示 

１．土砂災害警戒情報（警戒レベル４相当情報【土砂災害】）が発表され、災

害発生の恐れが高い場合 

２．地域別土砂災害危険度の実況が CL（土砂災害警戒基準線）を越え、か

つ、１時間後予測及び２時間後予測が CL（土砂災害警戒基準線）を越え

ている時 

３．警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等

が、夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合（夕刻時点で

発令） 

４．警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等

が、立退き避難が困難となる暴風を伴い接近・通過することが予想される

場合 

５．土砂災害の前兆現象（渓流付近で斜面崩壊、斜面のはらみ、擁壁・道路

等にクラック発生等）が発見された場合 

【警戒レベル５】

緊急安全確保 

１．土砂災害の発生が確認された場合 

２．大雨特別警報（土砂災害）（警戒レベル５相当情報【土砂災害】）が発表

された場合 
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３ 避難の方法 

 (１) 第１次避難（事前避難） 

   災害が事前に予測されるときは、あらかじめ高齢者、障害者、乳幼児等の要配慮者を避難

させるものとする。 

 (２) 第２次避難（緊急避難） 

   災害が発生した場合又は事前避難のいとまがないときは、緊急避難を行うものとする。 

   緊急避難の場合は避難指示及び緊急安全確保の発せられたとき、又は自主的な判断により

行うものとする。 

 (３) 避難は原則として避難者各自が行うものとし、自主判断により縁故関係先又は指定避難所

に避難するよう周知させ、必要に応じて関係機関の車両等を利用する。 

 (４) 避難に際しては、関係警察機関とも密接な連絡をとって行うものとし、避難後の警備につ

いても万全を期することとする。 

 (５) 避難情報等の伝達方法は、下記の多様な手段によるものとする。 

  ① 防災行政無線 

  ② 防災アプリ 

  ③ 有田川町防災情報メール配信サービス 

  ④ エリアメール、緊急速報メール 

  ⑤ 町ホームページ 

  ⑥ SNS 

  ⑦ 広報車 

  ⑧ Lアラート 

  ⑨ ラジオ、テレビ等 

４ 自主避難の要望があった場合の対応について 

避難情報が出される前に自主避難の要望があったときは、避難所の指定について総務課が調

整するものとする。 

本部設置以前に自主避難の要望があった場合、防災担当課の職員が対応するものとする。 

５ 避難誘導 

住民等の避難誘導は、町職員、警察官、消防職員等が各地区の自治会長、消防団員、自主防

災組織及び民生委員児童委員の協力をえて実施するが、誘導に当たっては、避難路の安全を確

認しつつ、できるだけ自治会あるいは職場、学校等を単位とした集団避難を行うものとする。 

６ 避難所の開設、運営方法 

  避難所の開設、運営については「有田川町避難所運営マニュアル」及び「有田川町福祉避難

所運営マニュアル」に基づき実施する。 
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（1） 避難所の開設 

避難所の開設は、避難情報が出た場合、又は自主避難の要望があり、本部長が必要と認め

た場合に、本部の指示に従い総務政策対策部、福祉保健対策部及び清水対策部（清水行政局）

が開設する。ただし、町は災害の規模に鑑み、必要な避難所を、可能な限り当初から開設す

るように努めるものとする。また、避難の長期化等必要に応じプライバシーの確保、男女の

ニーズの違い等、男女双方の視点に配慮する。開設の期間は、災害発生の日から７日以内と

するが、開設期間の延長が必要と認めるときは、期間を延長するものとする。 

避難所を開設した場合は、直ちに次の事項を県知事に報告する。（閉鎖したときも、これ

に準じて行う。） 

ア 避難所開設の日時及び場所 

イ 箇所数及び収容人員 

ウ 避難世帯及び避難者数 

エ 開設期間の見込 

（2） 収容者 

ア 避難指示及び緊急安全確保が発せられた者又は緊急に避難することが必要である者。 

イ 住家が災害により全壊（焼）、流失、半壊（焼）、床上浸水（破壊、消防による全、半

壊を含む。）の被害を受け、日常起居する居住の場所を失った者。 

ウ 避難情報が発せられていないが、自主避難の要望があり避難することが必要と認められ

る者。 

（3） 周知 

町は、避難所の開設状況等をホームページや防災メール、防災アプリ、SNS等の多様な手

段を活用して周知するよう努めるものとする。 

（4） 避難所の管理・運営 

ア 副町長は、避難所の運営を統括するとともに、町の職員の中から各避難所の担当者を指

名する。担当者は、自治会長や自主防災組織等による自主的な運営が行われるまでの初期

段階ではリーダーシップをもって運営に参加する。 

イ 避難所運営の役員等は、男女双方を配置することとする。 

ウ 避難所における生活環境に注意を払い、避難の長期化や女性・子供等に対する暴力防止

のため等必要に応じてプライバシーの確保、男女のニーズの違い等、男女双方及び子供の

視点等に配慮するものとする。 

エ 避難所担当者は、避難状況を下記により副町長に報告、提出する。 

オ 副町長は各施設の状況を取りまとめ本部長に報告、提出する。 

・ 避難状況救護所開設状況 

・ 避難者名簿・収容台帳 
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・ 避難者カード 

・ 避難所日誌 

・ 医療移管名簿 

・ 物資調達台帳 

・ 主要食糧等配付台帳 

・ 物資調達台帳 

・ 物資供給状況 

・ 物品受払簿 

  カ 速やかに避難者数の確認により、その実態を把握し、避難生活に必要な物品の確保や食

糧、飲料水等の提供、炊き出し等を行うものとする。また、女性向け物資の配付について

は、女性が担当する等配慮するものとする。 

キ 感染症の発生を踏まえ、避難所における避難者の過密抑制など感染症対策を推進する。 

  ク 平時から、総務課、福祉保健部及び保健所が連携して、感染症患者が発生した場合や健

康観察中の濃厚接触者等が避難所に避難する場合などの対応について協議し、適切な避難

所運営に努めるものとする。 

  ケ 本部長は、必要により、警察と十分連携を図りながら、パトロール隊による巡回活動を

実施するものとする。 

（5） 避難所の閉鎖 

ア 本部長は、災害の状況により避難者が帰宅できる状態になったと認めるときは、避難所

の閉鎖を決定し、副町長を通じて避難所担当者に必要な指示を与える。 

イ 避難所担当者は、本部長の指示により避難者を帰宅させるほか、必要な措置をとるもの

とする。 

ウ 本部長は、避難者のうちから住居が浸水、倒壊等により帰宅の困難な者がいる場合につ

いては、避難所を縮小して存続させるなどの措置をとるものとする。 

７ 救助法が適用された場合 

救助法が適用された場合の避難所の開設及び収容並びに罹災者の保護は、同法に基づき実施

する。 

８ 警戒区域の設定 

災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命又は身体に対する

危険を防止するため特に必要があると認めるときは、警戒区域を設定し、一般の立ち入りの禁

止及び退去を命じることができるが、これは次のとおりである。また、警戒区域の設定に当た

っては、警察署、消防本部等関係機関と連絡調整を図っておくものとし、実際に警戒区域を設

定した場合にロープを張るなど、警戒区域の表示を行い、避難等に支障のないように処置する

ものとする。 



  有田川町地域防災計画 

 140 

第３節 食糧供給計画（物資対応プロジェクト） 

１ 計画方針 

災害時における罹災者等に対する食糧の供給は、県、農林水産省近畿農政局和歌山農政事務

所（以下「農政事務所」という）、その他関係機関の協力のもとに実施する。調達物資及び救

援物資については、物資集積拠点に集積後、必要箇所に搬送する。また、平常時における最低

３日分、できれば１週間程度の家庭及び企業等の食糧備蓄を推進する。 

 

２ 実施担当者 

避難所内の食糧の供給については、避難所対応プロジェクトが担当し、必要に応じ実施する

炊き出しは教育総務班が担当する。実施にあたっては、本部及び各関係者と密接な連携を図り、

町民、自治会、ボランティア等との協力を得ながら行うものとする。供給を実施したときは、

次の書類を整備し保管するものとする。 

・救助実施記録日計票 

・炊出し給与状況 

・炊出しその他による食品給与物品受払簿 

・炊出しその他による食品給与のための食品購入代金支払証拠書類 

・炊出しその他による食品給与のための物品受払証拠書類 

３ 供給対象者 

ア 避難所に収容された者 

イ 災害による流通の支障等により食品が得られない者 

ウ 住家に被害を受けて炊事のできない者 

４ 食糧の調達及び搬送 

  食糧の調達及び搬送については、被害状況、避難所の開設状況等から必要数量を把握し、

本部と連携を取りながら物資対応プロジェクトが行う。食糧の調達及び搬送は、協定締結業

者等の協力を得て実施することとする。 

ただし、町本部による調達が不可能な場合は、県は町本部からの要請に応じ、又は被災市

町村における備蓄物資等が不足するなど災害応急対策を的確に行うことが困難であると認め

られるなど、その事態に照らし緊急を要し、町本部からの要請を待ついとまがないと認めら

れるときは要請を待たずに、食料を確保し供給するものとする。 

なお、要請等は国、県、市町村本部との間で、食料の調達や輸送等に必要な情報の共有等

を行うための「物資調達・輸送調整等支援システム」を原則活用するものとし、他にも和歌

山県総合防災情報システムによる要請もできる。 

（通常の流通経路を通じないで供給する場合の応急用米穀は精米とし、一人当たりの給食

並びに供給基準は、一食あたり200精米グラムである。） 
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５ 供給方法 

ア 供給にあたっては、供給計画に基づき被災者間に公平に配分するよう努めるとともに、乳

幼児・高齢者・病弱者・障害者等の要配慮者に配慮する等被災者のニーズに対応したものと

する。 

イ 炊出しを実施する場合は、学校等公共施設内の調理施設を使用して実施することを原則と

するが、必要に応じて避難所又はその近くの適切な場所を選んで臨時の炊出し所を設置する

ものとする。 

ウ 避難所等での食糧の受入れ及び配布、炊出しは、自治会、自主防災組織、奉仕団、ボラン

ティア団体等の協力を得て実施する。 

６ 救助法が適用された場合 

救助法が適用された場合、食糧等の供給は、同法に基づき実施する。 
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第４節 給水計画（水道班） 

１ 計画方針 

風水害等のため、飲料水が確保できない、又は汚染により飲用に適する水を得ることができ

ない者に対する飲料水の供給を実施する。１人１日最低必要量３リットルの水の確保に努め、

更に風呂、便所及び炊事場等に必要な生活用水の確保にも努めるものとし、被災状況等により

実施が困難な場合は、隣接市町村、関係団体に速やかに応援要請する体制の確保を図るものと

する。 

２ 実施責任者 

飲料水を供給する場合は、本部長が責任者となり、水道班が速やかに給水計画を作成し実施

することとし、必要に応じ物資対応プロジェクト及び避難所対応プロジェクトと連携をとるこ

ととする。供給を実施したときは、供給を行った地区、対象人員、供給水量及び供給の手段を

次の書類によりまとめ報告するとともに整備保管しなければならない。 

ア 供給実施記録日程表 

イ 給水用機械器具・燃料及び浄水用薬品・資材受払簿 

ウ 飲料水の供給簿 

エ 飲料水供給のための支払証拠書類 

３ 供給方法 

 飲料水の供給は次の方法により行う。   

（１）拠点（給水所）給水 

給水タンクによる運搬供給は、浄水場や被災地に近い水道から取水し、0.2ｍｇ/Ｌ以上の

残留塩素検出の確認を行い、記録の上、被災地域内の給水基地等へ飲料水・生活用水の輸送

を行う。この場合特に病院、避難所等緊急度の高い所を優先とする。 

（２）水の確保 

水道班長は、断水等により町独自では水の確保ができないと判断したときは以下の処置を

とるものとする。 

（３）他の水道事業体への応援要請 

日本水道協会和歌山県支部水道災害相互応援対策要綱に基づく協定に基づき県内及び他

府県水道事業体に対する広域的な支援の要請を行う。 

４ 県への報告 

飲料水の供給計画に基づき応急対策を実施したときは、直ちに、県支部保健班（湯浅保健所）

経由のうえ県本部食品・生活衛生班（食品・生活衛生課）へ報告する。 

５ 救助法が適用された場合 

救助法が適用された場合飲料水の供給は、同法に基づき実施する。 
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６ 水道の対策 

水道班は、災害による水道事故に対処するため災害の発生が予想されるときは、水道技術管

理者及び各要員を待機させるとともに復旧資材の確保に努め、事故が発生したときは、次の方

法により対策を講じるものとする。 

ア 施設を巡回し事故発生の有無を確認する。 

イ 施設の損壊、漏水等の被害を認めたときは、応急措置を講じるとともに、県支部保健班（湯

浅保健所）を経由して県本部食品・生活衛生班（食品・生活衛生課）に被害内容、被害金額

及び給水状況等を速やかに電話等をもって報告する。水道復旧は、水道復旧行動指針・復旧

計画に基づき行う。 

ウ 水道の復旧に当たっては、復旧行動指針・復旧計画等に沿って行うものとするが、特に浄

水場から主要配水池にいたる送水管の復旧及び基幹配水管の復旧を優先的に行う。その後避

難所、病院等への給水が早急に行われるよう考慮しながら、配水支管等の復旧を行い、断水

区域の解消に努める。 

エ 復旧後の施設の使用開始にあたって、水質の保全に留意し管内の消毒等を十分に行い、水

質検査を実施し、記録を保管する。 

オ 国庫補助対象となるような規模の施設災害が発生した場合には、所定の手続等を行う。 

５ その他 

給水の実施にあたって給水場所や時間等の内容を迅速かつ的確に広報できるよう努めるもの

とする。 
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第５節  物資供給計画（物資対応プロジェクト） 

１ 計画方針 

災害によって住家に被害を受け、日常生活に欠くことのできない被服、寝具、その他の衣料

品等を喪失又はき損し、直ちに日常的な生活を営むことが困難な者に対し、急場をしのぐ程度

の被服、寝具その他の衣料品及び生活必需品の給与又は貸与については、本計画により実施す

る。なお、調達物資及び救援物資については、物資集積拠点に集積後、必要箇所に搬送する。 

２ 実施責任者 

物資を供給する場合は、物資対応プロジェクト長が責任者となり、避難所対応プロジェクト

と連携をとりながら、給付段階ごとに担当職員を定め実施するものとする。また、物資の搬送

は、協定締結業者等の協力を得て実施することとする。また、供給を実施したときは、次の書

類を整備し保管するものとする。 

・救助実施記録日計票 

・物資給与状況 

・給与物品受払簿 

・物資給与のための購入代金支払証拠書類 

・物資給与のための物品受払証拠書類 

３ 対象者 

ア 避難所に収容された者 

イ 災害により、住家の被害が全焼、全壊、流失、大規模半壊、半焼、半壊、及び床上浸水の

被害を受けた者 

ウ 被服、寝具、その他生活上必要な最小限度の家財を喪失した者 

エ 被服、寝具その他生活必需物資がないため、直ちに日常生活を営むことが困難な者 

① 供給品目等の基準 

ア 被服、寝具その他の生活必需品の給与又は貸与は、被害の実情に応じ次の品目の範囲内

において現物をもって行う。 

・被服、寝具及び身のまわり品 

・日用品 

・炊事用具及び食器 

・光熱材料 

イ 供給品目、供給のための支出できる経費の限度、期間等は、「災害救助法による救助の

程度、方法及びその費用の範囲」のとおりとする。 

４ 調達方法 

本部長の指示に基づき、町内又は町外業者から調達するが、町単独で必要数量を調達できな

いときは、国の物資調達・輸送調整等支援システムや和歌山県総合防災情報システムにより要
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請するほか、近隣市町村に応援を要請する。 

５ 供給の方法 

ア 物資の供給 

物資の供給は、被災世帯数、人員、家族構成等を確実に把握し、被災者間に公平に行う。 

イ 町民等への配分にあたっては、町内会、自主防災組織、ボランティア等の協力をえて行う。 

ウ 要配慮者への配慮 

衣料・生活必需品・その他物資の供給の実施については、乳幼児、高齢者、病弱者、障害

者等の要配慮者を優先的に行うものとし、できる限りニーズに対応するものとする。 

 エ 男女双方の視点により、女性向け物資の配布は女性が担当する等、性に配慮する。 

６ 救助法が適用された場合 

救助法が適用された場合の物資の供給は、同法に基づき実施する。 

７ 個人備蓄の推進 

町は、災害直後に最低限必要となる被服等の生活必需品の各家庭における備蓄を推進するも

のとする。 
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第６節 住宅・宅地対策計画（住宅調査班） 

１ 計画方針 

既存住宅ストックの活用を重視して応急的な住まいを確保することを基本とし、相談体制の

整備、修理業者の周知等による応急修理の推進、公営住宅等の既存ストックの一時提供及び賃

貸型応急住宅の提供により、被災者の応急的な住まいを早期に確保するものとする。また、地

域に十分な既存ストックが存在しない場合には、建設型応急住宅を速やかに設置し、被災者の

応急的な住まいを早期に確保するものとする。 

２ 実施者 

  ア 町は、応急仮設住宅の供与及び住宅の応急修理の計画の樹立及び実施をし、実施が困難

な場合は県に実施を依頼する。 

  イ 災害救助法が適用された場合、応急仮設住宅の建設は県が実施し、状況に応じて県知事

から委託を受けて町が実施する。 

３ 応急仮設住宅の供与 

（1） 応急住宅の種類  

  ア 賃貸型応急住宅 

  イ 建設型応急住宅 

（2） 対象者 

   対象者は以下に該当するものとし、必要に応じ民生委員児童委員や自治会長等の意見を徴

する等、罹災者の生活条件を調査の上決定する。 

ア 住家が全焼、全壊又は流失した者 

イ 居住する住家がない者 

ウ 自己の資力では住宅を確保することができない者 

（3） 賃貸型応急住宅の供与 

   賃貸型応急住宅の供与については、県が締結している「災害時における賃貸住宅の媒介に

関する協定書」に基づき、公益社団法人和歌山県宅地建物取引業協会及び公営基社団法人全

日本不動産協会和歌山県本部に協力を求めることができる。 

（4） 建設型応急住宅設置の基準等 

ア 原則として、町において設置する。 

イ 工事は、実施者の直営又は業者に一括して請負わせて実施することができる。 

ウ 設置における規格の基準及び限度額は、「災害救助法による救助の程度、方法及びその

費用の範囲」のとおりとする。 

エ 建設用地は、原則として町有地とする。ただし、これにより難いときは適当な公有地又

は私有地を選定する。 

オ バリアフリー化し、要配慮者に配慮した作りとする。 
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カ 被災者の憩いの場である集会所等の設置も検討する。 

（5） 建設型応急住宅の建設 

建設型応急住宅の建設については、県から住宅建設業務を委任されている場合は「災害時 

における応急仮設住宅の建設に関する協定書」に基づき一般社団法人プレハブ建築協会に、

また「災害時における木造の応急仮設住宅の建設に関する協定書」に基づき、和歌山県応急

木造仮設住宅建設協会に協力を求めることができる。なお、災害発生の日から20日以内に着

工し、できる限り速やかに完成するものとする。 

（6） 入居の順序等 

 入居の順序は、要配慮者や避難所に収容されている者を優先し、公平に決定する。ただし、

入居後の地域コミュニティの形成を見据え、被災前の地域コミュニティが維持できるよう十

分配慮して、孤立者が出ない対策を講じるものとする。 

（7） 入居後の応急仮設住宅の管理 

ア 家賃及び維持管理 

① 家賃は無料とする。 

② 維持修理は入居者の負担とする。 

③ 地代を必要とするときは、入居者の負担とする。 

イ 応急仮設住宅台帳の作成 

応急仮設住宅台帳を作成し入居契約書とともに整理保管し、知事に台帳の写を提出す 

る。 

（8） 救助法が適用された場合 

救助法が適用された場合の応急仮設住宅の建設は、同法に基づき実施する。また、建築 

基準法85条建築の緩和の告示後実施するものとする。 

（9）書類の整備保管 

応急仮設住宅の建設を実施した場合は、住宅・調査班長が責任者となり、関係書類を次の 

とおり整備し保管しなければならない。 

ア 救助実施記録日計票 

イ 応急仮設住宅台帳 

ウ 応急仮設住宅用敷地貸借契約書 

エ 応急仮設住宅使用賃貸契約書 

オ 応急仮設住宅建築のための原材料購入契約書、工事契約書、その他設計書、仕様書等 

カ 応急仮設住宅建築のための工事代金等支払証拠書類 

なお、直営工事によって建築した場合においては、このほかに工事材料受払簿、大工、作

業員等の出納簿、輸送簿等 
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４ 災害救助法による住宅の応急修理 

(1) 対象者 

ア  災害によって住家が半壊、半焼し、当面の日常生活を営むことのできない者とする。 

イ  居住者が自己の資力をもって応急修理ができない者とする。 

 (2) 応急修理の方法 

ア 応急修理対象世帯ごとに調査を行い、修理計画書（仕様書）を作成し、これに基づき業

者に請負わせるか、又は直営工事で実施する。 

イ 応急修理は、居室、炊事場、便所等日常生活に必要欠くことのできない部分のみを対象

に実施する。 

ウ 応急修理における規模及び限度額は、「災害救助法による救助の程度、方法及びその費

用の範囲」のとおりとする。 

エ 応急修理に係る資材は、原則として請負業者が確保するものとするが、業者において確

保できないときは県本部長に連絡し斡旋調達又は、資材の支給を受ける。 

(3) 救助法が適用された場合 

救助法が適用された場合の住宅の応急修理は、同法に基づき実施する。 

(4) 書類の整備保管 

応急修理を実施する場合は、住宅・調査班長が責任者となり、関係書類を次のとおり整備

し保管しなければならない。 

ア 救助実施記録日計票 

イ 住宅応急修理記録簿 

ウ 工事契約書、仕様書等 

エ 応急修理支払証拠書類 

５ その他 

公営住宅法による災害公営住宅の建設及び既設公営住宅復旧事業実施、また、罹災者に対す

る住宅建設資金等の融資については、県計画の定めるところによる。 
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第７節 医療助産計画（保健医療班） 

１ 計画方針 

災害のため地域の医療の機能がなくなり、又は著しく不足し、若しくは医療機関が混乱した

場合における医療及び助産の実施については、県、日本赤十字社、医師会その他医療関係機関

の協力を得て、次の計画により行う。 

２ 実施責任者 

保健医療班が担当者となり、消防本部、県、地元病院、有田医師会等の協力を得て実施する。

医療及び助産を実施した場合、保健医療班長は、次の書類を整備保管しなければならない。 

ア 救護班活動状況 

イ 救助実施記録日計票 

ウ 医薬品、衛生材料等使用簿 

エ 医療、助産関係支出証拠書類 

３ 医療情報の収集活動 

県及び医療関係機関と密接な連携のもと、医療機関被害状況、活動状況等の災害医療情報の

迅速かつ的確な把握に努める。 

４ 医療救護活動 

（1） 県等医療救護班の派遣要請 

災害が発生し、医療救護活動を実施する必要が生じた場合、知事に医療班の派遣を要請し

実施するものとするが、特に緊急を要する場合又は知事が実施しない小災害の場合で実施を

要する際は、有田医師会に対し救護班の編成及び派遣を要請するものとする。（災害時の医

療救護に関する協定書） 

（2） 救護所の設置 

町は、被災現場、避難所及び被災地内の医療保健施設等に、必要に応じ応急救護所あるい

は医療救護所（以下「救護所」という。）を設置し、医療救護及び助産を必要とする者に対

し迅速かつ適切に医療救護及び助産活動を行う。なお、救護所を設置する場合の予定場所を

次の場所とし、災害発生の状況に合わせ、必要に応じて設置場所を定める。 

ア 保健センター等の町の公共施設 

イ 避難所 

ウ 集中して負者が出る地域 

エ 学校の保健室等 

オ その他救護所の設置が必要な場所 

（3） 救護所の運営については、別に定める「有田川町災害時医療救護所運営マニュアル」に基

づくものとする。 
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５ 医薬品等の確保供給活動 

医療救護活動に必要な医薬品等の確保供給については、「和歌山県災害時医薬品等供給マニ

ュアル」に基づき、地域の医療機関等の協力を得て、迅速、的確に実施する。 

６ 救助法が適用された場合 

救助法が適用された場合の医療、助産活動は、同法に基づき実施する。 

７ 被災者の健康維持活動 

ア 巡回相談の実施 

被災者の健康管理や生活環境の整備を行うため、避難所、応急住宅などにおいて、保健師

等による巡回相談、訪問指導、健康教育、健康診断等を実施する。 

イ 心の健康診断等の実施 

災害による心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）、生活の激変による依存症等に対応する

ため、心の健康に関する相談窓口を設置する。 

８ 要配慮者対策 

地域における妊婦、出産直後の新生児・産婦、在宅重症心身障害児（者）、医療依存度の高

い療養者等に対し、必要な保健指導を行う。 
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第８節 罹災者救出計画（消防班） 

１ 計画方針 

災害のため、現に生命身体が危険な状態にある者、生死不明の状態にある者の捜索又は救出

保護は、本計画によるものとする。 

２ 救出体制 

罹災者の救出は、消防本部が消防団、警察官、消防相互応援協定締結機関、自衛隊、緊急消

防援助隊、自主防災組織及び奉仕団等の協力により、舟艇その他必要な器具を借り上げて実施

する。 

３ 対象者 

(1) 被災者の救助は、災害のため、現に救出を要する状態に置かれている者で、おおむね次 

のような状態にある者。 

ア 火災の際に火中に取り残された場合 

イ 災害の際、倒壊家屋の下敷きになった場合 

ウ 水害により流失家屋とともに流されたり孤立した地点に取り残された場合、又は山津波

により生埋めになった場合 

(2) 災害のため生死不明の状態にある者で、社会通念上生死が未だ判明しない者、行方不明で

あるが死亡の明らかでない者 

４ 救出の方法 

救出活動は、消防対策部が必要な車両・特殊機材・救助用資機材等を準備又は調達し、迅速

に実施するものとするが、大災害時等においては、住民、関係機関等と協力、連携して実施す

るものとする。 

(1) 住民等への協力依頼 

ア 広報車及びテレビ、ラジオなどの報道機関を通じて、町民の隣保相互扶助の精神に訴え、

救出活動への積極的な協力を依頼する。 

イ 企業団体、奉仕団等に対して協力を呼びかける。 

ウ 原則として、町民の自主協力に期待するが、緊急の場合、現場付近の住民に救出活動の

従事命令を発するものとする。 

(2) 関係機関への協力要請 

緊急に救出を必要とする住民が多数あり、消防対策部等だけでは救出が困難と認められる

ときは、消防相互応援協定締結機関、緊急消防援助隊、自衛隊等の派遣を要請する。 

(3) 警察及び医療機関との連携 

被災者の救出活動を円滑に実施するため、所轄警察署に連絡し、交通規制及び現場の警備

等を依頼する。また、傷病者を受け入れる医療機関との連絡調整を行う。 
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５ 救助法が適用された場合 

救助法が適用された場合の救出活動は、同法に基づき実施する。 

６ 書類の整備保管 

救出活動を実施した場合、消防対策班長は、責任をもって以下の書類を整備し、保管しなけ

ればならない。 

ア 救助実施記録日計票 

イ 被災者救出用機械器具燃料受払簿 

ウ 被災者救出状況記録簿 

エ 被災者救出関係支払い証拠書類 
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第９節 住居等の障害物除去計画（建設班） 

１ 計画方針 

  災害により住居に運び込まれた土石、竹木等により日常生活に著しい障害を及ぼしているも

のの除去については、本計画によるものとする。 

２ 計画内容 

 (1) 実施者 

   被災地の障害物の除去の計画樹立及び実施は、町が行う。 

 (2) 救助法による障害物除去の基準 

  ア 対象者 

   ① 自己の資力では障害物の除去ができない者 

   ② 居室、炊事場等生活に欠くことができない場所、また、玄関等に障害物が運び込まれて

いるため一時的に居住できない状態にある者 

  イ 除去の期間 

    災害発生の日から10日以内とする。 

  ウ 費用の限度 

    災害救助法の基準による。 

 (3) その他 

   整備しなければならない書類等は、次のとおりである。 

  ア 救助実施記録日計表 

  イ 障害物の除去の状況記録簿 

  ウ 障害物除去費関係支払証拠書類 
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第 10 節 災害弔慰金等支給及び災害援護資金等貸付計画（出納班） 

１ 計画方針 

町は、災害により被害を受けた者に対し、災害弔慰金及び災害障害見舞金等の支給並びに低

所得者に対して災害援護資金等の融資を行い、被災者の早期立直りを図り、併せて生活の安定

化を促進するものとする。町においては、出納班が担当する。 

２ 事業計画 

① 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸し付け 

 ア 実施者 

   町長は、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく条例の定めるところにより、一定規

模以上の自然災害により被災した住民の遺族、世帯主に対して弔慰金及び見舞金の支給及

び援護資金の貸し付けを行う。 

イ 実施基準等    

災害弔慰金・災害援護資金等実施基準等 

② 生活福祉資金（福祉資金）の貸し付け 

 ア 実施主体 

   「生活福祉資金貸付制度要綱」に基づき、県社会福祉協議会が被災した低所得世帯等に

対し、災害を受けたことにより臨時に必要となった資金を貸し付けるものとする。 

   ただし、前項の災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく災害援護資金の貸し付け対象

となる世帯を除く。 

 イ 生活福祉資金貸し付け条件 

災害弔慰金・災害援護資金等実施基準等 
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第 11 節 遺体捜索処理計画（住民班、環境衛生班） 

１ 計画方針 

災害の混乱期に死亡し火葬又は埋葬（以下この節「火葬等」）を行うことが困難な場合にお

ける応急的な火葬等及び災害により現に行方不明の状態にあり、周囲の事情により既に死亡し

ていると推定される者の捜索並びに災害の際に死亡した者の遺体の処理については、本計画に

よる。 

２ 遺体の安置等 

遺体安置所を確保し、遺体を収容・安置する。警察官の検視又は医師の検案、遺体の洗浄等

の処置を行い、身元判明遺体は火葬許可証の交付とともに遺族に引き渡すこととする。 

３ 遺体の火葬等 

（1） 実施担当者 

遺体の火葬等は、災害の際死亡した者で、災害のため社会が混乱している場合であって遺

族自らが火葬等を行うことが困難な場合、又は死亡した者の遺族がない場合、町が遺体の応

急的な火葬等を実施する。実施に当たっては、有田聖苑及び清水斎場を主として使用する。

なお実施する場合は、次の書類を整備保管しなければならない。 

ア 救助実施記録日計票 

イ 火葬（埋葬）等遺体処理台帳 

ウ 火葬（埋葬）等処理費支出関係証拠書類 

（2） 火葬等の方法 

ア 原則として、火葬とする。 

イ 身元不明遺体については、火葬の後、遺骨及び遺品等を町又は寺院等に依頼して保存す

る。 

ウ 火葬場の稼動状況、棺の確保状況等関連する情報を広域的かつ速やかに収集し、棺の調

達、遺体搬送の手配等を実施する。 

エ 遺体の火葬、遺族に対する棺、ドライアイス、骨つぼ等の支給など必要な措置を講じる。 

オ 独自で火葬を行うことが不可能となった場合は、「和歌山県広域火葬実施要綱」に基づ

き、県に対して必要な措置を要請し、広域火葬を実施する。 

（3） 救助法が適用された場合 

救助法が適用された場合の遺体処理等は、同法に基づき実施する。 

４ 遺体の捜索 

（1） 実施担当者 

町長が警察官等の協力を得て実施する。 

なお、次の書類を整備保管しなければならない。 

ア 救助実施記録日計票 
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イ 捜索用機械器具燃料受払簿 

ウ 死体捜索状況記録簿 

エ 死体捜索用関係支出証拠書類 

（2） 対象者 

災害により現に行方不明の状態にあり、周囲の事情により既に死亡していると推定される

者 

（3） 捜索の方法 

町長が必要に応じ捜索班を編成し、警察機関等と連携を取りつつ実施する。 

ア 遺体が流失等により、他市町村に漂着していると認められる場合は県本部及び遺体の漂

着が予想される市町村に通報し、広域の捜索を行う。 

イ 身元不明遺体の写真撮影を行うほか、人相、着衣、所持品、特徴等の掲示又は手配を行

い、身元の確認に努める。 

ウ 行方不明者を発見するため、受付所を設け、届出の受理、手配等の適正を期すとともに

情報の入手に努め、捜索にあたる。 

エ 遺体を発見した場合は、速やかに警察官に連絡し、警察官は死体取扱規則に基づき検視

等を実施する。 

オ 遺体の身元が判明している場合は、原則として遺族、親族に連絡のうえ遺体を引き渡す

ものとする。 

（4） 救助法が適用された場合 

救助法が適用された場合の遺体の捜索は、同法に基づき実施する。 

５ 遺体の処理 

（1） 実施担当者 

災害の際死亡した者について、社会混乱のため遺体の処理（火葬等を除く）を行うことが

できない場合において、町長が遺族等に代って処理を実施する。 

なお、次の書類を整備保管しなければならない。 

ア 救助実施記録日計票 

イ 遺体処理台帳 

ウ 遺体処理関係支出証拠書類 

（2） 遺体処理の方法 

ア 遺体の識別、火葬等を行うための、洗浄、縫合、消毒及び遺体の一時保存を実施する。 

イ 遺体の検案は、遺体の処理として医療救護班の医師が行うが、遺体の数が多い場合は、

他の医療機関の応援を求めて実施する。 

（3） 救助法が適用された場合 

救助法が適用された場合の遺体の処理は、同法に基づき実施する。 
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第 12 節 災害義援金品配分計画（出納班） 

１ 計画方針 

災害発生時に被災者に寄贈される義援金品について、受け付けの便宜を図り、配分を円滑に

行うための事項を定める。 

２ 義援金品の受け付け 

 被災者あてに寄贈される義援金品の受付窓口を設置し受け付けを行う。 

 義援金の受付期間はおおむね１ケ月以内とし、必要に応じて延長する。 

３ 義援金品の保管 

義援金品の受け付けに際しては受領書を発行し、収支を明らかにする帳簿を備え付けるとと

もに、被災者に配分するまでの間、適正に保管する。 

４ 義援金品の配分 

義援金品の配分は、義援金総額や被害状況等に基づき公平を維持し、迅速に実施する。 

また、義援金品の配分にあたっては、民生委員児童委員その他関係者の意見を聞き、実情に

即して早期に配分を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  有田川町地域防災計画 

 158 

第13節 避難行動要支援者対策計画（福祉保健対策部、関係各班） 

１ 計画方針 

  各地域における乳幼児、身体障害者、知的障害者、精神障害者、病人、難病等の患者、高齢

者、妊婦、外国人など災害に際して必要な情報を得ることや迅速かつ的確な防災行動をとるこ

とが困難な人々に対し、速やかな対応を実施するための体制を整備する。 

２ 事業計画 

  災害時に次の事項について避難行動要支援者に十分配慮し、適切な被災者支援を実施する。 

（1）各種広報媒体を活用した気象情報、災害情報、避難勧告等の情報提供 

（2）自治会、自主防災組織、民生委員児童委員等地域住民の協力による避難誘導 

（3）名簿等の活用による居宅に取り残された避難行動要支援者の迅速な発見 

（4）条件に適した避難所の提供や社会福祉施設等への緊急入所等対象者に応じたきめ細やかな

対応 

（5）避難所等における避難行動要支援者の把握とニーズ調査 

（6）生活必需品への配慮 

（7）食糧の配慮（やわらかい食品等） 

（8）手話通訳者、要約筆記者、ガイドヘルパー、ボランティア等の協力による生活支援 

（9）巡回健康相談、電話等による相談や栄養相談等の重点的実施 

（10）仮設住宅の構造仕様についての配慮 

（11）仮設住宅への優先的入居の検討 

（12）仮設住宅入居者等への相談、訪問、安否確認の実施 

（13）ソーシャルワーカー等の配置や継続的なこころのケア対策 

（14）インフルエンザ等感染症の防止対策 

（15）社会福祉施設等の被害状況調査 

（16）医療福祉相談所の設置 
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第 14 節 有害物質流出等防止対策（環境衛生班） 

１ 計画方針 

 (1) 有害物質の流出及び石綿の飛散による住民の健康被害が生じ又はその恐れがある場合の応

急対策についてはこの計画による。 

(2) この計画の対象とする有害物質は、人に健康被害を生ずるおそれのある以下の物質とする。 

 ア 待機汚染防止法施行令第３条の３第１号で規定されている吹付け石綿（レベル１） 

 イ 水質汚濁防止法第２条第２項第１号で規定される有害物質 

(3) 事業所敷地内の有害物質汚染対策は、原則として事業者が実施する。 

(4) 事業所敷地外の有害物質汚染対策は、事業者が県及び町と連携して実施する。 

２ 事業計画 

 (1) 石綿飛散応急対策（上記1-(2)-アの物質） 

ア 石綿飛散防止対策については、「災害時におけるアスベスト飛散防止対策マニュアル～吹

付けアスベスト使用建築物からの飛散対策～」に基づき行うものとする。 

イ アスベスト台帳に基づき石綿飛散の恐れのある建築物等の損壊状況の把握を行うとともに、

当該建築物等の所有者等に対し、石綿飛散防止応急対策や建築物の修繕及び解体作業時の石

綿飛散防止対策を実施するよう指導する。 

ウ 吹付け石綿（レベル１）の廃棄物については、災害廃棄物処理計画に基づき適正に処理す

る。 

エ 災害ボランティア、復興従事者及び住民等の石綿暴露防止対策として、石綿の吸引を防ぐ

防塵マスクの着用を周知する。 

(2) 有害物質流出防止対策（上記1-(2)-イの物質） 

ア 事業所から、水質汚濁防止法第14条の2に基づき応急の措置を講じ、事故の状況及び講じ

た措置の報告を受ける。 

イ 事業者の講じた応急の措置が十分でないと判断される場合は指導を行う。 

ウ 事業者が実施する有害物質に汚染された土壌等の測定における測定場所の選定などについ

て、町は事業者に協力する。 

 エ 有害物質の流出により住民の健康に被害が生じる恐れがある場合は、周辺住民へ広報を行

う。 
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第６章 保健衛生計画 
 

第１節 防疫計画（環境衛生班、下水道班） 
１ 計画方針 

災害発生時における被災地の防疫は、本計画に定めるところにより迅速に実施し、感染症の

発生と流行の未然防止に万全を期するものとする。 

２ 実施担当者 

災害時における被災地域の防疫は環境衛生班及び下水道班が担当する。 

３ 災害防疫の実施方法 

（1） 広報活動の実施 

パンフレット、リーフレット等の方法により地区組織を通じ広報活動の強化に努めるとと

もに、地区住民の社会不安の防止に留意する。 

（2） 消毒の実施 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）（以

下この項「感染症に関する法」という）第27条第２項に規定する消毒は、知事の指示に基づ

き、感染症に関する法施行規則第14条に定めるところによって実施し、使用する薬剤及び器

具等については、速やかに整備拡充を図る。 

（3） ねずみ族昆虫等の駆除（感染症に関する法律第２８条第２項及び施行規則第１５条） 

感染症の発生の予防、蔓延を予防するため知事の指示に基づき、町は、ねずみ族、昆虫等

の駆除を実施するものとする。 

（4） 生活の用に供される水の供給（感染症に関する法律第３１条第２項） 

感染症の発生の予防、蔓延を予防するため知事の指示に基づき、町は、速やかに生活の用

に供される水の供給をするものとする。実施に当たっては、本編「給水計画」に定める方法

によって行うものとする。 

（5） 患者の入院方法（感染症に関する法律第１９条） 

感染症等であって、入院が適当なものについては、感染症の蔓延を予防するため知事の指

示に基づき、町は、早急に入院の手続きをとるものとする。 

（6） 報告 

警察、消防等諸機関、地区の衛生組織その他関係団体の緊密な協力のもとに、下記の事項

について県支部保健班（湯浅保健所）を経由して、知事に報告（電話、書類）する。 

ア 被害の状況 

イ 防疫活動状況 

ウ 災害防疫所要見込額 

エ その他  
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第２節 清掃計画（環境衛生班、下水道班） 

１ 計画方針 

災害の発生によって、ごみ、汚泥、ガレキ並びにし尿等(以下この節「廃棄物」という。)に

より生活環境が著しく汚染された場合、これらを早急に処理し衛生的な生活環境を確保するた

め、災害時における廃棄物対策は、本計画及び災害廃棄物処理計画によるものとする。なお、

被災地からの廃棄物の受け入れの際は、必ず分別し受け入れるものとし、仮置場の土壌汚染に

ついても対策を講じることとする。 

２ 実施担当者 

廃棄物収集処分の応急対策計画の策定及びその実施は環境衛生班及び下水道班が行う。実施

するに当たっては、ごみ処理係、し尿処理係、ガレキ処理係を編成し実施する。 

被害が甚大で町域での応急対策の実施が不可能な場合は、県支部保健班（湯浅保健所）及び

県の指導により他の市町村の応援を得るものとする。 

３ 実施の方法 

(1) ごみ処理 

ア 初期対応 

① 避難所をはじめ被災地域におけるごみの収集処理見込量を把握する。 

② ごみ処理施設の被害状況と復旧見込を把握する。 

イ 処理活動 

① 被災地の生活に支障が出ないように、ごみの収集処理を適切に行う。 

② 大型ダンプがアクセスできる場所に一次仮置場、二次仮置場を設置する。 

③ 防疫上、早期の収集が必要な生活ごみは、迅速に収集処理する。 

④ 仮置場、一時保管場所における衛生状態を保つ。 

⑤ 廃棄物処理計画に基づき業者等へ収集・処理・処分の協力を依頼する。 

被災地域をそれぞれ区分・分担し、可燃物は焼却処分することを原則とするが、排出量が

処理能力を超えた場合、又は不燃物との分別が困難な場合は、一時仮置きを実施し分別後に

可燃物は焼却処理するものとする。なお、処分においては、環境衛生上支障のないよう十分

配慮する。 

(2) し尿処理 

ア 初期対応 

① し尿処理係は、関係部課との連携のもとに、し尿処理体制を早急に確立する。 

② し尿処理施設及び下水処理施設等の被害状況を把握した後、必要に応じ応急復旧措置を

講じて、処理能力の維持に努める。 

③ 避難所等の避難人員及び場所を確認し、水道の復旧状況を勘案のうえ、当該避難所等の

仮設トイレの必要数やし尿の収集・処理見込みを把握し、必要に応じ仮設トイレを設置
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する。 

イ 処理活動 

① 収集は、し尿収集許可業者の積極的な協力を求めて実施する。また、避難所などで緊急

くみ取りを必要とする地域から実施する。 

② 処理は、し尿処理場で行うことを原則とするが、必要に応じ臨時貯留施設の設置等を行

うものとする。ただし、環境衛生上、支障のないよう措置するものとする。 

(3) ガレキ処理 

ア 初期対応 

① ガレキの発生量を把握する。 

② ガレキの選別・保管・焼却等のために大型ダンプがアクセスでき、長期間の仮置きが可

能な場所に一次仮置場、二次仮置場を設置するとともに、ガレキの最終処分までの処理

ルートの確保を図る。 

災害の規模、被害の程度により、収集能力、緊急度等を勘案して収集計画を作成し実施

する。 

イ 処理活動 

① ガレキ処理については、危険なもの、通行上支障のあるもの等を優先的に収集・運搬す

る。 

② ガレキの適正な分別・処理・処分を行うとともに、可能な限り木材やコンクリート等の

リサイクルに努める。 

③ アスベスト等有害な廃棄物による環境汚染の未然防止に努めるとともに、住民及び作業

者の健康管理及び安全管理に十分配慮する。 

④ 町が有するトラックを使用し収集することを原則とするが、災害の種類、排出物の形状

等により、臨機の措置をとるものとする。 

ウ 資機材の確保 

ガレキの除去に必要な車両、機械、器具等の資機材が不足したときは、建設業者等の協

力を得るものとする。 

多量に集積された箇所に対しては、ダンプカ－、ショベルカ－等の機動力を駆使し、迅

速に排除を行うものとし、車両等の借り上げの措置をとるものとする。 

(4) その他 

大規模災害の発生時における廃棄物の処理等に関して協力が必要な場合は、和歌山県と一

般社団法人和歌山県産業資源循環協会、一般社団法人和歌山県清掃連合会及び一般社団法人

和歌山県産業廃棄物協会が締結している「大規模災害時における災害廃棄物の処理等に関す

る協定」に基づき、県を通じ同協会等に協力を要請するものとする。 

また、し尿等の処理に関して協力が必要な場合は、和歌山県と一般社団法人和歌山県清掃
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連合会及び一般社団法人和歌山県一般廃棄物協会が締結している「災害時におけるし尿等の

収集運搬に関する協定書」に基づき、県を通じ協力を要請するものとする。 

４ 事務処理 

ア 災害により応急対策を実施したときは、直ちに、県支部保健班（湯浅保健所）を経由のう

え県環境生活部循環型社会推進課へ報告する。 

イ 廃棄物処理施設（ごみ処理施設・し尿処理施設）に被害があった場合は、「災害関係業務

事務処理マニュアル（平成26年6月 環境省廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課）」に

より、その被害状況、被害写真及び復旧計画（第１報は、概況を電話・ＦＡＸで）を添え、

県支部保健班（湯浅保健所）を経由して、県環境生活部循環型社会推進課へ報告する。 

５ その他 

堆積土砂の排除は、公共土木施設等応急対策計画による。 



  有田川町地域防災計画 

 164 

第３節 精神保健福祉対策計画（保健医療班、福祉班） 

１ 計画方針 

高齢者、障害者等の要配慮者、児童等の被害状況や救援の必要性の把握に努めるとともに、

災害直後の精神科医療の確保と、災害がメンタルヘルスに与える影響に長期的に対応する体制

を確立し、継続した福祉サービスの提供を行う。 

２ 実施担当者 

保健医療班及び福祉班が、民生委員児童委員、自治会、社会福祉協議会、ボランティア、県

等の協力を得て実施する。 

３ 被災地の災害対策 

県支部保健班（湯浅保健所）を精神保健福祉活動の拠点に、県本部、国、精神医療関係機関

等によるネットワークを形成し、状況の把握に努め、必要に応じ精神科医師を含む関係者の会

議を行い適切に対応する。 

４ 要配慮者への対応 

(1) 要配慮者の発見 

民生委員児童委員、消防団、自治会、自主防災組織、社会福祉協議会、ボランティア、県

等の協力を得ながら、速やかに在宅要配慮高齢者、障害者等の迅速な発見保護に努める。 

(2) 避難所等への移送 

 被災した在宅要配慮高齢者、障害者等に対し、本人の意思・状況を判断した上で、避難所、

医療機関、社会福祉施設等へ速やかに移送する。 

(3) 被災状況とニーズの把握 

ア 要配慮者等の所在の把握と被災状況、健康状態及び福祉ニーズの把握に努める。 

イ 社会福祉施設の施設設備、職員、入所者等の被災状況の迅速な把握に努める。 

(4) 要配慮者への支援活動 

ア 福祉用具等の確保 

高齢者や障害者の日常不可欠な福祉用具（車椅子、補装具等）等の搬送、供給体制を確

保するとともに、被災地域への介護職員等の組織的・継続的な派遣に努める。 

イ 在宅福祉サービスの継続的提供 

被災した高齢者、障害者等に対して、補装具や日常生活用具の交付、ホームヘルパーの

派遣や利用可能な施設及び福祉サービスに関する情報の提供に努める。 

ウ 医薬品、医薬材料等の確保 

精神疾患については、継続した服薬により症状の安定を図っているため、医薬品・医薬

材料等の供給体制の確保に努める。 
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５ 児童への対応 

(1) 実態把握 

民生委員児童委員、消防団、自治会、自主防災組織、社会福祉協議会、ボランティア、県

等の協力を得ながら、孤児や遺児等の実態把握に努める。 

(2) 保護、生活支援 

ア 保育を必要とする児童があるときは、保育所等に入所させ保育するものとする。 

イ 保護者を失った児童があるときは、県又は児童相談所に連絡して児童福祉施設等に保護

するものとする。 

６ 心のケア対策 

被災者の心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）等に対応するため、精神科医・精神保健福祉

士・心理士等による相談窓口を開設するなどの心のケア対策に努める。 

７ 福祉相談窓口の開設 

要配慮者に対しては、周辺住民を中心としたきめ細かな支援体制の確立を図るとともに、早

期に相談窓口を開設する。 

８ 情報伝達方法 

要配慮者に対し迅速正確な情報を伝達するため、関係団体やボランティア等の協力を得て、

視覚障害者にはテープレコーダー、聴覚障害者には情報案内板等を利用するなどニーズに応じ

て適切に行う。 

９ 広域支援体制の確立 

県支部保健班（湯浅保健所）を拠点に、町、県本部、国、近隣府県、関係団体等によるネッ

トワークを形成し、広域的な人的・物的支援を得ながら、介護職員等の福祉関係職員の派遣や

要配慮者の他の地域の社会福祉施設への入所が迅速に行えるよう、広域支援体制を確立するも

のとする。 
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第 4 節 動物保護管理計画（環境衛生班） 

１ 計画方針 

災害時には避難者の同伴動物にかかる問題も想定されるため、町は、被災者支援の一環とし

て、県の設置する「災害時動物救援本部」と協力して動物の収容活動及び救護活動を実施する。 

２ 実施内容 

(1) 被災地における動物の保護 

所有不明の負傷動物、放し飼いの動物保護については、県及び動物愛護団体、ボランティ

アと協力し、動物の保護に努める。 

(2) 避難所における動物の適正な飼育 

 避難所では、有田川町避難所運営マニュアルに基づき確保する避難所の飼育場所において

飼い主自身が動物を適正に飼育管理し、動物の愛護及び環境衛生の維持に努められるよう支

援する。 

(3) 県との連携 

県との連携により、餌の手配、負傷動物の収容・保管、相談等を実施する。 

３ その他 

 死骸処理 

動物等の死骸処理については、火葬を原則とするが、施設等の状況により火葬できない場

合は、衛生面に十分注意し死骸処理を行う。 
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第７章 公共土木施設等応急対策計画（建設班、下水道班） 

 

１ 計画方針 

災害の発生後、民生の安定、公共福祉の早期回復を図るため、被災箇所の本復旧計画を立て

る前に、落石、流出土砂、雑木等を除去するほか、二次災害の防止に努める。 

２ 河川災害 

建設班は、県と協力して被災箇所の背後地に甚大な被害を与えるため、緊急に施工しなけれ

ばならない仮締切工事又は破壊箇所が次期出水により被災が予想される箇所について、決壊防

止工事を行う。 

３ 砂防・地すべり等土砂災害 

建設班は、県と協力して二次災害の危険性の高い被災箇所について、緊急に土砂災害対策工

事を実施する。又、人家等に対する直接的な影響が懸念される場合は、仮設防護柵等設置する。 

４ 道路、橋梁災害 

建設班は、県と協力して被害のあった道路、橋梁が唯一の交通路で緊急物資、復旧資材等の

輸送に必要な場合、又は本復旧に長期間を要するものについては仮道、仮橋等を設ける。 

５ 下水道等災害 

下水道班は、施設の被害を最小限に抑え、被災状況を調査し関係機関に伝達するとともに、

早期の機能回復を図るため、速やかに応急復旧工事に着手する。 

６ 農地・農林業施設・林地等の災害 

建設班は、県と協力して二次災害の危険性が高い被災箇所について、緊急に災害対策工事を

実施する。又は、人家等に対する直接的な影響が懸念される場合は、応急工事を実施する。 

７ ため池災害 

建設班は、災害発生の危険性が高くなった時は、災害防止のための応急処置を行う。又、第

３者への危険が予想される場合は、避難等の安全対策を行う。 

８ 治山・林道の災害 

建設班は、早期に施設を巡視し、危険な場所の表示を行うと共に、人家等に対する直接的な

影響が懸念される場合は、県と協力して応急工事を実施する。 

９ 避難及び立入制限 

関係各課は、著しい被害が生じるおそれがある場合は、速やかに本部に報告するとともに、

関係機関、住民に連絡する。報告を受けた本部は、必要に応じ、適切な避難対策、被災施設・

危険箇所への立入制限を実施する。 
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第８章 農林水産関係災害応急対策計画（産業班） 

１ 計画方針 

風水害による農作物、農林業施設等の被害を最小限にとどめるため、農作物応急対策及び林

業応急対策については、本計画により実施する。 

２ 実施責任者 

農作物応急対策及び林業応急対策は、産業班が担当する。実施にあたっては、県、ＪＡあり

だ、森林組合及び関係機関の協力・指導のもとに応急対策を実施する。 

３ 計画内容 

(1) 農作物応急対策 

① 果樹 

ａ 倒伏樹は、露出した根の乾かないうちに引起し、土寄せ、支柱立て、敷草等を行う。 

ｂ 果実発育期においては、落葉の程度に応じ手直し摘果による適正着果を維持し、成熟期

には全摘果による樹勢回復を図る。 

ｃ 落葉の甚しい樹は、わら等で枝幹の保護を行い、せん定は極力行わず翌春の新梢の充実

後適宜行う。 

ｄ 冠水園は速やかに排水と土壌の乾燥を図る。 

② 花き、花木 

 被害の程度により、引き続き栽培可能なものは、次の応急措置を講じる。 

(ｱ) 倒伏したものは、支柱、整枝用ネット等で起こし、土寄せ、敷わら（草）を行い、草 

（樹）勢の回復に努める。 

(ｲ) 被害枝の除去及び再整枝の検討を行う。 

(ｳ) 浸水した育苗ほ、切花園では、速やかに排水し泥水、はね水の汚れを水洗する。 

(ｴ) 風ずれ、浸水に伴う病害の防除措置をとる。 

(ｵ) 切花では被害株（苗）を除去し、補植可能なものは、予備苗を植付ける。 

(ｶ) 草（樹）勢回復のため、追肥、葉面散布を行う。 

③ 施設栽培（野菜、花き、果樹） 

ａ ハウス、ガラス室などの施設の被害状況を速やかに調べ、破損部の早期補修に努める。 

ｂ 風雨中も見廻りを徹底し、施設内への浸水防止、換気に留意する。 

ｃ 浸水、破損等の施設では、過湿状態とならないよう換気及び排水に努め、病害発生の予

防措置をとる。 

ｄ 施設の復旧に時間を要する場合は、その間の温度管理に努め、特に低温時には、二重カ

ーテンの設置など保温対策に努める。 
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④ 農林業施設 

  早期に施設を巡視して、被害の状況を把握するとともに、２次災害の起こる危険性の高

い箇所から早急に、応急措置を行う。 

 

(２) 林業応急対策 

① 苗畑 

苗畑の病虫害の発生防止に努める。 

② 造林地 

ａ 早期に山を巡視して被害の状況を把握する。 

ｂ 被害木は早期に処理し、病虫害の発生を防止するとともに、根切れ、根ゆるみなどを起

こした幼令林木は木起こしや根ぶみをして樹勢の回復を図る。 
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第 9 章 林野火災応急対策計画（消防班、消防団） 

 

１ 計画方針 

林野火災から自然環境と住民の生命、身体及び財産を守るため、出火の早期発見と延焼防止

のための体制を整備し、関係機関と連携して消火・救助活動に当たるものとする。 

２ 実施担当者 

消防本部及び消防団が森林所有者・管理者・森林組合（以下この章「森林所有者等」という）、

地域住民、県その他関係機関と連携して実施するものとする。 

３ 出火の発見・通報 

(1) 出火発見者の義務 

森林・原野等で火災の発生を発見した者は、直ちに最寄りの消防機関に通報しなければな

らない。 

また、発生した火災が微少な場合は、消防隊の到着までの間、地域住民等と協力して自身

に危険が及ばない範囲内で初期消火活動に当たるものとする。 

(2) 通報を受けたときの対応 

出火発見の通報を受けたときは、直ちに出火位置を確認し、消防隊を出動させるとともに

次により関係機関に連絡し、所要の措置を要請する。 

また、火災が他の管轄区域に及ぶおそれがある場合は、速やかに当該消防本部に連絡し、

協力を要請する。 

ア  地元消防団  消火活動、飛び火等による延焼警戒及び住民等の避難誘導のための出動 

イ  森林所有者等 森林内の作業員の安全確保及び消火活動への協力 

ウ  県防災対策課 県防災ヘリコプターの緊急運航 

エ  湯浅警察署  消防車両の通行確保のための交通規制 

４ 消火・救出活動 

(1) 火災防御活動の実施 

現場に出動した消防隊・消防団は、森林所有者等と協力して、効果的な消火活動及び延焼

阻止活動を行う。 

ア 情報収集 

火災の発生・延焼状況についての情報を収集するほか、地元住民からも情報を求めて早

期の状況把握に努める。 

イ 消火活動の実施 

消防ポンプによる消火活動のほか、人海戦術による消火等あらゆる手段を使って早期鎮

圧に努める。 

（2） 孤立者等の救出 
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孤立した負傷者及び退路を断たれた者等を発見したときは、直ちに他の業務に優先して

救助活動を行う。 

（3） 現地指揮本部の設置 

火災の規模が大きく総員出動が必要な場合は、消防長を本部長とする現地指揮本部を現

場近くに開設し、消火活動等の指揮にあたる。火災の区域が複数の消防本部の管轄区域に

またがる場合は、関係消防本部の消防長が協議して現地指揮本部長を定める。 

５ 避難・誘導 

ア 森林内の滞在者の退去 

林野火災発生の通報を受けたときは直ちに広報車等により火災発生区域周辺に広報を行い、

森林内の滞在者に速やかに退去するよう呼びかける。 

イ 住民の避難 

本部長は、林野火災の延焼により住家等に危険が及ぶと判断したときは、住民に対し避難

勧告等を行い、住民を安全に避難させる。 

６ 広域応援の要請等 

(1) 消防相互応援協定による要請 

自らの消防力のみでは十分に対応できないと認めるときは、消防相互応援協定締結機関に

対し、応援要請を行う。 

(2) ヘリコプターの活用(県防災ヘリコプター) 

町長は、県防災ヘリによる活動が必要と判断したときは、和歌山県防災ヘリコプター応援

協定に基づき、県に出動の要請をする。 

７ 自衛隊の派遣要請 

消防力だけでは林野火災への対処が難しいと判断したときは、自衛隊への派遣要請をするも

のとする。なお、自衛隊派遣要請の手続きについては、本編「自衛隊派遣要請等の計画」によ

る。 
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第 10 章 文教対策計画 

 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、児童生徒の安全確保・学校施設の確保及び教

職員対策、文教施設の復旧、学用品、教科書等の応急措置を講じる。実施にあたっては、教育対

策部が担当する。 

第１節 児童・生徒の安全確保計画（教育総務班） 

１ 各学校の措置 

災害に対する各学校等の措置については、学校長は教育委員会と協議し具体的な応急対策を

立てる。 

２ 児童・生徒の安全確保 

(1) 休校措置 

災害が発生し、又は災害の発生が予想され、和歌山地方気象台から当町を含む地域におい

て、気象予警報等が発令された時はその状況により、各学校長において、教育対策部（こど

も教育課）と協議の上、おおむね次の基準により、自宅待機や臨時休校を指示するものとす

る。また、児童、生徒及び家庭への連絡は、登校前の場合は、電話連絡網の利用又は町内放

送により家庭へ連絡する。登校後の場合は児童、生徒に直接指示し、必要に応じて家庭へ連

絡する。 

ア 児童、生徒が登校以前に大雨、洪水、暴風の各警報が発表されている場合 

イ 児童、生徒が登校後、アの各警報が発表された場合、もしくは、気象状況等から発表

されると予想される場合（この場合の措置で授業を打切り早退させる場合は、注意事項を

徹底し、団体行動をとるよう指導する。特に、低学年児童、特別支援学級児童等について

は、教師、保護者が付き添う等の適切な措置をとる。ただし、保護者が不在のもの又は住

居地域に危険のおそれのあるものは学校において保護する。） 

(2) 児童・生徒に対する安全指導 

児童・生徒に対する安全指導の充実徹底を図るとともに、避難訓練等の実施等を通じて常

に緊急措置、安全措置が執れるような体制を確立しておくものとする。 

３ 応急教育の実施 

災害による教育の中断を防ぐための応急教育の実施については、施設の被害程度、復旧の状

況、教員、児童、生徒及び家族の被災の程度、交通機関、道路の復旧状況などを勘案し、次の

方法により行う。ただし、 

各学校長は、町と協議し、承認を得た上で実施する。 

(1)  被害程度別応急予定場所 

ア  校舎が応急的な修理で使用できる場合 
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当該施設の応急措置をして使用する。 

イ 校舎の一部が使用できない程度の場合 

特別教室、屋内体育施設を利用し、なお不足する場合は、２部授業等の方法による。 

ウ 校舎の全部又は大部分が使用できない場合 

公民館等公共施設を利用し、又は隣接学校の校舎等を利用する。 

エ 特に地区が全体的被害を受けた場合 

住民避難先の最寄りの学校、罹災を免れた公民館等公共施設を利用する。 

(2) 施設利用の応援 

隣接学校その他公共的施設を利用して授業を行う場合には、次の方法により、当該施設管

理者の応援を得るものとする。 

ア 町内の施設利用の場合 

本部において関係者協議のうえ行うものとする。 

イ 町内操作不能の場合 

本部は、県教育部に対して施設利用の応援の要請をし、利用すべき施設を確保する。 

(3) 学校長は、授業時数の確保に努めるとともに、状況により自宅学習等の応急教育を実施す

る。 

(4) 学校長は教職員及び児童生徒の被災状況や所在地を確認するとともに、校区外に避難した

児童生徒への授業実施状況・予定等の連絡を行う。 

４ 教職員の確保 

学校施設の被災、教職員の被災などにより、応急教育を実施するための職員が不足した場合

は、次により教職員の確保につとめるものとする。 

(1) 学校内操作 

欠員が少数の場合には、学校内において操作するものとする。 

(2) 町内操作 

学校内で解決できないときは、学校長は、教育総務班に派遣の要請をするものとする。教

育総務班は本部に報告し、本部は、管内の学校内において操作するものとする。 

(3) 町内操作不能の場合 

町内で解決できない場合は、本部は、県教育部に教職員派遣の要請をする。 

５ 社会教育施設の保全・応急復旧（社会教育班） 

災害発生時においては、公民館等社会教育施設は、災害応急対策のために利用される場合も

少なくないので、被害状況の掌握に努めるとともに、その応急修理等適宜の処置を速やかに実

施するものとする。 
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第２節 学校給食関係の計画（教育総務班） 

１ 学校給食の措置 

各学校の給食施設又は給食センターが被災し、給食業務に支障が生じたとき、又は学校が被

災したとき、学校長と教育総務班は連絡協議のうえ、給食の可否を決定するものであるが、次

の諸点に留意する。 

ア 出きる限り継続実施に努める。 

イ 施設及び原材料の被災により実施困難な場合は、応急措置を施し、速やかに実施できるよ

う努める。 

ウ 各学校とも避難場所として使用され、被災者に対する炊出しが行われる場合は、一般罹災

者との調整に留意する。 

エ 被災地においては、感染症発生のおそれが多いので衛生については特に留意する。 

２ 報 告 

学校給食施設等が被害を受けた場合、被害状況を本部に報告するとともに、県本部に報告し、

県の指示、指導（被害物資の掌握、処分等）を受けるものとする。 
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第３節 学用品支給計画（教育総務班） 
  

災害により住家に被害を受け、就学上欠くことのできない学用品を喪失、又は損傷した小・中

学校の児童生徒に対し、必要最小限度の学用品を給与し、それらの者の就学の便を図るものとす

る。 

１ 給与対象者及び給与の基準 

救助法が適用された場合に準じる。 

２ 給与の方法 

学用品の給与に当たっては、まず、その給与対象となる児童生徒の確実な人員を把握するた

め、罹災者名簿と児童生徒の指導要録及び学齢簿等と照合し、被害別、学年別に給与対象人員

を正確に把握するものとする。 

３ 書類の整備保管 

学用品の給与を実施する場合は、関係書類を次のとおり、整備保管しなければならない。 

ア 救助実施記録日計表 

イ 学用品の給与状況 

ウ 学用品購入関係支払証拠書類 

エ 備蓄物資払出証拠書類 

４ 災害救助法が適用された場合 

学用品は県が一括購入し、罹災児童生徒に対する配分は、町において実施するが、県から職

権の委任を受けた場合は、調達から配分までの業務を行う。 
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第４節 保育所等の措置（生活保育班） 

  

保育所等の施設についても、上記の計画に準じて保育幼児の保護及び保育に充分に配慮するも

のとする。 

 

 

 

 



  有田川町地域防災計画 

 177 

第 11 章 災害対策要員計画（本部調整班） 

 

１ 計画方針 

災害応急対策を実施するために必要な要員は、本計画によるものとする。災害対策の要員に

ついては、概ね次の順序で動員を行うものとする。ただし、災害応急対策作業の内容によって

は、先順位の要員に余裕があっても、他の種別要員を先に動員する必要がある場合は、この限

りではない。 

(1) 町職員の動員 

(2) 労働者の雇上げ 

災害応急対策及び災害救助を実施するに当たり、労働者の雇上げ等が不可能で人員に不足が

生ずる場合は、次の応援要請事項を示して、県本部へ要請するものとする。実施にあたっては、

本部長の指示のもと、本部調整班が担当する。 

ア 応援を必要とする理由 

イ 従事場所 

ウ 作業内容 

エ 人員 

オ 従事期間 

カ 集合場所 

キ その他参考事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  有田川町地域防災計画 

 178 

第１節 ボランティア受入れ計画（福祉班、有田川町社会福祉協議会） 

 

災害応急対策の実施にあたるボランティアの受入れ計画は、本計画によるものとする。 

《対策の体系》 

 

災害ボランティアの受入れ 

 

《対策の展開》 

第１ 受入体制の整備 

大規模災害等によりボランティアの応援が必要と認めた場合には、以下のとおり災害時ボ

ランティアの受入体制を確立する。 

１ 活動拠点の開設 

( 1 ) ボランティアの活動拠点として、有田川町金屋文化保健センター内に「有田川町災害ボ

ランティアセンター」（ 以下「ボランティアセンター」という。）を開設する。 

( 2 ) ボランティアセンターの開設は、福祉班の担当職員が有田川町社会福祉協議会の協力を

得て行うものとする。 

( 3 ) ボランティアセンターは、有田川町社会福祉協議会が運営するものとする。 

２ 情報の収集 

ボランティア活動が効果的に行われるよう、災害による被害や避難者の状況及び本部の活

動状況等の情報を収集し、必要なボランティア業務の種別、人員等を把握するものとする。 

第 ２ ボランティアの受入れ 

１ 登録及び管理 

( 1 ) ボランティアの受入れは、原則としてボランティアセンターでの登録をもって行うこと

とする。ただし、状況に応じて指定避難施設等の活動場所において行うこともある。 

( 2 ) ボランティアセンター以外でボランティア登録を行った場合には、随時、ボランティア

センターへその状況を報告する。 

２ 派遣等 

( 1 ) ボランティアの派遣は、本部の要請に基づき、種別、人員等を勘案の上、行うものとす

る。 

( 2 ) ボランティア要員が不足する場合は、広報紙、報道機関等を通じて募集するものとする。 

第 ３ ボランティアの種別 

災害等におけるボランティアは、防災ボランティアと一般ボランティアに区分される。 

防災ボランティアには、アマチュア無線、外国語通訳、手話、介護等の専門的な知識及び技

受入体制の整備 

ボランティアの受入 

ボランティアの種別 
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能を必要とする災害救援活動に当たる「専門ボランティア」とリーダーの指揮のもとに統一さ

れたグループとして救援活動に当たる「救援ボランティアチーム」がある。 

一般ボランティアとは、救援物資の仕分け、搬送、炊き出し、物資の配布等の専門的な知識、

技能を必要としない活動に当たるボランティアである。 

１ 防災ボランティア 

( 1 ) 倒壊建物・土砂災害等による生埋者の救出活動への協力 

( 2 ) 負傷者の応急手当て及び避難所・病院等への搬送協力 

( 3 ) 情報収集活動への協力 

( 4 ) 救援物資の配分及び輸送等の業務への協力 

( 5 ) 道路啓開（注） 活動、公共施設等の応急復旧活動への協力 

（注）道路啓開：災害時に発生した道路上の障害物、崩土、電柱・建物等の倒壊物、落下物、

及び放置車両等を除去し、また、道路の陥没・き裂・段差等の応急補修を行

って、車両用走行帯を確保すること。 

( 6 ) 道路の交通管制業務への協力 

( 7 ) 建物危険度判定調査への協力 

( 8 ) 避難所・被災地区における健康管理業務への協力 

( 9 ) 外国人への情報伝達等の通訳業務への協力 

( 1 0 ) 心のケア業務への協力 

( 1 1 ) 法律相談、税務相談等、災害時総合相談窓口業務への協力 

( 1 2 ) その他各部が行う災害応急対策業務への協力 

２ 一般ボランティア 

( 1 ) 避難所等における運営業務への協力 

( 2 ) 炊き出し業務、飲料水の輸送等の業務への協力 

( 3 ) 救援物資の配分及び輸送等の業務への協力 

( 4 ) 安否確認業務等への協力 

( 5 ) 高齢者、障害者等の日常生活支援のための介助業務への協力 

( 6 ) 被災家屋からの家財搬出等への協力 

( 7 ) 地域における生活関連情報等の収集及び被災者への提供協力 

( 8 ) 町が行う広報活動への協力（ 災害時要援護者向け資料の作成等） 

( 9 ) 町が行う情報収集活動への協力 

( 1 0 ) その他危険を伴わない軽易な作業への協力 
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第２節 労働者の確保計画（本部調整班） 

 

災害応急対策の実施が、職員及びボランティア等では労力的に不足し、あるいは特別な作業の

ため技術的な労力が必要なときにおける労働者の確保は本計画によるものとする。 

１ 実施担当者 

労働者の確保は、本部調整班において実施するものとする。労働者を雇用した場合は、次の

帳簿等を整備し保存しなければならない。 

ア 救助実施記録日計票 

イ 人夫雇上げ台帳  

ウ 人夫賃支払関係証拠書類 

２ 労働者確保の方法 

(1) 基本法による従事命令 

本部長は、町の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、

応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、当該区域内の住民又は当該応急

措置を実施すべき現場にある者を当該応急措置の業務に従事させることができる。従事命令

を発するとき、又は発した命令を変更し、又は取消すときは、基本法第81条に定める公用令

書を交付するものとする。 

(2) 公共職業安定所の労働者供給 

一般の労働者の雇上げについては、ハローワーク湯浅公共職業安定所の一般休職者を対象

として、要員確保に努めるものとする。労働者雇用の範囲は、災害応急対策の実施に必要な

人員とする。 

３ 救助法が適用された場合 

救助法が適用された場合は、救助法に基づき労働者の雇上げを実施する。 
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第 12 章 交通輸送計画 

第１節  道路交通の応急対策計画（警察、建設班） 

１ 計画方針 

災害により、道路、橋梁等の交通施設に被害が発生し、又は発生するおそれがあり、交通の安

全と施設の保安が必要になった場合、又は災害時における交通秩序を確保するため必要があると

認めるときは、通行の禁止又は制限等の規制を行うほか、道路の応急復旧を実施するものとする。 

２ 発見者等の通報 

災害時に道路、橋梁等交通施設の被害並びに交通が極めて混乱している状況を発見した者は、

速やかに警察署又は町に通報するものとする。 

町において通報を受けた場合は、その道路管理者及び警察署に速やかに通報するものとする。 

３ 交通規制の実施要領 

ア 道路管理者 

災害等により交通施設等の危険な状況が予想され、又は発見したとき、若しくは通報等に

より承知したときは、関係機関と協議・調整のうえ速やかに必要な規制をするものとする。 

町以外の者が管理する道路、橋梁施設で、その管理者に通知して規制するいとまがないと

きは、直ちに、警察官に通報して道路交通法に基づく規制を実施するなど、応急措置を実施

するものとする。この場合、速やかに道路管理者に連絡して正規の規制を行うものとする。 

イ 警察機関 

災害が発生した場合において、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊

急の必要があるときは、速やかに必要な交通規制を行うものとする。 

４ 規制の標識等 

実施者は、交通規制を行った場合は、政令の定めるところにより、次の標識を設置するもの

とする。 

ただし、緊急のため規定の標識を設置することが困難又は不可能なときは、適宜の方法によ

り通行を禁止又は制限したことを明示するとともに、警察官等が現場において指導に当たるも

のとする。 

ア 規制標識 

規制標識は、次の様式と方法により設置するものとする。 

①  道路交通法第４条、５条及び道路法第46 条によって規制したとき。 

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令（昭和35 年12 月７日号外総理府建設

省令第３号）に定める様式と方法による。 

②  基本法第76 条によって規制したとき。 

基本法施行規則第５条に定める様式と方法による。 
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イ 規制内容の表示 

規制標識には、次の事項を明示して表示する。 

① 禁止、制限の対象 

② 規制の区域及び区間 

③ 規制の期間 

ウ 周知の措置 

道路における車両の通行禁止等の交通規制の措置を講じた場合には、看板等を掲出するほ

か報道機関を通じ、消防機関、医療機関、自衛隊、交通関係事業者、ライフライン事業者な

ど緊急輸送活動にかかる関係機関等に対して、その状況を知らせるとともに、一般通行者（車）

等に対し、その内容、迂回路について広報する。 

５ 報告等 

規制を行ったときは、次の要領により報告又は通知するものとする。 

報告事項 

各関係機関は、報告、通知に当たっては、次の事項を明示して行うものとする。 

① 禁止、制限の種別と対象 

② 規制する区域及び区間 

③ 規制する期間 

④ 規制する理由 

⑤ 迂回路その他の状況 

６ 道路の応急復旧 

ア 応急復旧の実施責任者 

道路の応急復旧実施責任者は、当該道路の管理者とする。 

町の実施担当者は、建設班とする。 

イ 他の道路管理者に対する通報 

管内の国道、県道等その他管理者に属する道路ががけくずれ等で道路、橋梁等の施設が危

険状態にあることを知ったときは、速やかに当該道路の管理者である県県土整備部、和歌山

河川国道事務所、西日本高速道路㈱、県警察本部、有田振興局（建設部）、紀南河川国道事

務所、湯浅警察署、高速道路交通警察隊、報道機関、住民、管理者に通報し応急復旧の実施

を要請するものとする。 

ウ 緊急の場合における応急復旧 

 事態が緊急を要し、当該管理者に通報し応急復旧を待ついとまがないときは、応急輸送

の確保その他付近住民の便宜を図るため、必要最小限度において当該道路の応急復旧を行

うものとする。 
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エ 知事に対する応援要請 

自己の管理する道路の応急復旧が不可能又は困難な場合には、知事に対し応急復旧の応援

を要請するものとする。 

７ 緊急通行車両及び規制除外車両の通行確認 

基本法第76 条の規定により、公安委員会が緊急通行車両及び規制除外車両以外の車両の通

行を禁止し、又は制限を行った場合における緊急通行車両及び規制除外車両以外の車両の確認

手続は、次のとおりとする。 

なお、道路交通法第39 条第１項の緊急自動車については、確認を受ける必要がなく、標章

を掲示する必要がない。 

ア 緊急通行車両の基準 

・緊急通行車両とは、 

  ① 道路交通法第３９条第１項の緊急自動車 

  ② 災害応急対策に従事する者又は災害応急対策に必要な物資の緊急輸送その他の災害応急

対策を実施するための運転中の車両とされており、②の車両については緊急通行車両の確

認を受けた標章を掲示しているものである。 

   ・規制除外車両とは、民間事業者等による災害応急対策車両で、規制除外車両の確認を受

けた標章を掲示し、証明書を備え付けている車両 

   ※規制除外車両については、規制開始後、復旧状況等に応じて対象を順次拡大していき、

その確認は緊急通行車両の確認手続に準じて行う。 

イ 確認と標章等の交付 

警察署長は、申出を受けたときは、災害応急対策を実施するための車両として使用される

ものであることの確認を行い、当該車両の使用者に対し、基本法施行規則第６条に定める標

章及び緊急通行車両確認証明書を交付するものとする。 

 ウ 緊急通行車両の通行の確保（基本法第76条の6） 

  ① 道路管理者は、緊急通行車両の通行を確保するため緊急の必要があると認めるときは、

その管理する道路についてその区間を指定（以下「指定道路区間」という。）し、直ちに、

当該指定道路区間内に在る者に対し、周知させる措置をとる。 

  ② 道路管理者は、指定道路区間内の車両等の運転者等に移動を命じることができる。 

  ③ 運転者等が当該措置をとらない場合や運転者等が現場にいないため移動を命じることが

できない場合は、道路管理者は自ら車両等の移動を行うことができる。 

  ④ 道路管理者は、車両等の移動場所を確保するためやむを得ない場合は、その必要な限度

において、他人の土地を一時使用し、又は竹木その他の障害物を処分することができる。 

８ 交通規制時の車両の運転者の義務（基本法第76条の2） 

  基本法の規定による交通規制時の車両の運転者の義務は次のとおりである。 
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 ア 通行禁止等の措置が行われたときは、車両の運転者は、速やかに当該車両を通行禁止区域

又は区間以外の場所へ移動させること。 

なお、速やかな移動が困難な場合には、緊急通行車両の通行の妨害とならない方法により

駐車しなければならない。 

 イ 前記アに関わらず、車両の運転者は、警察官の指示を受けたときは、その指示に従って車

両を移動し、又は駐車しなければならない。 

９ 警察官、自衛官及び消防吏員による措置命令等（基本法第76条の3） 

  緊急通行車両の通行の確保のための警察官等による措置は次のとおりである。 

 ア 警察官は、通行禁止区域において、車両その他の物件が緊急通行車両の妨害となることに

より、災害応急対策の実施に著しい支障があると認めるときは、当該車両その他物件の占有

者、所有者、管理者に対し、当該車両その他物件の移動等の措置をとることを命ずることが

できる。 

 イ 前記アによる措置を命ぜられたものが当該措置をとらないとき、又はその命令の相手方が

現場にいないために当該措置をとることを命ずることができないときは、警察官は、自らそ

の措置をとることができる。この場合において、警察官は、当該措置をとるためやむを得な

い限度において、車両その他物件を破損することができる。 

 ウ 前記ア及びイを警察官がその場にいない場合に限り、災害派遣を命じられた部隊及び消防

吏員の執行について準用し、当該自衛官及び消防吏員は、自衛隊用及び消防機関が使用する

緊急通行車両の円滑な通行を確保するため必要な措置をとることを命じ、又は自ら当該措置

をとることができる。この場合において、その旨を当該命令し、又は措置をとった場所を管

轄する警察署長に通知しなければならない。 

10 公安委員会から道路管理者への車両移動等の措置要請（基本法第76条の4） 

  公安委員会は、基本法第76条第1項の規定による通行禁止等を行うため必要があると認める

ときは、道路管理者に対し、基本法第76条の6に規定する車両移動等の措置を要請するものと

する。 
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第２節  輸送計画（管理班、消防班、物資対応プロジェクト） 

災害時における被災者の避難及び応急対策に必要な要員、物資等の迅速確実な輸送を確保

するため、陸・空のあらゆる有効な手段を利用し総合的かつ積極的に緊急輸送を実現するも

のとする。 

特に、山間部等の孤立地区の救援に対しては、機動力のあるヘリコプターが有効的手段で

あり、関係機関との連携及び協定等を推進する。 

又、道の駅の立地条件を生かし、物流の拠点として活用する。 

１ 実施担当者 

輸送活動（車両の通行、物資の輸送、車両の手配等）の実施は管理班及び物資対応プロジェ

クトが担当する。 

２ 輸送の対象等 

ア 輸送の対象は、次のとおりとする。 

① 被災者 

② 医療、救助、通信等の応急措置に必要な要員、資機材等 

③ 飲料水、食糧、生活必需品等 

④ 救援物資等 

⑤ 応急復旧に係る要員、資機材等 

イ 輸送順位 

① 住民の生命と安全を確保するために必要な輸送 

② 災害の拡大防止のために必要な輸送 

③ ①、②以外の災害応急対策のために必要な輸送 

３ 輸送力の確保 

輸送に必要な車両及び要員等の確保については、以下によるものとする。 

(1) 車両等の使用及び借上げ 

災害時の輸送に使用する車両は、町保有の車両を使用するものとするが、被災の状況等に

より、民間の車両を借上げ実施する。 

(2) 応援要請 

借上げ実施後においても不足する場合は、輸送条件を示し県支部に対して応援を要請する。

また、県トラック協会等の協定締結団体の協力も得て実施する。 

４ 緊急輸送道路の確保 

道路施設の被害が甚大で、緊急輸送道路が途絶した場合、道路管理者は、関係機関の協力

を得て、障害物の除去及び道路施設の応急補修等の啓開作業を優先的に行う。 

５ 基本法第76 条第１項による通行の禁止又は制限が行われた場合 

（1） 緊急通行車両の活用 
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警察署に対して、緊急通行車両であることの確認を申請し、確認を得て輸送活動を実施

する。 

（2） 緊急通行車両の確認申請 

緊急通行車両の確認を受けるときは、次の内容を警察署に申出するものとする。 

ア 番号標に表示されている番号 

イ 車両の用途（緊急輸送を行う車両にあっては、輸送人員又は品名） 

ウ 使用者の住所、氏名、電話番号 

エ 通行日時 

（3） 標章等の掲示 

緊急通行車両の確認を受けたときは、交付を受けた標章を当該車両の前面の見やすい箇

所に掲示し、緊急通行車両確認証明書は、当該車両に備え付けるものとする。 

６ 鉄道による輸送 

鉄道を必要とする場合は、西日本旅客鉄道株式会社と協議を行い実施する。緊急輸送の要

請は、最寄りの駅長を通じて行うものとする。 

７ ヘリコプターによる空中輸送 

緊急を要し、ヘリコプター以外に有効な輸送手段がない場合には、県防災ヘリコプター、

自衛隊、県警、海上保安庁、県赤十字救援隊、和歌山民間救援隊等のヘリコプターの派遣を

要請する。県防災ヘリコプターの要請については、「県防災ヘリコプター活用計画」による。 
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第 13 章 自衛隊派遣要請等の計画 

                                       

第１節 自衛隊派遣要請（総務班） 

１ 知事への派遣要請の要求 

災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施するため必

要があると認めるときは、基本法第68 条の２の規定に基づき、県知事に対し自衛隊の災害派

遣要請の依頼を行う。依頼は、電話又は口頭をもって有田振興局を経由して県災害対策課にす

るものとし、事後速やかに依頼文書を提出する。本部会議の決定に基づき総務班が実施する。 

２ 派遣要請の要求基準 

県知事への要求の決定は、本部会議で行うものとするが、その際の基準は概ね次のとおりと

する。 

ア 人命救助のため応援を必要とするとき 

イ 水害等の災害が発生し、又は発生が予想され、緊急の措置に応援を必要とするとき 

ウ 町内で大規模の災害が発生し、応急措置のための応援を必要とするとき 

エ 救助物資の輸送のため応援を必要とするとき 

オ 主要道路の応急復旧のため応援を必要とするとき 

カ 応急措置のための医療、防疫、給水及び通信支援などの応援を必要とするとき 

３ 知事に対し要求できない場合 

通信途絶等により知事に対し派遣要請の要求ができないときは、その旨及び災害の状況を自

衛隊に通知するものとする。この場合、速やかにその旨を知事に通知するものとする。 

４ 自衛隊の派遣の種類 

自衛隊は次の場合に部隊等を派遣する。 

ア 県知事等から要請があり、事態やむを得ないと認める場合における要請に基づく部隊等の

派遣 

イ 町長等からの通知を受け、特に緊急を要し、県知事等からの要請を待ついとまがないと認

められる場合における自主的判断に基づく部隊等の派遣 

［要請経路］（知事に要求できない場合） 

要請先  陸上自衛隊第37普通科連隊（第37普通科連隊長） 

〒594-0023 大阪府和泉市伯太町官有地 

ＴＥＬ：0725-41-0090  

        （昼間）第３科（内236～239） （夜間）当直指令室（内302） 

ＦＡＸ：0725-41-0090（切替） 

県防災電話：7-392-400   県防災ＦＡＸ：7-392-499 
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第２節 派遣部隊の受入れ体制（総務班） 

自衛隊の派遣が決定された場合、直ちにその旨を関係機関に連絡するとともに、その受入れ体

制について自衛隊の救援活動が円滑に実施できるように次のことを行う。 

１ 被災地までの誘導 

被災地までの誘導は、必要により警察署に対し派遣部隊の誘導について依頼する。 

２ 受入れ及び到着後の措置 

（1） 受入れ準備 

ア 総務班長を責任者として、派遣部隊の指揮官と調整にあたる。 

イ 宿泊施設（場所）及び車両の保管場所を準備する。 

ウ 自衛隊との緊密な連携を図るため、自衛隊の本部事務室を設ける。 

エ 応援を求める内容、所要人員及び必要とする資機材の確保などについて計画を立て、部

隊到着後、直ちに活動できるよう準備する。 

オ ヘリコプターによる応援を受ける場合は、着陸地点、風向表示等の必要な準備をする。 

カ 自衛隊の活動においては、付近住民に対し積極的な協力を求めるものとする。 

（2） 派遣部隊到着後の措置 

派遣部隊が到着したときは、目的地に誘導するとともに部隊の責任者、町長、 県知事、自

衛隊と応援作業計画等について協議調整し、必要な措置をとる。また、必要に応じて次の事

項を知事に報告する。 

ア 派遣部隊名 

イ 部隊の長の官職氏名 

ウ 隊員数 

エ 到着日時及び活動開始日時 

オ 従事している作業内容及び進行状況  
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第３節 自衛隊の活動範囲（総務班） 

災害時の派遣部隊は、主として生命、財産の救助のため、各機関と綿密な連携を保ち相互に協

力し、次の業務を実施する。 

１ 派遣部隊等の活動 

(1) 災害発生前の活動 

ア 連絡班及び偵察班の派遣  

①  連絡班 

状況の悪化に伴い県その他必要な機関に連絡員を派遣し、情報の交換及び部隊派遣等

に関する連絡調整を行う。また、状況によって通信班を配備する。  

②  偵察班 

災害発生予想地域に対しては、数組の偵察班を派遣し、現地の情報を偵察させるとと

もに連絡にあたらせる。 

イ 出動体制への移行 

①  連隊本部の体制 

災害の発生が予想される場合は、情報所を開設して情報業務を統一するとともに、事

態の緊迫に伴い作戦室を開設して、災害派遣のための部隊の運用に備える。 

②  部隊の体制 

部隊独自の情報収集を強化するとともに、部隊の編成、資機材の準備、管理支援態勢

等初動体制を整える。 

ウ 海、空自衛隊との連絡調整 

海、空自衛隊と、平素からの協定に基づき連絡を密にし、上級司令部の命令があれば、

速やかに適切な共同行動が実施できるよう準備する。 

（2）災害発生後の活動 

ア 被害状況の把握 

知事からの要請があったとき、又は指定部隊等の長が必要と認めるときは、車両、船

舶、航空機等により偵察を行う。 

イ 避難の援助 

避難の命令が発令され、避難、立退き等が行われている場合で必要と認めるときは、

避難者の誘導、輸送を行う。 

ウ 遭難者の捜索救助 

死者、行方不明者、負傷者等が発生した場合は、通常他の救助作業に優先して捜索救

助を行う。 

エ 水防活動 

堤防、護岸等の決壊に対し、土のうの作成、運搬、積込み等の水防活動を行う。 
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オ 消防活動 

利用可能な消火、防火用具をもって消防機関に協力して消火に当たる。 

カ 道路又は水路の啓開 

道路又は水路が破壊し、若しくは障害物がある場合は、これらの啓開、除去に当た 

る。 

キ 応急医療、救護、防疫等の支援 

診察、救護、防疫、病虫害防除等の支援を行う。ただし、薬剤等は通常地方公共団体

の提供を受け使用する。 

ク 通信支援 

特に要請があった場合、又は指定部隊等の長が必要と認める場合は、災害派遣任務の

達成に支障をきたさない限度において支援する。 

ケ 人員及び物資の緊急輸送 

特に要請があった場合、又は指定部隊等の長が必要と認めたときは、緊急患者、医師、

その他救援活動に必要な人員及び救援物資の緊急輸送を実施する。ただし、航空機によ

る輸送は、特に緊急を要するとき又は他の輸送する手段がないと認められるものについ

て行う。 

コ 炊飯又は給水の支援 

特に要請があった場合、又は指定部隊等の長が必要と認める場合は、炊飯又は給水の

支援を行う。 

サ 交通規制の支援 

主として自衛隊車両の交通が輻輳する地点において、自衛隊車両を対象として、交通

規制の支援を行う。 

シ 危険物の保安及び除去 

特に要請があった場合において必要と認めるときは、能力上可能なものについて、火

薬類爆発物の保安措置及び除去を実施する。 

ス 物資の無償貸付又は譲与 

「防衛庁の管理に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する総理府令」（昭和33 年

総理府令）に基づき、被災者に対し生活必需品等を無償貸付し、又は救じゅつ品を譲与

する。 

セ その他 

その他臨機の必要に応じ自衛隊の能力上で可能なものについては、所要の措置をと 

る。 

２ 派遣部隊等の自衛官の権限 

災害派遣を命じられた部隊等の自衛官は、本部長（町長）又は本部長（町長）から委任を受
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けて本部長（町長）の職権を行う吏員が現場にいない場合に限り、次の職務を執行することが

できる。         

ただし、この場合、自衛官は その旨を本部長（町長）に通知しなければならない。 

ア 警戒区域の設定及び設定区域への立入り制限、禁止、退去の命令 

（基本法第63 条第３項） 

イ 他人の土地、建物、その他の工作物の一時使用、又は土石、竹木、その他の物件の使用若

しくは収容                       （基本法第64 条第８項） 

ウ 応急措置実施の支障となる工作物等の除去等       （基本法第64 条第８項） 

エ 住民又は現場にある者の応急業務への従事命令      （基本法第65 条第３項） 

 

第４節 派遣部隊等の撤収要請（総務班） 

本部長（町長）は、自衛隊の災害派遣の目的を達成したとき、又は必要がなくなったと判断し

たときは、派遣部隊その他の関係機関と協議のうえ、速やかに口頭又は電話により知事に対し撤

収の要請を依頼する。なお、事後速やかに依頼文書を提出する。 

 

第５節 緊急消防援助隊の要請及び受入れ体制（消防班、総務班） 

和歌山県緊急消防援助隊受援計画及び有田川町消防本部受援計画による。 
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第 14 章 県防災ヘリコプター活用計画（総務班・消防班） 

 

１ 計画方針 

災害が発生した場合、広域的かつ機動的な活動ができる県防災ヘリコプターを有効に活用し、

災害応急対策の充実を図る。 

２ 防災ヘリコプターの運航体制 

防災ヘリコプターは、「和歌山県防災ヘリコプター運航管理要綱」及び「和歌山県防災ヘリ

コプター緊急運航要領」の定めるところにより、原則として、市町村等の要請により運航する

が、情報収集等の活動の必要があると認められる場合は、県総括管理者（危機管理監）の指示

により出動するものとする。 

３ 防災ヘリコプターの応援要請 

知事に対する防災ヘリコプターの応援要請は、「和歌山県防災ヘリコプター応援協定」の定

めるところによるが、その概要は次のとおりである。 

（1） 応援要請の原則 

災害が発生した場合で、次のいずれかに該当するため、防災ヘリコプターによる活動が必

要と判断するとき、知事に対し防災ヘリコプターの要請を行うものとする。 

応援要請は、総務班又は消防班が担当する。 

ア 災害が隣接する市町村等の行政区域に拡大し、又は影響を与えるおそれのある場合 

イ 町の消防力では、災害の防御が著しく困難と認められる場合 

ウ その他救急搬送等、緊急性があり、かつ防災ヘリコプター以外に適切な手段がなく、防

災ヘリコプターによる活動が最も有効な場合 

（2） 応援要請の方法 

応援要請は、和歌山県防災航空センターに電話等により、次の事項を明らかにして行うも

のとする。 

ア 災害の種別 

イ 災害発生の日時、場所及び被害の状況 

ウ 災害発生現場の気象状態 

エ 災害現場の最高指揮者の職名・氏名及び連絡方法 

オ 場外離着陸場の所在地及び地上支援体制 

カ 応援に要する資機材の品目及び数量 

キ その他の必要事項
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（3） 応援要請連絡先 

連 絡 先 所 在 地 電 話 Ｆ Ａ Ｘ 

和歌山県防災航空センター 西牟婁郡白浜町３０３１－５６ 

ＴＥＬ（0739）45－82１１    ＦＡＸ（0739）45－8213 

県防災電話 ３６４－４５1，４００  県防災ＦＡＸ ３６４－４９９ 

４ 防災ヘリコプターの活動内容 

防災ヘリコプターは、次に掲げる活動等で、ヘリコプターの特性を十分活用することができ、

その必要性が認められる場合に運用する。 

ア 被災状況等の調査及び情報収集活動 

イ 救急患者、医療従事者等の搬送及び医療器材等の輸送 

ウ 消防隊員、消防資機材等の搬送 

エ 被災者等の救出 

オ 救援物資、人員等の搬送 

カ 災害に関する情報、警報等の伝達等の広報活動 

キ その他災害応急対策上、特に防災ヘリコプターによる活動が有効と認められる活動 
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第１5 章 相互応援計画 

 

災害が発生し、町独自では十分に被災者の救援等の応急措置が実施できない場合に、基本法等

の関係法令及び相互応援協定に基づき他の市町村等に対して、応援を要請するとともに、本町以

外で大規模な災害が発生した場合は、当該相互応援協定等に基づき、速やかに応援体制を整える

ものとする。要請は総務班及び消防班において実施する。 

 

第１節 応援の要請（総務班、消防班） 

１ 応援要請のできる要件 

本町の地域に係る災害が発生した場合において、次の場合に応援の要請を行う。 

ア 応援を受け緊急に応援措置を実施することにより、被害を最小限にとどめることができる

と判断されるとき。 

イ 大規模な被害が発生し、応援を求めなければ被災者の救助等に支障をきたすとき。 

２ 応援にあたっての要請事項 

ア 災害の状況及び応援を要請する理由 

イ 応援を必要とする期間 

ウ 応援を希望する物資・資機材等の品目及び数量 

エ 応援部隊の集結場所 

オ 応援を必要とする場所 

カ 応援を必要とする活動内容 

キ その他必要事項 

３ 知事に対する応援要請 

基本法第68条に基づき、県知事に対して応援要請を行う。 

４ 他の市町村等に対する応援要請 

消防組織法第39条、基本法第67条に基づき、他の市町村長に対して応援要請を行う。 

５ 緊急消防援助隊に対する応援要請 

消防組織法に定める緊急消防援助隊については、町長が災害規模及び被害状況を考慮し、町

消防力及び県内の消防応援では十分な体制をとることができないと判断した場合は、県知事に

対して応援要請を行う。なお、県知事と連絡を取ることができない場合は、消防庁長官に対し

て直接要請を行うものとし、事後速やかに県知事に報告するものとする。（和歌山県緊急消防

援助隊受援計画及び有田川町消防本部受援計画による） 
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第２節 職員の派遣要請（総務班） 

災害発生時の応急対策、復旧対策を実施するため、本町の職員のみでは対応ができない場合は、

県、他の市町村、指定地方行政機関等に対し、職員の長期的な派遣を要請する。要請は総務班が

担当する。 

１ 県、他の市町村又は指定地方行政機関に対する派遣の要請 

基本法第29条又は、地方自治法第252条の17の規定により職員の派遣を要請することがで

きる。 

これは、派遣を要請する職員の技術・知識・経験等を長期的に災害応急対策、災害復旧対策

に関し必要な事項について、派遣先の身分に併任されて、派遣先の事務を行うことを言う。 

なお、その場合の手続は、次の事項を記載して文書で行う。 

ア 派遣を要請する理由 

イ 派遣を要請する職員の職種別人員数 

ウ 派遣を必要とする期間 

エ 派遣される職員の給与その他の勤務条件 

オ その他職員の派遣について必要な事項 

２ 国に対する派遣の要請 

  総務省の被災市区町村応援職員確保システムや災害マネジメント総括支援制度を活用し、災

害対応に精通した職員の確保を行う。 

３ 職員派遣の斡旋要請 

基本法第30条に基づき、災害応急対策又は復旧のため必要があるときは、内閣総理大臣又は

知事に対し、指定行政機関、指定地方行政機関若しくは指定公共機関又は指定地方行政機関若

しくは特定公共機関の職員の派遣についてあっ旋を求めることができる。  

なお、その場合の手続は、次の事項を記載して文書で行う。 

ア 派遣のあっ旋を求める理由 

イ 派遣のあっ旋を求める職員の職種別人員数 

ウ 派遣を必要とする期間 

エ 派遣される職員の給与その他の勤務条件 

オ その他職員の派遣のあっ旋について必要な事項 

４ 身分及び経費の負担 

派遣職員の身分及び経費の負担については、基本法第32条に定めるところによる。 

 

 

 

 



  有田川町地域防災計画 

 196 

第３節 近畿地方整備局による災害時の応援計画（総務班） 

１ 計画方針 

  災害が発生又はそのおそれのある場合、近畿地方整備局は「災害時の応援による申し合わせ」

に基づき、被害拡大を防ぐための緊急応援実施等（リエゾン（情報連絡員）、TEC-FORCE（緊

急災害対策派遣隊）の派遣を含む）の応援を行う。 

 

２ 計画内容 

 (1) 応援の内容 

  ① 被害情報の収集 

  ② 災害対応復旧 

  ③ 二次被害の防止 

  ④ その他必要と認められる事項 

 (2) 応援の要請 

   町は、近畿地方整備局へ口頭または電話等により応援要請を行い、事後速やかに文書を提

出するものとする。 

  【連絡先】近畿地方整備局防災室（TEL：06-6942-1575、FAX：06-6944-4741） 

 (3) 他機関電気通信災害支援台帳 

      応援の詳細については、別に定める他機関電気通信災害支援台帳に基づくものとする。 
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第１６章 被災者支援計画 

第１節 被災者支援対応計画（生活再建支援プロジェクト） 

１ 計画方針 

被災者支援を円滑に進めるため、被災者台帳を作成の上、生活再建に係る相談窓口を設置し、

迅速かつ的確な被災者支援を実施する。 

２ 実施担当者 

生活再建支援プロジェクトが主として担当し、被災者支援を実施する各班がこれに共同し、

庁内組織を横断した体制を構築する。 

３ 実施計画 

（1）被災者台帳の作成 

被災者支援を円滑に進めるため、被災状況や支援状況等の情報を共有し、統括的に管理す

る被災者台帳を作成するものとし、内閣府のクラウド型被災者支援システムの導入によりこ

れを作成し、包括的かつ確実な支援を実施するものとする。 

（2）相談窓口の設置 

   生活再建に係る相談窓口を設置し下記の各種支援等の手続きや相談の対応体制を構築する。 

  ①罹災証明書 

  ②各種給付 

  ③各種減免 

  ④応急修理及び仮設住宅 

  ⑤その他生活再建に必要と考えられる支援 
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第２節 住家等被害認定調査計画（生活再建支援プロジェクト） 

１ 計画方針 

各種被災者支援措置には罹災証明書を要するものが多いため、被災者への各種支援措置を早

期に実施するため、発災後迅速に被災家屋等の調査、被害認定を実施する。調査方法等の詳細

については、別に定める「有田川町住家等被害認定調査マニュアル」に基づくものとする。 

２ 実施担当者 

生活再建支援プロジェクトが担当する。実施にあたり、本町のみで対応できない場合は、県

や他市町村、災害協定締結民間団体等に応援を要請することとする。 

３ 実施計画 

（１）調査実施方針及び計画 

   被害状況から調査対象家屋数を推計し、調査実施方針の決定及び実施計画を策定する。 

（２）調査実施体制 

   現地における被害調査は、原則３人１班制で実施することとする。 

（３）実施期間 

   被災者への各種支援措置を早期に実施するため、発災直後から調査実施方針の検討を行い、

早期の調査開始及び調査終了を目指すこととする。 

（４）被害認定基準 

   内閣府防災担当の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づき、調査及び被害認

定を行うこととする。 
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第３節 罹災証明書の発行計画（生活再建支援プロジェクト） 

１ 計画方針 

各種被災者支援措置には罹災証明書を要するものが多いため、被災者への各種支援措置を早

期に実施するため、罹災証明書の交付体制を確立し、被災者に対して迅速かつ的確に罹災証明

書の発行を行う。 

２ 実施担当者 

生活再建支援プロジェクトが担当する。実施にあたり、本町のみで対応できない場合は、県

や他市町村、災害協定締結民間団体等に応援を要請することとする。 

３ 実施計画 

住家等被害認定調査の結果に基づき、迅速な交付体制を確立する。交付の際、各大字単位で

交付するなど、住民理解を得やすい方法を選択することとする。 

  また、内閣府のクラウド型被災者支援システムの導入により、電子申請の受付やコンビニ交

付など、迅速な交付体制を確立する。 
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第４節 生活資金等の支給・融資計画（出納班） 

１ 計画方針 

  被災者の早期生活再建及び生活の安定化を図るため、被災者生活再建支援金や災害弔慰金、

災害障害見舞金等を支給するとともに、生活再建に必要な資金の貸し付けを行う。 

２ 実施担当者 

  出納班が担当する。 

３ 実施計画 

（１）被災者生活再建支援金の支給 

被災者生活再建支援法に基づき、災害により住宅が全壊又は半壊した世帯などに対し、被

災者生活再建支援金を支給する。 

（２）災害弔慰金・見舞金等の支給 

   災害により死亡した方の遺族や著しい被害を受けた方に対し、災害弔慰金や見舞金等を支

給する。 

（３）生活資金等の貸付 

   災害により被害を受けた方に対し、生活の再建や安定を図るために生活資金の貸し付けを

行う。また、災害により被害を受けた住宅の改修等に必要な経費の貸し付けを行う。 
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第５節 災害義援金等の配布計画（出納班） 

１ 計画方針 

  被災者支援を早期に実施するため、義援金等を受け入れ、被災者に迅速かつ的確に配分を行

う。 

２ 実施担当者 

  出納班が担当する。 

３ 実施計画 

（１）災害義援金等の受け入れ・配分 

被災者へ義援金が必要である場合、義援金の募集を行い、受入窓口を開設し効率よく受け

入れ、被災者に迅速かつ的確に配分する。 

（２）関係機関との連携 

   募集、受け入れ、配分方法については、県や日本赤十字社、和歌山県共同募金会、町社会

福祉協議会等関係機関と連携する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  有田川町地域防災計画 

 202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  有田川町地域防災計画 

 203 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４編 震災応急対策計画 
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第1章 防災組織計画（全部課、全班） 

 

第１節 組織計画（総務班） 
１ 計画方針 

 地震災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害応急対策実施責任機関は、

必要に応じそれぞれ災害対策本部等を設置し、緊密な連絡、協力のもとに災害応急対策活動を

実施する。 

２ 有田川町の組織 

(1)警戒及び配備体制 

  ① 町長は、地震及び地震予知情報等により、災害の発生が予想されるとき、おおむね次の

基準により、地震予知情報等の収集及びその通報並びに被害状況等をとりまとめ、連絡調

整の万全を期する警戒体制を整えるものとする。 

  ② 町長は、発令の基準に基づいて、配備体制の指令発令と同時に庁内に災害対策連絡室を

設置し、配備体制の強化を図る。 

     配備体制２号が発令されたときは、全部長、全局長、全課長、全班長、全室長、全副班

長及び災害担当部全職員は自動参集のこと。 

  ③ 町長は、事態の推移に伴い速やかに災害対策本部を設置できる体制を整える。 

  ④ 町長は、災害の拡大するおそれが解消し、かつ、災害に対する応急対策が概ね終了した

と認められる時、警戒及び配備体制を解除する。 

  ⑤ 尚、消防本部の職員については別途消防本部にて定めた、災害時の警戒、配備体制及び

非常招集等に関する運用基準による。 

 

●地震等の発令の基準 

区   分 基         準 体制の内容 

警戒体制１号 

①地震が発生し、町内で震度４を記録し 
たとき。 

②南海トラフ地震臨時情報（調査中）が 
発表されたとき。 

③総務政策部長が必要と認めたとき。 

災害対策準備室を設置し、

防災担当部の必要人員をも

って、被害情報収集、県への

連絡が円滑に行える体制 

 警戒体制２号 
①南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意） 
が発表されたとき。 

②総務政策部長が必要と認めたとき。 

災害関係部の必要人員（部
長及び部長から指示を受け
た職員）をもって、被害情報
収集、県への連絡が円滑に行
える体制 

 配備体制１号 

①南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒） 
が発表されたとき。 

②副町長が必要と認めたとき。 

災害対策連絡室を設置し、
被害情報収集・把握・連絡活
動及び住民への周知、災害応
急活動が速やかに実施でき
る体制。事態の推移に伴い速
やかに災害対策本部を設置
できる体制 

 配備体制２号 

①地震が発生し、町内で震度５弱を記録した
とき。 

②町長が必要と認めたとき。 
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（2）災害対策準備室・連絡室の事務分掌 

①災害対策準備室の事務分掌 

 防災担当部の職員又は災害関係部の職員をもって、被害情報収集、県への連絡に当たるもの
とする。 

②災害対策連絡室の事務分掌 

災害関係部の職員又は災害関係部の職員に加え副町長が指示した職員をもって、被害情報収

集、被害状況の取りまとめ及び発表、報告その他所要の連絡調整に当たるものとする。 

・配備体制２号が発令されたときは、全部長、全局長、全課長、全班長、全室長、全副班長

は自動参集のこと。 

 ③災害対策本部の設置準備（配備体制2号において、移行できる体制） 

事態の推移に伴い速やかに災害対策本部を設置できる体制を整える。 

部 名 課  名 災害対策準備室・連絡室の事務分掌 

総務政策部 

総務課 

財務課 

企画調整課 

連絡調整、被害状況の取りまとめ。庁舎･設備の被害に関すること。 

消防及び気象情報に関すること。県への報告、連絡に関すること。 

避難誘導の広報に関すること。 

町民データの保全･管理に関すること。 
職員の動員、緊急車両の確保に関すること。 

住民税務部 
住民課 
税務課 
会計課 

住民の安否確認に関すること。 
住家の被害調査に関すること。 
準備室、連絡室設置に伴う一般経理に関すること。 

建設環境部 

建設課 
 
下水道課 
水道課 
環境衛生課 

河川の水防情報に関すること、土砂災害情報に関すること。 
道路・農地・林地の被害に関すること。 
下水道施設の被害に関すること。 
水道施設の被害に関すること。応急給水に関すること。 
ごみ処理、仮設トイレに関すること。 

産業振興部 

産業課 
林務課 
商工観光課 
地籍調査課 

農地・林地の被害に関すること。 
商工観光施設における被災者支援、被害に関すること。 
物品調達、搬送、供給に関すること。 

福祉保健部 
やすらぎ福祉課 
長寿支援課 
健康推進課 

避難所の被害に関すること。避難所の開設準備運営に関すること。 
ボランティア受入れに関すること。要援護者等に関すること。 
医療救護全般に関すること。 

議会事務局  総務政策部への応援に関すること。 

教 育 部 
こども教育課 
 
社会教育課 

園児児童生徒の安否確認、学校・保育所の被害に関すること。 
応急給食対策及び炊き出しに関すること。 
社会教育施設の被害調査及び運営保全管理に関すること。 

清水行政局 各室 清水行政局管内に関する所管業務、施設の被害に関すること。 
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（3）担当部名（各庁舎・消防本部） 

 種  別 担 当 課 名 

警戒体制 

災害対策準備室 

1号 
総務政策部の職員 

消防本部：別途定める基準による職員 

2号 

上記（警戒体制1号）を含め、総務政策部、建設環境部、福祉保健部、

教育部の職員および総務政策部長から指示のあった職員 

消防本部：別途定める基準による職員 

配備体制 

災害対策連絡室 

１号 

上記（警戒体制２号）を含め、総務政策部（総務課全職員）、建設環境

部（建設課全職員）、全部長、全局長、全課長、および副町長から指示

のあった職員 

消防本部：別途定める基準による職員 

２号 

全部の部長・局長・課長・班長・副班長、総務政策部・建設環境部の全

職員および町長から指示のあった職員 

消防本部：別途定める基準による職員 

３ 有田川町災害対策本部 

（1）災害対策本部の設置・廃止 
 ①発令の基準 

ア 町長は、町内に相当規模の地震（震度５強以上を観測した時）が発生し、又は発生する

恐れがあるときは、設置基準に基づき非常体制を発令する。 

イ 町長は、発令と同時に庁内に「有田川町災害対策本部」を設置し、本部会議を直ちに開

催する。 

ウ 全職員で災害応急対策を直ちに実施する。 

エ 町長は、災害発生のおそれが解消した時、災害応急対策がおおむね終了した時、その他

本部長が必要なしと認めたとき有田川町災害対策本部を廃止する。 

 

●非常体制における指揮者 

指      揮      者 

町長（町長不在時には、①副町長→②消防長→③教育長→④総務政策部長の順位による） 

 

●設置基準 

  基           準  配備人員 

非常体制 

災害対策本部設置 

 ①町内で震度５強以上を記録したとき 

 ②町内で災害救助法の適用を必要とする災害が発生したとき。 

③大規模事故等が発生し、町長が必要と認めたとき。 

④その他の災害が発生し、町長が必要と認めたとき。 

全 職 員 
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（2）災害対策本部設置の連絡 

災害対策本部を設置した場合は、利用可能な通信手段を用い、職員に直ちに通知するととも

に、県、有田川町防災会議委員、関係機関等に通知する。 

災害対策本部設置の各班にて連絡網を作成し活用する。 

（３）災害対策本部設置の準備 

災害対策本部の設置が決定された場合、各班は本部に必要な資機材等の確保を行う。 

●備品･資機材 

班 備品･資機材等 

総 務 班 

・消防団・各防災関係機関の連絡先名簿 

・被害状況連絡票その他の報告書・様式類 

・テレビ・ラジオ（停電時も使用可能なもの） 

・掲示板 

・停電用照明器具 

・初動マニュアル 

・和歌山県地域防災計画書 

・有田川町地域防災計画書 

・職員名簿 

・防災無線のセットアップ 

情 報 班 
・通信手段（パソコン、ＦＡＸ）の確保 

・衛星携帯電話 

管 理 班 
・発電機 

・緊急車両の手配 

広 報 班 

・広報用例文 

・広報記入様式 

・広報車の手配 

本部調整班 ・職員名簿 

環境衛生班 ・仮設トイレ 

避難所運営プロジェクト 

・避難所一覧及びカギ 

・備蓄毛布 

・避難行動要支援者名簿 

物資対応プロジェクト ・備蓄用食糧 

建 設 班 
・管内図及び住宅地図等、地図類 

・土嚢、ブルーシート 

消 防 班 ・消防本部地震等大規模災害時における活動計画 
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班 備品・資機材等 

清水総務班 

（清水行政局） 

・消防団・各防災関係機関の連絡先名簿 

・被害状況連絡票その他の報告書・様式類 

・テレビ・ラジオ（停電時も使用可能なもの） 

・掲示板 

・停電用照明器具 

・初動マニュアル 

・和歌山県地域防災計画書 

・有田川町地域防災計画書 

・職員名簿 

・防災無線のセットアップ 

・衛星携帯電話 

・発電機 

清水住民福祉班 

（清水行政局） 
・避難所一覧及びカギ 

清水産業振興班 

（清水行政局） 
・備蓄用食糧 

清水建設環境班 

（清水行政局） 

・管内図及び住宅地図等、地図類 

・土嚢、ブルーシート 

 

４災害対策本部会議の開催 

（1）本部員の参集 

①吉備庁舎会議室への参集 

本部会議を構成する、本部長（町長）、副本部長（副町長、消防長、教育長）、本部員、事務

局員は、速やかに吉備庁舎内の対策本部（会議室）に参集する。 

②吉備庁舎が被災した場合 

本部長（町長）、副本部長（副町長、消防長、教育長）、本部員、事務局員は、速やかに金屋

庁舎に、又金屋庁舎が被災した場合は消防本部に参集する。 

③清水庁舎会議室への参集 

清水地内において大規模な災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、清水庁舎会

議室に参集する。 

（2）本部会議の開催 

本部会議は、本部長、副本部長、本部員（代理）が出席の上開催する。 

本部会議の進行は、総務班長（総務政策部長）が進め、本部長が総括する。 

（3）本部会議の協議内容 
  災害応急対策の基本方針の決定、その他必要事項を協議することとし、会議内容はおおむね
次のとおりとする。 

①職員の参集状況、初動体制に関すること。 

②一次情報収集、被害調査に関すること。 
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③ﾗｲﾌﾗｲﾝ(電気、ガス、上水道、電話等）の被害状況に関すること。 

④医療機関の被害状況に関すること。 

⑤鉄道、バス等公共交通機関の被害状況に関すること。 

⑥道路、橋りょうの損壊状況に関すること。 

⑦家屋等の被害状況に関すること。 

⑧避難勧告、指示及び避難誘導に関すること。 

⑨避難所の開設に関すること。 

⑩避難場所の利用状況に関すること。 

⑪緊急輸送路の確保に関すること。 

⑫行方不明者・負傷者の救助対策に関すること。 

⑬自衛隊、緊急消防援助隊、県及び他の市町村への派遣要請に関すること。 

⑭災害救助法の適用に関すること。 

⑮災害対策経費に関すること。 

⑯その他災害対策の重要事項等に関すること。 

（4）本部会議の指示 

本部会議において決定した事項は、速やかに各班長（部長、局長、課長、室長）に伝達する。 

 

５ 災害対策本部の組織体系 

災害対策本部の組織体系は、「有田川町災害対策本部条例」及び「有田川町災害対策本部規
程」並びに本計画の定めるところによるものとする。 

 
（1）役職 

① 対策部長 

   各対策部長（部局長）は、各対策部の業務が円滑に実施できるよう各対策部を統括する。 

② 各班長 

   各班長（局課室長）は、各班を統括し、対策部長を補佐する。 

③ 各副班長 

   各副班長（班長）は、各班長を補佐し、不在時には代行する。 

（2）災害対策本部の応援体制 

 ① 各対策部内による応援 

   原則、割り当てられた災害対応業務は、各対策部内の応援に努めることとする。特に各プロ

ジェクトは、被災者支援の観点から特に重要で膨大な業務が見込まれるため、各対策部内での

応援体制を整えることとする。 

 ② 各対策部外からの応援 

   各対策部内での応援だけでは迅速な対応が困難と考えられる場合は、本部調整班へ各対策部

外からの応援を要請することとする。 
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６ 災害対策本部の組織図 

五郷出張所

城山出張所

本部会議

≪有田川町災害対策本部組織図≫
総務班

広報班

管理班

情報班

総務政策対策部
【本部事務局】

本部調整班

【支部】

住民班

福祉班

教育総務班

【本部長】 【副本部長】 【本部員】 環境衛生班建設環境対策部

町長

副町長 総務政策部長
水道班

教育長 議会事務局長

消防長 住民税務部長 下水道班

住民税務対策部 出納班

生活再建支援プロジェクト

建設班

住宅調査班

教育対策部 生活保育班

避難所対応プロジェクト

【事務局】

総務課長

産業班

福祉保健対策部 保健医療班

消防本部員

清水対策部

社会教育班

消防班

消防対策部

清水消防班

安諦出張所

建設環境部長

福祉保健部長

産業振興部長

教育部長

清水行政局長

企画調整課長

※本部会議の進行は、総務政策部長

清水総務班

清水住民福祉班

清水建設環境班

財務課長

産業振興対策部 商工観光班

物資対応プロジェクト

清水産業振興班
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７ 災害対策本部の事務分掌 

 

部 班 担当課 事務分掌 

総
務
政
策
対
策
部
【
本
部
事
務
局
】 

【部長：総務政策部長】 総務政策対策部の統括 

総務班 

総務課総務班 

財務課財政班         

【班長：総務課長】 

●災害情報の受理及び伝達に関すること   

●災害対策本部の設置・運営に関すること   

●本部会議の運営に関すること 
 

  

●職員の配備・出動に関すること 
 

  

●自衛隊の派遣要請に関すること 
 

  

●県及び市町村への応援要請に関すること   

●応援の受援に関すること 
 

  

●県、関係機関への被害状況等の報告に関すること 

●避難情報の発令に関すること 
 

  

●防災行政無線、通信機器に関すること   

●清水対策部との連絡調整に関すること   

●職員の動員に関すること 
 

  

●自主防災組織、自治会との連絡調整に関すること 

●公用令書に関すること 
  

  

●水防活動に関すること 
  

  

●消防本部、消防団との連絡調整に関すること   

●その他災害対策全般に関すること 
 

  

情報班 

企画調整課     

【班長：企画調整課

長】 

●各種被害情報の収集に関すること     

●被害状況の集計、とりまとめに関すること   

●情報管理機器の維持管理に関すること   

●災害写真等の収集、災害記録に関すること   

広報班 

議会事務局          

企画調整課      

【班長：議会事務局長】 

●報道機関との連絡と相互協力に関すること   

●災害対策活動の広報に関すること 
 

  

●議会事務局に関すること     

管理班 
財務課管財検査班      

【班長：財務課長】 

●庁舎の建物、設備などの被害調査に関すること   

●町所管の建物、設備などの被害調査に関すること 

●車両や燃料などの確保に関すること 

本部調整班 
総務課人事秘書班            

【班長：総務課長】 

●各部との調整及び指示に関すること   

●部内各班の応援に関すること 
 

  

●職員の動員に関すること 
 

  

●職員の健康管理・安全管理に関すること   

●職員の給食に関すること 
 

  

●職員の人員調整に関すること 
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部 班 担当課 事務分掌 

住
民
税
務
対
策
部 

部長：住民税務部長 住民税務対策部の統括 

住民班 
住民課住民班           

【班長：住民課長】 

●被災者の安否問い合わせに関すること   

●町民個人情報のデータ管理に関すること   

●被災者の実態調査に関すること 
 

  

●埋火葬許可書、処理台帳などに関すること   

出納班 

会計課              

（税務課）            

【班長：会計課長】 

●本部の一般経理に関すること     

●義援金受理及び管理に関すること 
 

  

●義援金の配分に関すること 
 

  

●被災者生活再建支援金の支給に関すること   

●災害弔慰金・見舞金等の支給に関すること   

●生活資金等の貸与に関すること 
 

  

●住宅被災者に対する融資などに関すること   

生活再建支援

プロジェクト 

税務課             

住民課保険年金班            

（建設課、福祉保健

部、こども教育課）            

【班長：税務課長】 

●住家等被害認定調査に関すること 
 

  

●罹災証明書に関すること 
 

  

●被災者支援相談窓口の設置に関すること   

●被災者生活再建支援の相談対応に関すること   

●被災者台帳に関すること  

●税の減免に関すること     
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部 班 担当課 事務分掌 

建
設
環
境
対
策
部 

部長：建設環境部長 建設環境対策部の統括 

建設班 

建設課土木班         

建設課農林班         

【班長：建設課長】   

●道路、公共土木施設の被害調査に関すること   

●農地・林地の被害調査に関すること 

●土木建築関係業者への支援要請に関すること   

●重機による救助活動に関すること 
 

  

●応急復旧資機材の調達及び保管に関すること   

●関係機関との連絡調整に関すること   

●障害物の除去に関すること。 
 

  

●道路の通行止めに関すること 
 

  

●公共土木施設の応急対策及び復旧に関すること   

●農林地の応急対策及び復旧に関すること 

住宅調査班 
建設課都市整備班      

【班長：建設課長】 

●住宅及び宅地、町営住宅の被害調査に関すること 

●応急仮設住宅建設に関すること 
 

  

●住宅の応急修理に関すること 
 

  

●建築物の応急危険度判定に関すること   

●被災建築物の応急措置の技術指導に関すること   

環境衛生班 

環境衛生課          

【班長：環境衛生

課長】 

●ごみ処理及び清掃に関すること 
 

  

●避難所の衛生管理に関すること 
 

  

●遺体の収容、処理及び埋火葬に関すること   

●被災地域の防疫及び消毒に関すること   

●上下水道を除く水の消毒に関すること   

●災害廃棄物の処理に関すること 
 

  

●仮設トイレに関すること   

●災害廃棄物の一時収集場所の確保に関すること   

水道班 
水道課             

【班長：水道課長】 

●水道施設の被害調査に関すること     

●水道に関わる広報活動に関すること   

●飲料水の確保及び応急給水活動に関すること   

●水道施設の応急対策及び復旧に関すること   

下水道班 

下水道課            

【班長：下水道課

長】 

●下水道管・施設の被害調査に関すること   

●市街地の排水対策に関すること 
 

  

●マンホールトイレの設置に関すること 
 

  

●し尿処理施設等の被害調査に関すること   

●し尿処理施設等の応急対策に関すること   

●下水道施設の応急対策及び復旧に関すること   
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部 班 担当課 事務分掌 

福
祉
保
健
対
策
部 

部長：福祉保健部長 福祉保健対策部の統括 

福祉班 

やすらぎ福祉課  

長寿支援課          

【班長：やすらぎ

福祉課長】 

●福祉避難所の開設、運営、閉鎖に関すること   

●日赤奉仕団等の応援要請、受け入れに関すること 

●ボランティアの受入れに関すること   

●避難行動要支援者に関する人的被害調査に関する   

●避難行動要支援者支援に関すること 
 

  

●要配慮者利用施設の被害調査に関すること   

●被災高齢者等の援護に関すること 
 

  

●災害救助法に関すること   

●住民班、出納班の支援に関すること 
 

  

保健医療班 

健康推進課          

【班長：健康推進

課長】 

●保健所、医療機関との連絡調整に関すること   

●救護班の編成に関すること 
 

  

●医療救護所の設置に関すること 
 

  

●医療救護全般に関すること 
 

  

●感染症の予防に関すること 
 

  

●被災者の健康管理に関すること 
 

  

●衛生医薬品等の確保に関すること 
 

  

●助産ケア及び乳幼児の救護に関すること   

●被災者のメンタルヘルスに関すること   

避難所対応  

プロジェクト 

長寿支援課                             

【班長：長寿支援

課長】 

●避難所の開設、運営、閉鎖に関すること     

●避難所における食糧、物資の配布に関すること   

●収容避難者への対応及び調査に関すること   

産
業
振
興
対
策
部 

部長：産業振興部長 産業振興対策部の統括   

産業班 

産業課・林務課            

【班長：産業課長、

林務課長】 

●物資対応プロジェクトへの応援に関すること  

●農林生産物、農林業施設の被害調査に関すること   

●農林漁業者に対する再建支援に関すること   

商工観光班 

商工観光課          

【班長：商工観光

課長】 

●商工観光施設の被災者支援に関すること   

●商工観光施設の被害調査に関すること   

●中小企業被災者に対する再建支援に関すること   

●生業資金の貸し付けに関すること     

物資対応    

プロジェクト 

地籍調査課                       

（産業振興部）          

【班長：地籍調査

課長】 

●緊急輸送活動に関すること 
 

  

●備蓄物資の搬送、供給に関すること   

●飲食料の調達・管理・搬送・供給に関すること   

●生活用品の調達・管理・搬送・供給に関すること 

●県及び協定業者からの物資調達に関すること   

●救援物資の受入、供給に関すること   
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部 班 担当課 事務分掌 

教
育
対
策
部 

部長：教育部長 教育対策部の統括 

教育総務班 

こども教育課 

教育総務班   

調理員           

【班長：こど

も教育課長】 

●児童・生徒の避難及び救護に関すること   

●教職員の動員に関すること 
 

  

●教育機関への広報活動に関すること   

●児童・生徒の被災状況調査に関すること   

●応急教育に関すること 
  

  

●学用品及び教科書の調達、配分に関すること   

●学校施設の被災調査に関すること 
 

  

●避難指定施設（学校施設）の運営及び保全管理に関すること 

●学校施設の応急対策及び復旧に関すること   

●学校関係機関、その他団体との連絡調整に関すること 

●応急給食対策に関すること 

●炊出しに関すること 

生活保育班 

こども教育課 

こども教育班  

保育士             

【班長：こど

も教育課長】 

●園児の避難、保護に関すること     

●園児の被災状況調査に関すること 

●各保育施設の被害調査及び応急対策に関すること 

●保育機関への広報活動に関すること   

●災害時の応急保育に関すること     

社会教育班 

社会教育課          

【班長：社会

教育課長】 

●社会教育施設の利用者の避難に関すること   

●社会教育施設の被害状況調査に関すること   

●避難施設（社会教育施設）の運営保全管理に関すること 

●社会教育施設の応急対策及び復旧に関すること   

●社会教育団体との連絡調整に関すること   

●文化財の被害調査、応急対策及び復旧に関すること 

●被災者支援事業の実施に関すること   
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部 班 担当課 事務分掌 

消
防
対
策
部 

部長：消防長 消防対策部の統括 

消防班 

消防本部 

【班長：次長】 

 

吉備金屋消防署 

【班長：吉備金

屋消防署長】 

●被災者の救助、救出、救急搬送に関すること 

●人的被害に関すること 

●消火活動に関すること 

●災害の予防、警戒及び防御に関すること 

●行方不明者の捜索に関すること 

●避難誘導に関すること 

●緊急消防援助隊に関すること 

●消防団に関すること 

●消防本部、消防署の業務計画に従う 

清水消防班 

清水消防署 

【班長：清水

消防署長】 

●清水管内における消防対策部に関すること 

清
水
対
策
部 

部長：清水行政局長 清水対策部の統括 

清水総務班 

総務政策室          

【班長：総務

政策室長】 

●清水管内における総務政策対策部に関すること 

清水住民福祉班 

住民福祉室          

【班長：住民

福祉室長】 

●清水管内における住民税務対策部に関すること           

●清水管内における福祉保健対策部に関すること 

清水建設環境班 

建設環境室          

【班長：建設

環境室長】 

●清水管内における建設環境対策部に関すること 

清水産業振興班 

産業振興室          

【班長：産業

振興室長】 

●清水管内における産業振興対策部に関すること 
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第２節 動員計画（総務班、本部調整班） 

１ 計画方針 

 地震災害の予防及び災害応急対策を迅速かつ的確に実施するため、災害対策本部要員の動員

について定める。 

２ 事業計画 

(1)  動員系統図 

     本部における職員の動員は、本部長の決定に基づき次の系統で伝達し動員する。 

              配備についての伝達系統 

        

（休日）                                

（夜間） 

                      

 

                   

 

               

      

                                         

  

                       

(2)   動員伝達 

  ア 勤務時間内 

   勤務時間内における配備指令は、災害担当者が協議のうえ、各部局長に連絡するととも 

に、職員メール等にて伝達する。 

  イ  勤務時間外における配備指令 

   (ｱ) 日直又は警備員は、地震発生や住民等からの通報があったときは、直ちに総務政策部

長に連絡する。 

     (ｲ)  総務政策部長は、上記情報を確認のうえ、副町長と協議し、町長に報告する。 

    (ｳ)  各課長は、配備指令に基づき職員を直ちに非常招集する。 

招集方法は、次の手段による。 

     ａ 電話・携帯電話・職員メール・防災アプリ 

     ｂ 防災行政無線放送 

     ｃ その他必要によって使徒等 

地震情報等の収集 

県総合防災情報システム 

町防災情報システム 

消防本部 

震度計 

 

有田川町役場日直 

有田川町役場宿直 

町 長 

課長以上の職員 

災 害 担 当 者 

災害担当長 副町長 

災害副担当長  総務政策部長 

災害担当職員 消防防災担当職員 

職 員 
消防団長 

有田振興局長 
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  ウ 自主参集 

    地震が発生し、有田川町において震度５強以上を記録した場合、原則として全職員が 

自主的に自らの所属する機関に参集する。 

３ 所属職員の掌握 

 各班長は所属職員の掌握を行い、各対策部長及び本部事務局（本部調整班）に報告する。 

４ 動員・参集における留意点 

①常に災害に関する情報、本部関係の指示に注意すること！ 

②不急の行事、会議、出張等は中止すること！ 

③正規の勤務時間が終了しても班長の指示があるまでは退庁しないこと！ 

④勤務場所を離れる場合は、班長と連絡を取り所在を明らかにすること！ 

⑤自ら言動で住民に不安、誤解を与えないこと！ 

５ 動員・参集における注意 

①服装は、応急活動ができる服装（作業服等）で安全な靴、帽子や手袋を着装すること！ 

②初動マニュアル、筆記具、タオル、着替え、防寒具（冬期）、懐中電灯、身分証明書（名刺）

等、各自必要なものを携行して参集すること！ 

③参集途上においては、被災者、救助活動の状況、道路、建物の被災状況、火災、消火活動の

状況、水害、水防活動の状況、ライフライン状況等の一次被害情報の収集を行うこと！ 

④参集途上における情報収集は、あくまでも概略的情報収集であり、迅速な参集を第一に考え

ること！ 

⑤参集途中において、火災の発生又は人身事故等に遭遇した場合、消防機関へ連絡し、周囲の

住民の協力を求め、第三者へ引き継いだ後、職員本人はできる限り迅速な参集を行うこと！ 

⑥交通機関の途絶、道路等の遮断で決められた場所に参集することが困難な場合は、最寄りの

庁舎、避難所施設へ参集し、班長への連絡に努めるとともに、応急救護活動に従事すること！ 

⑦必ず家族の安否確認を行った後に速やかに参集すること！ 

６ 情報の収集・報告 
（1）1次被害情報の収集 

非常体制が発令された時、参集した職員は、速やかに管内の災害発生状況、被害状況、地域住

民の安否確認などの 1 次被害情報の収集に努める。 

収集した情報については、内容を確認（人的被害は注意）し、本部事務局（情報班）に報告す

る。 

■収集すべき一次被害情報 

1 被災者（死亡、重傷、軽傷）数 

2 道路等の破損状況 

3 建物の倒壊、損傷の状況 

4 火災の発生、消火活動の状況 

5 水害の発生、水防活動の状況 

6 土砂災害の前兆現象・発生状況 

7 ライフラインの状況 
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8 救助活動の状況（自主防災組織、自治会） 

9 避難所の被災状況 

10 情報の入手時間 

 
（2）各班における情報の収集･報告 

①情報の収集 

班長は、動員された職員、関係機関、民間事業者等により、被害状況、各班の活動に関係す

る必要な情報を組織的に収集する。 

②報告 

収集した情報は、直ちに班長に、班長は、各対策部長及び本部事務局（情報班）に報告する。 

 

（3）参集途上における一次被害情報の収集・報告 

夜間・休日等に災害が発生し、庁舎等に参集する際は、参集途上において収集できる被害

状況を把握し、第１次被害状況調査票に記載し班長に報告する。 

参集途上においては、携帯電話（写真機能）、メモに状況を記録する。参集途上においては、

参集を第一に心がけること。 

 

（4）町防災アプリを活用した被害情報の収集・報告 

   職員は、参集途上または災害業務対応中などにおいて収集した被害情報を、町防災ア

プリの写真投稿機能を活用し積極的に報告するものとし、町防災情報システムにて情報

の集約を行うものとする。 

 

■参集途上に収集すべき一次被害情報 

・被災者、救助活動の状況 

・道路等の状況 

・建物の倒壊、損傷の状況 

・火災の発生、消火活動の状況 

・ライフラインの状況 
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第２章 情報計画（総務班、情報班） 

 

第１節 地震情報等の伝達計画（総務班） 

１ 計画方針 

 地震による、災害に関する注意報及び警報等の周知徹底は、本計画による。 

２ 計画内容 

(１) 緊急地震速報（警報）及び地震情報の種類と内容 

 

情報の種類 情報の内容 

地
震
情
報 

緊急地震速報（警報） 地震の発生時刻、発生場所（震源）の推定値、地震発生場所

の震央地名。 

強い揺れ（震度５弱以上）が予測される地域及び震度４が予

測される地域名。 

震度速報 地震発生約１分半後に、震度３以上の地域名と地震の揺れの

検知時刻を発表する。 

震源・震度に関する

情報 
地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）、震

度３以上の地域名と市町村毎の観測した震度を発表する。な

お、震度５弱以上と考えられる地域で震度を入手していない

地点がある場合は、その市町村名を発表する。 

各地の震度に対する

情報 
震度１以上を観測した地点のほか、地震の発生場所（震源）

やその規模（マグニチュード）を発表する。なお、震度５弱

以上と考えられる地域で震度を入手していない地点がある場

合は、その市町村名を発表する。 

地震回数に関する情

報 
地震が多発した場合、震度１以上を観測した地震の回数を発

表する。 

南海トラフ地震臨時

情報 
南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、その現象が南海ト

ラフ沿いの大規模な地震と関連するかどうか調査を開始した

場合、または調査を継続している場合に発表する。 

または、観測された異常な現象のい調査結果を発表する場合

に発表する。 

南海トラフ地震関連

解説情報 
観測された異常な現象の調査結果を発表した後の状況の推移

等を発表する場合に発表する。 

または、「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定

例会合における調査結果を発表する場合に発表する。（ただ

し南海トラフ地震臨時情報を発表する場合を除く） 

その他の情報 上記の情報で発表できない防災上有効な情報を発表する。 
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(2) 地震情報 
和歌山地方気象台は、次の基準により関係機関へ通知する。 

ａ 震源震度に関する情報 

（ア）和歌山県内で震度３以上を観測したとき 

（イ）隣府県（大阪府、奈良県、三重県）で震度４以上を観測したとき 

（ウ）上記以外の都道府県で震度６以上を観測したとき 

ｂ 各地の震度に関する情報 

和歌山県内で震度１以上を観測したとき 

ｃ その他の情報（震源情報、遠地地震に関する情報、地震の回数に関する情報、推計震

度分布情報など） 

地震に関する情報を発表することが、公衆の利便を増進すると認められるとき 

 

(3) 地震情報の周知徹底 

  有田川町は、県・警察の機関又は緊急地震速報受信機から地震等を受領した場合は、速や

かにその内容に応じた適切な措置を講ずるとともに、住民、町内の官公署、学校、団体等に

対しても必要な事項を周知させてその徹底を図る。 

周知方法は、おおむね次のとおりとする。 

・ 広報車、宣伝車による。 

・ 防災行政無線、有線放送による。 

・ 伝達組織を通じる。 

・ サイレン、警鐘等による。 

・ HP、SNS、防災メール、防災アプリ等による。 

ア  有田川町長は上記の周知徹底のためあらかじめ関係者の間において地震情報等の受領伝

達その他の取扱いに関して必要な事項を協議しておくとともに、勤務時間外及び停電時に

おける受領、伝達についても支障のないよう措置しておく。 

イ 有田川町長は、ＮＴＴ西日本から、地震情報等が発表された旨の連絡を受けた場合には、

直ちに放送局等の放送により、当該予報の要旨を聴取するよう努めるとともに、県の機関

から伝達される予報等の内容を確実に受領するよう体制を整える。 

ウ 有田川町長は、県の機関から地震情報等を受領した場合には、解除になるまでは放送局

の放送により、状況を聴取するよう努めるものとする。 

エ 有田川町長は災害の発生のおそれがあるような場合において異常な現象を認めたときは、

予報等の逆経路その他により、速やかに県の機関に対し必要な情報を通報するものとする。 

オ 有田川町は、地震情報等の受領、伝達担当者の決定及び記録の整備に関して、県に準じ

た措置を講じておく。 

(４) 異常現象を発見した者の措置 

災害が発生するおそれのある異常な現象を発見した者は次の方法により関係機関に通報
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する。 

ア 発見者の通報 

異常現象を発見したものは、有田川町長、警察官に通報する。 

イ 警察官等の通報 

異常現象を発見し、あるいは通報を受けた警察官は直ちに有田川町長及び湯浅警察署長

に通報する。 

ウ 町長の通報 

上記のア・イによって異常現象を承知した有田川町長は、速やかに和歌山地方気象台に、

また災害の予想される他の市町村長、並びに関係のある県の地方機関に対して通報する。 

エ 和歌山地方気象台に通報する異常現象は次に示すものとする。 

 地震に関する事項、群発地震（数日間以上にわたり、頻繁に感ずるような地震）と災害

を伴う大地震 

オ 周知徹底 

異常現象を発見し、また通報を受けたときは、関係の各機関はその現象によって、予想

される災害地域の住民及び関係機関に周知徹底を図る。 
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第２節 被害情報等の収集計画（総務班、情報班） 

１ 計画方針 

地震災害時における被害情報等の収集は、災害応急対策を迅速かつ確実に実施する基礎とな

るものであり、有田川町及び防災関係機関は、地震災害が発生した場合又は発生が予想される

場合は、速やかに管内の状況を把握して県知事に報告する。 

２ 計画内容 

(１)有田川町による被害情報の早期収集 

ア 被害の規模を推定するための関連情報の収集 

本町は、概括的被害情報、ライフライン被害の範囲、医療機関へ来ている負傷者の状

況等、被害の規模を推定するための関連情報を収集するものとする。 

イ １１９番通報殺到状況の収集 

本町は、被害規模を早期に把握するため、１１９番通報が殺到する状況等の情報を積

極的に収集するものとする。 

 ウ 町防災アプリの写真投稿機能による被害情報の収集 

   職員個々が参集途上や災害対応時に収集した被害情報を、町防災アプリの写真投稿機

能により積極的に報告し、町防災情報システムで集約するものとする。 

(２)情報の総括・報告責任者 

情報の総括・報告責任者は、総務政策対策部長とする。 

(３)各班から本部長への報告 

     各班は災害が発生してから被害に関する応急対策が完了するまでの間、被害状況及び災

害応急対策の活動状況を総務政策対策部長を通じて本部長に報告する。 

(４)災害報告の取扱要領 

ア 報告すべき災害 

① 発生原因 

   地震、津波、その他異常な現象、大規模な火事・事故・爆発、放射性物質の大量

放出等災害対策基本法第２条第１号に規定する原因により生ずる被害 

② 報告の基準 

この計画に基づく報告は、次の基準に該当するものについて行うものとする。 

ａ 災害救助法の適用基準に合致するもの 

ｂ 有田川町が災害対策本部を設置したもの 

ｃ 災害が２都道府県以上にまたがるもので、一の都道府県における被害は軽微であ

っても、全国的にみた場合に同一災害で大きな被害を生じているもの 

ｄ 災害による被害に対して国の特別の財政援助を要するもの 

ｅ 災害による被害が当初は軽微であっても、今後ａ～ｄの要件に該当する災害に発

展するおそれがあるもの 

ｆ 地震が発生し、本町の区域内で震度４以上の記録をしたもの 
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ｇ 災害の発生が県下で広域に及び、有田川町地域に相当の被害が発生したと認めら

れるもの 

ｈ その他災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等からみて報告する必要がある

と認められるもの 

イ 災害報告の種類 

① 災害即報（被害状況即報及び災害概況即報様式） 

② 被害状況報告（被害状況報告及び附表・明細表） 

(5)災害即報及び被害状況報告要領 

ア 災害即報 

① 災害即報は、災害の総合的な応急対策をたてる基礎となるものであり、人及び家屋

被害を優先して報告するものとする。 

② 災害即報は、次の系統によって和歌山県総合防災情報システムを利用して迅速に行

うものとする。 

ただし、有田川町が、通信途絶等により被害状況等を県に報告できない場合は、

内閣総理大臣（消防庁）に直接報告すること。（基本法第53条第１項） 

なお、県と連絡がとれるようになった後の報告については、原則に戻って県に対

し行うものである。 

③ １１９番殺到状況については、有田川町から県の他、直接国へも報告すること。 

④ 町及び防災関係機関は、報告すべき災害の発生を覚知したときは、覚知後30分以

内で可能な限り早く、わかる範囲で、国(消防庁)へその一報を報告するものとし、

以後、即報様式に定める事項について、判明したもののうちから逐次報告するもの

とする。 

⑤ 報告に当たっては、、和歌山県総合防災情報システム（地域衛生通信ネットワーク）

加入電話、ファクシミリ等によって即報するもので、即報が２報以上にわたるとき

は、先報との関連を十分保持するために一連番号を付して報告現時を明らかにする

ものとする。 

⑥ 災害即報事項は、管内の警察署（駐在所、派出所を含む）をはじめ関係機関と十分

連絡を保った上で行うものとする。 

特に、本部においては、防災担当課と被害区分に応じた関係課の連絡を密にする

こと。 

 ⑦ 人家等にかかる土砂災害については、上記報告に加え有田振興局建設部及び県庁砂

防課へ別途報告する。 
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イ 被害状況報告 

① 被害状況報告は、災害応急対策及び災害復旧の基礎となり、正確な調査により報告

を要するものであるが、状況に応じて概況、中間、確定報告と段階的に行うものと

する。 

② 被害状況報告事項は、次の系統によって行うものとする。 

③ 被害確定報告は、災害応急対策を終了した後２０日以内に行うものとし、基本法第

５３条に基づく内閣総理大臣あて文書、消防組織法第４０条に基づく消防庁長官あ

て文書を各一部消防庁あて送付するものとする。 
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ウ 被害種別系統 

被 害 区 分 市町村からの報告先 本庁主務課 

人的被害及び住宅等一般 振興局健康福祉部 福祉保健総務課 

土木関係 振興局建設部等 県土整備部各課 

農業関係 振興局農業振興課 農林水産部各課 

耕地関係 振興局農地課 農業農村整備課 

林業関係 振興局林務課 

林業振興課 

森林整備課 

水産関係 振興局企画産業課 水産振興課 

漁港関係 振興局建設部等 港湾漁港整備課 

公共施設関係 

振興局地域振興部 

健康福祉部各課 

各部関係各課 

商工業関係 振興局企画産業課 商工観光労働部各課 

観光関係 振興局企画産業課 観光振興課 

自然公園関係 振興局健康福祉部 環境生活総務課 

衛生関係 保健所 

環境生活部 

福祉保健部 

関係各課 

その他 振興局地域振興部 

関係各課（室） 

災害対策課 

災害に対してとられた措置の概要 同上 同上 

 

※被害確定報告は、災害応急対策を終了後速やかに知事あてに報告する。 
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(6) 被害の収集及び調査要領 

 ア 被害状況等の収集と調査は、関係機関、諸団体及び住民組織等の応援を求めて実施する。 

  特に、初期の状況は住民組織を通じて直ちに有田川町本部に通報されるよう体制を整えてお

くものとする。 

 イ 災害が発生したときは、直ちに災害調査班を編成して被害状況等を調査する。 

 ウ 被害情報収集については、町防災アプリの写真投稿機能を活用したり、無人小型航空機を

利活用したりなど、迅速な収集に努めるものとする。 

 エ 被害が甚大であり被害状況等の収集及び調査が不可能なとき、あるいは調査に専門的な技

術を必要とするときは、県に応援を求めて実施するものとする。 

 オ 状況の収集、調査については警察、県機関及びその他関係機関と十分連絡をとる。 

 カ 最終的には、おおむね被害状況報告に準じた総括表等にまとめるものとする。 

(7) 安否不明者等の情報収集 

  災害時において、安否不明者等の氏名情報等を公表することにより、対象者が名乗り出るこ

とや、安否情報が得られる効果が期待でき、対象を明確にした迅速な救出・救助活動を行える

ことから、県や警察本部等と協力し、安否不明者の氏名情報等を収集する。 

(8) 防災関係機関との情報交換、報告 

 ア 防災関係機関は、それぞれの防災業務計画等の定めるところにより、被害情報等を収集し、

随時県及びその他関係機関に状況を通報する。 

 イ 県本部と防災関係各機関は、各種情報の収集について十分連絡調整を行い、または相互に

情報を交換して、応急対策活動が円滑に実施されるよう努める。 
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第３節 災害通信計画（総務班・情報班） 

１ 計画方針 

  気象予報の収集・伝達、災害情報の収集並びに応急対策の指示・伝達、災害時における防災

関係機関との通信連絡を迅速かつ的確に実施するとともに、非常の場合における通信連絡を確

保するため、公衆電気通信設備の優先利用及び他機関との連携によつ非常通信の利用を図る。 

  なお、災害時のあらゆる状況に対応し、また孤立する危険のある地域の被災者や帰宅困難者

等にも対応できるよう、移動系防災行政無線や衛星携帯電話等のあらゆる通信手段を検討し、

通信手段の多様化、複数化に努めることとする。 

２ 計画内容 

各機関は、災害時に通信連絡が迅速かつ円滑に実施できるよう有線及び無線を通じた通信連

絡系統を整備するとともに、平常時から活用することで準備しておくこととする。災害時の一

般公衆通信は輻輳し、また土砂災害や洪水等で電話線が切断したり交換設備が故障したりして

通信できなくなることがあるので、このような影響を受けにくい無線通信や衛星通信の活用を

考慮しておくこととする。 

  (1) 和歌山県総合防災情報システム 

  (2) 和歌山県防災電話 

  (3) 町防災行政無線 

  (4) 衛星携帯電話 

  (5) 非常通信協議会に対して非常通信の確保を要請 

３ 通信連絡 

 (1) 防災関係機関における災害時通信連絡は、有線電話・無線通信・衛星電話等のうち、最

も迅速な方法で実施する。 

 (2) 災害時における通信方法の特例として次の手段等がある。 

  ア 災害対策基本法に基づく非常時における通信設備の優先利用及び使用等 

  ① 災害時優先電話 

  ② 有線電気通信法第3条第4項第4号に掲げる者等が設置する有線、無線通信設備の使用 

  ③ 放送法第2条第3号に規定する放送局の利用  

  イ 電波法に基づく非常通信等の利用            

４ 有線途絶時の連絡 

 有線通信施設の被災等により、規定の通信連絡が困難な場合は、以下のとおり無線設備・衛

星設備又は使者等により通信連絡を確保する。  

(1) 和歌山県総合防災情報システムの利用 

有線電話途絶時においては、県総合防災情報システムを活用し、県及び県出先機関並びに県

下市町村との通信を図ると共に町内各庁舎間の連絡は、無線及び衛星電話等にて行う。 
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(2) 非常通信等の利用 

  官公庁、会社、船舶、アマチュア無線等の全ての無線局は、平素は許可を受けた目的にの

み使用できるが、電波法第52条の規定により、災害その他非常の事態が発生し、又は発生す

るおそれがある場合において、ＮＴＴその他の有線通信が事実上利用できないときに、人命

の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる通信（非常通信）や

各種予警報の伝達等の緊急を要する通信を取り扱うことができる。また、電波法第74条に基

づき、総務大臣は、災害その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれのある場合に、人

命の救助、災害の救援、交通通信の確保、秩序の維持のために必要な通信を行わせることが

できる。 

５ 通信障害発生時における対応及び協力 

   通信障害が発生した場合は、国、県及び電気通信事業者と連携し、通信障害の状況やその

原因、通信施設の被害や復旧の状況等の情報を共有するとともに、通信施設の早期復旧に努

めるものとする。 

   また、近畿総合通信局（総務省）は、災害応急対策を迅速に実施する必要があると認めら

れる場合は、県または市町村からの具体的な要請を待たず、速やかに衛星携帯電話、簡易無

線等の通信機器の貸出に努めるものとする。さらに、大規模な災害発生のおそれがある場合、

所有する移動電源車の現時点の配備状況等を確認の上、県または市町村に対して、通信設備

等への電力供給を目的とした移動電源車の貸出に努めるものとする。 
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第４節 災害広報計画（広報班） 

１ 計画方針 

地震災害が発生した場合は、町民に対して応急対策あるいは応急復旧等に関する情報を周知

し、民心の安定及び被害の拡大防止を図るため、迅速適切な広報活動を行う。被災後において

は、避難所避難者、在宅避難者、一時町外避難者それぞれに多種多様な方法により災害情報等

の広報に努める。 

また、被災地外の地域の住民に対して、適切な被害情報を提供することにより、広域的な応

援体制の確立に資するよう努めるものとする。 

２ 広報の内容 

(1) 災害時には、警戒段階、避難段階、救援段階、復旧・復興段階等の各段階に応じて、住民

に的確な情報を提供する。 

ア 災害時における住民の心構え 

イ 災害に係る気象情報及び雨量・水位・災害危険箇所等に関する状況 

ウ 被害状況（一般的な被害状況以外に安否情報も含む。） 

エ 災害応急対策の実施状況 

オ 避難情報や避難行動等 

カ 電気、電話、水道等の給水状況、復旧の見通し 

キ 災害復旧の見通し 

ク 交通規制及び交通機関の運行状況 

ケ その他（給食、給水、生活必需品等の供与状況、ごみの収集等生活関連情報、災害の補償

や融資に関すること） 

 (2) 氏名公表に関すること 

   災害時の安否不明者等について、救出・救助活動等に資すると判断する場合、町は県及び

警察本部等と協力、連携の上、県から氏名等を報道機関等に公表するよう努めるものとする。 

   ただし、いずれの場合も、DV等支援措置に基づく住民基本台帳の閲覧制限や住民票の交付

制限がなされている場合は、本人又は家族の権利利益を侵害するおそれがあるため公表しな

い。 

３ 広報の方法 

(1) 住民に対する広報 

広報は、被災者の肉体的・心理的条件を十分考慮し、簡潔にして要領を得たものでなけれ

ばならない。特に、高齢者、障害者、外国人等の要配慮者や男女の違いに配慮したものでな

ければならない。 

ア 有田川町同報系防災行政無線による広報 

イ 災害危険箇所等について防災行政無線によるほか、消防団長、自治会長、自主防災組織
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会長に対して電話やメール等で連絡する。 

ウ 各種広報車両やハンドマイクによる広報 

エ チラシ、ポスター等印刷物による広報 

オ ホームページ、ＳＮＳ、メール、防災アプリ等を利用しての広報 

カ 報道機関の協力による広報 

キ 自治会等住民団体の協力 

(2) 報道機関に対する報道要請 

報道機関に対する報道要請は、有田振興局を経由して知事あてに次の事項を明らかにして

原則として文書にて行う。ただし、緊急でやむ得ない場合は、電話又は口頭により要請を行

い、事後速やかに文書を提出する。 

また、県と通信途絶等特別の事情がある場合は直接報道機関（放送局等）に対して要請す

る。 

ア 放送要請の理由 

イ 放送事項 

エ 希望する放送日時 

４ 報道発表 

  災害対策本部は、報道機関に対して、町民を保護するための情報や被害状況等について、積

極的に報道発表する。 

５ 公聴活動 

被災者の抱える生活上の不安、悩みなどの相談に応じるため、相談窓口を設置し、公聴活動

に努める。 

・ 被災地、避難所等に相談所を設ける。 

・ 広報車等により被災地を巡回して移動相談を行う。 
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第５節 生活関連総合相談計画（生活再建支援プロジェクト） 

１ 計画方針 

被災住民の生活上の不安等を解消するため、総合的な相談窓口を設置する。 

２ 広報の内容 

 町は、被災住民から寄せられる様々な相談や問い合わせに対応するため総合相談窓口を設置

する。 

 また、和歌山弁護士会との協定に基づき、無料法律相談等を実施するとともに、和歌山弁護

士会が実施する災害ADRの開催場所の確保や広報等に協力する。 
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第３章 消防計画（消防班、消防団） 

 

１ 計画方針 

消防は、その施設及び人員を活用して、住民の生命、身体、財産を火災から保護するととも

に水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等に

よる傷病者の搬送を適切に行うことを目的とする。 

この目的に沿い、消防活動が迅速かつ適切に実施できるよう関係機関と協力体制を確立する。 

また、消防団員の安全確保対策に向けた取組の推進、消防団の装備・教育訓練の充実を図る

とともに、消防団組織の充実強化に努めるものとする。 

２ 消防団 

 ア 人員構成 

団 長    １ 副団長    １ 支団長   ３ 

副支団長   ９ 分団長   ２８ 副分団長 ２８ 

班 長   ９１ 団 員  ７５９ 計    ９２０ 

                           （令和3年4月1日現在） 

 イ 連絡系統 

   団長 → 副団長 → 支団長 → 副支団長 → 分団長 → 副分団長 → 班長 → 団員 

 

３ 情報の収集及び報告 

 町は、消防本部と連携をとり、災害情報の収集にあたるとともに、各消防団分団は、管轄区

域内の収集した情報を町に連絡する。 

 

４ 避難・救助及び救急 

 消防本部の定めるところによる。 

 

５ 消防団の安全対策 

 「消防団の活動・安全管理マニュアル」の定めるところによる。 
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第４章 罹災者救助保護計画 

第１節 災害救助法の適用計画（福祉班） 

１ 計画方針 

災害時におけるり災者等の救助及び保護は、本計画によるものとする。災害救助法（昭和22 

年10月18日法律第118号）による救助（以下「救助」という。）は、県知事、及び県知事が

救助を迅速に行うため必要があると認めた一部の事務については町長が行う。また、町長は県

知事が行う救助を補助するものとする。 

２ 適用基準 

(1) 災害が発生するおそれがある場合の適用条件等 

  救助は、災害が発生するおそれがある段階において、国が災害対策基本法に基づく災害対策

本部を設置した場合で、国の災害対策本部により告示された所管区域に該当する都道府県にお

いて、現に救助を必要とするときに、市町村単位に行うものとする。 

(2) 災害が発生した場合の適用条件等 

救助は、県が市町村単位にその適用地域を指定して実施する。本町においては同一被害によ

る被害が次の基準に該当する場合で、かつ被災者が現に救助を要する状態にあるときに適用を

受ける。 

① 全壊、全焼、流出により住家の滅失した世帯（以下「被害世帯」という。）が50 世帯以

上に達したとき。 

② 全県下の被害世帯数が1,000 世帯以上の場合であって、本町の住家の被害世帯数が25 世

帯以上に達したとき。 

③ 全県下の被害世帯数が、5,000 世帯に達した場合、又は当該災害が隔絶した地域に発生し

たものである等災害にかかった者の救護を著しく困難とする次の特別の事情があるとき。 

災害にかかった者に対する食品の給与、生活必需品の給与等について特殊の救助方法を必

要とし、又は災害にかかった者の救出について特殊の技術を必要とするとき。具体的には、

被害地域が他の村落から隔離又は孤立しているため、生活必需品等の補給が極めて困難な場

合で、被災者の救助に特殊の補給方法を必要とする場合、有毒ガスの発生、放射線物質の放

出等のため、被災者の救助が極めて困難であり、そのために特殊な技術を必要とする場合、

水害により、被災者が孤立し救助が極めて困難であるため、ボートによる救出等の特殊の技

術を必要とする場合である。 

④ 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって次の基準

に該当するとき。 

ア 災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が避難して継続的に

救助を必要とすること。 
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・ 火山噴火、有毒ガスの発生、放射線物質の放出等のため、多数の住民が避難の指示を

受けて避難生活を余儀なくされる場合 

・ 船舶の沈没、交通事故、爆発事故等の事故により多数の者が死傷した場合 

イ 災害にかかった者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法を

必要とし、又は災害にかかった者の救出について特殊の技術を必要とすること。 

・ 交通路の途絶のため多数の登山者等が放置すれば飢餓状態に陥る場合 

・ 火山噴火、有毒ガス発生等のため多数の者が危険にさらされている場合 

３ 減室世帯の算定基準 

(1) 住家が半壊し、又は半焼する等著しく損傷した世帯の２世帯をもって、住家が滅失した１

世帯とみなす。 

(2) 住家が床上浸水、又は土砂のたい積等により一時的に居住することができない状態となっ

た世帯は、３世帯をもって、住家が滅失した１世帯とみなす。 

４ 適用手続き 

町長は、法に規定する救助を必要と認める災害が発生したときは、直ちにその旨を知事に報

告するものとする。ただし、事態が急迫して知事による救助の実施を待つ暇がないと認めたと

きは、救助の実施に着手するとともに直ちにその旨を知事に報告し、その後の処置に関し指示

を受けるものとする。（和歌山県災害救助法施行細則第２条） 

５ 救助法の適用と救助の程度 

救助法を適用した場合における救助の程度及び期間は、災害救助法施行細則の定めるところ

によるが、災害の種別、地域、条件その他の状況によって、知事が必要と認める範囲において

実施する。 

〈救助法による救助の種類〉 

○ 避難所の設置 

○ 応急仮設住宅の設置 

○ 炊出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

○ 被服、寝具、その他生活必需品の給与又は貸与 

○ 医療及び助産 

○ 災害にかかったものの救出 

○ 災害にかかった住宅の応急修理 

○ 学用品の給与 

○ 埋葬 

○ 遺体の捜索 

○ 遺体の処理 

○ 障害物の除去 
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○ 被災者の避難等に係る輸送費 

○ 被災者の避難等に係る賃金職員等雇上費 
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第２節 避難計画（総務班） 

１ 計画方針 

震災のため現に被害を受け、又は受けるおそれのある者の避難のための指示等及び避難所の

開設並びに収容保護は、本計画によるものとする。 

 

２ 実施者 

避難のための高齢者等避難、避難指示及び緊急安全確保の発令、避難所の開設及び避難所へ

の収容保護は次の者が行う。 
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(2) 避難情報の基準（災害全体） 

  ア 町長 

   ① 災害発生時に人の生命又は身体を保護するため、「有田川町避難情報の判断・伝達マニ

ュアル」において、早期かつ的確な避難情報等の発令基準を定める。 

   ② 災害が発生するおそれがある場合においては、一般住民に対して避難準備を呼びかける

とともに、災害時要援護者等、特に避難行動に時間を要する者に対して、その避難行動支

援対策と対応しつつ、早めの段階で避難行動を開始することを求める【警戒レベル３】高

齢者等避難を発令することとする。 

   ③ 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から

保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があるときは、必要と認める地域の居

住者、滞在者その他の者（以下「居住者等」という）に対し、避難のための立ち退きを指

示する【警戒レベル４】避難指示を発令することとする。 

   ④ 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において避難のための立ち退きを

行うことによりかえって人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあり、かつ、事態に照ら

し緊急を要すると認められるときは、必要と認める地域の必要と認める居住者に対し、高

所への移動、近傍の堅固な建物への退避、屋内の屋外に面する開口部から離れた場所での

退避その他の緊急に安全を確保するための指示をする、【警戒レベル５】緊急安全確保を

発令することとする。 

   ⑤ 避難のための立退きを指示し、若しくは立退き先を指示し、又は緊急安全確保措置を指

示したときは、速やかにその旨を知事に報告することとする。 

   ⑥ 避難のための立退きを指示し、又は緊急安全確保措置を指示しようとする場合において、

必要があると認められるときは、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は知

事に対し、当該指示に関する事項について、助言を求めることができる。 
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  イ 清水行政局長 

    吉備庁舎と清水行政局との連絡通信が困難な状況となり、町長が清水地域の被災状況を確

認できず的確な避難情報の発令が困難な場合は、清水地域内のみを対象とし、清水行政局長

が必要と認める地域の必要と認める居住者等に対して、避難のための立退き又は緊急安全確

保措置を指示することとする。 

ウ 知事 

    災害が発生した場合において、当該災害の発生により町長が、避難のための立ち退きの指

示及び緊急安全確保措置の指示を行うことができなくなったときは、町長に代わって実施す

るものとする。 

  エ 警察又は海上保安官 

   ① 町長が避難のための立退き若しくは緊急安全確保措置を指示することができないと認

めるとき、又は町長からの要求があったときは、必要と認める地域の必要と認める居住者

等に対して避難のための立退き又は緊急安全確保措置を指示することとする。この場合、

直ちに避難のための立退き又は緊急安全確保措置を指示した旨を町長に通知することと

する。 

   ② 警察官は、災害により危険な事態が発生し、特に急を要する場合は、危険を受けるおそ 

    れのある者を避難させるものとする。 

  オ 災害派遣を命ぜられた自衛官 

    災害により危険な事態が発生し、警察官がその場にいないときで特に急を要する場合は、

危害を受けるおそれのあるものを避難させるものとする。 
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(３) 避難情報等の基準等 

避難情報等 発令する状況 居住者等がとるべき行動 

【警戒レベル３】

高齢者等避難 

気象状況、過去の災害の発生例、

自然条件等から判断して、高齢者

等、特に避難行動に時間を要する

者が避難行動を開始しなければな

らない段階であり、人的被害の発

生するおそれがある場合、また、

夜間等に人的被害の発生のおそれ

がある場合 

高齢者等は危険な場所から避難

（立ち退き避難又は屋内安全確保）

する。 

高齢者以外の人も必要に応じ、出

勤等の外出を控えるなど普段の行動

を見合わせ始めたり、避難の準備を

したり、自主的に避難する。 

【警戒レベル４】

避難指示 

通常の避難行動ができる者が避

難を開始しなければならない段階

であり、人的被害の発生するおそ

れが高い場合 

危険な場所から全員避難（立ち退

き避難又は屋内安全確保）する。 

【警戒レベル５】

緊急安全確保 

 災害が発生又は切迫している場

合（必ず発令する情報ではない） 

 

 命の危険であり、直ちに安全確保

する。 

 立ち退き避難することがかえって

危険である場合、緊急安全確保する。 

＊  上記基準に基づいて、具体的な発令基準については、別に定める。 
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３ 避難の方法 

 (１) 第１次避難（事前避難） 

   災害が事前に予測されるときは、あらかじめ高齢者、障害者、乳幼児等の要配慮者を避難

させるものとする。 

 (２) 第２次避難（緊急避難） 

   災害が発生した場合又は事前避難のいとまがないときは、緊急避難を行うものとする。 

   緊急避難の場合は避難指示及び緊急安全確保の発せられたとき、又は自主的な判断により

行うものとする。 

 (３) 避難は原則として避難者各自が行うものとし、自主判断により縁故関係先又は指定避難所

に避難するよう周知させ、必要に応じて関係機関の車両等を利用する。 

 (４) 避難に際しては、関係警察機関とも密接な連絡をとって行うものとし、避難後の警備につ

いても万全を期することとする。 

 (５) 避難情報等の伝達方法は、下記の多様な手段によるものとする。 

  ① 防災行政無線 

  ② 防災アプリ 

  ③ 有田川町防災情報メール配信サービス 

  ④ エリアメール、緊急速報メール 

  ⑤ 町ホームページ 

  ⑥ SNS 

  ⑦ 広報車 

  ⑧ Lアラート 

  ⑨ ラジオ、テレビ等 

４ 自主避難の要望があった場合の対応について 

避難情報が出される前に自主避難の要望があったときは、避難所の指定について総務課が調

整するものとする。 

本部設置以前に自主避難の要望があった場合、防災担当課の職員が対応するものとする。 

５ 避難誘導 

住民等の避難誘導は、町職員、警察官、消防職員等が各地区の自治会長、消防団員、自主防

災組織及び民生委員児童委員の協力をえて実施するが、誘導に当たっては、避難路の安全を確

認しつつ、できるだけ自治会あるいは職場、学校等を単位とした集団避難を行うものとする。 

６ 避難所の開設、運営方法 

避難所の開設、運営については「有田川町避難所運営マニュアル」及び「有田川町福祉避難

所運営マニュアル」に基づき実施する。 

（1） 避難所の開設 
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避難所の開設は、町内で震度５強以上の地震が発生した場合、又は避難情報が出た場合、

若しくは自主避難の要望がある場合で、本部長が必要と認めた場合に、本部の指示に従い総

務政策対策部、福祉保健対策部、清水対策部（清水行政局）が開設する。ただし、町は災害

の規模に鑑み、必要な避難所を、可能な限り当初から開設するように努めるものとする。ま

た、避難の長期化等必要に応じプライバシーの確保、男女のニーズの違い等、男女双方の視

点に配慮する。開設の期間は、災害発生の日から７日以内とするが、開設期間の延長が必要

と認めるときは、期間を延長するものとする。 

避難所を開設した場合は、直ちに次の事項を県知事に報告する。（閉鎖したときも、これ

に準じて行う。） 

ア 避難所開設の日時及び場所 

イ 箇所数及び収容人員 

ウ 避難世帯及び避難者数 

エ 開設期間の見込 

（2） 収容者 

ア 避難指示及び緊急安全確保が発せられた者又は緊急に避難することが必要である者。 

イ 住家が災害により全壊（焼）、流失、半壊（焼）、床上浸水（破壊、消防による全、半

壊を含む。）の被害を受け、日常起居する居住の場所を失った者。 

ウ 避難情報が発せられていないが、自主避難の要望があり避難することが必要と認められ

る者。 

（3） 周知 

町は、避難所の開設状況等をホームページや防災メール、防災アプリ、SNS等の多様な手

段を活用して周知するよう努めるものとする。 

（4） 避難所の管理・運営 

ア 副町長は、避難所の運営を統括するとともに、町の職員の中から各避難所の担当者を指

名する。担当者は、自治会長や自主防災組織等による自主的な運営が行われるまでの初期

段階ではリーダーシップをもって運営に参加する。 

イ 避難所運営の役員等は、男女双方を配置することとする。 

ウ 避難所における生活環境に注意を払い、避難の長期化や女性・子供等に対する暴力防止

のため等必要に応じてプライバシーの確保、男女のニーズの違い等、男女双方及び子供の

視点等に配慮するものとする。 

エ 避難所担当者は、避難状況を下記により副町長に報告、提出する。 

オ 副町長は各施設の状況を取りまとめ本部長に報告、提出する。 

・ 避難状況救護所開設状況 

・ 避難者名簿・収容台帳 
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・ 避難者カード 

・ 避難所日誌 

・ 医療移管名簿 

・ 物資調達台帳 

・ 主要食糧等配付台帳 

・ 物資調達台帳 

・ 物資供給状況 

・ 物品受払簿 

  カ 速やかに避難者数の確認により、その実態を把握し、避難生活に必要な物品の確保や食

糧、飲料水等の提供、炊き出し等を行うものとする。また、女性向け物資の配付について

は、女性が担当する等配慮するものとする。 

キ 感染症の発生を踏まえ、避難所における避難者の過密抑制など感染症対策を推進する。 

  ク 平時から、総務課、福祉保健部及び保健所が連携して、感染症患者が発生した場合や健

康観察中の濃厚接触者等が避難所に避難する場合などの対応について協議し、適切な避難

所運営に努めるものとする。 

  ケ 本部長は、必要により、警察と十分連携を図りながら、パトロール隊による巡回活動を

実施するものとする。 

（5） 避難所の閉鎖 

ア 本部長は、災害の状況により避難者が帰宅できる状態になったと認めるときは、避難所

の閉鎖を決定し、副町長を通じて避難所担当者に必要な指示を与える。 

イ 避難所担当者は、本部長の指示により避難者を帰宅させるほか、必要な措置をとるもの

とする。 

ウ 本部長は、避難者のうちから住居が浸水、倒壊等により帰宅の困難な者がいる場合につ

いては、避難所を縮小して存続させるなどの措置をとるものとする。 

７ 救助法が適用された場合 

救助法が適用された場合の避難所の開設及び収容並びにり災者の保護は、同法に基づき実施

する。 

８ 警戒区域の設定 

地震災害が発生し、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認める

ときは、警戒区域を設定し、一般の立ち入りの禁止及び退去を命じることができるが、これは

次のとおりである。 

また、警戒区域の設定に当たっては、警察署、消防部等関係機関と連絡調整を図っておくもの

とし、実際に警戒区域を設定した場合にロープを張るなど、警戒区域の表示を行い、避難等に 

支障のないように処置するものとする 
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第３節 食糧供給計画（物資対応プロジェクト） 

１ 計画方針 

震災時における罹災者等に対する食糧の供給は、県、農林水産省近畿農政局和歌山農政事務

所（以下「農政事務所」という）、その他関係機関の協力のもとに実施する。調達物資及び救

援物資については、物資集積拠点に集積後、必要箇所に搬送する。また、平常時における最低

３日分、できれば１週間程度の家庭及び企業等の食糧備蓄を推進する。 

２ 実施担当者 

避難所内の食糧の供給については、避難所対応プロジェクトが担当し、必要に応じ実施する

炊き出しは教育総務班が担当する。実施にあたっては、本部及び各関係者と密接な連携を図り、

町民、自治会、ボランティア等との協力を得ながら行うものとする。供給を実施したときは、

次の書類を整備し保管するものとする。 

・救助実施記録日計票 

・炊出し給与状況 

・炊出しその他による食品給与物品受払簿 

・炊出しその他による食品給与のための食品購入代金支払証拠書類 

・炊出しその他による食品給与のための物品受払証拠書類 

３ 供給対象者 

ア 避難所に収容された者 

イ 災害による流通の支障等により食品が得られない者 

ウ 住家に被害を受けて炊事のできない者 

４ 食糧の調達及び搬送 

  食糧の調達及び搬送については、被害状況、避難所の開設状況等から必要数量を把握し、

本部と連携を取りながら物資対応プロジェクトが行う。食糧の調達及び搬送は、協定締結業

者等の協力を得て実施することとする。 

ただし、町本部による調達が不可能な場合は、県は町本部からの要請に応じ、又は被災市

町村における備蓄物資等が不足するなど災害応急対策を的確に行うことが困難であると認め

られるなど、その事態に照らし緊急を要し、町本部からの要請を待ついとまがないと認めら

れるときは要請を待たずに、食料を確保し供給するものとする。 

なお、要請等は国、県、市町村本部よの間で、食料の調達や輸送等に必要な情報の共有等

を行うための「物資調達・輸送調整等支援システム」を原則活用するものとし、他にも和歌

山県総合防災情報システムによる要請もできる。 

（通常の流通経路を通じないで供給する場合の応急用米穀は精米とし、一人当たりの給食

並びに供給基準は、一食あたり200精米グラムである。） 
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５ 供給方法 

ア 供給にあたっては、供給計画に基づき被災者間に公平に配分するよう努めるとともに、乳

幼児・高齢者・病弱者・障害者等の要配慮者に配慮する等被災者のニーズに対応したものと

する。 

イ 炊出しを実施する場合は、学校等公共施設内の調理施設を使用して実施することを原則と

するが、必要に応じて避難所又はその近くの適切な場所を選んで臨時の炊出し所を設置する

ものとする。 

ウ 避難所等での食糧の受入れ及び配布、炊出しは、自治会、自主防災組織、奉仕団、ボラン

ティア団体等の協力を得て実施する。 

６ 救助法が適用された場合 

救助法が適用された場合、食糧等の供給は、同法に基づき実施する。 
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第４節 給水計画（水道班） 

１ 計画方針 

震災のため、飲料水が確保できない、又は汚染により飲用に適する水を得ることができない

者に対する飲料水の供給を実施する。１人１日最低必要量３リットルの水の確保に努め、更に

風呂、便所及び炊事場等に必要な生活用水の確保にも努めるものとし、被災状況等により実施

が困難な場合は、隣接市町村、関係団体に速やかに応援要請する体制の確保を図るものとする。 

２ 実施責任者 

飲料水を供給する場合は、本部長が責任者となり、水道班が速やかに給水計画を作成し実施

することとし、必要に応じ物資対応プロジェクト及び避難所対応プロジェクトと連携をとるこ

ととする。供給を実施したときは、供給を行った地区、対象人員、供給水量及び供給の手段を

次の書類によりまとめ報告するとともに整備保管しなければならない。 

ア 供給実施記録日程表 

イ 給水用機械器具・燃料及び浄水用薬品・資材受払簿 

ウ 飲料水の供給簿 

エ 飲料水供給のための支払証拠書類 

３ 供給方法 

 飲料水の供給は次の方法により行う。 

(1) 拠点（給水所）給水 

給水タンクによる運搬供給は、浄水場や被災地に近い水道から取水し、0.2ｍｇ/Ｌ以上の残

留塩素検出の確認を行い、記録の上、被災地域内の給水基地等へ飲料水・生活用水の輸送を行

う。この場合特に病院、避難所等緊急度の高い所を優先とする。 

(2) 水の確保 

水道班長は、断水等により町独自では水の確保ができないと判断したときは以下の処置をと

るものとする。 

(3) 他の水道事業体への応援要請 

日本水道協会和歌山県支部水道災害相互応援対策要綱に基づく協定に基づき県内及び他府県

水道事業体に対する広域的な支援の要請を行う。 

４ 県への報告 

飲料水の供給計画に基づき応急対策を実施したときは、直ちに、県支部保健班（湯浅保健所）

経由のうえ県本部食品・生活衛生班（食品・生活衛生課）へ報告する。 

５ 救助法が適用された場合 

救助法が適用された場合飲料水の供給は、同法に基づき実施する。 
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６ 水道の対策 

水道班は、震災による水道事故に対処するため、水道技術管理者及び各要員を待機させると

ともに復旧資材の確保に努め、事故が発生したときは、次の方法により対策を講じるものとす

る。 

ア 施設を巡回し事故発生の有無を確認する。 

イ 施設の損壊、漏水等の被害を認めたときは、応急措置を講じるとともに、県支部保健班

（湯浅保健所）を経由して県本部食品・生活衛生班（食品・生活衛生課）に被害内容、被害

金額及び給水状況等を速やかに電話等をもって報告する。水道復旧は、水道復旧行動指針・

復旧計画に基づき行う。 

ウ 水道の復旧に当たっては、復旧行動指針・復旧計画等に沿って行うものとするが、特に

浄水場から主要配水池にいたる送水管の復旧及び基幹配水管の復旧を優先的に行う。その後

避難所、病院等への給水が早急に行われるよう考慮しながら、配水支管等の復旧を行い、断

水区域の解消に努める。 

エ 復旧後の施設の使用開始にあたって、水質の保全に留意し管内の消毒等を十分に行い、

水質検査を実施し、記録を保管する。 

オ 国庫補助対象となるような規模の施設災害が発生した場合には、所定の手続等を行う。 

５ その他 

給水の実施にあたって給水場所や時間等の内容を迅速かつ的確に広報できるよう努めるものと

する。 
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第５節 物資供給計画（物資対応プロジェクト） 

１ 計画方針 

災害によって住家に被害を受け、日常生活に欠くことのできない被服、寝具、その他の衣料品等を喪

失又はき損し、直ちに日常的な生活を営むことが困難な者に対し、急場をしのぐ程度の被服、寝具その

他の衣料品及び生活必需品の給与又は貸与については、本計画により実施する。なお、物資調達及び救

援物資については、物資集積拠点に集積後、必要箇所に搬送する。 

２ 実施責任者 

物資を供給する場合は、物資対応プロジェクト長が責任者となり、避難所対応プロジェクト

と連携をとりながら、給付段階ごとに担当職員を定め実施するものとする。また、物資の搬送

は、協定締結業者等の協力を得て実施することとする。また供給を実施したときは、次の書類

を整備し保管するものとする。 

 ・救助実施記録日計票 

・物資給与状況 

・給与物品受払簿 

・物資給与のための購入代金支払証拠書類 

・物資給与のための物品受払証拠書類 

３ 対象者 

ア 避難所に収容された者 

イ 震災により、住家の被害が全焼、全壊、大規模半壊、半焼、半壊の被害を受けた者 

ウ 被服、寝具、その他生活上必要な最小限度の家財を喪失した者 

エ 被服、寝具その他生活必需物資がないため、直ちに日常生活を営むことが困難な者 

① 供給品目等の基準 

ア 被服、寝具その他の生活必需品の給与又は貸与は、被害の実情に応じ次の品目の範囲内

において現物をもって行う。 

・ 被服、寝具及び身のまわり品 

・ 日用品 

・ 炊事用具及び食器 

・ 光熱材料 

イ 供給品目、供給のための支出できる経費の限度、期間等は、「災害救助法による救助の

程度、方法及びその費用の範囲」のとおりとする。 

４ 調達方法 

本部長の指示に基づき、町内又は町外業者から調達するが、町単独で必要数量を調達できな

いときは、国の物資調達・輸送調整等支援システムや和歌山県総合防災情報システムにより要

請するほか、近隣市町村に応援を要請する。 
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５ 供給の方法 

ア 物資の供給 

物資の供給は、被災世帯数、人員、家族構成等を確実に把握し、被災者間に公平に行う 

イ 町民等の配分にあたっては、町内会、自主防災組織、ボランティア等の協力をえて行う。 

ウ 要配慮者への配慮 

衣料・生活必需品・その他物資の供給の実施については、乳幼児、高齢者、病弱者、障害

者等の要配慮者を優先的に行うものとし、できる限りニーズに対応するものとする。 

 エ 男女双方の視点により、女性向け物資の配布は女性が担当する等、性に配慮する。 

６ 救助法が適用された場合 

救助法が適用された場合の物資の供給は、同法に基づき実施する。 

７ 個人備蓄の推進 

町は、災害直後に最低限必要となる被服等の生活必需品の各家庭における備蓄を推進するも

のとする。 
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第６節 住宅・宅地対策計画（住宅調査班） 

１ 計画方針 

既存住宅ストックの活用を重視して応急的な住まいを確保することを基本とし、相談体制の

整備、修理業者の周知等による応急修理の推進、公営住宅等の既存ストックの一時提供及び賃

貸型応急住宅の提供により、被災者の応急的な住まいを早期に確保するものとする。また、地

域に十分な既存ストックが存在しない場合には、建設型応急住宅を速やかに設置し、被災者の

応急的な住まいを早期に確保するものとする。 

２ 実施者 

  ア 町は、応急仮設住宅の供与及び住宅の応急修理の計画の樹立及び実施をし、実施が困難

な場合は県に実施を依頼する。 

  イ 災害救助法が適用された場合、応急仮設住宅の建設は県が実施し、状況に応じて県知事

から委託を受けて町が実施する。 

３ 応急住宅の供与 

（1） 応急住宅の種類  

  ア 賃貸型応急住宅 

  イ 建設型応急住宅 

（2） 対象者 

   対象者は以下に該当するものとし、必要に応じ民生委員児童委員や自治会長等の意見を徴

する等、罹災者の生活条件を調査の上決定する。 

ア 住家が全焼、全壊又は流失した者 

イ 居住する住家がない者 

ウ 自己の資力では住宅を確保することができない者 

（3） 賃貸型応急住宅の供与 

   賃貸型応急住宅の供与については、県が締結している「災害時における賃貸住宅の媒介に

関する協定書」に基づき、公益社団法人和歌山県宅地建物取引業協会及び公営基社団法人全

日本不動産協会和歌山県本部に協力を求めることができる。 

（4） 建設型応急住宅設置の基準等 

ア 原則として、町において設置する。 

イ 工事は、実施者の直営又は業者に一括して請負わせて実施することができる。 

ウ 設置における規格の基準及び限度額は、「災害救助法による救助の程度、方法及びその

費用の範囲」のとおりとする。 

エ 建設用地は、原則として町有地とする。ただし、これにより難いときは適当な公有地又

は私有地を選定する。 

オ バリアフリー化し、要配慮者に配慮した作りとする。 
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カ 被災者の憩いの場である集会所等の設置も検討する。 

（5） 建設型応急住宅の建設 

建設型応急住宅の建設については、県から住宅建設業務を委任されている場合は「災害時 

における応急仮設住宅の建設に関する協定書」に基づき一般社団法人プレハブ建築協会に、

また「災害時における木造の応急仮設住宅の建設に関する協定書」に基づき、和歌山県応急

木造仮設住宅建設協会に協力を求めることができる。なお、災害発生の日から20日以内に着

工し、できる限り速やかに完成するものとする。 

（6） 入居の順序等 

 入居の順序は、要配慮者や避難所に収容されている者を優先し、公平に決定する。ただし、

入居後の地域コミュニティの形成を見据え、被災前の地域コミュニティが維持できるよう十

分配慮して、孤立者が出ない対策を講じるものとする。 

（7） 入居後の応急仮設住宅の管理 

ア 家賃及び維持管理 

① 家賃は無料とする。 

② 維持修理は入居者の負担とする。 

③ 地代を必要とするときは、入居者の負担とする。 

イ 応急仮設住宅台帳の作成 

応急仮設住宅台帳を作成し入居契約書とともに整理保管し、知事に台帳の写を提出す 

る。 

（8） 救助法が適用された場合 

救助法が適用された場合の応急仮設住宅の建設は、同法に基づき実施する。また、建築 

基準法85条建築の緩和の告示後実施するものとする。 

（9）書類の整備保管 

応急仮設住宅の建設を実施した場合は、住宅・調査班長が責任者となり、関係書類を次の 

とおり整備し保管しなければならない。 

ア 救助実施記録日計票 

イ 応急仮設住宅台帳 

ウ 応急仮設住宅用敷地貸借契約書 

エ 応急仮設住宅使用賃貸契約書 

オ 応急仮設住宅建築のための原材料購入契約書、工事契約書、その他設計書、仕様書等 

カ 応急仮設住宅建築のための工事代金等支払証拠書類 

なお、直営工事によって建築した場合においては、このほかに工事材料受払簿、大工、作

業員等の出納簿、輸送簿等 
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４ 災害救助法による住宅の応急修理 

(1) 対象者 

ア  震災によって住家が半壊、半焼し、当面の日常生活を営むことのできない者とする。 

イ  居住者が自己の資力をもって応急修理ができない者とする。 

ウ  半壊、半焼の世帯数の30％以内とする。 

(2) 応急修理の方法 

ア 応急修理対象世帯ごとに調査を行い、修理計画書（仕様書）を作成し、これに基づき業

者に請負わせるか、又は直営工事で実施する。 

イ 応急修理は、居室、炊事場、便所等日常生活に必要欠くことのできない部分のみを対象

に実施する。 

ウ 応急修理における規模及び限度額は、「災害救助法による救助の程度、方法及びその費

用の範囲」のとおりとする。 

エ 応急修理に係る資材は、原則として請負業者が確保するものとするが、業者において確

保できないときは県本部長に連絡し斡旋調達又は、資材の支給を受ける。 

(3) 救助法が適用された場合 

救助法が適用された場合の住宅の応急修理は、同法に基づき実施する。 

(4) 書類の整備保管 

応急修理を実施する場合は、住宅・調査班長が責任者となり、関係書類を次のとおり整備

し保管しなければならない。 

ア 救助実施記録日計票 

イ 住宅応急修理記録簿 

ウ 工事契約書、仕様書等 

エ 応急修理支払証拠書類 

５ その他 

公営住宅法による災害公営住宅の建設及び既設公営住宅復旧事業実施、また、罹災者に対す

る住宅建設資金等の融資については、県計画の定めるところによる。 
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第７節 医療助産計画（保健医療班） 

１ 計画方針 

震災のため地域医療の機能がなくなり、又は著しく不足し、若しくは医療機関が混乱した場

合における医療及び助産の実施については、県、日本赤十字社、医師会その他医療関係機関の

協力を得て、次の計画により行う。 

２ 実施責任者 

保健医療班が担当者となり、消防本部、県、地元病院、有田医師会等の協力を得て実施する。

医療及び助産を実施した場合、保健医療班長は、次の書類を整備保管しなければならない。 

ア 救護班活動状況 

イ 救助実施記録日計票 

ウ 医薬品、衛生材料等使用簿 

エ 医療、助産関係支出証拠書類 

３ 医療情報の収集活動 

県及び医療関係機関と密接な連携のもと、医療機関被害状況、活動状況等の災害医療情報の

迅速かつ的確な把握に努める。 

４ 医療救護活動 

（1） 県等医療救護班の派遣要請 

災害が発生し、医療救護活動を実施する必要が生じた場合、知事に医療班の派遣を要請し

実施するものとするが、特に緊急を要する場合又は知事が実施しない小災害の場合で実施を

要する際は、有田医師会に対し救護班の編成及び派遣を要請するものとする。（災害時の医

療救護に関する協定書） 

（2） 救護所の設置 

町は、被災現場、避難所及び被災地内の医療保健施設等に、必要に応じ応急救護所あるい

は医療救護所（以下「救護所」という。）を設置し、医療救護及び助産を必要とする者に対

し迅速かつ適切に医療救護及び助産活動を行う。なお、救護所を設置する場合の予定場所を

次の場所とし、災害発生の状況に合わせ、必要に応じて設置場所を定める。 

ア 保健センター等の町の公共施設 

イ 避難所 

ウ 集中して負者が出る地域 

エ 学校の保健室等 

オ その他救護所の設置が必要な場所 

（3） 救護所の運営については、別に定める「有田川町災害時医療救護所運営マニュアル」に基

づくものとする。 
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５ 医薬品等の確保供給活動 

医療救護活動に必要な医薬品等の確保供給については、「和歌山県災害時医薬品等供給マニ

ュアル」に基づき、地域の医療機関等の協力を得て、迅速、的確に実施する。 

６ 救助法が適用された場合 

救助法が適用された場合の医療、助産活動は、同法に基づき実施する。 

７ 被災者の健康維持活動 

ア 巡回相談の実施 

被災者の健康管理や生活環境の整備を行うため、避難所、応急住宅などにおいて、保健師

等による巡回相談、訪問指導、健康教育、健康診断等を実施する。 

イ 心の健康診断等の実施 

災害による心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）、生活の激変による依存症等に対応する

ため、心の健康に関する相談窓口を設置する。 

８ 要配慮者対策 

地域における妊婦、出産直後の新生児・産婦、在宅重症心身障害児（者）、医療依存度の高

い療養者等に対し、必要な保健指導を行う。 
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第８節 罹災者救出計画（消防班） 

１ 計画方針 

震災のため、現に生命身体が危険な状態にある者、生死不明の状態にある者の捜索又は救出

保護は、本計画によるものとする。 

２ 救出体制 

罹災者の救出は、消防本部が消防団、警察官、消防相互応援協定締結機関、自衛隊、緊急消

防援助隊、自主防災組織及び奉仕団等の協力により、舟艇その他必要な器具を借り上げて実施

する。 

３ 対象者 

(1) 被災者の救助は、災害のため、現に救出を要する状態に置かれている者で、おおむね次 

のような状態にある者。 

ア 震災に伴う火災の際に火中に取り残された場合 

イ 震災の際、倒壊家屋の下敷きになった場合 

ウ 震災により流倒壊家屋ともに孤立した地点に取り残された場合、又は山津波により生埋

めになった場合 

(2) 災害のため生死不明の状態にある者で、社会通念上生死が未だ判明しない者、行方不明で

あるが死亡の明らかでない者 

４ 救出の方法 

救出活動は、消防対策部が必要な車両・特殊機材・救助用資機材等を準備又は調達し、迅速

に実施するものとするが、大震災時等においては、住民、関係機関等と協力、連携して実施す

るものとする。 

(1) 住民等への協力依頼 

ア 広報車及びテレビ、ラジオなどの報道機関を通じて、町民の隣保相互扶助の精神に訴え、

救出活動への積極的な協力を依頼する。 

イ 企業団体、奉仕団等に対して協力を呼びかける。 

ウ 原則として、町民の自主協力に期待するが、緊急の場合、現場付近の住民に救出活動の

従事命令を発するものとする。 

(2) 関係機関への協力要請 

緊急に救出を必要とする住民が多数あり、消防対策部等だけでは救出が困難と認められる

ときは、消防相互応援協定締結機関、緊急消防援助隊、自衛隊等の派遣を要請する。 

(3) 警察及び医療機関との連携 

被災者の救出活動を円滑に実施するため、所轄警察署に連絡し、交通規制及び現場の警備

等を依頼する。また、傷病者を受け入れる医療機関との連絡調整を行う。 
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５ 救助法が適用された場合 

救助法が適用された場合の救出活動は、同法に基づき実施する。 

６ 書類の整備保管 

救出活動を実施した場合、消防対策部長は、責任をもって以下の書類を整備し、保管しなけ

ればならない。 

ア 救助実施記録日計票 

イ 被災者救出用機械器具燃料受払簿 

ウ 被災者救出状況記録簿 

エ 被災者救出関係支払い証拠書類 
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第９節 住居等の障害物除去計画（土木班） 

１ 計画方針 

  災害により住居に運び込まれた土石、竹木等により日常生活に著しい障害を及ぼしているも

のの除去については、本計画によるものとする。 

２ 計画内容 

 (1) 実施者 

   被災地の障害物の除去の計画樹立及び実施は、町が行う。 

 (2) 救助法による障害物除去の基準 

  ア 対象者 

   ① 自己の資力では障害物の除去ができない者 

   ② 居室、炊事場等生活に欠くことができない場所、また、玄関等に障害物が運び込まれて

いるため一時的に居住できない状態にある者 

  イ 除去の期間 

    災害発生の日から10日以内とする。 

  ウ 費用の限度 

    災害救助法の基準による。 

 (3) その他 

   整備しなければならない書類等は、次のとおりである。 

  ア 救助実施記録日計表 

  イ 障害物の除去の状況記録簿 

  ウ 障害物除去費関係支払証拠書類 
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第 10 節 災害弔慰金等支給及び災害援護資金等貸付計画（出納班） 

１ 計画方針 

町は、震災により被害を受けた者に対し、災害弔慰金及び災害障害見舞金等の支給並びに低

所得者に対して災害援護資金等の融資を行い、被災者の早期立直りを図り、併せて生活の安定

化を促進するものとする。町においては、出納班が担当する。 

２ 事業計画 

① 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸し付け 

 ア 実施者 

   町長は、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく条例の定めるところにより、一定規

模以上の自然災害により被災した住民遺族、世帯主に対して弔慰金及び見舞金の支給及び

援護資金の貸し付けを行う。 

イ 実施基準等    

災害弔慰金・災害援護資金等実施基準等 

② 生活福祉資金（福祉資金）の貸し付け 

 ア 実施主体 

   「生活福祉資金貸付制度要綱」に基づき、県社会福祉協議会が被災した低所得世帯等に

対し、災害を受けたことにより臨時に必要となった資金を貸し付けるものとする。 

   ただし、前項の災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく災害援護資金の貸し付け対象

となる世帯を除く。 

 イ 生活福祉資金貸し付け条件 

災害弔慰金・災害援護資金等実施基準等 
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第 11 節 遺体捜索処理計画（住民班、環境衛生班） 

１ 計画方針 

震災の混乱期に死亡し火葬又は埋葬（以下この節「火葬等」）を行うことが困難な場合、応

急的な火葬等及び災害により現に行方不明の状態にあり、周囲の事情により既に死亡している

と推定される者の捜索並びに災害の際に死亡した者の遺体の処理については、本計画による。 

２ 遺体の安置等 

  遺体安置所を確保し、遺体を収容・安置する。警察官の検視又は医師の検案、遺体の洗浄等

の処置を行い、身元判明遺体は火葬許可証の交付とともに遺族に引き渡すこととする。 

３ 遺体の火葬等 

（1） 実施担当者 

遺体の火葬等は、震災の際死亡した者で、震災のため社会が混乱している場合であって遺

族自らが火葬等を行うことが困難な場合、又は死亡した者の遺族がない場合、町が遺体の応

急的な火葬等を実施する。実施に当たっては、有田聖苑及び清水斎場を主として使用する。

なお実施する場合は、次の書類を整備保管しなければならない。 

ア 救助実施記録日計票 

イ 埋葬（火葬）等遺体処理台帳 

ウ 埋葬（火葬）等処理費支出関係証拠書類 

（2） 火葬等の方法 

ア 原則として、火葬とする。 

イ 身元不明遺体については、火葬の後、遺骨及び遺品等を町又は寺院等に依頼して保存す

る。 

ウ 火葬場の稼動状況、棺の確保状況等関連する情報を広域的かつ速やかに収集し、棺の調

達、遺体搬送の手配等を実施する。 

エ 遺体の火葬、遺族に対する棺、ドライアイス、骨つぼ等の支給など必要な措置を講じる。 

オ 独自で火葬を行うことが不可能となった場合は、「和歌山県広域火葬実施要綱」に基づ

き、県に対して必要な措置を要請し、広域火葬を実施する。 

（3） 救助法が適用された場合 

救助法が適用された場合の遺体処理等は、同法に基づき実施する。 

４ 遺体の捜索 

（1） 実施担当者 

町が警察官等の協力を得て実施する。 

なお、次の書類を整備保管しなければならない。 

ア 救助実施記録日計票 

イ 捜索用機械器具燃料受払簿 
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ウ 死体捜索状況記録簿 

エ 死体捜索用関係支出証拠書類 

（2） 対象者 

災害により現に行方不明の状態にあり、周囲の事情により既に死亡していると推定される

者 

（3） 捜索の方法 

町が必要に応じ捜索班を編成し、警察機関等と連携を取りつつ実施する。 

（4） 救助法が適用された場合 

救助法が適用された場合の遺体の捜索は、同法に基づき実施する。 

５ 遺体の処理 

（1） 実施担当者 

災害の際死亡した者について、社会混乱のため遺体の処理（火葬等を除く）を行うことが

できない場合において、町が遺族等に代って処理を実施する。 

なお、次の書類を整備保管しなければならない。 

ア 救助実施記録日計票 

イ 遺体処理台帳 

ウ 遺体処理関係支出証拠書類 

（2） 遺体処理の方法 

ア 遺体の識別、火葬等を行うための、洗浄、縫合、消毒及び遺体の一時保存を実施する。 

イ 遺体の検案は、遺体の処理として医療救護班の医師が行うが、遺体の数が多い場合は、

他の医療機関の応援を求めて実施する。 

（3） 救助法が適用された場合 

救助法が適用された場合の遺体の処理は、同法に基づき実施する。 
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第 12 節 災害義援金品配分計画（出納班） 

１ 計画方針 

り災者、り災施設、その他に対する義援金品の配分は、本計画による。 

２ 義援金品の受け付け 

 被災者あてに寄贈される義援金品の受付窓口を設置し受け付けを行う。 

義援金の受付期間はおおむね１ヶ月以内とし、必要に応じて延長する。 

３ 義援金品の保管 

義援金品の受け付けに際しては受領書を発行し、収支を明らかにする帳簿を備え付けるとと

もに、被災者に配分するまでの間、適正に保管する。 

４ 義援金品の配分 

義援金品の配分は、義援金総額や被害状況等に基づき公平を維持し、迅速に実施する。 

また、義援金品の配分にあたっては、民生委員児童委員その他関係者の意見を聞き、実情に

即して配分を行う。 
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第13節 避難行動要支援者対策計画（福祉保健対策部、関係各班） 

１ 計画方針 

  各地域における乳幼児、身体障害者、知的障害者、精神障害者、病人、難病等の患者、高齢

者、妊婦、外国人など災害に際して必要な情報を得ることや迅速かつ的確な防災行動をとるこ

とが困難な人々に対し、迅速、的確な対応を図るための体制整備については、本計画によるも

のとする。 

２ 事業計画 

  町は、災害時に次の事項について避難行動要支援者に十分配慮し、適切な被災者支援を実施

する。 

（1）各種広報媒体を活用した気象情報、災害情報、避難勧告等の情報提供 

（2）自治会、自主防災組織、民生委員児童委員等地域住民の協力による避難誘導 

（3）名簿等の活用による居宅に取り残された避難行動要支援者の迅速な発見 

（4）条件に適した避難所の提供や社会福祉施設等への緊急入所等対象者に応じたきめ細やかな

対応 

（5）避難所等における避難行動要支援者の把握とニーズ調査 

（6）生活必需品への配慮 

（7）食糧の配慮（やわらかい食品等） 

（8）手話通訳者、要約筆記者、ガイドヘルパー、ボランティア等の協力による生活支援 

（9）巡回健康相談、電話等による相談や栄養相談等の重点的実施 

（10）仮設住宅の構造仕様についての配慮 

（11）仮設住宅への優先的入居の検討 

（12）仮設住宅入居者等への相談、訪問、安否確認の実施 

（13）ソーシャルワーカー等の配置や継続的なこころのケア対策 

（14）インフルエンザ等感染症の防止対策 

（15）社会福祉施設等の被害状況調査 

（16）医療福祉相談所の設置 
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第 14 節 有害物質流出等防止対策（環境衛生班） 

１ 計画方針 

 (1) 有害物質の流出及び石綿の飛散による住民の健康被害が生じ又はその恐れがある場合の応

急対策についてはこの計画による。 

(2) この計画の対象とする有害物質は、人に健康被害を生ずるおそれのある以下の物質とする。 

 ア 待機汚染防止法施行令第３条の３第１号で規定されている吹付け石綿（レベル１） 

 イ 水質汚濁防止法第２条第２項第１号で規定される有害物質 

(3) 事業所敷地内の有害物質汚染対策は、原則として事業者が実施する。 

(4) 事業所敷地外の有害物質汚染対策は、事業者が県及び町と連携して実施する。 

２ 事業計画 

 (1) 石綿飛散応急対策（上記1-(2)-アの物質） 

ア 石綿飛散防止対策については、「災害時におけるアスベスト飛散防止対策マニュアル～吹

付けアスベスト使用建築物からの飛散対策～」に基づき行うものとする。 

イ アスベスト台帳に基づき石綿飛散の恐れのある建築物等の損壊状況の把握を行うとともに、

当該建築物等の所有者等に対し、石綿飛散防止応急対策や建築物の修繕及び解体作業時の石

綿飛散防止対策を実施するよう指導する。 

ウ 吹付け石綿（レベル１）の廃棄物については、災害廃棄物処理計画に基づき適正に処理す

る。 

エ 災害ボランティア、復興従事者及び住民等の石綿暴露防止対策として、石綿の吸引を防ぐ

防塵マスクの着用を周知する。 

(2) 有害物質流出防止対策（上記1-(2)-イの物質） 

ア 事業所から、水質汚濁防止法第14条の2に基づき応急の措置を講じ、事故の状況及び講じ

た措置の報告を受ける。 

イ 事業者の講じた応急の措置が十分でないと判断される場合は指導を行う。 

ウ 事業者が実施する有害物質に汚染された土壌等の測定おける測定場所の選定などについて、

町は事業者に協力する。 

 エ 有害物質の流出により住民の健康に被害が生じる恐れがある場合は、周辺住民へ広報を行

う。 
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第５章 保健衛生計画 

第１節 防疫計画（環境衛生班、下水道班） 

１ 計画方針 

震災発生時における被災地の防疫は、本計画に定めるところにより迅速に実施し、感染症の

発生と流行の未然防止に万全を期するものとする。 

２ 実施担当者 

災害時における被災地域の防疫は環境衛生班及び下水道班が担当する。 

３ 災害防疫の実施方法 

（1） 広報活動の実施 

パンフレット、リーフレット等の方法により地区組織を通じ広報活動の強化に努めるとと

もに、地区住民の社会不安の防止に留意する。 

（2） 消毒の実施 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）（以

下この項「感染症に関する法」という）第27条第２項に規定する消毒は、知事の指示に基づ

き、感染症に関する法施行規則第14条に定めるところによって実施し、使用する薬剤及び器

具等については、速やかに整備拡充を図る。 

（3） ねずみ族昆虫等の駆除 

感染症に関する法第28 条第２項の規定より知事が定めた地域内で知事の指示に基づき、

感染症に関する法施行規則第15 条に定めるところによりねずみ族、昆虫等の駆除を実施す

るものとする。 

（4） 生活の用に供される水の供給 

感染症に関する法第31 条第２項の規定による知事の指示に基づき、速やかに生活の用に

供される水の供給をするものとする。実施に当たっては、本編「給水計画」に定める方法に

よって行うものとする。 

（5） 患者の入院方法 

感染症等であって、入院が適当なものについては、感染症に関する法19条の規定により、

早急に入院の手続きをとるものとする。 

（6） 報告 

警察、消防等諸機関、地区の衛生組織その他関係団体の緊密な協力のもとに、下記の事項

について県支部保健班（湯浅保健所）を経由して、知事に報告（電話、書類）する。 

ア 被害の状況 

イ 防疫活動状況 

ウ 災害防疫所要見込額 

エ その他  
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第２節 清掃計画（環境衛生班、下水道班） 

１ 計画方針 

震災の発生によって、ごみ、汚泥、ガレキ並びにし尿等(以下この節「廃棄物」という。)に

より生活環境が著しく汚染された場合、これらを早急に処理し衛生的な生活環境を確保するた

め、災害時における廃棄物対策は、本計画及び災害廃棄物処理計画によるものとする。なお、

被災地からの廃棄物の受け入れの際は、必ず分別し受け入れるものとし、仮置場の土壌汚染に

ついても対策を講じることとする。 

２ 実施担当者 

廃棄物収集処分の応急対策計画の策定及びその実施は環境衛生班及び下水道班が行う。実施

するに当たっては、ごみ処理係、し尿処理係、ガレキ処理係を編成し実施する。 

被害が甚大で町域での応急対策の実施が不可能な場合は、県支部保健班（湯浅保健所）及び

県の指導により他の市町村の応援を得るものとする。 

３ 実施の方法 

(1) ごみ処理 

ア 初期対応 

① 避難所をはじめ被災地域におけるごみの収集処理見込量を把握する。 

② ごみ処理施設の被害状況と復旧見込を把握する。 

イ 処理活動 

① 被災地の生活に支障が出ないように、ごみの収集処理を適切に行う。 

② 大型ダンプがアクセスできる場所に一時仮置場、二次仮置場を設置する。 

③ 防疫上、早期の収集が必要な生活ごみは、迅速に収集処理する。 

④ 仮置場、一時保管場所における衛生状態を保つ。 

⑤ 廃棄物処理計画に基づき業者等へ収集・処理・処分の協力を依頼する。 

被災地域をそれぞれ区分・分担し、可燃物は焼却処分することを原則とするが、排出量が

処理能力を超えた場合、又は不燃物との分別が困難な場合は、一時仮置きを実施し分別後に

可燃物は焼却処理するものとする。なお、処分においては、環境衛生上支障のないよう十分

配慮する。 

(2) し尿処理 

ア 初期対応 

① し尿処理係は、関係部課との連携のもとに、し尿処理体制を早急に確立する。 

② し尿処理施設及び下水処理施設等の被害状況を把握した後、必要に応じ応急復旧措置を

講じて、処理能力の維持に努める。 

③ 避難所等の避難人員及び場所を確認し、水道の復旧状況を勘案のうえ、当該避難所等の

仮設トイレの必要数やし尿の収集・処理見込みを把握し、必要に応じ仮設トイレを設置
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する。 

イ 処理活動 

① 収集は、し尿収集許可業者の積極的な協力を求めて実施する。また、避難所などで緊急

くみ取りを必要とする地域から実施する。 

② 処理は、し尿処理場で行うことを原則とするが、必要に応じ臨時貯留施設の設置等を行

うものとする。ただし、環境衛生上、支障のないよう措置するものとする。 

(3) がれき処理 

ア 初期対応 

① ガレキの発生量を把握する。 

② ガレキの選別・保管・焼却等のために大型ダンプがアクセスでき、長期間の仮置きが可

能な場所に一次仮置場、二次仮置場を設置するとともに、ガレキの最終処分までの処理

ルートの確保を図る。 

災害の規模、被害の程度により、収集能力、緊急度等を勘案して収集計画を作成し実施す

る。 

イ 処理活動 

① ガレキ処理については、危険なもの、通行上支障のあるもの等を優先的に収集・運搬す

る。 

② ガレキの適正な分別・処理・処分を行うとともに、可能な限り木材やコンクリート等の

リサイクルに努める。 

③ アスベスト等有害な廃棄物による環境汚染の未然防止に努めるとともに、住民及び作業

者の健康管理及び安全管理に十分配慮する。 

④ 町が有するトラックを使用し収集することを原則とするが、災害の種類、排出物の形状

等により、臨機の措置をとるものとする。 

ウ 資機材の確保 

ガレキの除去に必要な車両、機械、器具等の資機材が不足したときは、建設業者等の協

力を得るものとする。 

多量に集積された箇所に対しては、ダンプカ－、ショベルカ－等の機動力を駆使し、迅

速に排除を行うものとし、車両等の借り上げの措置をとるものとする。 

(4) その他 

大規模災害の発生時における廃棄物の処理等に関して協力が必要な場合は、和歌山県と一

般社団法人和歌山県産業資源循環協会、一般社団法人和歌山県清掃連合会及び一般社団法人

和歌山県産業廃棄物協会が締結している「大規模災害時における災害廃棄物の処理等に関す

る協定」に基づき、県を通じ同協会等に協力を要請するものとする。 

また、し尿等の処理に関して協力が必要な場合は、和歌山県と一般社団法人和歌山県清掃
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連合会及び一般社団法人和歌山県一般廃棄物協会が締結している「災害時におけるし尿等の

収集運搬に関する協定書」に基づき、県を通じ協力を要請するものとする。 

４ 事務処理 

ア 災害により応急対策を実施したときは、直ちに、県支部保健班（湯浅保健所）を経由のう

え県環境生活部循環型社会推進課へ報告する。 

イ 廃棄物処理施設（ごみ処理施設・し尿処理施設）に被害があった場合は、「災害関係業務

事務処理マニュアル（平成26年6月 環境省廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課）」に

より、その被害状況、被害写真及び復旧計画（第１報は、概況を電話・ＦＡＸで）を添え、

県支部保健班（湯浅保健所）を経由して、県環境生活部循環型社会推進課へ報告する。 

５ その他 

堆積土砂の排除は、清掃作業とはみなされない。 
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第 3 節 精神保健福祉対策計画（保健医療班、福祉班） 

１ 計画方針 

高齢者、障害者等の要配慮者、児童等の被害状況や救援の必要性の把握に努めるとともに、

震災直後の精神科医療の確保と、災害がメンタルヘルスに与える影響に長期的に対応する体制

を確立し、継続した福祉サービスの提供を行う。 

２ 実施担当者 

保健医療班及び福祉班が、民生委員児童委員、自治会、社会福祉協議会、ボランティア、県

等の協力を得て実施する。 

３ 被災地の災害対策 

県支部保健班（湯浅保健所）を精神保健福祉活動の拠点に、県本部、国、精神医療関係機関

等によるネットワークを形成し、状況の把握に努め、必要に応じ精神科医師を含む関係者の会

議を行い適切に対応する。 

４ 要配慮者への対応 

(1) 要配慮者の発見 

民生委員児童委員、消防団、自治会、自主防災組織、社会福祉協議会、ボランティア、県

等の協力を得ながら、速やかに在宅要配慮高齢者、障害者等の迅速な発見保護に努める。 

(2) 避難所等への移送 

 被災した在宅要配慮高齢者、障害者等に対し、本人の意思・状況を判断した上で、避難所、

医療機関、社会福祉施設等へ速やかに移送する。 

(3) 被災状況とニーズの把握 

ア 要配慮者等の所在の把握と被災状況、健康状態及び福祉ニーズの把握に努める。 

イ 社会福祉施設の施設設備、職員、入所者等の被災状況の迅速な把握に努める。 

(4) 要配慮者への支援活動 

ア 福祉用具等の確保 

高齢者や障害者の日常不可欠な福祉用具（車椅子、補装具等）等の搬送、供給体制を確

保するとともに、被災地域への介護職員等の組織的・継続的な派遣に努める。 

イ 在宅福祉サービスの継続的提供 

被災した高齢者、障害者等に対して、補装具や日常生活用具の交付、ホームヘルパーの

派遣や利用可能な施設及び福祉サービスに関する情報の提供に努める。 

ウ 医薬品、医薬材料等の確保 

精神疾患については、継続した服薬により症状の安定を図っているため、医薬品・医薬

材料等の供給体制の確保に努める。 
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５ 児童への対応 

(1) 実態把握 

民生委員児童委員、消防団、自治会、自主防災組織、社会福祉協議会、ボランティア、県

等の協力を得ながら、孤児や遺児等の実態把握に努める。 

(2) 保護、生活支援 

ア 保育を必要とする児童があるときは、保育所等に入所させ保育するものとする。 

イ 保護者を失った児童があるときは、県又は児童相談所に連絡して児童福祉施設等に保護

するものとする。 

６ 心のケア対策 

被災者の心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）等に対応するため、精神科医・精神保健福祉

士・心理士等による相談窓口を開設するなどの心のケア対策に努める。 

７ 福祉相談窓口の開設 

要配慮者に対しては、周辺住民を中心としたきめ細かな支援体制の確立を図るとともに、早

期に相談窓口を開設する。 

８ 情報伝達方法 

要配慮者に対し迅速正確な情報を伝達するため、関係団体やボランティア等の協力を得て、

視覚障害者にはテープレコーダー、聴覚障害者には情報案内板等を利用するなどニーズに応じ

て適切に行う。 

９ 広域支援体制の確立 

県支部保健班（湯浅保健所）を拠点に、市、県本部、国、近隣府県、関係団体等によるネッ

トワークを形成し、広域的な人的・物的支援を得ながら、介護職員等の福祉関係職員の派遣や

要配慮者の他の地域の社会福祉施設への入所が迅速に行えるよう、広域支援体制を確立するも

のとする。 
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第 4 節 動物保護管理計画（環境衛生班） 

１ 計画方針 

災害時には避難者の同伴動物にかかる問題も想定されるため、町は、被災者支援の一環とし

て、県の設置する「災害時動物救援本部」と協力して動物の収容活動及び救護活動を実施する。 

２ 実施内容 

(1) 被災地における動物の保護 

所有不明の負傷動物、放し飼いの動物保護については、県及び動物愛団体、ボランティア

と協力し、動物の保護に努める。 

(2) 避難所における動物の適正な飼育 

 避難所では、有田川町避難所運営マニュアルに基づき確保する避難所の飼育場所において

飼い主自身が動物を適正に飼育管理し、動物の愛護及び環境衛生の維持に努められるよう支

援する。 

(3) 県との連携 

県との連携により、餌の手配、負傷動物の収容・保管、相談等の実施する。 

３ その他 

 死骸処理 

動物等の死骸処理については、火葬を原則とするが、施設等の状況により火葬できない場

合は、衛生面に十分注意し死骸処理を行う。 
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第６章 公共土木施設等応急対策計画（建設班、下水道班） 

 

１ 計画方針 

震災の発生後、民生の安定、公共福祉の早期回復を図るため、被災箇所の本復旧計画を立て

る前に、落石、流出土砂、雑木等を除去するほか、二次災害の防止に努める。 

２ 河川災害 

建設班は、県と協力して被災箇所の背後地に甚大な被害を与えるため、緊急に施工しなけれ

ばならない仮締切工事又は破壊箇所が次期出水により被災が予想される箇所について、決壊防

止工事を行う。 

３ 砂防・地すべり等土砂災害 

建設班は、県と協力して二次災害の危険性の高い被災箇所について、緊急に土砂災害対策工

事を実施する。又、人家等に対する直接的な影響が懸念される場合は、仮設防護柵等設置する。 

４ 道路、橋梁災害 

建設班は、県と協力して被害のあった道路、橋梁が唯一の交通路で緊急物資、復旧資材等の

輸送に必要な場合、又は本復旧に長期間を要するものについては仮道、仮橋等を設ける。 

５ 下水道等災害 

下水道班は、施設の被害を最小限に抑え、被災状況を調査し関係機関に伝達するとともに、

早期の機能回復を図るため、速やかに応急復旧工事に着手する。 

６ 農地・農林業施設・林地等の災害 

建設班は、県と協力して二次災害の危険性が高い被災箇所について、緊急に災害対策工事を

実施する。又は、人家等に対する直接的な影響が懸念される場合は、応急工事を実施する。 

７ ため池災害 

建設班は、県の大地震後の農業用ため池緊急点検マニュアルに準じ、ため池周辺で震度４以

上の地震を観測した時は、緊急点検行動を開始するとともに、余震及び降雨による被害拡大の

防止に努める。又、第３者への危険が予想される場合は、避難等の安全対策を行う。 

８ 治山・林道の災害 

建設班は、早期に施設を巡視し、危険な場所の表示を行うと共に、人家等に対する直接的な

影響が懸念される場合は、県と協力して応急工事を実施する。 

９ 避難及び立入制限 

関係各課は、著しい被害が生じるおそれがある場合は、速やかに本部に報告するとともに、

関係機関、住民に連絡する。報告を受けた本部は、必要に応じ、適切な避難対策、被災施設・

危険箇所への立入制限を実施する。 
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第７章 文教対策計画 

 

地震災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、児童生徒の安全確保・学校施設の確保及

び教職員対策、文教施設の復旧、学用品、教科書等の応急措置を講じる。実施にあたっては、教

育対策部が担当する。 

第１節 児童・生徒の安全確保計画（教育総務班） 

１ 各学校の措置 

災害に対する各学校等の措置については、学校長は教育委員会と協議し具体的な応急対策を

立てる。 

２ 児童・生徒の安全確保 

児童・生徒に対する安全指導の充実徹底を図るとともに、避難訓練等の実施等を通じて常

に緊急措置、安全措置が執れるような体制を確立しておくものとする。 

３ 応急教育の実施 

震災による教育の中断を防ぐための応急教育の実施については、施設の被害程度、復旧の状

況、教員、児童、生徒及び家族の被災の程度、交通機関、道路の復旧状況などを勘案し、次の

方法により行う。ただし、 

各学校長は、町と協議し、承認を得た上で実施する。 

(1)  被害程度別応急予定場所 

ア  校舎が応急的な修理で使用できる場合 

当該施設の応急措置をして使用する。 

イ 校舎の一部が使用できない程度の場合 

特別教室、屋内体育施設を利用し、なお不足する場合は、２部授業等の方法による。 

ウ 校舎の全部又は大部分が使用できない場合 

公民館等公共施設を利用し、又は隣接学校の校舎等を利用する。 

エ 特に地区が全体的被害を受けた場合 

住民避難先の最寄りの学校、罹災を免れた公民館等公共施設を利用する。 

(2) 施設利用の応援 

隣接学校その他公共的施設を利用して授業を行う場合には、次の方法により、当該施設管

理者の応援を得るものとする。 

ア 町内の施設利用の場合 

本部において関係者協議のうえ行うものとする。 

イ 町内操作不能の場合 

本部は、県教育部に対して施設利用の応援の要請をし、利用すべき施設を確保する。 
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(3) 学校長は、授業時数の確保に努めるとともに、状況により自宅学習等の応急教育を実施す

る。 

(4) 学校長は教職員及び児童生徒の被災状況や所在地を確認するとともに、校区外に避難した

児童生徒への授業実施状況・予定等の連絡を行う。 

４ 教職員の確保 

学校施設の被災、教職員の被災などにより、応急教育を実施するための職員が不足した場合

は、次により教職員の確保につとめるものとする。 

(1) 学校内操作 

欠員が少数の場合には、学校内において操作するものとする。 

(2) 町内操作 

学校内で解決できないときは、学校長は、教育総務班に派遣の要請をするものとする。教

育総務班は本部に報告し、本部は、管内の学校内において操作するものとする。 

(3) 町内操作不能の場合 

町内で解決できない場合は、本部は、県教育部に教職員派遣の要請をする。 

５ 社会教育施設の保全・応急復旧（社会教育班） 

震災発生時においては、公民館等社会教育施設は、災害応急対策のために利用される場合も少

なくないので、被害状況の掌握に努めるとともに、その応急修理等適宜の処置を速やかに実施す

るものとする。 
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第２節 学校給食関係の計画（教育総務班） 

１ 学校給食の措置 

各学校の給食施設及び給食センターが被災し、給食業務に支障が生じたとき、又は学校が被

災したとき、学校長と教育総務班は連絡協議のうえ、給食の可否を決定するものであるが、次

の諸点に留意する。 

ア 出きる限り継続実施に努める。 

イ 施設及び原材料の被災により実施困難な場合は、応急措置を施し、速やかに実施できるよ

う努める。 

ウ 各学校とも避難場所として使用され、被災者に対する炊出しが行われる場合は、一般罹災

者との調整に留意する。 

エ 被災地においては、感染症発生のおそれが多いので衛生については特に留意する。 

２ 報 告 

学校給食施設等が被害を受けた場合、被害状況を本部に報告するとともに、県本部に報告し、

県の指示、指導（被害物資の掌握、処分等）を受けるものとする。 
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第３節 学用品支給計画（教育総務班） 

震災により住家に被害を受け、就学上欠くことのできない学用品を喪失、又は損傷した小・中

学校の児童生徒に対し、必要最小限度の学用品を給与し、それらの者の就学の便を図るものとす

る。 

１ 給与対象者及び給与の基準 

救助法が適用された場合に準じる。 

２ 給与の方法 

学用品の給与に当たっては、まず、その給与対象となる児童生徒の確実な人員を把握するた

め、罹災者名簿と児童生徒の指導要録及び学齢簿等と照合し、被害別、学年別に給与対象人員

を正確に把握するものとする。 

３ 書類の整備保管 

学用品の給与を実施する場合は、関係書類を次のとおり、整備保管しなければならない。 

ア 救助実施記録日計表 

イ 学用品の給与状況 

ウ 学用品購入関係支払証拠書類 

エ 備蓄物資払出証拠書類 

４ 災害救助法が適用された場合 

学用品は県が一括購入し、罹災児童生徒に対する配分は、町において実施するが、県から職

権の委任を受けた場合は、調達から配分までの業務を行う。 
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第４節 保育所等の措置（生活保育班） 

保育所等の施設についても、上記の計画に準じて保育幼児の保護及び保育に充分に配慮するも

のとする。 
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第８章 災害対策要員計画（本部調整班） 

 

１ 計画方針 

震災応急対策を実施するために必要な要員は、本計画によるものとする。災害対策の要員に

ついては、概ね次の順序で動員を行うものとする。ただし、災害応急対策作業の内容によって

は、先順位の要員に余裕があっても、他の種別要員を先に動員する必要がある場合は、この限

りではない。 

(1) 町職員の動員 

(2) 労働者の雇上げ 

震災応急対策及び災害救助を実施するに当たり、労働者の雇上げ等が不可能で人員に不足が

生ずる場合は、次の応援要請事項を示して、県本部へ要請するものとする。実施にあたっては、

本部長の指示のもと、本部調整班が担当する。 

ア 応援を必要とする理由 

イ 従事場所 

ウ 作業内容 

エ 人員 

オ 従事期間 

カ 集合場所 

キ その他参考事項 
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第１節 ボランティア受入れ計画（福祉班、有田川町社会福祉協議会） 

災害応急対策の実施にあたるボランティアの受入れ計画は、本計画によるものとする。 

《対策の体系》 

 

災害ボランティアの受入れ 

 

《対策の展開》 

第１ 受入体制の整備 

大規模災害等によりボランティアの応援が必要と認めた場合には、以下のとおり災害時ボ

ランティアの受入体制を確立する。 

１ 活動拠点の開設 

( 1 ) ボランティアの活動拠点として、有田川町金屋文化保健センター内に「有田川町災害ボ

ランティアセンター」（ 以下「ボランティアセンター」という。）を開設する。 

( 2 ) ボランティアセンターの開設は、福祉班の担当職員が有田川町社会福祉協議会の協力を

得て行うものとする。 

( 3 ) ボランティアセンターは、有田川町社会福祉協議会が運営するものとする。 

２ 情報の収集 

ボランティア活動が効果的に行われるよう、災害による被害や避難者の状況及び本部の活

動状況等の情報を収集し、必要なボランティア業務の種別、人員等を把握するものとする。 

第 ２ ボランティアの受入れ 

１ 登録及び管理 

( 1 ) ボランティアの受入れは、原則としてボランティアセンターでの登録をもって行うこと

とする。ただし、状況に応じて指定避難施設等の活動場所において行うこともある。 

( 2 ) ボランティアセンター以外でボランティア登録を行った場合には、随時、ボランティア

センターへその状況を報告する。 

２ 派遣等 

( 1 ) ボランティアの派遣は、本部の要請に基づき、種別、人員等を勘案の上、行うものとす

る。 

( 2 ) ボランティア要員が不足する場合は、広報紙、報道機関等を通じて募集するものとする。 

第 ３ ボランティアの種別 

災害等におけるボランティアは、防災ボランティアと一般ボランティアに区分される。 

防災ボランティアには、アマチュア無線、外国語通訳、手話、介護等の専門的な知識及び技

能を必要とする災害救援活動に当たる「専門ボランティア」とリーダーの指揮のもとに統一さ

受入体制の整備 

ボ和歌山地方気象台 

TEL 

073-422-1328 

FAX 

073-435-3132 

ランティアの受入 

ボランティアの種別 
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れたグループとして救援活動に当たる「救援ボランティアチーム」がある。 

一般ボランティアとは、救援物資の仕分け、搬送、炊き出し、物資の配布等の専門的な知識、

技能を必要としない活動に当たるボランティアである。 

１ 防災ボランティア 

( 1 ) 倒壊建物・土砂災害等による生埋者の救出活動への協力 

( 2 ) 負傷者の応急手当て及び避難所・病院等への搬送協力 

( 3 ) 情報収集活動への協力 

( 4 ) 救援物資の配分及び輸送等の業務への協力 

( 5 ) 道路啓開（ 注） 活動、公共施設等の応急復旧活動への協力 

（注）道路啓開：災害時に発生した道路上の障害物、崩土、電柱・建物等の倒壊物、落下物、

及び放置車両等を除去し、また、道路の陥没・き裂・段差等の応急補修を行

って、車両用走行帯を確保すること。 

( 6 ) 道路の交通管制業務への協力 

( 7 ) 建物危険度判定調査への協力 

( 8 ) 避難所・被災地区における健康管理業務への協力 

( 9 ) 外国人への情報伝達等の通訳業務への協力 

( 1 0 ) 心のケア業務への協力 

( 1 1 ) 法律相談、税務相談等、災害時総合相談窓口業務への協力 

( 1 2 ) その他各部が行う災害応急対策業務への協力 

２ 一般ボランティア 

( 1 ) 避難所等における運営業務への協力 

( 2 ) 炊き出し業務、飲料水の輸送等の業務への協力 

( 3 ) 救援物資の配分及び輸送等の業務への協力 

( 4 ) 安否確認業務等への協力 

( 5 ) 高齢者、障害者等の日常生活支援のための介助業務への協力 

( 6 ) 被災家屋からの家財搬出等への協力 

( 7 ) 地域における生活関連情報等の収集及び被災者への提供協力 

( 8 ) 町が行う広報活動への協力（ 災害時要援護者向け資料の作成等） 

( 9 ) 町が行う情報収集活動への協力 

( 1 0 ) その他危険を伴わない軽易な作業への協力 
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第２節 労働者の確保計画（本部調整班） 

震災応急対策の実施が、職員及びボランティア等では労力的に不足し、あるいは特別な作業の

ため技術的な労力が必要なときにおける労働者の確保は本計画によるものとする。 

１ 実施担当者 

労働者の確保は、本部調整班において実施するものとする。労働者を雇用した場合は、次の

帳簿等を整備し保存しなければならない。 

ア 救助実施記録日計票 

イ 人夫雇上げ台帳  

ウ 人夫賃支払関係証拠書類 

２ 労働者確保の方法 

(1) 基本法による従事命令 

本部長は、町の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、

応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、当該区域内の住民又は当該応急

措置を実施すべき現場にある者を当該応急措置の業務に従事させることができる。従事命令

を発するとき、又は発した命令を変更し、又は取消すときは、基本法第81 条に定める公用

令書を交付するものとする。 

(2) 公共職業安定所の労働者供給 

一般の労働者の雇上げについては、ハローワーク湯浅公共職業安定所の一般休職者を対象

として、要員確保に努めるものとする。労働者雇用の範囲は、災害応急対策の実施に必要な

人員とする。 

３ 救助法が適用された場合 

救助法が適用された場合は、救助法に基づき労働者の雇上げを実施する。 
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第９章 交通輸送計画 

第１節  道路交通の応急対策計画（警察、建設班） 

１ 計画方針 

災害により、道路、橋梁等の交通施設に被害が発生し、又は発生するおそれがあり、交通の安

全と施設の保安が必要になった場合、又は災害時における交通秩序を確保するため必要があると

認めるときは、通行の禁止又は制限等の規制を行うほか、道路の応急復旧を実施するものとする。 

２ 発見者等の通報 

災害時に道路、橋梁等交通施設の被害並びに交通が極めて混乱している状況を発見した者は、

速やかに警察署又は町に通報するものとする。 

町において通報を受けた場合は、その道路管理者及び警察署に速やかに通報するものとする。 

３ 交通規制の実施要領 

ア 道路管理者 

災害等により交通施設等の危険な状況が予想され、又は発見したとき、若しくは通報等に

より承知したときは、関係機関と協議・調整のうえ速やかに必要な規制をするものとする。 

町以外の者が管理する道路、橋梁施設で、その管理者に通知して規制するいとまがないと

きは、直ちに、警察官に通報して道路交通法に基づく規制を実施するなど、応急措置を実施

するものとする。この場合、速やかに道路管理者に連絡して正規の規制を行うものとする。 

イ 警察機関 

災害が発生した場合において、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊

急の必要があるときは、速やかに必要な交通規制を行うものとする。 

４ 規制の標識等 

実施者は、交通規制を行った場合は、政令の定めるところにより、次の標識を設置するもの

とする。 

ただし、緊急のため規定の標識を設置することが困難又は不可能なときは、適宜の方法によ

り通行を禁止又は制限したことを明示するとともに、警察官等が現場において指導に当たるも

のとする。 

ア 規制標識 

規制標識は、次の様式と方法により設置するものとする。 

①  道路交通法第４条、５条及び道路法第46 条によって規制したとき。 

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令（昭和35 年12 月７日号外総理府建設

省令第３号）に定める様式と方法による。 

②  基本法第76 条によって規制したとき。 

基本法施行規則第５条に定める様式と方法による。 
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イ 規制内容の表示 

規制標識には、次の事項を明示して表示する。 

① 禁止、制限の対象 

② 規制の区域及び区間 

③ 規制の期間 

ウ 周知の措置 

道路における車両の通行禁止等の交通規制の措置を講じた場合には、看板等を掲出するほ

か報道機関を通じ、消防機関、医療機関、自衛隊、交通関係事業者、ライフライン事業者な

ど緊急輸送活動にかかる関係機関等に対して、その状況を知らせるとともに、一般通行者（車）

等に対し、その内容、迂回路について広報する。 

５ 報告等 

規制を行ったときは、次の要領により報告又は通知するものとする。 

報告事項 

各関係機関は、報告、通知に当たっては、次の事項を明示して行うものとする。 

① 禁止、制限の種別と対象 

② 規制する区域及び区間 

③ 規制する期間 

④ 規制する理由 

⑤ 迂回路その他の状況 

６ 道路の応急復旧 

ア 応急復旧の実施責任者 

道路の応急復旧実施責任者は、当該道路の管理者とする。 

町の実施担当者は、建設班とする。 

イ 他の道路管理者に対する通報 

管内の国道、県道等その他管理者に属する道路ががけくずれ等で道路、橋梁等の施設が危

険状態にあることを知ったときは、速やかに当該道路の管理者である県県土整備部、和歌山

河川国道事務所、西日本高速道路㈱、県警察本部、有田振興局（建設部）、紀南河川国道事

務所、湯浅警察署、高速道路交通警察隊、報道機関、住民、管理者に通報し応急復旧の実施

を要請するものとする。 

ウ 緊急の場合における応急復旧 

 事態が緊急を要し、当該管理者に通報し応急復旧を待ついとまがないときは、応急輸送

の確保その他付近住民の便宜を図るため、必要最小限度において当該道路の応急復旧を行

うものとする。 
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エ 知事に対する応援要請 

自己の管理する道路の応急復旧が不可能又は困難な場合には、知事に対し応急復旧の応援

を要請するものとする。 

７ 緊急通行車両及び規制除外車両の通行確認 

基本法第76 条の規定により、公安委員会が緊急通行車両及び規制除外車両以外の車両の通

行を禁止し、又は制限を行った場合における緊急通行車両及び規制除外車両以外の車両の確認

手続は、次のとおりとする。 

なお、道路交通法第39 条第１項の緊急自動車については、確認を受ける必要がなく、標章

を掲示する必要がない。 

ア 緊急通行車両の基準 

・緊急通行車両とは、 

  ① 道路交通法第３９条第１項の緊急自動車 

  ② 災害応急対策に従事する者又は災害応急対策に必要な物資の緊急輸送その他の災害応急

対策を実施するための運転中の車両とされており、②の車両については緊急通行車両の確

認を受けた標章を掲示しているものである。 

   ・規制除外車両とは、民間事業者等による災害応急対策車両で、規制除外車両の確認を受

けた標章を掲示し、証明書を備え付けている車両 

   ※規制除外車両については、規制開始後、復旧状況等に応じて対象を順次拡大していき、

その確認は緊急通行車両の確認手続に準じて行う。 

イ 確認と標章等の交付 

警察署長は、申出を受けたときは、災害応急対策を実施するための車両として使用される

ものであることの確認を行い、当該車両の使用者に対し、基本法施行規則第６条に定める標

章及び緊急通行車両確認証明書を交付するものとする。 

 ウ 緊急通行車両の通行の確保（基本法第76条の6） 

  ① 道路管理者は、緊急通行車両の通行を確保するため緊急の必要があると認めるときは、

その管理する道路についてその区間を指定（以下「指定道路区間」という。）し、直ちに、

当該指定道路区間内に在る者に対し、周知させる措置をとる。 

  ② 道路管理者は、指定道路区間内の車両等の運転者等に移動を命じることができる。 

  ③ 運転者等が当該措置をとらない場合や運転者等が現場にいないため移動を命じることが

できない場合は、道路管理者は自ら車両等の移動を行うことができる。 

  ④ 道路管理者は、車両等の移動場所を確保するためやむを得ない場合は、その必要な限度

において、他人の土地を一時使用し、又は竹木その他の障害物を処分することができる。 

８ 交通規制時の車両の運転者の義務（基本法第76条の2） 

  基本法の規定による交通規制時の車両の運転者の義務は次のとおりである。 
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 ア 通行禁止等の措置が行われたときは、車両の運転者は、速やかに当該車両を通行禁止区域

又は区間以外の場所へ移動させること。 

なお、速やかな移動が困難な場合には、緊急通行車両の通行の妨害とならない方法により

駐車しなければならない。 

 イ 前記アに関わらず、車両の運転者は、警察官の指示を受けたときは、その指示に従って車

両を移動し、又は駐車しなければならない。 

９ 警察官、自衛官及び消防吏員による措置命令等（基本法第76条の3） 

  緊急通行車両の通行の確保のための警察官等による措置は次のとおりである。 

 ア 警察官は、通行禁止区域において、車両その他の物件が緊急通行車両の妨害となることに

より、災害応急対策の実施に著しい支障があると認めるときは、当該車両その他物件の占有

者、所有者、管理者に対し、当該車両その他物件の移動等の措置をとることを命ずることが

できる。 

 イ 前記アによる措置を命ぜられたものが当該措置をとらないとき、又はその命令の相手方が

現場にいないために当該措置をとることを命ずることができないときは、警察官は、自らそ

の措置をとることができる。この場合において、警察官は、当該措置をとるためやむを得な

い限度において、車両その他物件を破損することができる。 

 ウ 前記ア及びイを警察官がその場にいない場合に限り、災害派遣を命じられた部隊及び消防

吏員の執行について準用し、当該自衛官及び消防吏員は、自衛隊用及び消防機関が使用する

緊急通行車両の円滑な通行を確保するため必要な措置をとることを命じ、又は自ら当該措置

をとることができる。この場合において、その旨を当該命令し、又は措置をとった場所を管

轄する警察署長に通知しなければならない。 

10 公安委員会から道路管理者への車両移動等の措置要請（基本法第76条の4） 

  公安委員会は、基本法第76条第1項の規定による通行禁止等を行うため必要があると認める

ときは、道路管理者に対し、基本法第76条の6に規定する車両移動等の措置を要請するものと

する。 
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第２節  輸送計画（管理班、消防班、物資対応プロジェクト） 

震災時における被災者の避難及び応急対策に必要な要員、物資等の迅速確実な輸送を確保

するため、陸・空のあらゆる有効な手段を利用し総合的かつ積極的に緊急輸送を実現するも

のとする。 

特に、山間部等の孤立地区の救援に対しては、機動力のあるヘリコプターが有効的手段で

あり、関係機関との連携及び協定等を推進する。 

又、道の駅の立地条件を生かし、物流の拠点として活用する。 

１ 実施担当者 

輸送活動（車両の通行、物資の輸送、車両の手配等）の実施は管理班及び物資対応プロジェ

クトが担当する。 

２ 輸送の対象等 

ア 輸送の対象は、次のとおりとする。 

① 被災者 

② 医療、救助、通信等の応急措置に必要な要員、資機材等 

③ 飲料水、食糧、生活必需品等 

④ 救援物資等 

⑤ 応急復旧に係る要員、資機材等 

イ 輸送順位 

① 住民の生命と安全を確保するために必要な輸送 

② 災害の拡大防止のために必要な輸送 

③ ①、②以外の災害応急対策のために必要な輸送 

３ 輸送力の確保 

輸送に必要な車両及び要員等の確保については、以下によるものとする。 

(1) 車両等の使用及び借上げ 

震災時の輸送に使用する車両は、町保有の車両を使用するものとするが、被災の状況等に

より、民間の車両を借上げ実施する。 

(2) 応援要請 

借上げ実施後においても不足する場合は、輸送条件を示し県支部に対して応援を要請する。 

また、県トラック協会等の災害協定締結団体の協力も得て実施する。 

４ 緊急輸送道路の確保 

道路施設の被害が甚大で、緊急輸送道路が途絶した場合、道路管理者は、関係機関の協力

を得て、障害物の除去及び道路施設の応急補修等の啓開作業を優先的に行う。 

５ 基本法第76 条第１項による通行の禁止又は制限が行われた場合 

（1） 緊急通行車両の活用 
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警察署に対して、緊急通行車両であることの確認を申請し、確認を得て輸送活動を実施

する。 

（2） 緊急通行車両の確認申請 

緊急通行車両の確認を受けるときは、次の内容を警察署に申出するものとする。 

ア 番号標に表示されている番号 

イ 車両の用途（緊急輸送を行う車両にあっては、輸送人員又は品名） 

ウ 使用者の住所、氏名、電話番号 

エ 通行日時 

（3） 標章等の掲示 

緊急通行車両の確認を受けたときは、交付を受けた標章を当該車両の前面の見やすい箇

所に掲示し、緊急通行車両確認証明書は、当該車両に備え付けるものとする。 

６ 鉄道による輸送 

鉄道を必要とする場合は、西日本旅客鉄道株式会社と協議を行い実施する。緊急輸送の要

請は、最寄りの駅長を通じて行うものとする。 

７ ヘリコプターによる空中輸送 

緊急を要し、ヘリコプター以外に有効な輸送手段がない場合には、県防災ヘリコプター、

自衛隊、県警、海上保安庁、県赤十字救援隊、和歌山民間救援隊等のヘリコプターの派遣を

要請する。県防災ヘリコプターの要請については、「県防災ヘリコプター活用計画」による。 
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第 10 章 自衛隊派遣要請等の計画 

 

第１節 自衛隊派遣要請（総務班） 

１ 知事への派遣要請の要求 

震災が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施するため必

要があると認めるときは、基本法第68 条の２の規定に基づき、県知事に対し自衛隊の災害派

遣要請の依頼を行う。依頼は、電話又は口頭をもって有田振興局を経由して県災害対策課にす

るものとし、事後速やかに依頼文書を提出する。本部会議の決定に基づき総務班が実施する。 

２ 派遣要請の要求基準 

県知事への要求の決定は、本部会議で行うものとするが、その際の基準は概ね次のとおりと

する。 

ア 人命救助のため応援を必要とするとき 

イ 町内で大規模の災害が発生し、応急措置のための応援を必要とするとき 

ウ 救助物資の輸送のため応援を必要とするとき 

エ 主要道路の応急復旧のため応援を必要とするとき 

オ 応急措置のための医療、防疫、給水及び通信支援などの応援を必要とするとき 

３ 知事に対し要求できない場合 

通信途絶等により知事に対し派遣要請の要求ができないときは、その旨及び災害の状況を自

衛隊に通知するものとする。この場合、速やかにその旨を知事に通知するものとする。 

４ 自衛隊の派遣の種類 

自衛隊は次の場合に部隊等を派遣する。 

ア 県知事等から要請があり、事態やむを得ないと認める場合における要請に基づく部隊等の

派遣 

イ 町長等からの通知を受け、特に緊急を要し、県知事等からの要請を待ついとまがないと認

められる場合における自主的判断に基づく部隊等の派遣 

［要請経路］（知事に要求できない場合） 

要請先  陸上自衛隊第37普通科連隊（第37普通科連隊長） 

〒594-0023 大阪府和泉市伯太町官有地 

ＴＥＬ：0725-41-0090  

        （昼間）第３科（内236～239） （夜間）当直指令室（内302） 

ＦＡＸ：0725-41-0090（切替） 

県防災電話：7-392-400   県防災ＦＡＸ：7-392-499 
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第２節 派遣部隊の受入れ体制（総務班） 

自衛隊の派遣が決定された場合、直ちにその旨を関係機関に連絡するとともに、その受入れ体

制について自衛隊の救援活動が円滑に実施できるように次のことを行う。 

１ 被災地までの誘導 

被災地までの誘導は、必要により警察署に対し派遣部隊の誘導について依頼する。 

２ 受入れ及び到着後の措置 

（1） 受入れ準備 

ア 総務班長を責任者として、派遣部隊の指揮官と調整にあたる。 

イ 宿泊施設（場所）及び車両の保管場所を準備する。 

ウ 自衛隊との緊密な連携を図るため、自衛隊の本部事務室を設ける。 

エ 応援を求める内容、所要人員及び必要とする資機材の確保などについて計画を立て、部

隊到着後、直ちに活動できるよう準備する。 

オ ヘリコプターによる応援を受ける場合は、着陸地点、風向表示等の必要な準備をする。 

カ 自衛隊の活動においては、付近住民に対し積極的な協力を求めるものとする。 

（2） 派遣部隊到着後の措置 

派遣部隊が到着したときは、目的地に誘導するとともに部隊の責任者、町長、 県知事、自

衛隊と応援作業計画等について協議調整し、必要な措置をとる。また、必要に応じて次の事

項を知事に報告する。 

ア 派遣部隊名 

イ 部隊の長の官職氏名 

ウ 隊員数 

エ 到着日時及び活動開始日時 

オ 従事している作業内容及び進行状況  
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第３節 自衛隊の活動範囲 

震災時の派遣部隊は、主として生命、財産の救助のため、各機関と綿密な連携を保ち相互に協

力し、次の業務を実施する。 

１ 派遣部隊等の活動 

(1) 災害発生前の活動 

ア 連絡班及び偵察班の派遣  

①  連絡班 

状況の悪化に伴い県その他必要な機関に連絡員を派遣し、情報の交換及び部隊派遣等

に関する連絡調整を行う。また、状況によって通信班を配備する。  

②  偵察班 

災害発生予想地域に対しては、数組の偵察班を派遣し、現地の情報を偵察させるとと

もに連絡にあたらせる。 

イ 出動体制への移行 

①  連隊本部の体制 

災害の発生が予想される場合は、情報所を開設して情報業務を統一するとともに、事

態の緊迫に伴い作戦室を開設して、災害派遣のための部隊の運用に備える。 

②  部隊の体制 

部隊独自の情報収集を強化するとともに、部隊の編成、資機材の準備、管理支援態勢

等初動体制を整える。 

ウ 海、空自衛隊との連絡調整 

海、空自衛隊と、平素からの協定に基づき連絡を密にし、上級司令部の命令があれば、

速やかに適切な共同行動が実施できるよう準備する。 

（2）災害発生後の活動 

ア 被害状況の把握 

知事からの要請があったとき、又は指定部隊等の長が必要と認めるときは、車両、船

舶、航空機等により偵察を行う。 

イ 避難の援助 

避難の命令が発令され、避難、立退き等が行われている場合で必要と認めるときは、

避難者の誘導、輸送を行う。 

ウ 遭難者の捜索救助 

死者、行方不明者、負傷者等が発生した場合は、通常他の救助作業に優先して捜索救

助を行う。 

エ 水防活動 

堤防、護岸等の決壊に対し、土のうの作成、運搬、積込み等の水防活動を行う。 
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オ 消防活動 

利用可能な消火、防火用具をもって消防機関に協力して消火に当たる。 

カ 道路又は水路の啓開 

道路又は水路が破壊し、若しくは障害物がある場合は、これらの啓開、除去に当た 

る。 

キ 応急医療、救護、防疫等の支援 

診察、救護、防疫、病虫害防除等の支援を行う。ただし、薬剤等は通常地方公共団体

の提供を受け使用する。 

ク 通信支援 

特に要請があった場合、又は指定部隊等の長が必要と認める場合は、災害派遣任務の

達成に支障をきたさない程度において支援する。 

ケ 人員及び物資の緊急輸送 

特に要請があった場合、又は指定部隊等の長が必要と認めたときは、緊急患者、医師、

その他救援活動に必要な人員及び救援物資の緊急輸送を実施する。ただし、航空機によ

る輸送は、特に緊急を要するとき又は他の輸送する手段がないと認められるものについ

て行う。 

コ 炊飯又は給水の支援 

特に要請があった場合、又は指定部隊等の長が必要と認める場合は、炊飯又は給水の

支援を行う。 

サ 交通規制の支援 

主として自衛隊車両の交通が輻輳する地点において、自衛隊車両を対象として、交通

規制の支援を行う。 

シ 危険物の保安及び除去 

特に要請があった場合において必要と認めるときは、能力上可能なものについて、火

薬類爆発物の保安措置及び除去を実施する。 

ス 「防衛庁の管理に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する総理府令」（昭和３３年

総理府令）に基づき、被災者に対し生活必需品等を無償貸付し、又は救じゅつ品を譲与

する。 

セ その他 

その他臨機の必要に応じ自衛隊の能力上で可能なものについては、所要の措置をと 

る。 

２ 派遣部隊等の自衛官の権限 

災害派遣を命じられた部隊等の自衛官は、本部長（町長）又は本部長（町長）から委任を受

けて本部長（町長）の職権を行う吏員が現場にいない場合に限り、次の職務を執行することが
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できる。         

ただし、この場合、自衛官は その旨を本部長（町長）に通知しなければならない。 

ア 警戒区域の設定及び設定区域への立入り制限、禁止、退去の命令 

（基本法第63 条第３項） 

イ 他人の土地、建物、その他の工作物の一時使用、又は土石、竹木、その他の物件の使用若

しくは収容                       （基本法第64 条第８項） 

ウ 応急措置実施の支障となる工作物等の除去等       （基本法第64 条第８項） 

エ 住民又は現場にある者の応急業務への従事命令      （基本法第65 条第３項） 
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第４節 派遣部隊等の撤収要請（総務班） 

本部長（町長）は、自衛隊の災害派遣の目的を達成したとき、又は必要がなくなったと判断し

たときは、派遣部隊その他の関係機関と協議のうえ、速やかに口頭又は電話により知事に対し撤

収の要請を依頼する。なお、事後速やかに依頼文書を提出する。 

 

第５節 緊急消防援助隊の要請及び受入れ体制（消防班、総務班） 

和歌山県緊急消防援助隊受援計画及び有田川町消防本部受援計画による。 
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第 11 章 県防災ヘリコプター活用計画（総務班・消防班） 

 

１ 計画方針 

震災が発生した場合、広域的かつ機動的な活動ができる県防災ヘリコプターを有効に活用し、

災害応急対策の充実を図る。 

２ 防災ヘリコプターの運航体制 

防災ヘリコプターは、「和歌山県防災ヘリコプター運航管理要綱」及び「和歌山県防災ヘリ

コプター緊急運航要領」の定めるところにより、原則として、市町村等の要請により運航する

が、情報収集等の活動の必要があると認められる場合は、県総括管理者（危機管理監）の指示

により出動するものとする。 

３ 防災ヘリコプターの応援要請 

知事に対する防災ヘリコプターの応援要請は、「和歌山県防災ヘリコプター応援協定」の定

めるところによるが、その概要は次のとおりである。 

（1） 応援要請の原則 

災害が発生した場合で、次のいずれかに該当するため、防災ヘリコプターによる活動が必

要と判断するとき、知事に対し防災ヘリコプターの要請を行うものとする。 

応援要請は、総務班又は消防班が担当する。 

ア 災害が隣接する市町村等の行政区域に拡大し、又は影響を与えるおそれのある場合 

イ 町の消防力では、災害の防御が著しく困難と認められる場合 

ウ その他救急搬送等、緊急性があり、かつ防災ヘリコプター以外に適切な手段がなく、防

災ヘリコプターによる活動が最も有効な場合 

（2） 応援要請の方法 

応援要請は、和歌山県防災航空センターに電話等により、次の事項を明らかにして行うも

のとする。 

ア 災害の種別 

イ 災害発生の日時、場所及び被害の状況 

ウ 災害発生現場の気象状態 

エ 災害現場の最高指揮者の職名・氏名及び連絡方法 

オ 場外離着陸場の所在地及び地上支援体制 

カ 応援に要する資機材の品目及び数量 

キ その他の必要事項 
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（3） 応援要請連絡先 

連 絡 先 所 在 地 電 話 Ｆ Ａ Ｘ 

和歌山県防災航空センター 西牟婁郡白浜町３０３１－５６ 

ＴＥＬ（0739）45－82１１    ＦＡＸ（0739）45－8213 

県防災電話 ３６４－４５1，４００  県防災ＦＡＸ ３６４－４９９ 

４ 防災ヘリコプターの活動内容 

防災ヘリコプターは、次に掲げる活動等で、ヘリコプターの特性を十分活用することができ、

その必要性が認められる場合に運用する。 

ア 被災状況等の調査及び情報収集活動 

イ 救急患者、医療従事者等の搬送及び医療器材等の輸送 

ウ 消防隊員、消防資機材等の搬送 

エ 被災者等の救出 

オ 救援物資、人員等の搬送 

カ 災害に関する情報、警報等の伝達等の広報活動 

キ その他災害応急対策上、特に防災ヘリコプターによる活動が有効と認められる活動 
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第１2 章 相互応援計画 

 

震災が発生し、町独自では十分に被災者の救援等の応急措置が実施できない場合に、基本法等

の関係法令及び相互応援協定に基づき他の市町村等に対して、応援を要請するとともに、本町以

外で大規模な災害が発生した場合は、当該相互応援協定等に基づき、速やかに応援体制を整える

ものとする。要請は総務班及び消防班において実施する。 

 

第１節 応援の要請（総務班・消防班） 

１ 応援要請のできる要件 

本町の地域に係る災害が発生した場合において、次の場合に応援の要請を行う。 

ア 応援を受け緊急に応援措置を実施することにより、被害を最小限にとどめることができる

と判断されるとき。 

イ 大規模な被害が発生し、応援を求めなければ被災者の救助等に支障をきたすとき。 

２ 応援にあたっての要請事項 

ア 災害の状況及び応援を要請する理由 

イ 応援を必要とする期間 

ウ 応援を希望する物資・資機材等の品目及び数量 

エ 応援部隊の集結場所 

オ 応援を必要とする場所 

カ 応援を必要とする活動内容 

キ その他必要事項 

３ 知事に対する応援要請 

基本法第68条に基づき、県知事に対して応援要請を行う。 

４ 他の市町村等に対する応援の要請 

消防組織法第39条、基本法第67条に基づき、他の市町村長に対して応援要請を行う。 

５ 緊急消防援助隊に対する応援要請 

消防組織法に定める緊急消防援助隊については、町長が災害規模及び被害状況を考慮し、町

消防力及び県内の消防応援では十分な体制をとることができないと判断した場合は、県知事に

対して応援要請を行う。なお、県知事と連絡を取ることができない場合は、消防庁長官に対し

て直接要請を行うものとし、事後速やかに県知事に報告するものとする。（和歌山県緊急消防

援助隊受援計画及び有田川町消防本部受援計画による） 
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第２節 職員の派遣要請（総務班） 

震災発生時の応急対策、復旧対策を実施するため、本町の職員のみでは対応ができない場合は、

県、他の市町村、指定地方行政機関等に対し、職員の長期的な派遣を要請する。要請は総務班が

担当する。 

１ 県、他の市町村又は指定地方行政機関に対する派遣の要請 

基本法第29条又は、地方自治法第252条の17の規定により職員の派遣を要請することがで

きる。 

これは、派遣を要請する職員の技術・知識・経験等を長期的に災害応急対策、災害復旧対策

に関し必要な事項について、派遣先の身分に併任されて、派遣先の事務を行うことお言う。 

なお、その場合の手続は、次の事項を記載して文書で行う。 

ア 派遣を要請する理由 

イ 派遣を要請する職員の職種別人員数 

ウ 派遣を必要とする期間 

エ 派遣される職員の給与その他の勤務条件 

オ その他職員の派遣について必要な事項 

２ 国に対する派遣の要請 

  総務省の被災市区町村応援職員確保システムや災害マネジメント総括支援制度を活用し、災

害対応に精通した職員の確保を行う。 

３ 職員派遣の斡旋要請 

基本法第30条に基づき、災害応急対策又は復旧のため必要があるときは、内閣総理大臣又は

知事に対し、指定行政機関、指定地方行政機関若しくは指定公共機関又は指定地方行政機関若

しくは特定公共機関の職員の派遣についてあっ旋を求めることができる。  

なお、その場合の手続は、次の事項を記載して文書で行う。 

ア 派遣のあっ旋を求める理由 

イ 派遣のあっ旋を求める職員の職種別人員数 

ウ 派遣を必要とする期間 

エ 派遣される職員の給与その他の勤務条件 

オ その他職員の派遣のあっ旋について必要な事項 

４ 身分及び経費の負担 

派遣職員の身分及び経費の負担については、基本法第32条に定めるところによる。 
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第３節 近畿地方整備局による災害時の応援計画（総務班） 

１ 計画方針 

  災害が発生又はそのおそれのある場合、近畿地方整備局は「災害時の応援による申し合わせ」

に基づき、被害拡大を防ぐための緊急応援実施等（リエゾン（情報連絡員）、TEC-FORCE

（緊急災害対策派遣隊）の派遣を含む）の応援を行う。 

 

２ 計画内容 

 (1) 応援の内容 

  ① 被害情報の収集 

  ② 災害対応復旧 

  ③ 二次被害の防止 

  ④ その他必要と認められる事項 

 (2) 応援の要請 

   町は、近畿地方整備局へ口頭または電話等により応援要請を行い、事後速やかに文書を提

出するものとする。 

  【連絡先】近畿地方整備局防災室（TEL：06-6942-1575、FAX：06-6944-4741） 

 (3) 他機関電気通信災害支援台帳 

      応援の詳細については、別に定める他機関電気通信災害支援台帳に基づくものとする。 
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第１３章 被災者支援計画 

第１節 被災者支援対応計画（生活再建支援プロジェクト） 

１ 計画方針 

被災者支援を円滑に進めるため、被災者台帳を作成の上、生活再建に係る相談窓口を設置し、

迅速かつ的確な被災者支援を実施する。 

２ 実施担当者 

生活再建支援プロジェクトが主として担当し、被災者支援を実施する各班がこれに共同し、

庁内組織を横断した体制を構築する。 

３ 実施計画 

（1）被災者台帳の作成 

被災者支援を円滑に進めるため、被災状況や支援状況等の情報を共有し、統括的に管理す

る被災者台帳を作成するものとし、内閣府のクラウド型被災者支援システムの導入によりこ

れを作成し、包括的かつ確実な支援を実施するものとする。 

（2）相談窓口の設置 

   生活再建に係る相談窓口を設置し下記の各種支援等の手続きや相談の対応体制を構築する。 

  ①罹災証明書 

  ②各種給付 

  ③各種減免 

  ④応急修理及び仮設住宅 

  ⑤その他生活再建に必要と考えられる支援 
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第２節 住家等被害認定調査計画（生活再建支援プロジェクト） 

１ 計画方針 

各種被災者支援措置には罹災証明書を要するものが多いため、被災者への各種支援措置を早

期に実施するため、発災後迅速に被災家屋等の調査、被害認定を実施する。調査方法等の詳細

については、別に定める「有田川町住家等被害認定調査マニュアル」に基づくものとする。 

２ 実施担当者 

生活再建支援プロジェクトが担当する。実施にあたり、本町のみで対応できない場合は、県

や他市町村、災害協定締結民間団体等に応援を要請することとする。 

３ 実施計画 

（１）調査実施方針及び計画 

   被害状況から調査対象家屋数を推計し、調査実施方針の決定及び実施計画を策定する。 

（２）調査実施体制 

   現地における被害調査は、原則３人１班制で実施することとする。 

（３）実施期間 

   被災者への各種支援措置を早期に実施するため、発災直後から調査実施方針の検討を行い、

早期の調査開始及び調査終了を目指すこととする。 

（４）被害認定基準 

   内閣府防災担当の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づき、調査及び被害認

定を行うこととする。 
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第３節 罹災証明書の発行計画（生活再建支援プロジェクト） 

１ 計画方針 

各種被災者支援措置には罹災証明書を要するものが多いため、被災者への各種支援措置を早

期に実施するため、罹災証明書の交付体制を確立し、被災者に対して迅速かつ的確に罹災証明

書の発行を行う。 

２ 実施担当者 

生活再建支援プロジェクトが担当する。実施にあたり、本町のみで対応できない場合は、県

や他市町村、災害協定締結民間団体等に応援を要請することとする。 

３ 実施計画 

  住家等被害認定調査の結果に基づき、迅速な交付体制を確立する。交付の際、各大字単位で

交付するなど、住民理解を得やすい方法を選択することとする。 

  また、内閣府のクラウド型被災者支援システムの導入により、電子申請の受付やコンビニ交

付など、迅速な交付体制を確立する。 
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第４節 生活資金等の支給・融資計画（出納班） 

１ 計画方針 

  被災者の早期生活再建及び生活の安定化を図るため、被災者生活再建支援金や災害弔慰金、

災害障害見舞金等を支給するとともに、生活再建に必要な資金の貸し付けを行う。 

２ 実施担当者 

  出納班が担当する。 

３ 実施計画 

（１）被災者生活再建支援金の支給 

被災者生活再建支援法に基づき、災害により住宅が全壊又は半壊した世帯などに対し、被

災者生活再建支援金を支給する。 

（２）災害弔慰金・見舞金等の支給 

   災害により死亡した方の遺族や著しい被害を受けた方に対し、災害弔慰金や見舞金等を支

給する。 

（３）生活資金等の貸付 

   災害により被害を受けた方に対し、生活の再建や安定を図るために生活資金の貸し付けを

行う。また、災害により被害を受けた住宅の改修等に必要な経費の貸し付けを行う。 
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第５節 災害義援金等の配布計画（出納班） 

１ 計画方針 

  被災者の支援を早期に実施するため、義援金等を受け入れ、被災者に迅速かつ的確に配分を

行う。 

２ 実施担当者 

  出納班が担当する。 

３ 実施計画 

（１）災害義援金等の受け入れ・配分 

被災者へ義援金が必要である場合、義援金の募集を行い、受入窓口を開設し効率よく受け

入れ、被災者に迅速かつ的確に配分する。 

（２）関係機関との連携 

   募集、受け入れ、配分方法については、県や日本赤十字社、和歌山県共同募金会、町社会

福祉協議会等関係機関と連携する。 
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第５編 災害復旧計画 
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第１章 施設災害復旧事業計画 

 

復旧事業の実施に当たっては、原形復旧にとどまらず、改良復旧あるいは、関連事業の採用を

積極的に働きかけ、資金の性格にとらわれずより効果的経済的な配慮を盛り込むなど、被害の原

因を検討して、綿密周到な計画の樹立に努めるものとする。特に、公共土木施設災害復旧事業の

推進については災害の程度及び緊急の度合等に応じて、関係者と十分協議検討を加え、復旧計画

に当たっては被害原因を基礎にして再度災害が発生しないよう、あらゆる角度から検討を加え、

災害箇所の復旧のみにとらわれず、関連事業を十分考慮に入れて災害関連緊急事業の促進を図る。  

各種施設の災害復旧の策定に当たっては、被害の実態を適確に把握するとともに、社会的、経

済的な諸要因も検討のうえ総合的な見地にたって策定し、緊急度の高いものから直ちに復旧事業

に着手して早期完了に努めるものとする。  

 

第１節 事業計画の種別（全課） 

次にかかげる事業計画について、被害の都度検討作成するものとする。  

１ 公共土木施設災害復旧事業計画  

ア 河川公共土木施設復旧事業計画  

イ 砂防設備復旧事業計画  

ウ 地すべり防止施設復旧事業計画  

エ 急傾斜地崩壊防止施設復旧事業計画  

オ 道路公共土木施設復旧事業計画  

カ 下水道施設復旧事業計画  

２ 農林水産業施設災害復旧事業計画  

３ 都市災害復旧事業計画  

４ 水道施設災害復旧事業計画  

５ 住宅災害復旧事業計画  

６ 社会福祉施設災害復旧事業計画  

７ 公共医療施設、病院等災害復旧事業計画  

８ 学校教育施設災害復旧事業計画  

９ 社会教育施設災害復旧事業計画 

１０文化財災害復旧事業計画  

１１中小企業等災害復旧事業計画 

１２その他の災害復旧事業計画  
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第２節 災害復旧対策（全課） 

災害に対する国の財政措置は次のとおりである。災害復旧事業費の決定については、地方公共

団体の長の報告、資料及び実施調査の結果などに基づいて、主務大臣が決定するものであるが、

法律又は予算の範囲内において国が全部又は一部を負担し、又は補助して行われる災害復旧事業

並びに激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づいて援助される事業は、

次のとおりである。  

１ 国庫補助及び国の財政措置  

ア 公共土木施設災害復旧 －公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法によるもの  

イ 農林水産業施設災害復旧－農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法

律によるもの  

ウ 公立学校施設災害復旧 －公立学校施設災害復旧事業費国庫負担法によるもの 

エ 公営住宅の建設    －公営住宅法によるもの 

オ 都市施設災害復旧   －都市災害復旧事業国庫補助に関する基本方針によるもの 

２ 地方債に基づく措置によるもの  

３ 地方交付税に基づく措置によるもの  

４ 激甚災害時の特別財政措置によるもの 

  激甚災害指定の手続きについては、次により行うものとする。  

(1) 激甚災害の調査  

ア  県  

県は、市町村の被害状況を検討のうえ、激甚災害及び局地激甚災害の指定を受ける必要

があると思われる場合、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」（以

下この節「激甚法」という。）に定める調査の必要な事項について速やかに調査し、早期

に指定を受けられるよう措置する。  

イ  町 

激甚災害指定基準及び局地激甚災害指定基準を考慮して、災害状況等を調査して県に報

告する。  

(2) 激甚災害指定の手続き  

災害による被害が甚大で、激甚災害の指定に該当する場合には、県は国の機関と連絡をと

り、速やかに指定の手続きをとる。  

(2) 特別財政援助の交付（申請）手続き 

激甚災害の指定を受けたときは、町は速やかに関係調書を作成し、県に提出する。  

県は、これを受け事業の種別毎に激甚法及び算定の基礎となる法律に基づき負担金、補助

金等を受けるための手続きを行う。  
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第２章 災害復旧支援計画 

 

第１節 災害復旧資金計画（各課） 

災害復旧のための融資措置として、被災者、中小企業者及び農林漁業者等に対し、つなぎ融資

の手段を講ずるとともに、あらゆる融資制度を活用して積極的な資金の融資計画を推進し、民生

の安定を図るものとする。  

１ 災害復旧資金相談窓口の設置 

  農林漁業関係者、商工観光関係者等に対する融資措置の相談窓口を設置し、国や県等の既存

融資制度を含む各種融資制度について情報提供することにより活用促進を図る。 

２ 農林漁業関係の資金融通  

(1) 天災融資資金（天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法） 

ア 農林漁業者経営資金  

イ 農林漁業組合事業資金  

(2) 株式会社日本政策金融公庫資金（株式会社日本政策金融公庫資金法）  

ア  農業基盤整備資金  

イ  林業基盤整備資金  

ウ  魚業基盤整備資金  

エ  漁船資金  

オ  農林漁業施設資金（共同利用施設、主務大臣指定施設）  

カ  農林漁業セーフティネット資金  

(3) 生活営農資金  

３ 商工業関係の資金融通  

ア  和歌山県融資制度枠の拡大、新制度創設  

イ  災害復旧高度化融資  

ウ  中小企業近代化資金等助成法の設備近代化資金の償還期限延長  

エ  小規模企業者等設備導入資金助成法の設備資金の償還期限延長  

４ 福祉関係の資金融通  

ア 生活福祉資金（生活福祉資金貸付制度要綱）（県社会福祉協議会運用） 

① 総合支援基金 

② 福祉資金 

③ 教育支援資金 

イ 母子・寡婦福祉資金  

 ① 事業継続資金 

② 住宅資金 
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５ 住宅関係の資金融通  

ア 災害復旧住宅資金  

イ 被害特別貸付  

 

第２節 仮設施設整備計画（商工観光課・産業課） 

被災した中小企業者及び農林漁業者等の再建が遅れることは、町の復興が遅れることや地域の

衰退の一因となります。中小企業者及び農林漁業者等の被災状況を把握し、必要に応じ仮設施設

の整備を実施し、再建支援や雇用の創出、地域経済の再生を図る。なお、仮設施設の整備にあた

っては、独立行政法人中小企業基盤整備機構等と連携し実施することとする。 
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第３章 災害復興計画 

 

災害からの復興は、被災者の生活再建を支援し、災害の再発防止を配慮しながら施設の復旧を

図り、より安全性に配慮した地域振興のための基礎的な条件づくりをめざすものとする。被災地

の迅速かつ的確な復興対策を実施するため、総合的かつ長期的な視野に立ち、より安全で快適な

空間創造を目指し、地域全体の意見を踏まえた災害復興計画を策定することとする。  

 

第１節 災害復興方針及び計画の策定（全課） 

１ 復興計画の策定  

大規模な被害が発生した場合の災害復興は、複雑かつ高度な大規模事業となる。そのため市

街地・産業・生活復興等に関する計画及びその事業手法、財源確保、推進体制等に関する事項

について計画を策定する。 なお、大規模災害が発生した際、災害への初動対応、復旧等の業務

量が膨大となるため、平時から被災後のまちづくりを想定した復興計画の事前策定に努める。 

２ 復興計画策定委員会  

復興に関する基本方針などを検討・推進するため、必要に応じ、関係課の職員、防災関係機

関及び学識経験者等から構成する復興計画策定委員会を設置する。   

 

第２節 災害復興本部の立ち上げ（全課） 

１ 災害復興本部の設置 

  災害復興計画に基づき、迅速かつ的確な復興対策を実施するため、有田川町災害復興本部を

設置する。 

２ 災害復興本部会議の開催 

  災害復興本部会議を開催し、災害復興本部の活動の基本方針や重要かつ緊急の応急対策に関

する協議等を行う。 

３ 災害復興財源の確保 

  復興事業に係る財源需要を算定し、財源確保のため、国・県に対して復興財源の補助等を要

請する。また、必要があるときは、災害復興基金の設立を検討する。 

 

第３節 災害復興事業の実施（全課） 

県及び関係機関・団体ならびに町民・事業所と協力して、災害復興計画に基づき、災害復興事

業を推進する。  
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第６編 南海トラフ地震防災対策推進計画 
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第１章 総 則 

第１節 推進計画の目的 

この計画は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成１４年法律

第９２号。以下「法」という。）第５条第２項の規定に基づき、南海トラフ地震防災対策推進地

域について、南海トラフ地震に関し地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する事項、南

海トラフ地震に係る防災訓練に関する事項、その他南海トラフ地震に係る地震防災上重要な対策

等を定め、当該地域における地震防災対策の推進を図ることを目的とする。 

 

第２節 防災関係機関が地震発生時の災害応急対策として行う事務又は業務の大綱 

有田川町の地域に係る地震防災に関し、有田川町区域内の公共的団体その他防災上重要な施設

の管理者（以下「防災関係機関」という。）の処理すべき事務又は業務の大綱は、有田川町地域

防災計画のとおりである。 
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第２章  災害対策本部等の設置等 

  

第１節 災害対策本部等の設置（総務班） 

有田川町長は、南海トラフ地震又は当該地震と判定されうる規模の地震（以下「地震」という。）

が発生したと判断したときは、災害対策基本法に基づき、直ちに有田川町災害対策本部を設置し、

的確かつ円滑にこれを運営するものとする。 

   

第２節 災害対策本部等の組織及び運営（総務班） 

 有田川町災害対策本部の組織及び運営は、災害対策基本法、有田川町災害対策本部条例に定め

るところによる。 

 

第３節 災害応急対策要員の参集（総務班・本部調整班） 

１ 有田川町は、通常の交通機関の利用ができない事情等の発生の可能性を勘案し、配備体制及

び動員計画を定めるものとする。 

２ 職員は、地震発生後の情報等の収集に積極的に努め、参集に備えるとともに、発災の程度を

勘案し、動員命令を待つことなく、自己の判断により定められた場所に参集するよう努めるも

のとする。 
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第３章 関係者との連携協力の確保 

 

第１節 資機材、人員等の配備手配（総務班・本部調整班） 

１ 物資等の調達手配 

(１) 地震発生後に行う災害応急対策に必要な次の物資、資機材（以下「物資等」という。）が

確保できるよう、あらかじめ物資の備蓄・調達計画を作成しておくものとする。 

(２) 有田川町は、和歌山県に対して地域住民等に対する応急救護及び地震発生後の被災者救護

のため必要な物資等の供給の要請をすることができる。 

２ 人員の配置 

  有田川町は、人員の配備状況を和歌山県に報告するとともに、人員に不足が生じる場合は、

和歌山県に応援を要請するものとする。 

３ 災害応急対策等に必要な資機材及び人員の配置 

(１) 防災関係機関は、地震が発生した場合において、有田川町地域防災計画に定める災害応急

対策及び施設等の応急復旧対策を実施するため、あらかじめ必要な資機材の点検、整備、配

備等の計画を作成するものとする。 

(２) 機関ごとの具体的な措置内容は、機関ごとに別に定める。 

 

第２節 他機関等に対する応援要請（総務班） 

 有田川町が災害応急対策の実施のため協力を得る必要があるときは応援協定に従い、応援を 

要請するものとする。 

 

第３節 他機関等に対する受援体制（総務班） 

  有田川町は平時から他機関等の支援の受援体制を構築し、各関係機関との関係を図るべく災 

害受援計画を策定するものとする。 

 

第４節 帰宅困難者への対応（総務班・広報班） 

  有田川町は「むやみに移動を開始しない」という基本原則を広報等で周知するほか、民間事 

業者との協力による一斉徒歩帰宅の抑制対策を進めるものとする。 
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第４章  地震発生時の応急対策等 

  

第１節 地震発生時の応急対策（全班） 

１ 情報の収集・伝達  

(１) 情報の収集・伝達                                          

    地震や被害状況等の情報の収集・伝達については、情報計画に定める伝達経路・手段によ

り行うものとする。    

(２) 避難のための指示 

  ① 有田川町長は、災害が発生し、又は発生するおそれがあり、住民等の生命及び身体を保

護するため必要があるときは、必要と認める地域の住民に対し避難の指示をすることと

する。 

  ② 有田川町長は、避難のための立退きを指示したときは、すみやかにその旨を知事に報告

するものとする。 

  ③ 知事は、災害が発生した場合において、当該災害の発生により有田川町長が、避難のた

めの立退きの指示ができなくなったときは、有田川町長に代わって実施するものとする。 

④ 吉備庁舎と清水行政局との連絡通信が困難な状況となり、町長が清水地域の被災状況を

確認できず的確な避難情報の発令が困難な場合は、清水地域内のみを対象とし、清水行政

局長が必要と認める地域の居住者等に対して、避難のための立退きを指示することとする。 

(3) 警察官 

   ① 有田川町長が避難のための立ち退きを指示することができないと認めるとき、又は有田

川町長から要請があったときは、住民等に対して避難のための立ち退きを指示すること

とする。この場合、避難のための立ち退きを指示した旨を有田川町長に通知することと

する。 

   ②  警察官は、災害ににより危険な事態が発生し、特に急を要する場合は、危害を受ける

おそれのある者を避難させるものとする。 

 (4) 災害派遣を命ぜられた自衛官 

    災害により危険な事態が発生し、警察官がその場にいないときで特に急を要する場合 

は、危害を受けるおそれのある者を避難させるものとする。 

２ 施設の緊急点検・巡視 

    有田川町は、必要に応じて、通信施設、防災施設、公共施設等、特に防災活動の拠点となる

公共施設等及び避難場所に指定されている施設の緊急点検・巡視等を実施し、当該施設の被災

状況等の把握に努めるものとする。    
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３ 二次災害の防止 

    有田川町は、地震による危険物施設等における二次被害防止のため、必要に応じた施設の点

検・応急措置、関係機関との相互協力等を実施する。 

  また、土砂災害の防止や倒壊物の飛散による被害の防止、ライフライン復旧時における火災

警戒等について、必要な措置をとるもとする。 

４ 救助・救急・消火・医療活動 

  (1) 救助・救急活動 

   有田川町は、発災後適切な時期において、必要な救助及び救急活動を行う。 

 (2) 消火活動 

   有田川町は、発災後適切な時期において、有田川町長を本部長とする災害対策本部を設立

し、消防機関を指揮・監督し、火災の消火に当たる。 

   活動要綱については、消防機関の計画、規程参照。 

   なお、町内の文化財の被害軽減を図るため、延焼防止のための対策を予め講じることとし

その計画については、本計画第２編第１３章「文化財災害予防計画」に定めるところによる。 

 (3) 医療活動  

      有田川町は、災害により特に集団的に多数の傷病者が発生した場合は、医療並びに助産救

護の万全を期するものとする。 

５ 物資調達 

    有田川町は、発災後適切な時期において、有田川町が所有する公的備蓄量、企業との協定等

により調達可能な流通備蓄量について、主な品目別に確認し、その不足分を県に供給要請する。 

６ 輸送活動 

  有田川町は、発災後において、災害応急対策の実施に必要な輸送に迅速、的確を期し、災害

応急対策要員、または、被災者、災害応急対策用物資及び資機材等の輸送は、町またはその他

の機関が行うものとする。                      

７ 保健衛生・防疫活動 

    有田川町は、発災後、被災地域の保健衛生の万全を期し、災害によって発生流行する伝染病 

を防止する。 

  災害時における防疫は、町長が実施する。ただし、災害の状況により、町長において、防疫

が不可能の場合は、知事と協議して行うものとする。 
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第２節 資機材、人員等の配備手配（総務班・本部調整班） 

１  物資等の調達手配 

 (1) 地震発生後に行う災害応急対策に必要な物資、資機材（以下「物資等」という。）の確保

については、有田川町地域防災計画の物資供給計画に基づき行う。 

  (2) 有田川町は、県に対して管轄区域内の居住者、公私の団体（以下「居住者等」という。）

及び観光客、釣り客やドライバー等（以下「観光客等」という。）に対する応急救護及び地

震発生後の被災者救護のため必要な物資等の供給の要請をすることができる。 

２ 人員の配置 

    有田川町は、人員の配備状況を県に報告する。 

３ 災害応急対策等に必要な資機材及び人員の配置 

  (1) 防災関係機関は、地震が発生した場合において、有田川町地域防災計画に定める災害応急

対策及び施設等の応急復旧対策を実施するため、必要な資機材の点検、整備及び配備等の準

備を行うものとする。 

 (2) 機関ごとの具体的な措置内容は、機関ごとに別に定める。 

 

第３節 他機関に対する応援要請（総務班、消防班） 

１ 他の市町村への応援要請 

災害が発生し、町独自では十分に被災者の救援等の応急措置が実施できない場合に、基本法

等の関係法令及び相互応援協定に基づき他の市町村等に対して、応援を要請するものとする。           

２ 緊急消防援助隊、自衛隊の派遣要請 

有田川町は、災害に際し、人命または財産の保護のため町長が緊急消防援助隊、自衛隊の救

援を必要と認めたときは、部隊等の派遣要請を県知事に行うものとする。 

３ 消防本部・警察署等との連絡体制の確保 

  町は、災害が発生し、他の市町村からの緊急消防援助隊、警察の広域緊急援助隊を受け入れ

ることとなった場合に備え、代表消防機関及び湯浅警察署との連絡体制を確保し、活動の拠点

の確保等受け入れ体制を確保するように努めるものとする。 

４ 広域的な災害対応体制の整備 

   南海トラフ地震は、関東から九州に至る広域な地域に被害が発生する可能性があるため、災

害発生時に隣接市町からの応援を求めることは困難である。このため、県に対して、広域的な

災害対応体制の整備について働きかける。 

  なお、その際には、東南海地震と南海地震の連続発生を考慮した応急対策要員の配置等の対

応策についても考慮する。 
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第５章 地震からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する事項 

第１節 地震からの防護のための施設の整備等（建設班） 

１ 河川等の管理者においては、地震が発生した場合は直ちに、樋門等の閉鎖、工事中の場合は

工事の中断等の措置を講じる。 

２ 河川等の管理者においては、次の事項について必要に応じ実施する。 

(1) 堤防、樋門等の点検 

(2) 樋門等の閉鎖を迅速・確実に行うための体制の確立 

 

第２節 地震に関する情報の伝達等（総務班・広報班） 

  地震に関する情報の伝達に係る基本的事項は、第４編第２章「情報計画」によるほか、次の

事項にも配慮する。 

１ 町は、地震に関する情報を居住者及び観光客並びに関係機関等に対し、的確かつ広範囲に伝

達する。 

２ 町内の被害状況の迅速・確実な把握を行う。 

 

第３節 避難対策等（総務班・福祉班・避難所対応プロジェクト） 

１ 町は、災害救助法の適用となる避難対策について、適切な対応を行う。 

２ 町は、次の事項について住民にあらかじめ十分周知を図る。 

(1) 避難場所の位置 

(2) 避難指示等の伝達方法 

(3) 避難場所にある設備、物資等及び避難場所において行われる救護の措置等 

(4) その他避難に関する注意事項（集団避難、防火、防犯、持出品、服装、車の使用の禁止等） 

３ 町は、避難場所を開設した場合は、当該避難場所に必要な設備及び資機材の配備、食糧等生

活必需品の調達、確保並びに職員の派遣を行う。 

４ 地域の自主防災組織及び施設又は事業所の自衛消防組織においては、避難の指示があったと

きは、あらかじめ定めた避難計画及び本部の指示に従い、住民、従業員、入場者等の避難誘導

のため必要な措置をとる。 

５ 他人の介護等を要する者に対しては、支援を行う者の避難に要する時間に配慮しつつ、次の

点に留意する。 

(1) 町は、あらかじめ避難行動要支援者の人数及び介護者の有無等の把握に努める。 

(2) 余震の発生のおそれにより、町長から避難の指示が行われたときは、(1)に掲げる者の避難
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場所までの介護及び搬送は、原則として本人の親族又は本人が属する自治会や自主防災組織

等が指定する者が担当するものとし、町は自治会や自主防災組織等を通じて介護又は搬送に

必要な資機材の提供その他援助を行う。 

(3) 地震が発生した場合は、町は(1)に掲げる者を収容する施設のうち自ら管理するものについ

て、収容者等に対し必要な救護を行う。 

６ 町は、あらかじめ関係事業者と協議して、外国人、観光客等に対する避難誘導等の対応につ

いて定める。 

７ 避難場所での救護に当たっては、次の点に留意する。 

(1) 町が避難場所において避難者に対し実施する救護の内容は次のとおりとする。 

 ア 収容施設への収容 

 イ 飲料水、主要食糧及び毛布の供給 

 ウ その他必要な措置 

(2) 町は、(1)に掲げる救護に必要な物資、資機材の調達及び確保を図るため、次の措置をとる。 

 ア 流通在庫の引き渡し等の要請 

 イ 県に対し県及び他の市町村が備蓄している物資等の供給要請 

 ウ その他必要な措置 

８ 町は、居住者等が地震発生時に的確な避難を行うことができるよう、避難に関する意識啓発

のための対策を実施する。 

９ 町は、帰宅困難者の不安を取り除き社会的混乱を防止するため、徒歩帰宅のための支援策等

も講じる。 

 

第４節 消防機関等の活動（消防班） 

１ 消防本部、消防団においては、地震からの円滑な避難の確保等のために、次の事項を重点と

して必要な措置を講じる。 

(1) 正確な地震情報等の収集・伝達 

(2) 危険区域からの避難誘導 

(3) 土嚢等による応急浸水対策 

(4) 自主防災組織等の避難計画作成等に対する支援 

(5) 救助・救急等 

２ １に掲げる措置を実施するため必要な動員、配備及び活動計画は、第４編「震災応急対策計

画」及び別に定めるところによる。 
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第５節 水道、下水道、通信、電気、ガス、放送関係（各班） 

１ 水道 

町は、被災時における飲料水確保並びに円滑な給水活動を実施するため、必要な措置を講じ

る。その内容は、別に定めるところによる。 

２ 下水道 

町は、被災時における避難所のトイレを確保するため、必要な措置を講じる。その内容は、

別に定めるところによる。 

３ 通信 

電気通信事業者においては、地震等に関する情報を確実に伝達するために必要な通信を確保

するため、電源の確保等の対策を実施する。その内容は、別に定めるところによる。 

４ 電気 

電気事業者は、被災時における円滑な避難を確保するため、警報等の伝達や避難時の照明の

確保等が必要なことから、電源の確保のためにとるべき必要な措置を講じるとともに、漏電火

災等の二次災害の防止に必要な措置を講じる。また、災害応急活動の拠点等に対して電力を優

先的に救急するために必要な措置を実施するものとする。その内容は、別に定めるところによ

る。 

５ ガス 

ガス事業者は、被災時における円滑な避難を確保するため、火災等の二次災害防止のための

利用者によるガス栓閉止等必要な措置に関する広報を実施する。その内容は、別に定めるとこ

ろによる。 

６ 放送 

放送事業者（日本放送協会和歌山放送局、株式会社和歌山放送、株式会社テレビ和歌山、株

式会社毎日放送、朝日放送株式会社、関西テレビ放送株式会社、讀賣テレビ放送株式会社）に

おいては、放送が居住者、観光局等への情報の正確かつ迅速な伝達の不可欠であるため、町、

県、関係機関等と協力して、地震情報、被害状況、交通情報、避難場所に関する情報等、必要

な情報提供に努める。その内容は、別に定めるところによる。 

 

第６節 交通対策（建設班） 

１ 道路 

道路管理者は、県公安委員会と連携して地震により通行に支障が起こるおそれがあるところ

での交通規制、避難路についての交通規制の内容をあらかじめ計画し周知する。 

２ 鉄道 

鉄道事業者においては、走行路線に地震の発生により危険度が高いと予想される区間がある
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場合等において、通行の停止、その他運行上の措置を講じる。その内容は、別に定めるところ

による。 

 

第７節 町が自ら管理又は運営する施設に関する対策（各班） 

１ 不特定多数かつ多数の者が出入りする施設 

町が管理する庁舎、社会教育施設、社会体育施設、図書館、学校等の管理上の措置は、概ね

次のとおりとする。 

(1) 各施設に共通する事項 

ア．入場者等への地震情報等の伝達 

  イ．入場者等の安全確保のための退避等の措置 

  ウ．施設の耐震化、防火点検及び設備、備品等の転倒、落下防止措置 

  エ．出火防止措置 

  オ．水、食糧等の備蓄 

  カ．消防用設備の点検、整備 

  キ．非常用発電装置の整備、防災行政無線、テレビ・ラジオ・コンピュータなど情報を入手

するための機器の整備 

(2) 個別事項 

ア．学校、保育所 

 ① 当該学校等が、震災による危険予想区域にあるときは、避難の安全に関する措置 

 ② 当該学校等に保護を必要とする生徒等がいる場合（特別支援学級等）、これらの者に対

する保護の措置 

  イ．社会教育施設にあたっては重度障害者、高齢者等移動することが不可能又は困難な者の

安全確保のために必要な措置。なお、施設ごとの具体的な措置内容は、施設ごとに別に定

める。 

２ 震災応急対策の実施上重要な建物に対する措置 

(1) 本部が設置される庁舎や代替庁舎等の管理者は、１の(1)に掲げる措置をとるほか、次の措

置をとる。 

ア．自家発電装置、可搬式発電機等の整備による非常用電源の確保 

  イ．無線通信機等通信手段の確保 

  ウ．本部開設に必要な資機材及び緊急車両等の確保 

(2) この推進計画に定める避難場所又は応急救護所がおかれる施設等の管理者は、１の(1)又は

１の(2)の措置をとるとともに、町が行う避難場所又は、応急救護所の開設に必要な資機材の

搬入、配備に協力する。 
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３ 工事中の建築物等に対する措置 

  工事中の建築物その他工作物又は施設については、工事を中断する。 

 

第８節 迅速な救助（消防班） 

１ 消防機関等による被災者の救助・救急活動の実施体制 

  消防本部は、救助・救急隊の体制の整備及び車両・資機材の確保に努めるものとする。 

２ 消防団の充実 

  消防本部は、消防団に関する加入促進による人員確保、車両・資機材の充実、教育・訓練の

充実を図る。 
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第６章  時間差発生等における円滑な避難の確保等（総務班） 

第１節 南海トラフ地震に関連する情報の名称及び発表条件等 

１ 「南海トラフ地震に関連する情報」の名称及び発表条件 

 「南海トラフ地震に関連する情報」は、以下の２種類の情報名で発表される。 

情報名 情報発表条件 

南海トラフ地震臨時情報 ・南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、その現象が

南海トラフ沿いの大規模な地震と関連するかどうか調査

を開始した場合、または、調査を継続している場合 

・観測された異常な現象の調査結果を発表する場合 

南海トラフ地震関連解説情報 ・観測された異常な現象の調査結果を発表した後の状況

の推移等を発表する場合 

・「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定例会

合における調査結果を発表する場合（ただし、南海トラ

フ地震臨時情報を発表する場合を除く） 

 

２ 「南海トラフ地震臨時情報」に付記するキーワードと各キーワードを付記する条件 

 情報名の後にキーワードを付記して「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」等の形で発表される。 

情報名 情報発表条件 

調査中 下記のいずれかにより臨時に「南海トラフ沿いの地震に

関する評価検討会」を開催する場合 

・監視領域内（※1）でマグニチュード 6.8 以上（※2）

の地震（※3）が発生 

・１カ所以上のひずみ計での有意な変化とともに、他の

複数の観測点でもそれに関係すると思われる変化が観測

され、想定震源域内のプレート境界で通常と異なるゆっ

くりすべりが発生している可能性がある場合など、ひず

み計で南海トラフ地震と関連性の検討が必要と認められ

る変化を観測 

・その他、想定震源区域内のプレート境界の固着状態の

変化を示す可能性のある現象が観測される等、南海トラ

フ地震と関連性の検討が必要と認められる現象を観測 

巨大地震警戒 ・想定震源区域内のプレート境界において、モーメント

マグニチュード（※4）8.0 以上の地震が発生したと評価

した場合 

巨大地震注意 ・監視領域内（※1）において、モーメントマグニチュー

ド（※4）7.0 以上の地震（※3）が発生したと評価した

場合（巨大地震警戒に該当する場合は除く。） 
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・想定震源域内のプレート境界において、通常と異なる

ゆっくりすべりが発生したと評価した場合 

調査終了 ・（巨大地震警戒）、（巨大地震注意）のいずれにも当ては

まらない現象と評価した場合 

 

※１ 南海トラフの想定震源域及び想定震源域の海溝軸外側 50km 程度までの範囲 

※２ モーメントマグニチュード 7.0 の地震をもれなく把握するために、マグニチュードの推定

誤差を見込み、地震発生直後の速報的に求めた気象庁マグニチュードで M6.8 以上の地震か

ら調査を開始する。 

※３ 太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地震は除く。 

※４ 断層のずれの規模をもとにして計算したマグニチュード。従来の地震波の最大振幅から求め

るマグニチュードに比べて、巨大地震に対しても、その規模を正しく表せる特徴をもってい

る。 

 

第２節 南海トラフ地震臨時情報(調査中)に対する災害応急対策 

１ 情報収集・連絡体制の整備 

  南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合、迅速に初動体制の確立を図り、情報

の収集や伝達に努める。 

 

第３節 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)に対する災害応急対策 

  南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合、情報の収集や伝達に努め、１

週間、後発地震に対して警戒するとともに、当該期間経過後の１週間、後発地震に対して注意

する。 

１ 住民への周知 

(1) 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）の内容、交通に関する情報、ライフラインに関

する情報、生活関連情報など住民に密接に関係のある事項について周知する。 

(2) 地域住民等に対し、日頃から地震の備えを再確認するなど、防災対応の必要性を周知する。 

(3) 自治会長、自主防災組織、民生委員児童委員など地域防災関係者に対し、必要な情報の提

供を行う。 

２ 消防機関等の活動 

  南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合、消防機関及び消防団が、出火

及び混乱の防止、発災後の円滑な避難の確保のために、地震情報の的確な収集、伝達に努める。 

３ 町が管理等を行う施設等に関する対策 

  町が管理する道路、河川、庁舎、社会教育施設、社会体育施設、社会福祉施設、図書館、学

校等の管理上の措置及び体制は概ね次のとおりとする。 
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 (1) 各施設に共通する事項 

  ア．南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の入場者等への伝達 

  イ．入場者等の安全確保のための退避等の措置 

  ウ．施設の防火点検及び設備、備品等の転倒、落下防止措置 

  エ．出火防止措置 

  オ．消防用設備の点検、整備 

  カ．各施設における緊急点検、巡視 

(2) 個別の事項 

  ア．道路利用者への通行に関する情報提供や道路啓開の準備 

  イ．水門等の円滑な閉鎖に向けた準備 

  ウ．工事中の建築物等に対する措置 

４ 避難施設等に関する対策 

  指定避難所及び指定緊急避難場所における緊急点検を実施し、円滑な避難所開設が実施でき

るよう備える。 

５ 通信設備等に関する対策 

  防災行政無線設備や衛星携帯電話等の通信点検を実施し、通信の確保に努める。 

 

第４節 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)に対する災害応急対策 

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合、情報の収集や伝達に努めると

ともに、後発地震に対して注意する措置をとる。 

 

１ 住民への周知 

(1) 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）の内容、交通に関する情報、ライフラインに関

する情報、生活関連情報など住民に密接に関係のある事項について周知する。 

(2) 地域住民等に対し、日頃から地震の備えを再確認するなど、防災対応の必要性を周知する。 

(3) 自治会長、自主防災組織、民生委員児童委員など地域防災関係者に対し、必要な情報の提

供を行う。         

２ 町が管理等を行う施設等に関する対策 

町が管理する施設・設備等の点検等、日頃からの地震への備えを再確認する。 

３ 避難施設等に関する対策 

  指定避難所及び指定緊急避難場所における緊急点検を実施し、円滑な避難所開設が実施でき

るよう備える。 

４ 通信設備等に関する対策 

  防災行政無線設備や衛星携帯電話等の通信点検を実施し、通信の確保に努める。 
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第７章  地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備計画（各班） 

 

施設等の整備はおおむね五箇年を目途として行うものとし、具体的な事業施行等に当たっては、

施設全体が未完成であっても、一部の完成により相応の効果が発揮されるよう、整備の順序及び

方法について考慮するものとする。 

 なお、町が所有する施設については、別に定める耐震化の方針に基づき、対策を計画的かつ速

やかに実施するとともに、災害時の拠点となる施設や主要な道路等の耐震診断・改修等耐震化対

策を特に推進する。 

 更に、本町が関与、利用する一部事務組合管理運営公共施設（特別養護老人施設潮光園、養護

老人ホームなぎ園、有田聖苑等）においても同様に、耐震化機能や浸水対策（浸水想定区域内施

設の移転等）を図ることは、特に緊急性を要するため、速やかに整備するよう検討する。 

１ 建築物、構造物等の耐震化・不燃化・耐浪化 

２ 避難場所の整備 

３ 避難経路の整備 

４ 土砂災害防止施設 

５ 消防用施設の整備等 

    順次消防用施設及び消防用資機材の整備を行うものとする。 

６ 消防、救助、救急等の緊急車両の調達と緊急輸送を確保するために必要な道路等の整備 

７  通信施設の整備 

    有田川町その他防災関係機関は本計画「情報計画」に定める情報の収集及び伝達計画に従い、

地震防災応急対策を実施するため必要な通信施設を整備するものとする。 

   通信施設の整備計画は次のとおりである。 

  (1) 有田川町防災行政無線 

  (2) その他の防災機関等の無線 
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第８章 防災訓練計画（総務班・消防班） 

 

１ 有田川町及び防災関係機関は、地震防災対策推進計画の熟知、関係機関及び住民の自主防災

体制との協調体制の強化を目的として、推進地域に係る南海トラフ地震を想定した防災訓練を

実施するものとする。 

２ １の防災訓練は、11月5日の津波防災の日に地震避難訓練を実施するなど、少なくとも年1

回以上実施するよう努めるものとする。 

３ 南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）、南海トラ

フ地震臨時情報（巨大地震注意）等が発表された場合の訓練も実施する。 

４ 有田川町は、自主防災組織等の参加を得て訓練を行う場合には、和歌山県に対し、必要に応

じて助言と指導を求めるものとする。 

５ 有田川町は、県、防災関係機関等と連携して、次のようなより具体的かつ実践的な訓練を行

う。 

  (1) 要員参集訓練及び本部運営訓練 

  (2) 要配慮者、滞留旅客等に対する避難誘導訓練 

(3) 災害の発生の状況、避難情報の発令、自主避難による各避難場所等への避難者の人数等に

ついて、迅速かつ的確に県及び防災関係機関に伝達する訓練 
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第９章 地震防災上必要な教育及び広報に関する計画（各班） 

 

有田川町は、防災関係機関、地域の自主防災組織、事業所等の自衛消防組織等と協力して、地

震防災上必要な教育及び広報を推進するものとする。 

１ 有田川町職員に対する教育 

    地震災害応急対策業務に従事する職員を中心に、地震が発生した場合における地震災害応急

対策の円滑な実施を図るため、必要な防災教育を行うものとする。 

    防災教育は、各部、各課、各機関毎に行うものとし、その内容は少なくとも次の事項を含む

ものとする。 

(1) 南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）、南海ト

ラフ地震臨時情報（巨大地震注意）の内容及びこれに基づきとられる措置の内容 

  (2) 南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識 

  (3) 地震・津波に関する一般的な知識                  

  (4) 南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）、南海ト

ラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が出された場合及び南海トラフ 地震が発生した場合に

具体的にとるべき行動に関する知識 

  (5) 南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）、南海ト

ラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が出された場合及び南海トラフ地震が発生した場合に

職員等が果たすべき役割 

  (6) 南海トラフ地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識 

  (7) 南海トラフ地震対策として取り組む必要のある課題 

２ 住民等に対する教育 

    有田川町は、関係機関と協力して、ハザードマップの作成・見直し・周知、ワークショップ

の開催、防災訓練等の機会を通じて、地震からの避難に関する知識の啓発など、住民等に対す

る教育を実施するものとする。なお、南海トラフ地震が数時間から数日の時間差で発生するこ

とによる被害を防ぐため、両地震が連続して発生した場合に生じる危険についても周知するこ

ととし、住民意識の啓発に努める。 

    防災教育は、地域の実態に応じて地域単位、職場単位等で行うものとし、その内容は、少な

くとも次の事項を含むものとする。 

    なお、その教育方法として、印刷物、ビデオ等の映像、各種集会の実施など地域の実情に合

わせた、より具体的な手法により、自助努力を促し地域防災力の向上を図ることにも留意しな

がら、実践的な教育を行うものとする。 

 (1) 南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）、南海ト

ラフ地震臨時情報（巨大地震注意）の内容及びこれに基づきとられる措置の内容 
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  (2) 南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識 

  (3) 地震・津波に関する一般的な知識                  

  (4) 南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）、南海ト

ラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が出された場合及び南海トラフ地震が発生した場合に

おける出火防止対策、近隣の人々と協力して行う救助活動・避難行動、初期消火、応急手当

及び自動車運行の自粛等防災上とるべき行動に関する知識 

  (5)  正確な情報入手の方法 

  (6)  防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容 

  (7)  各地域における避難対象地区、急傾斜地崩壊危険箇所等に関する知識 

(8)  各地域における避難地及び避難路に関する知識 

  (9) 避難生活に関する知識 

  (10)  地域住民等自らが実施し得る、最低でも３日間、可能な限り１週間分程度の生活必需品

の備蓄、応急手当、家具の固定、出火防止、ブロック塀の倒壊防止等の平素からの対策及

び災害発生時における応急措置の内容や実施方法 

 (11) 住宅の耐震診断と必要な耐震改修の内容 

３ 児童、生徒等に対する教育 

４ 防災上重要な施設管理者に対する教育 

５ 自動車運転者に対する教育 

６ 相談窓口の設置 

  県及び有田川町は、地震対策の実施上の相談を受けるため必要な窓口を設置するとともに、

その旨周知徹底を図るものとする。 

 

 


